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日本の博物館のこれからⅣ   49 - 56

博物館法改正の議論が進んでいる。2021 年 5 月

現在，文化審議会博物館部会「法制度のあり方に

関するワーキンググループ」は 5 回の審議を重ね，

「登録制度」，「ネットワーク」，「学芸員制度」を中

心に議論を続けており，3 月 24 日の中間報告に続

き，部会においても 5 月 28 日の博物館部会で中間

とりまとめを議論しているところである（https://

www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/hakubutsukan/

hakubutsukan03/01/92359302.html，2021．7．5 参照）。

現在の博物館法改正には 2008 年に行われた前回の

改正から継続して議論されている論点とともに，

その後の状況によって生じた要請が盛り込まれて

いる。

今回の改正に向けては，今後各種の博物館関係

団体からの意見聴取も行われていく予定だとされ

ている。新たな博物館法が，社会と博物館現場に

よりよく受容され，博物館の改善と機能発揮に実

効的なものとして活用されていくことが望ましい。

そのためには，様々な要因で生じ蓄積されてきた，

制度上の矛盾や現在の博物館が抱える課題を解決

するものであることがのぞましい。本稿では，こ

うした課題を博物館法の議論に加えるため，議論

経過と合わせて整理を試みるものである。

1．底流にある「対話と連携の博物館」から 2008 

年法改正とその後の展開

山西・佐久間（2018）は，近年のさまざまな博

物館政策が『「対話と連携」の博物館― 理解への対

話・行動への連携 ― 』（「望ましい博物館のあり方」

調査研究委員会 2001，以下「対話と連携の博物館」）

が基礎となっていることを指摘した。この報告書

にある提言は，その後の博物館政策を概観し評価

するための手がかりになるだろう。「対話と連携の

博物館」の骨格部分ともいえるⅡ章では，委員会

は 4 つの基盤整備の重要性を述べており，「法的整

備」，「人的整備」，「財政的整備」，「体制整備」を

挙げている。まずはこの 4 つの分類に沿って概観

してみたい。

1）法的整備

法的整備とされた内容は博物館登録制度の改善

が主軸であった。登録博物館が全体のごく一部で

ある問題点を指摘し，博物館振興という法の目的

に沿っていない現状を指摘する。「博物館法」を中

心とする今の法的枠組みは，現代の社会的要請に

応えるには不備な点が多く，関連法規を含め全体

的な見直しをする必要が」あると指摘した。その

後 IV 章ではさらに詳細な議論がされている。

登録制度に関わる問題は 2001 年以降も博物館法

改正に向けた研究会などで議論が進められ，2006 

年には報告書として「新しい時代の博物館制度の

在り方について」（https://www.mext.go.jp/b_menu/

shingi/chousa/shougai/014/toush in/07061901.pdf，

2021．7．5 参照）が発行されるなど，そこから議

論が進んでいた。

2006 年報告書では当時の博物館制度の問題点と

して以下の 4点を示していた。

報告書や提言から読み解く博物館法改正に向けた課題報告書や提言から読み解く博物館法改正に向けた課題

大阪市立自然史博物館　　　佐久間　大　輔
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1. 博物館は，法制定時に比較して，形態，ニー

ズが多様化。

2. 博物館法上位置づけられる博物館は，博物館

全体の中では少数。

3. 学芸員の資格取得は，同類の資格と比較して

容易。

4. 博物館界は，博物館法改正を要望。

基本的に「対話と連携の博物館」の路線を引き

継いでおり，1. と 2. が登録制度改正の提言，3. が

学芸員制度改正の提言として報告書では展開され

る。さらに，「公立博物館には予算減，指定管理

者制度や市場化テストなど，私立博物館には公益

法人改革等，博物館は大きな変化の中にある」と

運営体制に関する危機感を示し，合わせて生涯学

習社会への対応を述べている。続く第 2 章では博

物館に求められる役割としてこれを発展させ生涯

学習につながる「市民とともに『資料を探求』し，

市民とともに知の楽しみを『分かち合う』博物館

文化の創造」を述べるとともに，多様な博物館の

あり方に対応し，資料の実態として動物園などの

生品から科学館の演示装置，町並みに至るまで多

様な資料のあり方を述べている。注目点としては

調査研究については「館の使命と計画に基づき行

われるべき」だと述べている。この報告書ではこ

れらを解決する手法として登録制度と学芸員制度

の改善について提言しているが，残念ながらこれ

らの提言は 2008 年改正では盛り込みが見送られて

しまった。登録制度の 2008 年法改正以降の動きは

別項に詳述する。

2）人的整備

「対話と連携の博物館」では学芸員の課題とし

て，「質・量ともに不十分」な現状を指摘していた。

質については養成制度以外にも，現役学芸員の資

質向上に関するものとして研修の充実，研究条

件，倫理規定など様々なものが示された。この他

にも IV 章では組織など様々な提言がされている。

これらのうち，倫理規定は文部科学省の諮問とし

て研究がなされ，2012 年に日本博物館協会から

「博物館の原則・博物館関係者の行動規範」とし

て公表された（https://www.j-mus e.or.jp/02program/

pdf/2012.7koudoukihan.pdf，2021．7．5 参照）。研

修については，2008 年改正で社会教育法とともに

第 7 条に「文部科学大臣及び都道府県の教育委員

会は，学芸員及び学芸員補に対し，その資質の向

上のために必要な研修を行うよう努めるものとす

る」と加えられたが，努力義務にとどまっている。

文化庁によりミュージアム・エデュケーター研修

（現ミュージアム・エデュケーション研修）や経営

層を対象としたマネジメント研修が開設されたが，

都道府県による研修は不活発である。学芸員の高

度化などを目指した養成制度については 2008 年法

改正では一部のみの改訂がなされ，養成課程など

の議論はその後の学術会議提言に繋がっている。

一方，量に関しては「対話と連携の博物館」が

議論された当時より，現在はさらに悪化している

とも言える。平成 30 年度社会教育調査からは「登

録博物館」914 館中，専任の学芸員が一人もいない

館，が 256 館にものぼるということが示されてい

る。配置されている学芸員も「会計年度任用職員」

であったり，非常勤職員を多く含んでいる。次に

示す指定管理者制度の弊害も含め抜本的な検討が

必要になっている。博物館法上の登録博物館の要

件である「博物館に，専門的職員として学芸員を

置く」という根幹がかなり脆弱な状況になってい

ることを端的に示している。

3）財政的整備

2001 年当時の提言でも交付金の拡充と公益法人

への税制優遇の課題をあげていた。しかし，地方

分権の推進によって交付金からの博物館への配分

額の決定は 自治体の裁量に委ねられるようになっ
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ており，より複雑さを増している。国から自治体

に配分される博物館の経費は社会教育費の一環と

して積算されているが，自治体は全体として使途

の見直しを進めており，さらに指定管理者制度な

どの 導入によって運営コストの削減を進めている。

このことによって多くの博物館 では固定費である

人件費の縮減につながり，人員不足と非常勤化が

進んでいる 側面が大きい。文化施設には様々な弊

害をもたらしている部分もある。（佐久間，2017；

金山，2020）。この弊害については従前より懸念さ

れており，2008 年博物 館法改正時の参議院文教科

学委員会付帯決議では，「国民の生涯にわたる学習

活 動を支援し，学習需要の増加に応えていくため，

公民館，図書館及び博物館等の社会教育施設にお

ける人材確保及びその在り方について検討すると

ともに，社 会教育施設の利便性向上を図るため，

指定管理者制度の導入による弊害につい ても十分

配慮して，適切な管理運営体制の構築を目指すこ

と」（下線筆者，https://www.sangiin.go.jp/japanese/

gianjoho/ketsugi/169/f068_060301.pdf，2021．7．5 参

照）と配慮要請がなされている。

税制優遇は，いわゆる公益法人制度の改革によ

り，公益財団法人への法人所得税優遇，寄付減税

などが実現した。しかし，法人への寄付制度は「ふ

るさと納税」などに比べ利便性が低く，手続きの

簡素化が必要な現状にある。また，公益法人の認

定要件の公益的な事業に博物館の運営などは認め

られているが，博物館活動に紐付いた公益認定で

はなく，あくまでも一般の公益法人の一つに博物

館を運営するものがあるに過ぎない状況である。

博物館の運営形態も指定管理者制度だけでなく，

地方独立行政法人や PPP 等による公設民営など多

様化している。こうした中において，公立だけで

ない多様な博物館をカバーした財政的整備のあり

方は重要な課題になっている。 

4）体制整備

「対話と連携の博物館」では使命の明示と市民参

画の重要性を上げている。「日本の博物館が『対話

と連携』を運営の基盤に据え，総合としての博物

館力を向上させようとする時，個々の博物館がそ

れぞれの個性を明確にし，館の目的，方針，目標

を新たな『使命声明書』として明らかにすること

は，対話と連携の前提として，また，市民の選択

ニーズに対応する手段として極めて重要だからで

ある。」として，法に沿った画一的な博物館ではな

く，それぞれの博物館が使命を明確にすることが

重要であると述べた。市民参画については，博物

館協議会の活性化など博物館運営への市民の参加

や友の会・ボランティア・市民学芸員などを重要

視し，生涯学習施設としての中核としての博物館

に必須であるとした。

その後，使命の明示については日本博物館協会

が 2004 年に「使命・計画作成の手引き」を発行し，

更に 2012 年の「博物館の原則」においても「博物

館は，使命に基づく方針と目標を定めて活動し，

成果を評価し，改善を図る」とその必要性を強調

している。博物館を市民社会の中で重要な存在と

し，市民参画を図ることは今時改正でもなお重点

になっている。

2．2008 年博物館法改正で残された課題とその後

の展開

2008 年の博物館法改正においては，法制化に向

けた議論がまとまらず，事前に議論されていた学

芸員制度と登録制度の改定が見送られた。「博物館

については・・・（中略）関係者の理解と協力を

得ながら登録制度の見直しに向けた検討を進める

とともに，広域かつ多岐にわたる連携協力を図り，

国際的に遜色のない博物館活動を展開できるよう

な環境の醸成に努めること」との平成二十年六月
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三日参議院文教科学委員会付帯決議がついたにも

かかわらず，議論は長らく停滞していた。

2011 年に発表された「博物館の設置及び運営上

の望ましい基準の見直しについて」では 2008 年改

正を受けて，生涯学習社会，危機管理への対応を

背景として示してはいるが，博物館の課題につい

てはそれほど多くの言及はしていない。学芸員の

配置が 1館あたり 1.2 人にとどまっていること，資

料購入費が低い水準にあることには厳しい状況と

いう見解を示すが，入館者数，講座・集会数など

で順調な状況を示し，指定管理者制度の導入感に

ついては中立的な表現に終止している。こうした

状況認識のもと，新しい「望ましい基準」の検討

に当たっての視点として，博物館の拡大した役割，

より高い基準としての「望ましい基準」，倫理規定，

多様な館種，規模の違いへの配慮，対象としてい

ない施設への考え方，数値基準の復活など様々な

論点の整理をしている。この報告書は法改正後の

問題整理という論調であり，新たな問題提起とい

う観点は少なかった。

このような状況を受けて，日本博物館協会は 

2013 年から「全国博物館大会」の決議として博

物館登録制度の課題を提起し続けた。さらに，

2014 年から「博物館登録制度のあり方に関する

調査研究」を自ら委員会を設けて検討を始め，2 

017 年に報告書を刊行した（https://www.j-muse.

or.jp/02program/pdf/tourokus eido.pdf，2021．7．5 参

照）。この報告書は 2008 年博物館法で見送られた

登録制度に集中するが，「博物館を取り巻く運営環

境が大きく変容するなかで，法律と各博物館の運

営実態との乖離が顕著化」していること，（対象外

の博物館が多いことで）「広く博物館の振興を図る

目的を果たす上で致命的な障害となっている」こ

とを指摘し，登録制度改善の必要性を強く述べて

いる。

この動きと並行して「日本学術会議　史学委員

会　博物館・美術館等の組織運営に関する分科会」

も提言「21 世紀の博物館・美術館のあるべき姿 ―

博物館法の改正へ向けて」（http://www.scj.go.jp/ja/

info/kohyo/pdf/kohyo-23-t243-1.pdf，2021．7．6 参照）

をまとめ，公表した。同委員会はさらに検討を加

え 2020 年に提言「博物館法改正へ向けての更なる

提言～ 2017 年提言を踏まえて～」（http://www.scj.

go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-t294-3.pdf，2021．7．

6 参照）として公表された。このうち，まず 2017 

年提言では，文化財保護行政と博物館の整合性の

必要をのべたうえで，1. 国立博物館と博物館制度

の整合性，2. 教育委員会制度や地方独立行政法人

制度など近年の法制度と博物館法の乖離，3. 研究

機関としての博物館の窮状，4. 学芸員への高度な

専門性の付与の必要性を現状認識の出発点とし，

博物館登録制度及び研究条件の改善と学芸員制度

改革を提言している。研究面の機能強化を主眼と

した提言であり，実際，学芸員制度も大学院での

研究能力獲得を重視している。さらに 2020 年提言

では，具体的な認証制度，学芸員制度の改善など

に言及している。新たな観点として「業務から離

れた自由な研究活動の意義」について述べ，独創

的な研究を可能にする予算措置・人員配置など研

究環境の整備を求めている。国際的ネットワーク

のハブ機関として機能できるよう「博物館力」の

向上を求め，インフラの整備，経済的なバックグ

ラウンドの確立の必要性を挙げている。研究のあ

り方については，文部科学省 2006 年報告書の「使

命に基づく研究」とは異なる見解が示されていた

とも言える。

このように 2008 年以降も様々な提言がされてき

たが，2018 年 6 月に博物館行政が文化庁に一元化

され，その後文化審議会の元に博物館部会を設置

するようになり，ようやく議論の舞台が整った状

況にある。
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3．2008 年改正以降に注目された課題

 

前章で言及した 3 件の報告書以外の法改正に影

響を与えている博物館の周辺状況を以下に示す。

1）文化財政策を巡る動向

文化財の保存活用を担う博物館の存在は引き続

き大きい。近年では，公開・保存だけでなく，人

材育成の場，専門人材を有する機関，文化財レス

キューなど博物館の役割が提言されている。地域

の未指定文化財の調査でも博物館が期待されてい

るところだ。一方，文化観光振興法では博物館な

どを「文化観光拠点施設」と位置づけ，「文化を

起点とした観光と経済の振興，これによる経済効

果が文化に再投資される好循環を創出することに

より，地域における持続的な文化振興と経済発展

を実現すること」が目的とされる（中尾，2021）。

この方向性は日本だけの動きではない。世界遺産

条約やラムサール条約など，自然と共存した開発

を模索する立場では「wise-use」など 1990 年代か

ら提唱されてきた概念とも共通する。2015 年の

ユネスコ勧告（後述）でも「経済的な発展，とり

わけ文化産業や創造産業，また観光を通じた発展

をも支援する」ことがミュージアムの役割の一つ

であると，はっきりと言及されている（栗原ら，

2019）。2019 年 ICOM 京都会議でも，大会セッショ

ンとして「博物館と地域発展」が開催され，同会

議に合わせて発行された OECD-ICOM レポート「地

方政府， コミュニティ， ミュージアム向けガイド」

（https://icomjapan.org/wp/wp-content/uploads/2020/03/

OECD-ICOMguide.pdf，2021．7．5 参照）も軌を一

にしている。ただし，国内においてはこのような

観光収入が文化や博物館に再投資される資金の流

れを明確に明示されておらず，また成功例と言え

るような構築事例は殆ど知られていない。インバ

ウンドによる入館者数や入館料収入の増はあって

も，負担増に消えてしまう費用がほとんどであり，

新たなサービスを整備できるような再投資が生ま

れる税からの還流や，寄付や新たな収入の仕組み

は構築できていない（佐久間，2021）。

2017 年に改正された文化芸術基本法は関連分

野に，社会的包摂やまちづくりなど社会課題と

文化芸術活動とをつなげる契機を与えた。博物館

においても，旧来の教育施設にとどまらず多義的

な機能を持たせる考え方が広がっている。例え

ば，国際的な動きとして UNESCO が 2015 年勧

告した「博物館及びその収集品並びにこれらの多

様性及び社会における役割の保護及び促進に関す

る勧告」（文部科学省仮訳 https://www.mext.go.jp/

unesco/009/1393875.htm，2021．7．5 参照）でも様々

な現代的課題と博物館の関係を掘り下げている。

ICOM 京都大会でも「持続可能性」「脱植民地主義」

「ジェンダー」など様々な課題が取り扱われ，提案

された博物館の定義には様々な社会課題に向き合

う博物館の姿が書き込まれていた。定義案は採択

されなかったものの，大会決議にはコレクション

の保全などの基本事項とともに，SDGs への対応や

コミュニティの課題への貢献などが書き込まれた。

日本の博物館も社会課題への取り組みへの要請を

直視する必要があるだろう。

2）全国的なセーフティネットの必要性

東日本大震災を始めとする近年の大規模災害は

文化財にも多くの被害をもたらし，対処のために

行政組織を超えた地域の博物館や文化財関係者の

ネットワークが大きな力を発揮し，さらに全国的

なネットワークがバックアップとして活躍した（佐

久間，2012）。その結果文化遺産防災ネットワーク

などの組織が整備され，その初動と連絡調整を担

う文化財防災センターが国立文化財機構奈良文化

財研究所に整備された。地方分権化が進んだ博物

館行政において，地方だけでできない事業がクロー
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ズアップされたとも言える。

災害などの突発的な危機以外にも，財政的課題

が原因のゆっくりとした危機も深刻である。博物

館の閉鎖，管理者の人員不足などを背景とした収

蔵品の危機的な状況は，ときに博物館の閉鎖や収

蔵品の行方に危機をもたらす。夕張市の財政破綻

時に一部収蔵資料が国立科学博物館へ移管された

ように，破綻時の収蔵品保全に向けた法と体制が

必要になっている。

3）運営形態の多様化

現行の博物館法は，「第三章 公立博物館」，「第

四章 私立博物館」として運営形態を大きく二つに

区分して博物館を規定している。しかし今日，自

治体直営の博物館ばかりではなく，指定管理者制

度のような公設民営型のもの，独立行政法人や地

方独立行政法人によるもの，大学法人によるもの，

あるいは民設公営型のものまである。私立にも 

SPC や NPO など多様な形態が生まれている。一方

で株式会社など営利法人にも CSR 活動，社会貢献

活動など営利活動とは一線を画した事業が一般化

し，その中で博物館のような公益的活動も位置付

けられている。公立，私立をとわず，博物館は公

益的な存在である。ICOM の定義によっても非営利

組織である必要も求められる。しかしその実質の

判断は外形的な設置者要件だけでは難しくなって

いる。

4）研究拠点としての要請

学術会議の提言以外に，学術界に広がる人文科

学を含む基礎的な研究に対する危機意識，そして

福島第一原子力発電所事故を契機とする科学技術

に対する不信感など市民の学術一般に対する認識

への危機意識は，学術を支え，伝える機関として

の博物館への大学関係者からの期待となっている

部分があるだろう。しかし，第 6 期科学技術基本

計画などでをみても博物館政策は主流化している

とは言い難い。

もう一つ，学術情報全体の DX 化が進展する中で，

博物館の所蔵する資料情報の DX 化，並びに博物

館が発信している研究紀要，資料目録，図録など

の研究成果情報の DX 化が必要とされている側面

もあるだろう。デジタルベースでの研究を行って

いく上での博物館資料のデジタル化の遅れは，研

究活用の障害にさえなりうる。だとすれば，博物

館はこの要請をうまく追い風として生かす必要が

ある。学術会議の博物館への期待は強い。博物館

現場の問題を捉えて，というよりは学術界が博物

館に求めているあり方として読み解くことが必要

だろう。博物館は学術界だけでなく上記のような

様々な要請を受けて，かつ博物館現場が抱える課

題解決を図る必要がある。

4．登録・相当施設以外の博物館への目線

博物館法と，各種報告書を読み比べた場合の大

きな相違点は，各種博物館が登録・相当だけでなく，

これら以外の「博物館類似施設」呼ばれるものま

でを視野に入れて「社会の中で，学術の中で博物

館はどうあるべきかを」議論しているのに対し，

博物館法はあくまでも登録（及び相当）施設のみ

を規定していく法律になっていることである。結

果として，登録・相当以外の，博物館と名がつく

もののむしろ多数の施設を，博物館法は対象外に

してしまっている現実がある。社会教育・生涯学習・

文化観光の推進どれをとってもこれら多数の施設

を戦略に組み入れられないのは大きな痛手である。

この解決のためには 2 つのアプローチがある。一

つは博物館登録制度（認証制度）のハードルを実

質的なものにし，より幅広い博物館の登録を促し，

メリット付与により登録を促すことである。学術

会議の 2 種博物館の議論などにもその発想が見ら
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れ，新たな博物館登録制度にもこの方向が盛り込

まれることが期待される。

もう一つは博物館法における博物館の定義を，

現在の法の「所在する都道府県の教育委員会の登

録を受けたもの」という限定的な書き方を改め，

まずは ICOM のように広く博物館を定義するもの

として使命及び義務を明記し，その上で国が施策

として支援をする博物館登録制度を定めるという 

2 段階にすることである。このようにすることで，

登録博物館としてのメリットを受けない博物館で

も博物館として活動する拠り所を博物館法に求め

ることができ，より良い活動のために登録を目指

すと言う一貫性をもたせる事ができる。そしてこ

れら 2 つのアプローチは矛盾するものではなく，

同時に追求することができる。

各種報告書や提言が目指すような，「博物館法上

の博物館」以外の施設も博物館としてもり立てる

ことで，本来の意味で博物館行政を推進していく

必要は強い。「博物館法上の博物館」以外の施設に

目配りをできるような政策の根拠となる条項はぜ

ひとも必要ではないだろうか。

5．終わりに

博物館法の改正に向けた提言や報告書は，それ

ぞれの時点でそれぞれの視点から博物館の課題を

捉え，解決を模索したものである。これらの中に

は，現実の制度設計を目前に設定した現実主義的

なものも，本来あるべき姿を模索して理想像，目

標像的なものを描いたものも含まれている。一方

で近年，博物館界に求められている政策課題も大

きく変化しているが，その影響を受けて，博物館

現場も大きく揺さぶられてきた。その結果として

生じた現在の博物館現場の課題や歪みの解消を目

指し，政策化して博物館法の改正の中に位置付け

ていくことが欠かせない。しかし，別稿のアンケー

ト調査結果にまとめたように，理想像・目標像と，

現実の問題点の解決というステップの間には当然

ギャップもある。政策手段としての法改正には中

長期的な誘導目標と，現実の政策手段の根拠とし

ての両面性があるだろう。このギャップを認識し

て，解決していく必要がある。

博物館が社会の中にある以上，現代的課題に向

き合う必要が少なからずある。しかし，文化観光

を代表とした新しい課題が，資料を次の世代へと

つなぐ博物館の本質的価値を損なうものであって

はならないし，OECD レポートも本来の博物館機

能の充実が基本であることを述べている。今回の

改正が，現場に生じているそれらの歪みを解消し，

さらなる発展を促し，博物館と文化的活動の発展

の基礎となることを望む。
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日本の博物館のこれからⅣ   57 - 66

博物館総合調査とアンケート調査結果から見た博物館現場の課題博物館総合調査とアンケート調査結果から見た博物館現場の課題

大阪市立自然史博物館　　　佐久間　大　輔

博物館に関わる提言や報告書が博物館法改正に

向けた理想を示す一方で，博物館の現場ではどの

ような現状を抱え，課題意識を持っているのか。

ここでは令和元年度博物館総合調査と，個人への

アンケートから探ってみた。

1．博物館総合調査から見る現場の課題

博物館総合調査は概ね 5 年ごとに日本博物館協

会が実施している，博物館の課題を探る継続的な

調査である。文部科学省が実施している「社会教

育調査」に比べ，回収率の問題などはあるが，よ

り細かな設問により，その時代の博物館の実態を

読み取ることができる調査となっている。今回用

いたのは令和元年度に行われたアンケート調査

の結果を令和 2 年に公表したものとなる（https://

www.j-muse.or.jp/02program/pdf/R2sougoutyousa.pdf，

2021．7．5 参照）。調査票は日本博物館協会から各

博物館宛に送られるため，博物館の公式見解とし

て回答されているのが通例である。

報告書のまとめの中で，博物館総合調査から全

体として読み取れるのは「博物館の運営基盤の整

備・改善がなかなか進まない実態」であると半田

昌之氏は指摘している。常勤職員が減少し非常勤

職員が増えるなど，数字を一面的に眺めていても

把握の難しい，現場の経営状況はより厳しくなっ

ている部分も垣間見えている。このような状況下

で，博物館現場は何を事業として優先的に考えて

おり，何を課題としていたのか，確認する。

1）博物館として優先している事業はなにか。

博物館総合調査の中に，各館が力を入れている

のはどの活動か，三番目まで選ぶ設問がある。選

択肢は 1．調査研究活動 2．収集保存活動 3．展示

活動 4．教育普及活動 5．レクリエーションであっ

た。回答の集計を図 1 に示した。さらに，一番力

を入れているものに 3 点，二番目に 2 点，三番目

に 1 点として重み付けして積算し平均を求めたの

が図 2 である。図 1 の結果からは も重要視され

ているのが展示活動，二番目は教育活動であった。

これは図 2 でも同様の結果となった。図 1 では読

み取りにくいが，図 2 の総合的な観点からは三番

目に，収集保存活動，四番目に調査研究活動が重

視されているということが示された。社会教育施

設として，日常的な利用者に直結する展示活動，

教育活動が優先されている，と読み取ることがで

きるだろう。

調査研究事業は，学術会議などが懸念するよう

に，博物館現場では優先的な活動とはされていな

い実態が示された。ただし，報告書には，クロス

集計によって展示および教育普及活動を優先して

いる館の 7 割以上において，「調査研究活動が十分

にできていない」「必要な資料整理が進んでいない」

といった悩みを抱えながら業務に取り組んでいる

実態であるとも示されていた。現場のジレンマが

伺える回答であろう。「これらの資料に関する調査

研究をすることを目的とする機関」（2 条）と明示

されているがこれを実現するためにすら十分な経

営資源が投入されていないことを示している。こ
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の状況に関連する結果として，報告書には調査研

究活動を「博物館の使命や目的のなかに，位置づ

けている」館は全体の約半数（50.7％）であったと

いう結果も掲載されている。博物館の使命や目的

の策定に関与する設置者あるいは運営層の，研究

に対する意識が約半数の博物館では弱い，と読む

こともできる。報告書では，研究を進める上で外

部資金の取り扱いに課題があったり，人事異動な

ど研究の継続に課題があるという回答が博物館が

県立博物館クラスの中核館でも多数出ていること

とも整合する。

博物館現場では，経営資源が乏しいために，利

用者の目に触れる展示や教育活動を優先せざるを

得ない実態があること，同時に研究については館

および設置者の課題意識が弱く，位置づけも曖昧

であることが示されている。

図 1．図 1．令和元年度日本の博物館総合調査報告書より，各博物館の力を入れている活動．
3 番目まで上げたもの．

図 2．図 2．令和元年度日本の博物館総合調査報告書よ
り，各博物館の力を入れている活動につい
ての総合評価．1 番力を入れた活動に 3 点，
2 番目ものに 2 点，3 番目に 1 点と重み付
けして加算してスコア化したもの．
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2）博物館として課題に感じていることはなにか

博物館総合調査では，「館の直面する問題・課

題」は何かについて，41 項目を例示して自らの館

に当てはまるかどうかを訪ねた。 も多くの館が

「すごくあてはまる」または「まああてはまる」と

回答したのは「外国人向けの対応が不十分である」

（84.5％），ついで「ICT を利用した新しい展示が導

入できていない」（80.6％）という比較的近年の課

題であり，ついで「財政面で厳しい」（79％）とい

う根本的な課題であった。財政的な課題が多くの

館にとって重くのしかかっていた。個別の課題に

ついてどのような設問がされていたかは調査報告

書を参考してほしい。ここでは分野ごとの傾向を

読み解くために 41 の課題を，設問時に設定された 

7 つのカテゴリー（A 経営・運営に関して，B 組織・

運営体制について，C 利用者に関して，D 事業に関

して，E 資料に関して，F 連携協力について，G 施

設設備に関して）に区分し，「すごくあてはまる」

「まああてはまる」の合計が 50％を越えた項目数を，

設問数，設問数に対する割合とともに表 1 に示し

た。人員の問題に関連した「B 組織・運営体制につ

いて」と，「E 資料に関して」の両カテゴリーです

べての設問が強く課題として認識されていること

が示された。なお，博物館現場では「調査研究が

進んでいない」（72.3％）など研究に対する課題意

識も持たれていることを補足しておく。

なお，自館ではなく博物館界の課題を問うと，「国

や自治体の博物館振興策が不十分」「市民，国民が

博物館を支援する体制が不備」という回答が 7 割

を超えた。博物館を支える基盤の整備に要望が強

いことが伺える。また，「博物館の国際化の進展が

不十分」「博物館以外との連携・協力が不十分」も 

6 割を超え，単独館では実現できない事業でも，博

物館界として必要だと関係者が意向を示している

こと，期待が大きいことがわかる。

2．学芸員へのアンケートから見る課題意識

佐久間は 2021 年冬に，JSPS 科研費「博物館評価

の構造的枠組みと博物館界による独自の認証制度

の開発」（18K01115）の一環として，個々の学芸員

自身はどう考えているのか，意識をさぐるためにイ

ンターネットによるアンケート調査を行った。調

査 票 は https://www.dropbox.c om/s/7iexnvtf5p51w2g/

分野 50％を越えた項目数／設問数 課題認識の強いもの

A 経営・運営に関して 7/10　（70％） 中長期目標・評価・使命・危機管理など

B 組織・運営体制について 3/3　（100％） 職員不足・研修不足・学芸員の力量発揮

C 利用者に関して 3/4　（75％） 入館者数・インバウンド・高齢者や身障者対応

D 事業に関して 3/7　（43％） ICT 利用，調査研究，常設展更新

E 資料に関して 7/7　（100％）
資料情報公開・資料デジタル化・資料整理・収蔵庫・保存
環境など

F 連携協力について 4/5　（80％） 大学・図書館・他館・企業や団体

G 施設設備に関して 3/5　（60％） 施設老朽化・狭隘化・付帯施設

表 1．表 1．「館の直面する問題・課題」として例示された全 41 項目中，各課題ごとの「すごくあてはまる」
「まああてはまる」の合計が 50％を越えた 29 項目の分野別の数．
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sitsumonshi.pdf で確認することができる。このアン

ケートは，Twitter や Facebook を中心に拡散し，ま

た西日本自然史系博物館の ML，歴史民俗博物館連

絡協議会，などいくつかの ML でも転送され，全

国の学芸員 128 名からの回答を得た。地理的にも

都市部の博物館だけでなく，様々な場所から回答

が寄せられ，また館の種別は自然史が 19.2％とや

や多くなったが，美術 17.4％，歴史 27.3％と広範

な分野の学芸員から回答を得た（図 3 右）。また，

アンケート内容は博物館登録制度での博物館の評

価基準について尋ねるものであり，特に資料収集

と研究活動について詳しく訪ねたものである。博

物館総合調査とは異なる個人としての意見を吸い

上げることができたのでここに報告する。

 

1）学芸員は博物館活動のなにを重視しているのか

日本博物館協会が 2017 年に刊行した「博物館登

録制度のあり方に関する調査研究報告書」では，

設置施設，経営，資料など 9 分野に分けて認証の

基準を示していた。アンケートではこの各項目に

ついて，審査の上で重視すべきかを「わからない」

のほか，不要，あったほうがよい，重要，特に重

要の 4 段階に分けてたずねた。これらの回答を図 4

に示す。各項目の下には，特に重要に 3 点，重要

に 2 点，あったほうがよいに 1 点を割り振って平

均点を求めて示した。なお，平均の母数から「わ

からない」は除外した。

学芸員が も重要視している活動は資料の保全

と管理に関わるものであった。特に重要と回答し

た学芸員が 82 名と も多く，平均スコアでも 2.63 

と も高かった。次点として展示に係る活動が続

き， も重要と考えた学芸員が 71 名，平均スコア

が 2.50 であった。僅差で続いたのが，博物館スタッ

フの雇用などを示す「職員」の項目である。さら

に教育活動と研究活動がその次にほぼ並んだ。こ

れらは も重要だと考える学芸員数でも，平均の

スコアでも同様であった。なお，この傾向をアン

ケート時に取得した在籍年数や管理職などの職位

についてクロス分析を 行ったが，回答の傾向は回

答者が新人でもベテランでも変わらず，職階でも

ほぼ変わらなかった。

博物館総合調査での館が「力を入れている活動」

の 1 位が展示であったのに対し，学芸員は資料を

も重視していることが示された。ただし，総合

図 3．図 3．アンケート回答者の属性（左所属館の立地，右所属館の種別）．
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調査でも資料に関する課題意識は強く現れていた。

これらの結果は，資料管理が必ずしも組織的中力

によって維持されているのではなく，各学芸員の

高い規範意識と努力によって行われていることを

示唆し，十分な実施ができないことが 3）で示すよ

うにストレスとなっていることを示唆する結果と

なった。教育と研究がほぼ並んだという点もまた，

研究が個人の努力によっていることを示唆する。

研究については別に議論する。

2）自由記述に現れた意見から読み取れる意識

資料：学芸員の資料に関する意識は，「永続性が担

保されることこそ，博物館が博物館足るゆえん」

といった原則的なものから，「資料の増加による収

蔵設備の圧迫が深刻」，「古い建物を再利用してい

るため，収蔵庫が保存に適した構造になっていな

い」といった，現在抱えている資料収蔵の課題，「（地

域の）潜在的な資料の調査と，将来の資料増加に

備えた収蔵環境の整備も必要」といった意欲的な

課題意識が示されている一方，「『体験』が目的の

館であるならば，収集，保有が重要でない場合も

ある」など多様な意見が示された。書き込み量も

特に多く，資料に関する関心は特に高いことが伺

える。

職員：次いで重要との認識が高かった「職員」の

項目については，かつての「48 基準」のような「望

ましい博物館」での定数や職種などの言及，非常

勤職員の課題，研修などについての意見が多く寄

せられた。「学芸員および事務技術系の職員の必要

な人数をある程度明確にしたほうが良い（改正前

の博物館法のほうが良かった）。例えば人口当た

り 低何人のような。」「行革による人員削減や新

規採用抑制によって，適切な人員配置が行われて

いない小規模な登録博物館は多くあると思われま

す。」「正規の学芸員を配置する旨を明記してくだ

さい。」などの自由記述に代表されるように，地方

分権による大綱化のなかで，博物館は定員の根拠

を失い，非常勤化が進み，スタッフ不足に落ちいっ

ていることが現場実感として伝えられている。学

芸員の専門性が軽視されていることに対する危機

感も強い。学芸員資格のみを重視し，専門知識を

持たない職員を配置する例や，研修参加や学会発

図 4．図 4．学芸員が認証時に重要と考える博物館活動は何か．
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表への無理解の声も強く上がる。

教育：教育活動についての自由記述は大きく 3 つ

に類別できる。「研究・展示と教育普及はミュージ

アムの重要な柱であり，教育普及を付属的と考え

るべきでないと思う。」という意見もあれば，「体

系的な教育は教育専門スタッフを置かない館では

難しい。」という，教育専任のスタッフが必要とい

う意見も多数見られた。また学校教育との距離感

に悩む意見も複数見られた。

研究：研究活動の自由記述からは「研究は本来重

要だと思うが，現状その条件が整っていない」と

いう状況がにじむ声が多い。「経営者が（研究など

の）基本的な博物館機能全般について理解してい

ない」，「調査はなんとか認めてもらえても，研究

となると白眼視され，仕事外の時間でやるように

促される」「研究予算がないために，博物館の研究

方針を決める意味が無い」「時間や余裕が保障され

ていない」など，組織内での理解から，人員体制，

予算，設備などあらゆるところに不足がある現場

が示されている。一方研究の還元についても，余

裕のない中で講座や配布物などで活かす努力はし

ているものの，展示に反映することが予算や設備

的に難しい現状が示され，またすぐに還元できな

い研究も評価すべきだという意見も見られた。研

究については全体的に 学芸員の活動環境を整える

努力が必要である。

登録制度のための評価としての重要度に関する

ポイントは低かったが「経営」に関する自由記述

には指定管理者制度に関する声が非常に多かった。

「使命と経営（緊縮財政・集客重視）の乖離が激し

い（特に指定管理者制度）」という意見のように，

博物館の原則や目的として掲げられる社会的使命

の追求と，コスト削減を目的とした制度である指

1. 設置者向けに説明しやすくなる

2. 利用者の安心感

3. ツーリスト向けの目安

4. 交付金の加算

5. 競争的資金など研究面

6. 公開承認施設などの前提

7. 著作権特例など教育面

8. 収蔵庫など整備への援助

表 2．表 2．メリット案として提示した選択肢．

図 5．図 5．登録・認証制度獲得により期待するメリット．
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定管理者制度の組み合わせに問題点を指摘する意

見が多く見られた。また，博物館の独立性がどこ

まであるのかを危ぶむ声も見られた。このほかの

項目にも様々な意見を頂いたが，さらなる検討は

今後の課題とし，本稿では一部を示すにとどめる。

3）法改正・新登録制度で実現すべき改善点はどこか

アンケート参加者には法改正で新たな登録・認

証制度が実現した場合に，登録で得られるメリッ

トについての希望を聞いた。こちらで例示した表 2

の 8 つの選択肢について，不要，わからない，希

望，強く希望から選んでもらった。わからないを

除外して，不要 0 点，希望 1 点，強く希望に 2 点

付与して積算，項目ごとに回答者あたりの平均を

求めてスコア化した（図 5）。結果，収蔵庫整備へ

の援助が 1.70 と も高得点となり，2 位に交付金

の加算 1.46 という結果となった。以下，競争的資金，

著作権特例がともに 1.39 で並んだ。こちらも職階

などによる順位などの大きな違いはなかった。

前項で示した資料の保存を重要視する学芸員が 

多いという傾向と，この結果はよく符合するもの 

だろう。収蔵庫の不足により，資料の保存という 

本来目的を果たせていない現状に強い危機感を覚 

えている様子が伺える。交付金に対する要望も人 

員不足，維持管理経費の不足，研究も含めた事業 

経費の不足という現状の裏返しでもある。博物館 

法の改正によりどのように博物館が変化するのか，

まだわからない状況ではあるが，資料への切実な 

要望，教育や雇用，研究への生の声は状況の改善 

のためにぜひ生かしていきたい。

3．終わりに

総合調査が指摘する問題点も，アンケートの回答

の自由記述も，現状への不満や愚痴や苦情という

より，非常に前向きな改善を信じる熱量に満ちた

書き込みが多かった。また，現状の中の課題をそ

れぞれの立場で深く捉えようとするものが多かっ

た。日本博物館協会が位置づけるような，倫理規

定や方針に基づいた研究活動は ｢ 大規模博物館の

発想で，小規模館には計画的研究はおろか，使命

の策定も難しい」という厳しい指摘も頂いている。

これは裏返せば，小規模博物館を支える理解ある

設置者も，支援してくれる中核的博物館もいない

という小規模館の厳しい現状を示しているともい

える。博物館法及びそれに基づく政策を，博物館

の現状に寄り添った現実的な改善策が必要だ。
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Appendix アンケートに寄せられた自由記述（抜粋）

以下に示すのは学芸員に対して行われたアン

ケートの自由記述から特に重要，代表的意見と筆

者が判断したものを抜粋して掲載したものである。

設置・施設

●　運営に必要な資金」はどうやって外部評価す

るのか。

●　資料の収蔵を担保するのがハードウェアなの

で，その持続性は重要である。また管理を他者

に委ねる複合施設は危険である。私立博物館で

の税制などともセットで担保が必要かと考え

る。

●　設置時には問題ないが，永続的な継続につい

ては明示されているか疑問

●　設置根拠の明確化は重要。また，定期的に設

置者が評価を受けることにより，設置者として

の責任を意識させることにもつながる。

●　定められていれば予算獲得の根拠になると思

うが，地域や保存する資料，運営の考え方で施

設のあり方は違う。小さくても古くても資金難

でもよい施設はたくさんある。評価の軸をどこ

に据えるのか，疑問。

●　公立館においては，館に改善等の権限はない

と思われることから不要に思う。

経営

●　経営というのは何か？ がまず定義・表明され

るべき。

●　使命と経営（緊縮財政・集客重視）の乖離が

激しい（特に指定管理者制度）

●　設置者と指定管理者との役割分担を明確にす

ることが大切

●　必要とは思うが，特に経営の透明性について

は地方自治体の博物館にとっては事務量の負

担になる懸念がある。

●　表向きに見えている数字が，現実として，博

物館の健全な運営に結びついているとは思え

ません。

●　社会を持続させる文化として，金銭ではとら

えられない価値判断を経営に生かす必要があ

る。

●　公立直営の館においては独立した経営体制に

ない場合が多く，実際には難しいと考えられ

る。

●　欧米のミュージアムでは当然あるべき使命

（ミッション・ステートメント）が未だにない

博物館が多い。自らの存在理由を明確にすべ

き。

資料

●　永続性が担保されることこそ，博物館が博物

館足るゆえん

●　潜在的な資料の調査と，収蔵環境の整備も必

要

●　古い建物を再利用しているため，収蔵庫が保

存に適した構造になっていない

●　資料の増加による収蔵設備の圧迫が深刻

●　博物館のすべてが収蔵環境を備えているか疑

問であり，既存不適格が多く出てしまうのでは

ないか

●　museum と gallery を一緒にすべきではない

●　「体験」が目的の館であるならば，収集，保有

が重要でない場合も

●　何を何のためにどの範囲で収集するかは，博

物館の個性を出すためにも必要

●　収集対象作品のネットワークの交流の構築が

望ましい

●　収集予算がつかないと体系的な資料収集は極

めて困難

●　（活用のためには）資料受け入れの手続きの仕

組みは 低限ないと，前項の資料の永続的保有
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に支障をきたす

●　スタッフ不足（スタッフの技術不足）により

資料管理，活用まで手が回っていない

研究

●　ステイクホルダーの理解が不十分であり，博

物館は調査研究をすること義務化すべき

●　経営者が基本的な博物館機能全般について理

解していない。

●　適切に選択された展示や教育普及活動が行わ

れる上で重要

●　学芸員がいないため全く出来ていない

●　オリジナリティのない展示を繰り返すことは，

学芸員でなくてもできる，研究のない博物館は

存在意義を問われる

●　互いの状況を理解し，博物館全体という枠組

みでとらえなおすための交流を常に行う必要

●　採用された学芸員個々の専門性を活かし，こ

れを考慮に入れて，博物館の調査研究の方針を

（微）変更するような考え方の方が望ましいと

思う。

●　研究予算がない

●　調査研究を放棄している博物館は，登録面で

も同格にしなくてよい

●　独自の研究成果の公開が重視されていない風

潮が蔓延している

●　研究者向けの展示をよしとし，多くの一般人

に「わかりやすく」展示する配慮を嫌いすぎて

いると感じる。

展示

●　展示の信頼性は評価が難しい。一方，評価を

することにより，信頼性の低い展示が行われて

いる館園に対して，外部から指導や補助をする

ことに結びつくと良い。

●　展示評価・・は必要性を感じながら，十分に

行われてこなかった。しかし，来館者調査を行

いながら，推進していくことは可能と思う。

●　美術館の場合，一つの展示とその結果として

の評価ではなく，中長期的な評価軸が必要。

●　入館者数や収入という数字だけではなく，滞

在時間や理解度など，難しいだろうけれど，き

ちんと評価できる方法が必要である（難しいけ

れど）。

●　（必要だが難しいという意見多数）

教育

●　社会を持続させる文化として，金銭ではとら

えられない価値判断を経営に生かす必要があ

る。

●　特に重要だと思います。生涯学習機関として。

●　「学芸員を置く」と同じウェイトで「教育普及

専門員を置く」くらいの明文化が必要。

●　館側の体系性と市民の側のノンフォーマルな

自己形成とはずれがある。

●　相応の対価と人材確保の保証を

●　現在日本のミュージアムで考えられている「教

育普及活動」の枠が狭い。世界的にはインク

ルージブ，ダイバーシティなどの方向に向かっ

ているが，それを見据えた活動になかなか手

が届いていない。人的に不足しているという

問題も大きい。研究・展示と教育普及はミュー

ジアムの重要な柱であり，教育普及を付属的と

考えるべきでないと思う。

職員

●　学芸員および事務技術系の職員の必要な人数

をある程度明確にしたほうが良い（改正前のほ

うが良かった）。例えば人口当たり 低何人の

ような。

●　人員要求の根拠に出来るので，あった方がよ

い。今なら博物館コンテンツ発信のための情報



66

専門職員とか。

●　館長は管理職相当で，かつ学芸員から選ぶべ

き。さらに学芸員は専門職とすべき。

●　学会や研修等に参加させない市町村があるの

で，必須規定にすべき。（他にも研修ニーズ意

見多い）

●　非常勤職，年度単位の職員だけがあてがわれ

ている状況をどう改善するか。

●　ここの評価が厳しくなると，博物館不要論も

また再燃すると思われる（逆に基準があること

によって，安易に施設を設置する団体が減るか

もしれない）。

●　「職員」の雇用形態について。他の業界に比べ

ても非正規が多い業界かと思います。

●　町は新規に募集せず，一般職員の中から学芸

員資格を持ったものをあてがった．専門知識が

ないので，頑張ってはいるが大変な混乱を見て

いる．

施設

●　収蔵庫の安全性をはかる事項が必要。それの

前にミュージアムの設置環境の土地条件の項

目がいるかも

●　施設については建築や防災に関する法令も関

わってくることに触れるべきか

●　多くの館が 1990 年代に建てられ老朽化。展示

の更新も必要。しかし予算を持っていないこと

がほとんど，設置者に自覚を

●　換気設備（全熱交換フィルター）など，適切

な交換が財政部局の理解を得られない場合が

ある。こうした点を評価の面から交渉材料にで

きるとよい。

●　サステナビリティ向上および，正常な博物館

運営が長期的に行われた場合の増築性などの

評価軸を明解にしておきたい。

連携

●　中核となる博物館は周辺市町村の学芸員のい

ない資料館までも範疇に収めるような広域連

合の規定をはっきりさせたほうが良い。

●　地域で役に立つ博物館であるならば，博物館

活動に参加協力しやすい環境を，博物館側も配

慮する必要がある。

●　施設によっては連携は必要ないという判断も

ありうる 。

●　連携や共働の推奨はよいことだが，収集・調

査研究・展示・保存，といった基本ができてか

ら副次的に取り組んでほしい。

●　今後 重要となる方向性の一つであると思う。
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博物館法改正に向けた逐条点検の試み博物館法改正に向けた逐条点検の試み

大阪市立自然史博物館外来研究員・西宮市貝類館顧問　　　山　西　良　平

大阪市立自然史博物館 佐久間　大　輔

大阪市博物館機構 高　井　健　司

　2019 年 11 月，文化審議会のもとに博物館部会が

設置され，「博物館の振興に関する事項について」

の調査審議が続けられている。（https://www.bunka.

go.jp/seisaku/bunkashingikai/hakubutsukan/index.html，

2021．9．6 参照）。当初，「博物館の制度と運営に

関する幅広い課題」については，一定の期間をか

けて整理・検討するという方向性が示されていた

が，計 8 回の審議を経た 2021 年 2 月には「法制度

の在り方に関するワーキンググループ」が部会の

もとに設けられた。ICOM 京都大会の開催によっ

て日本の博物館界の空気が変わったことに加えて，

このように法改正が現実味を帯びてきたことに触

発され，日本博物館協会が 2021 年 4 月に「シンポ

ジウムこれからの博物館制度を考える」を開催す

るなど，博物館関連団体・学会においても博物館

制度あるいは博物館の在り方をテーマとした論議

が盛んに交わされるようになっている。

ワーキンググループでの検討は，文化庁のイニ

シアティブによって集中的に進められている。当

然のことながら，そのスタイルは重要な課題につ

いて検討・整理し，法あるいは関連制度の中に反

映させる方向性を示すというもので，それぞれの

課題についての論議と合意形成に力点が置かれて

いる。すでに中間報告「登録制度を中心とした博

物館法制度の今後の在り方について」（3月 24 日付）

も公表されているが， 終的な検討結果は，その後，

博物館部会での審議や関係方面へのヒアリングな

どを経てブラッシュアップされるとともに，文化

庁の裁量によって法制度の改正案として具体化し

ていくことが想定される。

逐条点検の必要性

博物館法については 2008 年に期待された抜本改

正にまで至らなかったために，登録制度，学芸員

制度をはじめとした懸案が数多く残った。またこ

れらに関わるステークホルダは多様であることか

ら，論議が深まれば深まるほど論点が発散するこ

とは必然であり，完全な合意形成にはとてつもな

く長い時間が必要であると考えられる。

一方でこのような機会を逃さずに，解決が俟た

れている懸案を限られた時間の中でできるだけ法

改正に反映させるためには，現行法のどの条項に

課題があり，どのような形で変更を加えれば解決

に近づくことができるかといった視点からの検討，

すなわち逐条的な点検作業が欠かせない。

逐条点検の試み

　このような状況を背景に，筆者らは博物館法の

条文に対する逐条点検を試みた。ワーキンググルー

プのスタイルとは逆方向からのアプローチによっ

て，博物館法改正に必要な論点を浮き上がらせ，

論議を補完することが狙いである。表 1 にその結
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果を紹介する。この表には現行の博物館法の条文

を転記し，3 名の執筆者による意見・コメントの記

入欄（列）を設けて記入した。それぞれの記入内

容は執筆者に固有のものであり，調整や合意の追

求は行っていない。ただし，執筆過程において相

互の見解は共有されている。また，些細な文言上

の論議に陥る恐れがあることから，条文の代替案

の書き込みについては避け，意見・コメントにと

どめるようにした。

点検結果から

各執筆者の考えは表 1 のとおりであるが，この

作業を通じて浮かび上がってきた論点や，今後検

討を要すると考えられる課題を紹介しておきたい。

博物館制度の改善策の中には，法に盛り込むべき

もの，政令や告示のレベルで具体化すべきもの，

行動規範のように博物館関係者の間で共有してお

くべきものなどさまざまな階層があり，そのよう

な仕分けが必要である。また重要な課題であって

も，直ちに法改正に反映できるものとそうでない

ものとの切り分けも考慮されなければならないで

あろう。

法の目的（第 1条）

　現行法では「設置及び運営に関して必要な事項

を定め」ることだけが目的とされ，博物館の振興

については触れられていない。また，文化芸術基

本法が制定された今日，社会教育機関としてだけ

でなく文化施設としての位置付けも重要になって

いる。このようなことから，そもそも法の目的と

するところについての見直し，検討が必要と考え

られる。

定義（第 2条）

　ICOM における博物館の定義の見直しが決着して

いないからと言って，この条文を放置するわけに

はいかない。前半については ICOM大会での論議や，

博物館の役割についての現行法に盛り込まれてい

ないさまざまな要請を踏まえた練り直しが必要で

あり，後半については博物館登録制度の見直しを

反映した記述が求められる。

事業（第 3条）

　抜本的な法改正を行う以上は，博物館の事業に

ついても旧態のままで放置することはできない。

然るべき検討の場を設け，現在の博物館の実態を

踏まえた各号の再検討，追加，再編成が必要である。

公立・私立の区分（第 2条第 2項，第 3章，第 4章）

　公立の博物館の運営形態が多様化し，国や独立

行政法人が設置する博物館も法の対象に含めるこ

とが求められている中で，従来の「公立」，「私立」

という二分法はもはや意味をなさなくなっている。

法改正においてはこのような区分に基づく章建て

そのものを見直す必要がある。

学芸員制度（第 4～第 7条）

　博物館部会やワーキンググループにおいて論議

が積み上げられているところであり，十分な時間

をかけて関係者の合意を形づくる必要がある。

運営状況に関する評価（第 9条）

　2008 年の法改正において新設された条であるが，

全国的に実施状況が芳しくない現状を踏まえて，

「設置及び運営上の望ましい基準」の関連条項も含

めた点検，見直しが必要になっている。

博物館登録制度（第 2章：第 10 条～第 16 条）

　ワーキンググループにおいて主要な論点が整理

され，中間報告に示されている。今後，法令の条

文に落とし込んでいく段階で，逐条点検の指摘も
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参考にしていただきたい。また，審査のための専

門組織の具体化，更新制度を設ける場合の運用方

法，破綻法制の導入などについての論議は今後に

残されている。

公立博物館の設置と所管（第 18 条，第 19 条）

　博物館登録制度の見直しによって設置者や所管

による制限を撤廃することになれば，これらの条

項は必要なくなる。

博物館協議会（第 20 条～第 22 条）

　廃止すべきという意見もある。市民参画の機会

という意味づけは理解できるが，前項（第 18 条及

び第 19 条）を鑑みると，そもそも，博物館協議会

を公立博物館に限って規定することも見直すべき

ではないか。

入館料等（第 23 条）

　第 1 章（総則）に移し，博物館の定義・理念と

連動させた柔軟な表記に書き換えることが求めら

れる。

博物館への補助（第 24 条，第 26 条，第 28 条）

　公立・私立の区別なく「博物館の振興」の章を

新設して一元化することが適当である。内容につ

いては今後の博物館部会での検討結果を待ちたい。

博物館相当施設（第 29 条）

　博物館登録制度の見直しによって廃止されるべ

きである。
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第 1章 
総則

第 1条
（この法
律の目
的）

この法律は，社会教育法（昭
和 24 年法律第 207 号）の
精神に基き，博物館の設置
及び運営に関して必要な事
項を定め，その健全な発達
を図り，もつて国民の教育，
学術及び文化の発展に寄与
することを目的とする。

博物館の振興についても記述すべ
きではないか？ 
 
国及び地方公共団体の責務は？ 
 
文化芸術基本法（特に第 26 条「美
術館・博物館等の充実，支援を図
ること」）に触れる必要はないか？

法の制定時の目的は，博物館の設
置を的確なものとするためであっ
た。現在の目的は国の社会教育の
ために（社会教育法体系下では）
博物館をどのような学習の場とす
るべきか，文化財保護法のもとで
はどのような役割を担うのか，文
化振興基本法のもとではどうなの
か，そして環境や科学も文化行政・
博物館法のもとで重要になってい
る今，どう法の体系として位置づ
けるのか，関係付となる文言が必
要 
さらに，1条でなくてもいいが博
物館の維持存続のための博物館の
責務，設置者の責務，自治体の責
務，国の責務を明示したほうが良
いのではないか。現在の法は博物
館自身のことが殆どで一部認定事
務を行う行政のことが少しあるだ
け。それで地方分権になり博物館
政策がなくなってしまった

「もって」以下に，教育や学術文
化に加え，「地域社会の発展」も
入れてはどうか 
 

「国民」・「地域」に加えて，「博物
館」そのものの成長・発展を図る
ことも目的ではないか

第 2条 
（定義）

この法律において「博物
館」とは，歴史，芸術，民
俗，産業，自然科学等に関
する資料を収集し，保管（育
成を含む。以下同じ。）し，
展示して教育的配慮の下に
一般公衆の利用に供し，そ
の教養，調査研究，レク
リエーション等に資するた
めに必要な事業を行い，あ
わせてこれらの資料に関
する調査研究をすること
を目的とする機関（社会教
育法による公民館及び図書
館法（昭和二十五年法律第
百十八号）による図書館を
除く。）のうち，地方公共
団体，一般社団法人若しく
は一般財団法人，宗教法人
又は政令で定めるその他の
法人（独立行政法人（独立
行政法人通則法（平成十一
年法律第百三号）第二条第
一項に規定する独立行政法
人をいう。第二十九条にお
いて同じ。）を除く。）が設
置するもので次章の規定に
よる登録を受けたものをい
う。

博物館事業を複合的・網羅的に捉
えようとしていることはわかる
が，主要事業（資料の収集・保
管，調査・研究，展示，教育普及）
が雑然と記載されている。ブラッ
シュアップが必要 
 
特に，資料の収集・保管・公開及
び調査研究活動の成果を，展示，
教育普及活動を通じて社会に還元
するという関係性が重要 
 
次の内容を記した項を追加： 
国籍，人種，障害の有無，貧富・
学歴の差，ジェンダー平等に配慮
され，あらゆる人々が快適に利用
し交流できる公共的かつ恒久的な
施設であること

目的・機能・法人要件は切り分け
て整理が必要。第一条は法の目的
であって，博物館全体の目的（ミッ
ション）を述べていない。機能で
定義するのはいいが，やや時代が
かかっており，網羅できないので
あれば例示にとどめたほうがいい 
そこからの法人要件の引き算が論
理的に不整合。機能で博物館を定
義するのであれば，それが実現し
ているのか，活動で規定するべき。
登録の認定要件，審査要件が重要
になる

法は，動物園・水族館・植物園な
ど，生物を対象とした施設を含め
るが，それを前段の「（育成を含
む）」という一言で表現すること
には無理がある 
 
上記は，次条の具体的な事業につ
いても当てはまるため，工夫が求
められる 
 
登録要件との関係から，後段の設
置主体の限定は削除すべきでは 
 
設置主体を絞る場合でも，国や地
方の独立行政法人と NPO は追加
する必要がある

2 この法律において，「公立
博物館」とは，地方公共
団体の設置する博物館を
いい，「私立博物館」とは，
一般社団法人若しくは一般
財団法人，宗教法人又は前
項の政令で定める法人の設
置する博物館をいう。

「公立」，「私立」のカテゴリー区
分は不要。この項を廃止

指定管理，PPP，独立行政法人さ
らに言えば非営利の法人がある今
日，公立と私立の区別は不条理

博物館を，設置主体の違いで区分
することに，今日的な有用性があ
るのか疑問

表 1．表 1．博物館法改正に向けた逐条点検（1）．
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3 この法律において「博物館
資料」とは，博物館が収集
し，保管し，又は展示する
資料（電磁的記録（電子的
方式，磁気的方式その他人
の知覚によつては認識する
ことができない方式で作ら
れた記録をいう。）を含む。）
をいう

この項は不要 科学館において，天体の観測記録
が重要な資料というより，観測
が重要。現象も博物館の活動対象
だし，それは演劇なども一緒。も
のは二次的な存在という場合があ
る。デジタルな活動を考えても，
博物館資料はもう少し検討が必要

「博物館資料」は，次条の第1号で
定義することで足るのではないか

第 3条
（博物館
の事業）

博物館は，前条第 1項に規
定する目的を達成するた
め，おおむね左に掲げる事
業を行う。 
 一　実物，標本，模写，模
型，文献，図表，写真，フィ
ルム，レコード等の博物館
資料を豊富に収集し，保管
し，及び展示すること。 
二　分館を設置し，又は博
物館資料を当該博物館外で
展示すること。 
三　一般公衆に対して，博
物館資料の利用に関し必要
な説明，助言，指導等を行
い，又は研究室，実験室，
工作室，図書室等を設置し
てこれを利用させること。 
四　博物館資料に関する専
門的，技術的な調査研究を
行うこと。 
五　博物館資料の保管及び
展示等に関する技術的研究
を行うこと。 
六　博物館資料に関する案
内書，解説書，目録，図録，
年報，調査研究の報告書等
を作成し，及び頒布するこ
と。 
七　博物館資料に関する講
演会，講習会，映写会，研
究会等を主催し，及びその
開催を援助すること。 
八　当該博物館の所在地又
はその周辺にある文化財保
護法（昭和二十五年法律第
二百十四号）の適用を受け
る文化財について，解説書
又は目録を作成する等一般
公衆の当該文化財の利用の
便を図ること。 
九　社会教育における学習
の機会を利用して行つた学
習の成果を活用して行う教
育活動その他の活動の機会
を提供し，及びその提供を
奨励すること。 
十　他の博物館，博物館と
同一の目的を有する国の施
設等と緊密に連絡し，協力
し，刊行物及び情報の交換，
博物館資料の相互貸借等を
行うこと。 
十一　学校，図書館，研究
所，公民館等の教育，学術
又は文化に関する諸施設と
協力し，その活動を援助す
ること。

カテゴリー別に整理しなおし，記
述を刷新する必要あり： 
1）資料の収集・保管・公開（一，六） 
・資料の収集，保管，公開及びアー
カイブの整備 
2）調査研究（四，五，八） 
・資料に関わる調査及び学術研究 
・資料の保存および展示等に関す
る技術的研究 
・地域の文化遺産，自然に関わる
調査研究とそれに基づく保全活動
及び関係機関への助言 
3）展示，教育普及（一，三，七）（二
は不要） 
・資料の収集及び調査研究の成果
に基づく展示，教育普及事業の実
施 
4）学習支援・交流（九） 
・アウトリーチを含むさまざまな
手法による市民への学習支援 
・学校教育への支援 
・市民，利用者との対話・協働を
通じた学習，研究，創造活動の推
進 
・交流の場と機会の提供 
5）連携（十，一一） 
・地域との連携による生涯学習の
推進 
・他の博物館との連携及びネット
ワークによる博物館機能の強化 
・他の博物館あるいは他機関との
連携による展覧会の開催 
・関係する社会教育機関，大学，
研究機関，文化施設，観光施設と
の協力，連携による多面的な事業
実施と地域への貢献 
6）利用者サービス（新規） 
・あらゆる人々が快適に利用でき
る施設の整備と運営，サービスの
充実 
広報・情報発信（新規） 
・博物館の事業と役割を周知する
ための広報と情報発信

事業定義が 20 世紀のままになっ
ている 
 
中途半端に具体的な業務を書くよ
り基本的な資料の保存管理，研究，
教育と展示室の維持運営といった
基本と，発展的な要素とを書いて
おくほうが良いのではないか 
 
現在，博物館法に書いてないのに
国が求めていること 
・文化集客 
・博物館に入っていない文化財の
保全への専門家としての助言 
・インクルーシブ（社会包摂） 
・生涯学習機能も微妙 
 
ICOM で提示された新しい機能 
・Sustainable な社会づくりのため
の拠点 
・Well-being 
・対話の場 
 
書いてあるけど十分な条件付がな
い 
・資料を研究する，地域研究の拠
点 
・社会のアーカイブ機関としての
役割 
・個人や地域が失った資料維持機
能の受け皿

第 1号の実物は，「実物（現象に
関する資料を含む）」としないと，
科学系博物館の「資料」がカバー
できない 
 
第 2号の分館に関する規定は，博
物館一般に必要な事業として定め
る必要が無いのでは 
 
第 3号の「又は」以下の施設・設
備の具体例の列挙は，今日的表現
ではなく，「大綱化・弾力化」に
もそぐわない 
 
第 6号の「案内書」以下の刊行物
も，ネット社会を考えると，今日
的表現もしくは，一般的表現に改
める必要がある 
 
第 7号も前号に同じで，具体例は
今日的表現もしくは，一般的表現
に改める必要がある 
 
第 8号は文化財保護法で規定すべ
き内容なので，この法律では不要
か 
 
第 9号は，平成 20 年の法改正で
追加された条項だが，難解で意図
が伝わらないので，具体的かつ平
易な表現にするなど，改める必要
がある 
 
第 10 号には「施設等と密接に連
絡し，協力し」とあるが，第 11
号の「諸施設と協力し」との使い
分けの意図がわからない 
 
その他，今日的な事業（役割）と
して，「種」や「（生息地・繁殖地
等の）環境の保全」に言及する必
要はないか
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2 博物館は，その事業を行うに
当つては，土地の事情を考慮
し，国民の実生活の向上に資
し，更に学校教育を援助し得
るようにも留意しなければな
らない。

この項廃止（地域連携や学校支
援は他の条項で）

「実生活」は単に「生活」でよい
のでは

第 4条 
（館長，
学芸員
その他
の職員）

博物館に，館長を置く。 ［項を追加］館長が学芸員資格を
保有しない場合は所定の館長研
修を受講しなければならない

館長という呼称を使えるのは運
営上の権限を持っている人だけ
にすべきか

館長の資質や資格は問わなくて
よいのか

2 館長は，館務を掌理し，所属
職員を監督して，博物館の任
務の達成に努める。

記述はこれで良いが，実態との
乖離が深刻

実質的な権限はあるか？持てな
い場合にはどうするか

博物館の「任務」ではなく，「目
的」ではないか

3 博物館に，専門的職員として
学芸員を置く。

基本的にはこのままで良い 専門職員は全部「学芸員」となっ
ている。博物館はすでに様々な
プロが必要になっている。その
他のプロフェッショナルが配置
できるよう

「専門的」は次項で規定すること
で，本項では削除

4 学芸員は，博物館資料の収集，
保管，展示及び調査研究その
他これと関連する事業につい
ての専門的事項をつかさどる。

「学芸員は，前条第 1項に定める
事業について，その専門的事項
をつかさどる」ではどうか

5 博物館に，館長及び学芸員の
ほか，学芸員補その他の職員
を置くことができる。

「学芸員補」が必要なら定義を見
直す必要がある

資格としては学芸員で統一でい
いのではないか。短大卒，学部
卒，修士卒，博士卒の学芸員が
いるというだけでよいのではな
いか

6 学芸員補は，学芸員の職務を
助ける。

「学芸員の職務を助ける」という
意味での学芸員補は不要

不要

第 5条
（学芸員
の資格）

次の各号の一に該当する者は，
学芸員となる資格を有する。 
 一　学士の学位（学校教育法

（昭和二十二年法律第二十六
号）第百四条第二項に規定す
る文部科学大臣の定める学位

（専門職大学を卒業した者に対
して授与されるものに限る。）
を含む。）を有する者で，大学
において文部科学省令で定め
る博物館に関する科目の単位
を修得したもの 
二　大学に二年以上在学し，
前号の博物館に関する科目の
単位を含めて六十二単位以上
を修得した者で，三年以上学
芸員補の職にあつたもの 
三　文部科学大臣が，文部科
学省令で定めるところにより，
前二号に掲げる者と同等以上
の学力及び経験を有する者と
認めた者

要検討 新人学芸員養成制度をいじるよ
り，重要なのは 
大学院進学者に資格取得を促す
仕組みづくり ==> 法でなくても
良い 
学芸員資格を取得後のアップ
デート（定期的な研修の充実） 
質的な維持のためには教員免許
型にしたほうが良くない？

学芸員の資格については，別途，
再考する必要がある 
 
具体的な資格要件を「法」で定
める必要があるか，要検討では
ないか 
 
次項の学芸員補の資格要件とと
もに，政省令で定めることが適
当では

2 前項第二号の学芸員補の職に
は，官公署，学校又は社会教
育施設（博物館の事業に類す
る事業を行う施設を含む。）に
おける職で，社会教育主事，
司書その他の学芸員補の職と
同等以上の職として文部科学
大臣が指定するものを含むも
のとする。

同上

第 6条
（学芸員
補の資
格）

学校教育法第九十条第一項の
規定により大学に入学するこ
とのできる者は，学芸員補と
なる資格を有する。

この規定を現在，実際に使って
いる実例はどの程度あるのだろ
うか

表 1．表 1．博物館法改正に向けた逐条点検（2）．
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第 7条
（学芸員
及び学
芸員補
の研修）

文部科学大臣及び都道府県
の教育委員会は，学芸員及
び学芸員補に対し，その資
質の向上のために必要な研
修を行うよう努めるものと
する。

「学芸員及び学芸員補」⇒「館長，
学芸員及びその他の職員」 
 

「必要な研修を行う」⇒「必要な研
修及び研修に対する支援を行う」

前述の通り，アップデートのため
の研修は必要。現状，大阪府市で
はこうした研修を実施していない
と思われる

第 10 条の「登録」事務を政令市
に委ねながら，研修を都道府県の，
しかも教育委員会に限定すること
は整合性を欠く

第 8条
（設置及
び運営
上望ま
しい基
準） 

文部科学大臣は，博物館の
健全な発達を図るために，
博物館の設置及び運営上望
ましい基準を定め，これを
公表するものとする。

望ましい基準を達成させるための
インセンティブは何か？望ましい
基準とともに 5年毎に振興計画を
策定してはどうか。国は策定と予
算化，自治体は実施，設置者と現
場はそれらに応じることを推奨

本条に第 2項を設け，望ましい基
準の策定に当たっては，地域住民
や利用者，博物館関係者の意見を
聴する規定を追加する

第 9条
（運営の
状況に
関する
評価等）

博物館は，当該博物館の運
営の状況について評価を行
うとともに，その結果に基
づき博物館の運営の改善を
図るため必要な措置を講ず
るよう努めなければならな
い。

望ましい基準の第 4条（運営の状
況に関する点検及び評価等）をこ
こに格上げする

インセンティブの対価としての評
価だと考える。インセンティブや
改善がないところに『評価疲れ』
は生まれる

本条第 1項で，博物館の健全な運
営を図ることを目的に，評価の前
提となる「基本的運営方針」や（年
度に限らず，中長期を含めた）「事
業計画」の策定を規定する

第 9条
の 2（運
営の状
況に関
する情
報の提
供）

博物館は，当該博物館の事
業に関する地域住民その他
の関係者の理解を深めると
ともに，これらの者との連
携及び協力の推進に資する
ため，当該博物館の運営の
状況に関する情報を積極的
に提供するよう努めなけれ
ばならない。

廃止 
・地域との連携は第 3条（事業）
に含める 
・結果の公表は第 9条に含める

法で評価はやることにはなってい
るが，二項に相当する活動はほと
んど聞いたことない。大阪市立自
然史博物館は毎年 4月末に「活動
報告会」を実施

本条第 2項で，方針や計画の達成
状況を測るために「評価」を行う
規定を定める 
 
第 3項で，評価結果に対して，現
行の「9条の 2」前半を目的として，
評価結果に基づき必要な措置を講
ずるとともに，これらに関する「情
報を公開」する規定を設ける

第 2章 
登録

第 10 条
（登録）

博物館を設置しようとする
者は，当該博物館につい
て，当該博物館の所在する
都道府県の教育委員会（当
該博物館（都道府県が設置
するものを除く。）が指定
都市（地方自治法（昭和
二十二年法律第六十七号）
第二百五十二条の十九第一
項の指定都市をいう。以下
この条及び第二十九条にお
いて同じ。）の区域内に所
在する場合にあつては，当
該指定都市の教育委員会。
同条を除き，以下同じ。）
に備える博物館登録原簿に
登録を受けるものとする。

設置者や所管にかかわらず，登録
に関する責任の所在は都道府県教
育委員会としておくことが，社会
教育法との結節点として重要 
 
国立および国立機関や国立大学に
附属する博物館は文化庁による審
査，登録を受けるものととする項
を新設する

しかし教育委員会の必置義務は撤
廃してしまった。設置者を問わず，
教育委員会と博物館が地域の教育
ニーズについて議論するチャンネ
ルは必要だろう

登録に関しては，「審査」（＝第三
者機関）と，原簿への「登録」（＝
行政）を分離すべきではないか

第 11 条
（登緑の
申請）

前条の規定による登録を受
けようとする者は，設置し
ようとする博物館について，
左に掲げる事項を記載した
登録申請書を都道府県の教
育委員会に提出しなければ
ならない。 
 一　設置者の名称及び私
立博物館にあつては設置者
の住所 
二　名称 
三　所在地

・申請書の様式は「別に定める」
で良いのでは？ 
・「私立博物館にあっては」を削除

1．都道府県が申請受理　2．博物
館に出している予算や条件付けと
ともに地域が博物館に要請してい
る内容とともに自治体の意見を出
す　3専門家によるヒアリング　
4専門家による委員会で意見を集
約し判断，都道府県に通知　5認
可　という流れ？
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2 前項の登録申請書には，次に掲げ
る書類を添付しなければならない。 
一　公立博物館にあつては，設置
条例の写し，館則の写し，直接博
物館の用に供する建物及び土地の
面積を記載した書面及びその図
面，当該年度における事業計画書
及び予算の歳出の見積りに関する
書類，博物館資料の目録並びに館
長及び学芸員の氏名を記載した書
面 
二　私立博物館にあつては，当該
法人の定款の写し又は当該宗教法
人の規則の写し，館則の写し，直
接博物館の用に供する建物及び土
地の面積を記載した書面及びその
図面，当該年度における事業計画
書及び収支の見積りに関する書
類，博物館資料の目録並びに館長
及び学芸員の氏名を記載した書面

法で定めておく必要があるか サンプルで良いのではないか？
全数出されても検証のしようが
ない

「公立・私立」の別は廃止して，
第2項の各号は一本化すべき 
 
本項の申請書類の種類は政省令で
定めることで良いのではないか

第 12 条
（登録要
件の審
査）

都道府県の教育委員会は，前条の
規定による登録の申請があつた場
合においては，当該申請に係る博
物館が左に掲げる要件を備えてい
るかどうかを審査し，備えている
と認めたときは，同条第一項各号
に掲げる事項及び登録の年月日を
博物館登録原簿に登録するととも
に登録した旨を当該登録申請者に
通知し，備えていないと認めたと
きは，登録しない旨をその理由を
附記した書面で当該登録申請者に
通知しなければならない。 
一　第二条第一項に規定する目的
を達成するために必要な博物館資
料があること。 
二　第二条第一項に規定する目的
を達成するために必要な学芸員そ
の他の職員を有すること。 
三　第二条第一項に規定する目的
を達成するために必要な建物及び
土地があること。 
四　一年を通じて百五十日以上開
館すること。

「左に掲げる」を「別に文部科
学省令で定める」に変更 
 
一～四号を削除 
 
第 2項を追加： 
都道府県の教育委員会は文部科
学省が指定する博物館評価機関
に，登録審査に関する業務の一
部を行わせることができる。 
※専門的な評価機関を想定

極めて形式的内容。一度登録す
れば再審査なし，でいいのか？
手順は 11 条のところに記述 
教育や研究に関する活動の内容
を審査する項目がない，予算に
は現れるかもしれないが，それ
をどうこうする基準なし

現在の「審査」を各地の教育委
員会に委ねることには，共通の
基準を同一視点で維持する観点
からも無理があり，地教行法の
縛りもなくなったので，改める
べき 
 
「審査」は別機関で行い，原簿
への「登載」は行政が行う 
 
具体的な登録や審査の要件は政
省令で定めることとし，その際
に開館日数を定量的に定めるこ
とは，「大綱化・弾力化」の方
向に逆行するため再考する

第 13 条
（登録事
項等の
変更）

博物館の設置者は，第十一条第一
項各号に掲げる事項について変更
があつたとき，又は同条第二項に
規定する添付書類の記載事項につ
いて重要な変更があつたときは，
その旨を都道府県の教育委員会に
届け出なければならない。

第 14 条（登録の更新）を追加： 
登録を受けた博物館は，登録後
10 年を超えない期間において，
都道府県教育委員会に登録の継
続を申請し，審査を通過するこ
とによって更新することができ
るようにする

破綻法制を定めておく必要があ
る。特に資料や情報の継承義務
を書くべき

「審査」と「登録」を分けた場
合には，重要事項の変更は「再
審査」となる規定を整備する必
要がある

2 都道府県の教育委員会は，第 11
条第 1項各号に掲げる事項に変更
があつたことを知つたときは，当
該博物館に係る登録事項の変更登
録をしなければならない。

表 1．表 1．博物館法改正に向けた逐条点検（3）．
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章 条 項 条文
意見・コメント

山西良平 佐久間大輔 高井健司

第 14 条
（登録の
取消）

都道府県の教育委員会は，博物館
が第 12 条各号に掲げる要件を欠
くに至つたものと認めたとき，又
は虚偽の申請に基いて登録した事
実を発見したときは，当該博物館
に係る登録を取り消さなければな
らない。但し，博物館が天災その
他やむを得ない事由により要件を
欠くに至つた場合においては，そ
の要件を欠くに至つた日から 2年
間はこの限りでない。

登録後10年以上を経過しながら
更新の申請が無い場合も含める

12 条でいいのか？博物館倫理
委員会などの勧告もできたほう
がいいんじゃないか

同上 
 

「天災その他やむを得ない事由」
は，想定外のこと（ex: 東日本
大震災）も考慮する必要がある
中で，「2年間」と定量的に定
めることは疑問

2 都道府県の教育委員会は，前項の
規定により登録の取消しをしたと
きは，当該博物館の設置者に対し，
速やかにその旨を通知しなければ
ならない。

第 15 条
（博物館
の廃止）

博物館の設置者は，博物館を廃止
したときは，すみやかにその旨を
都道府県の教育委員会に届け出な
ければならない。

博物館の破綻はこれからたくさ
ん出てくる。「資料の保全」義
務は設置者と管轄の教育委員会
にあるのではないか？ 
博物館の破綻法制，資料保全規
定が必要（職員の雇用も？）

「廃止したとき」とあるが，廃
止は設置者の「一存で決定」で
きる仕組みで良いのか 
 
やむなく廃止する場合に，資料
の扱い（行く末）について言及
する必要はないのか2 都道府県の教育委員会は，博物館

の設置者が当該博物館を廃止した
ときは，当該博物館に係る登録を
まつ消しなければならない。

第 16 条
（規則へ
の委任）

この章に定めるものを除くほか，
博物館の登録に関し必要な事項
は，都道府県の教育委員会の規則
で定める。

不要。登録審査は全国一律，公
平でなければならない。登録制
度に地方分権は馴染まない

都道府県ごとに異なる基準がで
きる恐れがあるため，登録「審
査」は一元的に行うべき

第 17 条 削除

第 3章
　公立
博物館

第 18 条
（設置）

公立博物館の設置に関する事項
は，当該博物館を設置する地方公
共団体の条例で定めなければなら
ない。

不要 この章は自治体の博物館行政上
の義務にしたらどうか。館内の
博物館を地方の教育行政（社会
教育・生涯学習う・学校教育）
の中で位置づけること，文化財
保全活用計画にしっかり位置づ
けること，文化観光の中での役
割を定めること，それらと合わ
せて必要な支援や機能強化を行
うこと

公の施設や指定管理の観点か
ら，地方自治法に則った規定だ
ろうが，重複して（あえて）記
述する必要があるのだろうか

第 19 条
（所管）

公立博物館は，当該博物館を設置
する地方公共団体の教育委員会

（地方教育行政の組織及び運営に
関する法律（昭和三十一年法律第
百六十二号）第二十三条第一項の
条例の定めるところにより地方公
共団体の長がその設置，管理及び
廃止に関する事務を管理し，及び
執行することとされた博物館にあ
つては，当該地方公共団体の長。
第二十一条において同じ。）の所
管に属する。

廃止 
登録申請資格に対する設置者や
所管による制限は撤廃する

多くの博物館が教育委員会所管
でない状況を（）の中で無理矢
理に合わせた。結果何を言って
るのかよくわからない条文に

地教行法の改正で，教育委員会
所管の根拠（必然性）は失われ
たので，この際，改定してはど
うか
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章 条 項 条文
意見・コメント

山西良平 佐久間大輔 高井健司

第 20 条
（博物館
協議会）

公立博物館に，博物館協議会を置
くことができる。

次の理由により博物館協議会の
制度は廃止すべきである 
・設置者にとって博物館協議会
のための負担が大きく，その割
に運営の改善に対する寄与が少
ない実態があること 
・第 9条（運営の状況に関する
評価）による運営の改善に注力
することが重要

妙に大げさ。アメリカ式の学校
協議会に準ずる「民主的な運営
のため」の組織とされるが，そ
の目的が明確でないため，運用
も形式化している。むしろ，博
物館が，地域や関連機関などと
対話の仕組みを持つべきだとい
う規定でいいのでは

2 博物館協議会は，博物館の運営に
関し館長の諮問に応ずるととも
に，館長に対して意見を述べる機
関とする。

第 21 条 博物館協議会の委員は，当該博物
館を設置する地方公共団体の教育
委員会が任命する。

第 22 条 博物館協議会の設置，その委員の
任命の基準，定数及び任期その他
博物館協議会に関し必要な事項
は，当該博物館を設置する地方公
共団体の条例で定めなければなら
ない。この場合において，委員の
任命の基準については，文部科学
省令で定める基準を参酌するもの
とする。

必要事項を条例で定めることが，
協議会設置の障害になっている
のではないか

第 23 条
（入館料
等）

公立博物館は，入館料その他博物
館資料の利用に対する対価を徴収
してはならない。 
但し，博物館の維持運営のために
やむを得ない事情のある場合は，
必要な対価を徴収することができ
る。

公立・私立の区別なく，博物館
は非営利の公共的施設であるこ
とを明示した上で，入館者によ
る費用負担は必要 小限に留め
るとともに，あらゆる人々の利
用機会を担保しなければならな
いことを示すべきである 
 
本条は第 1章（総則）に移す

なんのために徴収してはならな
いのか，目的が明確でない。こ
のため，空文化している 
社会教育法の趣旨に則り，社会
包摂のために図書館同様無料で
ある必要がある，という解釈も
当然ある。法の目的と連動して
いない。より多くの人に来場し
てもらうため，価格を下げる方
が費用対効果が良い，という場
合もある。原則を書いて，目的
を達成するための努力を要請し
たら良いのでは

公立館であるが故に「原則無料」
には，もはや無理がある

第 24 条
（博物館
の補助）

国は，博物館を設置する地方公共
団体に対し，予算の範囲内におい
て，博物館の施設，設備に要する
経費その他必要な経費の一部を補
助することができる。

第 3章として「博物館の振興」
に関する章を新設すべきである

運営経費の補助でなく「施設，
設備に要する経費」となってし
まっている。施設再整備などは
政令などで要検討。公立に限ら
ない？

公立館への補助対象である「博
物館の施設，設備に要する経費
その他必要な経費の一部」と，
私立博物館への「必要な物資の
確保」の相違は，解消すべきで
はないか

2 前項の補助金の交付に関し必要な
事項は，政令で定める。

第 25 条 削除

第 26 条
（補助金
の交付
中止及
び補助
金の返
還）

国は，博物館を設置する地方公共
団体に対し第二十四条の規定によ
る補助金の交付をした場合におい
て，左の各号の一に該当するとき
は，当該年度におけるその後の補
助金の交付をやめるとともに，第
一号の場合の取消が虚偽の申請に
基いて登録した事実の発見に因る
ものである場合には，既に交付し
た補助金を，第三号及び第四号に
該当する場合には，既に交付した
当該年度の補助金を返還させなけ
ればならない。 
一　当該博物館について，第十四
条の規定による登録の取消があつ
たとき。 
二　地方公共団体が当該博物館を
廃止したとき。 
三　地方公共団体が補助金の交付
の条件に違反したとき。 
四　地方公共団体が虚偽の方法で
補助金の交付を受けたとき。

同上 こうした規定は，24 条第 2項
にいう「政令で定める」ではい
けないのか 
 
一般的な補助金の要項で規定さ
れていること（再掲不要）では
ないのか

表 1．表 1．博物館法改正に向けた逐条点検（4）．
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章 条 項 条文
意見・コメント

山西良平 佐久間大輔 高井健司

第 4章 
私立博
物館

第 27 条
（都道府
県の教
育委員
会との
関係） 

都道府県の教育委員会は，博物館
に関する指導資料の作成及び調査
研究のために，私立博物館に対し
必要な報告を求めることができる。

実態がないのではないか？ 援助と相対する責務はなにか？
私立ではあっても公共的機関で
あることを積極的に認める手法
としての登録制度が必要

「公私」の別を無くせば，こうし
た規定も一括でき，本条は削除
できるのではないか

2 都道府県の教育委員会は，私立博
物館に対し，その求めに応じて，
私立博物館の設置及び運営に関し
て，専門的，技術的の指導又は助
言を与えることができる。

第 28 条
（国及び
地方公
共団体
との関
係） 

国及び地方公共団体は，私立博物
館に対し，その求めに応じて，必
要な物資の確保につき援助を与え
ることができる。

第3章として「博物館の振興」
に関する章を新設すべきである

第 5章 
雑則

第 29 条
（博物館
に相当
する施
設） 

博物館の事業に類する事業を行う
施設で，国又は独立行政法人が設
置する施設にあつては文部科学大
臣が，その他の施設にあつては当
該施設の所在する都道府県の教育
委員会（当該施設（都道府県が設
置するものを除く。）が指定都市
の区域内に所在する場合にあつて
は，当該指定都市の教育委員会）
が，文部科学省令で定めるところ
により，博物館に相当する施設と
して指定したものについては，第
二十七条第二項の規定を準用する。

削除。相当施設はの制度は廃止
し登録制度に一元化

登録博物館のハードルをきちん
と調整することで，相当施設と
一体化した登録博物館として運
用したほうがよっぽどスッキリ
する

「相当施設」という分類は廃止
し，「登録」に一本化すべき

追加す
べき内
容

登録博物館としての名称独占
（要検討）

博物館法に書かれていないこと 
・「国立」の博物館施設との関係，
大学博物館との関係，研究機関
との関係 
　　学術的拠点形成に課題 
・博物館同士の連携 
　　防災上の課題，地域連携の
課題 
・質の維持に関すること 
　　評価だけでなく，登録や学
芸員，職員の質向上にむけて
・図書館・公文書館との連携

（追加というよりも，全体を通
じて） 
博物館の設置目的（使命）は，
もはや社会教育施設というだけ
ではなく，観光さらには地域づ
くりへの貢献など，多様になっ
てきている。こうした実態を，
定義をはじめとした関連条項の
記載にあたって配慮する必要が
ある 
 
法律制定時の，時代の産物とも
言える表現・単語はこの際，修
正しておく必要があるのではな
いか 
 
改めて，法律・政省令・望まし
い基準で扱うべき事項が何か，
基本を確認しておく必要がある
のではないか
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日本の博物館のこれからⅣ   79 - 90

新たな博物館登録制度における審査主体と「第三者組織」について新たな博物館登録制度における審査主体と「第三者組織」について

大阪市立自然史博物館外来研究員・西宮市貝類館顧問　　　山　西　良　平

はじめに

2021 年 2月，文化審議会博物館部会のもとに「法

制度の在り方に関するワーキンググループ」（以

下，「ワーキンググループ」）が設けられ，博物館法

改正に向けた検討が進められている（文化審議会

博物館部会 法制度の在り方に関するワーキンググ

ル ー プ，https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/

hakubutsukan/hoseido_working/index.html，2021．8．28 

参照）。ワーキンググループは，3回の審議を経て同

年3月 24日に中間報告「登録制度を中心とした博物

館法制度の今後の在り方について」（以下，「中間報

告」）を博物館部会宛提出した。そこでは新しい博物

館登録制度について，「公的支援の対象としての枠組み

を明確にすることに加えて，審査と登録を通じて，各館が

自らの活動と経営を改善・向上していくことを促進し，選

別や序列化ではなく『底上げ』と『盛り立て』を行うこと

により，博物館の発展に寄与するものであるべきである」

との考え方を提示している。また制度の対象範囲は

「現在の多様な博物館の在り方に対応するため，設置者の法

人類型による制限をできる限りなくし，現在登録制度の対

象外となっている国・独法，大学，地方独法，株式会社等

についても広く対象とするべきである」としている。

このような考え方は，「これからの博物館の在り

方に関する検討協力者会議」（以下，「検討協力者会

議」）による提言「新しい時代の博物館制度の在り

方について」（2007）を継承するものである。検討

協力者会議は，教育基本法の改正と連動した 2008

年の博物館法改正に先立って博物館関係者による検

討の場として文部科学省によって設けたられもの

で，この提言は，博物館登録制度と学芸員制度を中

心に，現状と課題を掘り下げ，それらの抜本的な改

革を提起した画期的なものであった。しかし 2008

年の法改正ではそれらがほとんど反映されずに懸案

として残された経過がある。2011 年に文部科学省が

「博物館の設置及び運営上の望ましい基準」を告示

し，翌年に日本博物館協会が「博物館の原則」と「博

物館関係者の行動規範」を策定するといった進展が

あったものの，法制度抜本改正の道筋は見えなかっ

た。その後，国家戦略としての「文化芸術立国」を

契機とした文化行政・博物館行政の新たな展開（山

西，2020）の中で，2018 年 10 月に博物館行政の

所管が文部科学省社会教育課から文化庁に移され，

2019 年 11 月には文化審議会のもとに博物館の振興

に関する事項について調査審議するための博物館部

会が設置された。部会は2期にわたって審議を続け，

上記ワーキンググループにおいて法制度改正につい

ての具体的な検討が進められている。文化庁の主導

のもと，あらためて博物館法抜本改正の機会が訪れ

ていることに期待したい。本稿ではこの中間報告に

沿って，登録制度に関わる審査の基準と主体，とり

わけ「第三者組織」に焦点を当て，新たな制度にふ

さわしい登録・審査の進め方について論じる。

登録審査の基準について

検討協力者会議による問題提起

現行の登録制度では，目的を達成するために必要
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な博物館資料や建物及び土地があり，学芸員その

他の職員を有することおよび一年を通じて百五十

日以上開館することが審査の際の要件とされてい

る（博物館法第 12 条）。これに対して検討協力者

会議は次のような「新しい登録基準の骨格」を提

案した（検討協力者会議，2007，p．10）。

○ 博物館の多様性を尊重し，館の自主的な運営

改善を促すような制度設計に。

○ すべての館に適用する「共通基準」と館種や

設置目的等の違いに配慮した「特定基準」の

双方が必要。

○ 審査基準の柱は，経営（マネージメント），資

料（コレクション），交流（コミュニケーショ

ン）。

中間報告ではこの提言を継承し，「博物館の活動の質

や健全な経営を担保するため，現行制度の外形的な審査か

ら，博物館としての機能や実質的な活動を評価するものへ

と転換すべきである」とし，そのために「今後，日本

博物館協会において具体化が行われた共通基準案を基礎と

しつつ，共通基準案及び館種別の特定基準案について，更

なる検討を進めていく必要がある」との方向性を示し

ている。

ベンチマーク委員会による基礎的な共通基準案

ここで言及されている「日本博物館協会におい

て具体化が行われた共通基準案」について説明し

ておきたい。検討協力者会議による提言に対応す

るため，文部科学省は 2007 年度に日本博物館協会

に対して「博物館の評価基準に関する調査研究」

を委託した。それを受けて日本博物館協会は「博

物館経営・運営の指標（ベンチマーク）委員会」

を設置し検討を重ねた結果，新たな登録基準を想

定した「基礎的な共通基準案」を策定した。その

報告書では，「基礎的な共通基準案」は次のような

特色を持つとしている（日本博物館協会，2008a，

pp．48 － 49）。

（1）外形的な基準に活動面を加味

（2）現代的な課題への対応

（3）各館の多様性を尊重し，各館の使命・目的に応じた

博物館像を設定することを支援

その結果，共通基準案はそれまでの施設，職員，

資料に，博物館の設置と組織体制，博物館の基本

的な活動である資料の収集・保管，調査研究，展示，

教育普及活動を加えた 8 領域，計 29 項目にわたる

ものとなった。

日本博物館協会による新たな登録基準案

その後，日本博物館協会は 2014 年度に登録制度

の諸課題についてあらためて検討を進める場とし

て，筆者を主査とする「博物館登録制度の在り方

に関する調査研究」委員会を設け，「基礎的な共

通基準案」についても見直しを行い，9 領域 24 項

目から成る「新たな登録基準案」を改訂版として

取りまとめた（日本博物館協会，2017，pp．27 －

31）。見直しの主眼は，文部科学省が告示した「博

物館の設置及び運営上の望ましい基準」及び日本

博物館協会が策定した「博物館の原則」との対応

関係を確認し内容の整合性をとること，並びに小

規模館に配慮して規模の大小を問わず適用できる

内容とすることであった。このたびの中間報告に

おける「日本博物館協会において具体化が行われ

た共通基準案」とは，この「新たな登録基準案」

を指している。文末にその内容を紹介しておく。

この基準案はあくまでもたたき台であり，中間

報告に書かれているように，「更なる検討を進めてい

く必要がある」ものである。この点について中間報

告は，「検討に当たっては，いくつかのシナリオを想定し

たシミュレーションや，多様な館種，規模の博物館，関係

団体・組織へのヒアリング等を通じたフィージビリティー

の検討が求められる」としている。

現行の博物館法において，4 項目の審査基準は法

文の中（第 12 条）に具体的に記載されているが，
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仮にこのような多岐にわたる基準を採用するとす

れば，その内容は省令などに委ね，運用の実態や

周囲の状況の変化に即した加除修正が可能な形に

しておくことが望ましいと考えられる。

登録審査の担い手は？

登録審査の実情

博物館法第 10 条などに基づき教育委員会が実施

している登録・審査については，2006 年 10 月に文

部科学省が各都道府県に対して行った，「都道府県

教育委員会における博物館関係業務の実態に関す

る調査」によって次のような実態が明らかにされ

ている（検討協力者会議，2007，pp．61 － 64）。

○博物館登録要件審査方法について

・最多回答は「担当部署内での審査」であり，かつ一般

行政職員による審査であった（34 県）

・外部の有識者等からなる審査委員会を設けるなど，よ

り客観的な審査を行うための取組を行っている県も

あった（6 県）

○登録審査の状況について

・（都道府県 1 県当たりの博物館の）登録の申請処理件

数は，全国平均は年に 0.43 件

・過去 3 年間にまったく申請がなかった都道府県が 14 県

・3 年間に 2 件以内の処理だった都道府県が 8 割近くを

占める

○登録審査事務実施を通じた問題点について

審査体制に対する問題点をあげた県が多く（「審査

ノウハウの維持」32 県 ,61.8%），専門知識 23 県，

48.9%），件数が少ないために十分な審査体制が構

築されていない状況が伺える。

検討協力者会議の提言

このような状況を見て，検討協力者会議は次の

ような提言を行っている（検討協力者会議，2007，

pp．23 － 24）。

今後の博物館に必要な制度や施策を考えていく上で，

今般提言した新しい博物館登録制度や学芸員制度が十二分

にその効果を発揮するためには，行政機関が主導するより

も，可能な部分は専門的知見を有する第三者的な組織によ

る自律的な運営に委ねていくことが望ましい。組織化され

た博物館に関する豊富な人的ネットワークを翼下に持ち，

博物館登録審査や学芸員資格審査等（―中略―）を担う専

門機関が存在すれば，博物館諸制度が一層効果的に活用さ

れ，全国の博物館活動の活性化に貢献することが期待でき

る。関係者の総意によりこのような総合的な博物館支援機

関ともいうべき組織の設立に向けて，今後，国のみならず，

地方公共団体，博物館，関連の学会等において積極的に検

討することが望ましい。

その上で，博物館の登録審査については，

文部科学大臣と都道府県教育委員会が担うこととなる

博物館登録審査について，第三者としての専門機関に審査

を一元化することができれば，全国的な審査基準の均質性，

審査の効率化を飛躍的に向上させることができ，また，よ

り柔軟な運用による一層の利用者の拡大が期待できると考

えられる。さらに，将来において登録をめざして努力して

いる博物館に対する情報提供や技術支援を提供することも

有効であると考えられる。

とその効果に期待している。

モデル調査研究委員会による検討

このように検討協力者会議の提案は，学芸員制

度も含めた博物館制度全般に関わる包括的な支援

を行う専門的第三者機関の設置であり，登録制度

に関してはここに審査を一元化しようというもの

であった。当時の文部科学省は，この提言につい

ても日本博物館協会に対して調査研究を委託し，

日本博物館協会は「博物館の評価機関等に関する

モデル調査研究委員会」を設置して検討を行なっ

た。その結果，

・自己点検・自己評価マニュアルの作成

・登録事務のための運用マニュアル作成
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・学芸員研修・研修情報の提供

・業務のための専門員会の設置

・登録博物館実態調査・基礎資料データの収集

分析

を業務内容とする評価組織を「非営利の公益法人とし

て設置することが望ましい」と報告した（日本博物館

協会，2008b）。ただし，この検討の過程では，す

でに検討協力者会議の提言が「今回の博物館法改

正においては反映されず，文部科学省においては

引き続き長期的な検討課題としている」（p．1）こ

とを前提としているので，「基礎的な共通基準案」

とはリンクせず，従来の登録審査方式を支援する

組織を想定した報告・提言となっていた。

ワーキンググループでの論議と意見集約

このたびの中間報告では，「登録や相当施設の指定

の審査については，現在，都道府県及び指定都市教育委員

会において行われているが，自治体によって審査基準や質

の不統一が指摘されている。上述の審査基準の転換に伴い，

その審査の質をどのように標準化し，担保していくかが問

題となる」との提起をしている。その上で，登録・

審査の主体については，「博物館への指導・助言，地域

の状況に応じたきめ細かい対応や，各地域における他の行

政分野との連携という観点から，審査・登録（認証）は引

き続き国及び都道府県・指定都市教育委員会が担う必要が

ある」としながら，「一方で，専門的・技術的な見地か

らの審査が求められる内容については，審査基準のばらつ

きや審査の形骸化を防ぎ，専門性を担保するため，第三者

性をもった専門家組織（以下，「第三者組織」という。）が

一定の関与を行う在り方を検討すべきである」との意見

集約を行った。

ワーキンググループでは，新たな登録基準を想

定した上で，第三者組織の関与について，文化庁

が提示した 3案

①第三者組織を新たに設置し，すべての申請窓

口・審査を担う

②第三者組織を新たに設置し，専門的審査を担う

（申請の窓口と外形的審査等は引き続き教委）

③引き続き教育委員会がすべての申請窓口・審査

を担う（専門的審査のために有識者会議を設置）

について審議した結果，②案に意見が集約され，

中間報告において上記のような提案がなされたと

のことである（文化審議会博物館部会　法制度の

在り方に関するワーキンググループ第 2 回，第 3

回　https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/

hakubutsukan/hoseido_working/index.html，2021．8．

28 参照）。

①案は検討協力者会議の提案と符合するものであ

るが，その場合，審査の結果は基本的に業界団体

による認証にとどまることになり，国による振興

策の受け皿として施策と連動させることに困難が

生じるのではないかと思われる。法に基づく登録

審査という行為はやはり行政が責任を負うべきも

のである。そうであれば，博物館法が教育基本法

⇒社会教育法という法体系の下に位置づけられて

いる限りにおいて，その担い手は社会教育施設で

あることの本旨に沿い，都道府県の教育委員会が

適であると考えられる。博物館の社会教育機関

としての位置づけは今日も重要である。博物館の

経営・運営形態が多様化し，教育委員会との関係

が全体として希薄になっている現状があるとして

も，そうであればなおさら地域の博物館全体を視

野においてそれらを把握し，行政面から支援する

要としての都道府県レベルの教育委員会の役割は

今以上に重みを増すと考えるべきであろう。また

③案については，上記の教育委員会による審査の

実態から見ると，新たな登録基準を設けて審査を

充実させるという方向性と相容れないものである

ことはすでに明らかである。したがって，このた

びの中間報告に盛り込まれた②案に基づく登録審

査主体についての提案は，それぞれが単独で担う

ことの問題点を解決する新たな枠組みとして期待
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できるものである。

　なお，現行の登録制度では，法第 2 条において

博物館の設置主体による制限が設けられている。

冒頭に紹介したように，中間報告はこのような制

限を撤廃しようとしている。登録制度を遍く行き

渡らせるためには避けて通ることのできない課題

であるが，これによって国の機関が設置する博物

館も登録制度の対象となるのであれば，それらに

対する審査・登録については，地方公共団体の教

育委員会では対応が困難であり，国（文化庁）が

担わなければならないと考えられる。その体制を

整えることも必要になるであろう。

新しい登録制度の運用について

審査と支援の両立は可能か？

中間報告は，これまでの登録制度が，「博物館が公

共的活動を行うための基本的な要件を備えているかどうか

を審査することを通じて，博物館の基本的，公共的な機能

を確保するための制度であった」ことに対して，新し

い制度が「公的支援の対象としての枠組みを明確にする

ことに加えて，審査と登録を通じて，各館が自らの活動と

経営を改善・向上していくことを促進し，選別や序列化で

はなく「底上げ」と「盛り立て」を行うことにより，博物

館の発展に寄与するものであるべきである」ことに留意

するよう求めている。

登録・審査は必然的に選別を伴うものであるが，

それを通じて改善・向上を促進するという，その

ような審査と支援との両立が可能であろうか？こ

の点に関して検討協力者会議（2007）の提言は次

のような方向性を示している。

（新しい審査の）基準を満たす博物館相当施設及び博

物館類似施設ができるだけ多く，登録博物館となり，登録

を受けることをスタート点として，今後一層の質の向上を

図れるような制度設計とすること（p．10）。

さらに先述の「博物館経営・運営の指標（ベン

チマーク）委員会」による報告（日本博物館協会，

2008a，p．49）では，「基礎的な共通基準案」が「各

館の多様性を尊重し，各館の使命・目的に応じた

博物館像を設定することを支援」するものである

として，次のような説明を加えている。

基準案の 8 領域は博物館活動には不可欠な事柄である。

（―中略―）だが，そうした活動をいかにして行うのかは，

それぞれの館の使命・目的によって異なる。（―中略―）

この基準案では館の使命や方針に即し，それぞれの領域で

どのように取り組むのかを明確にすること，つまり方針や

計画の有無を問うている。（―中略―）館によって目指す

ことが異なるため，その内容というより，館の使命に即し

た方針であるかどうか，それを計画的に継続して行う意思

があるかが基準化されている。これまでと異なり，登録の

審査では，各領域の活動方針や実績が，その博物館の使命

や目的に合致し，その博物館にとって妥当かどうか判断す

ることになる。（―中略―）8 領域 29 項目の基準をすべて

満たす館は実際にはさほど多くないかもしれない。この基

準が，基礎的な基準というより，「望ましい基準」「ハイアー

スタンダード」と感じられるかもしれない。そうだとした

ら，おそらく各館が取り組んでいることが，館として明確

に位置づけられていない，方針として確立していないとい

うことが多いのではないだろうか。一定の学芸業務を行っ

ている館であれば，基準に掲げた事項の大半には潜在的に

取り組んでいるはずである。この基準を満たそうとするこ

とで，課題が顕在化されることになろう。

　このような観点で登録・審査に臨むことによっ

て，中間報告が目指しているような「審査と支援

の両立」が可能になるのではないかと考えられる。

ただしその場合，それぞれの項目に一律の基準を

設けて機械的に点数化するという従来の行政的な

審査手法では困難であり，活動実態を理解し，館

側が潜在的に取り組んでいる事項を顕在化させる

ことも含めた評価を行い，かつその結果に対する

説明責任を負うことのできるような“目利き”，す

なわち専門的知識・経験を有する第三者による審
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査がどうしても必要になる。

小規模館にとっての登録制度

　中間報告は「社会教育調査上『博物館類似施設』と分

類されている登録又は相当施設の指定を受けていない施

設に対しても，申請を促す支援策を検討する必要がある」

と登録の門戸を広げようとしている。2018 年度の

社会教育調査によれば，類似施設は博物館全体の

78％を占めている。また 近の博物館総合調査（日

本博物館協会，2020）によれば，類似施設の 61％

は学芸系職員が 1 ～ 5 人（非常勤・兼務を含む）

の小規模館であり，26％は学芸系職員をまったく

配置していない。これらの館園に対して広く登録・

審査の手を差し伸べようということである。では，

類似施設，小規模館の側としては，あらたな登録

制度に基づく審査を受けることの意義をどのよう

に捉えればよいのであろうか？そもそも登録を受

けることのメリットが少ないことが，登録制度を

形骸化させている主な原因であった。中間報告は

新たな登録制度と連動した博物館振興策の必要性

を次のように強調している。

このような制度の改正を行う前提として，登録（認証）

されることにより得られるメリットをできる限り拡充する

ことが極めて重要である。

これまで措置されてきた全ての登録施設に対するメ

リットの拡充を検討していくとともに，新たな視点からの

振興策を検討していく必要がある。

全ての登録施設に対するメリットは，大きく①予算事

業や地方交付税における支援の拡大，②税制上の優遇（設

置者への優遇や寄附・寄贈に対する優遇），③他の法令体

系と連動した振興策（例えば，手続きの合理化や特別な措

置）に分類されるが，今後，関係団体等から広く意見を聴

取しつつ，具体的な振興策をひとつひとつ検討していく必

要がある。

このように博物館振興策を拡充し，かつ登録制度

と連動させることは，制度を浸透させる上で何よ

りも重要であり，今後の施策の充実に期待したい。

また上述のように，審査と登録を通じて館の活動

と経営が改善・向上していくような事例が普及す

れば，登録申請へのインセンティブは一層高まる

であろう。中間報告は登録（認証）の更新制の導

入を提言し，「その際に，改善のための助言・支援を得

られる仕組みを検討する必要がある」とも述べている

が，このような措置も歓迎される。また，そもそ

も小規模館が存続していくためには社会的な認知

が重要であるが，専門組織による認証作業と行政

機関によるオーソライズを経て獲得される新たな

登録博物館というステイタスは，今後，設置者や

出資者，納税者，寄付者などの理解を得る上でも

大きな意義を持つものとなるであろう。中間報告

は，新しい登録制度の趣旨が国民にとって「より明

確となるよう，博物館に対して『認証』や『認定』といっ

た適切な名称の検討やその明示，積極的な広報活動を行う

ことが望まれる」とも提言している。

　とは言っても，登録を申請しようとする小規模

館にとって，「新たな登録基準案」に示されている

9 領域 24 項目というボリュームは負担感が大きく，

それだけが前面に出ると申請の意欲を削ぐ要因と

もなりかねない。申請者の負担を極力少なくする

ことが肝要である。第三者組織が，審査と登録を

通じて，各館が自らの活動と経営を改善・向上し

ていくことを促進することを念頭に置いて対象館

を調査，ヒアリングし，各項目をチェックしてい

くといった手法が望まれる。たとえば申請者が提

出しなければならない 低限の書類は①様式に基

づく申請書と②年報・館報またはそれに類する資

料だけでよく，あとは審査側からのヒアリングを

通じて手続きが進むといった形が望ましい。もち

ろん自己評価を行った結果などがあれば活用され

るべきである。

第三者組織はどうあるべきか
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審査のイメージ

中間報告では，先述のように「登録・審査（認証）

は引き続き教育委員会が担う必要がある」としつつ，「専

門的・技術的な見地からの審査が求められる内容につい

ては，審査基準のばらつきや審査の形骸化を防ぎ，専門

性を担保するために一定の関与を行う第三者性を持った

専門組織（第三者組織）を検討すべきである」としてい

る。これに先立つ「博物館登録制度の在り方に関

する調査研究」委員会による報告（日本博物館協会，

2017，p．23）は都道府県教育委員からの依頼の基

づく第三者機関による審査を想定し，次のような

手続きの流れをイメージしている（p．23）。

1．博物館の設置者が，当該博物館の立地する都

道府県（または政令指定都市）の教育委員会

に登録を申請する。

2．教育委員会は，提出された申請書および添付

書類に不備がなければ，申請を受け付ける。

3．教育委員会は，博物館登録審査業務を行う第

三者機関に審査業務を委託する。

4．第三者機関は，当該博物館に対して実地調査・

ヒアリングなどを行い，新たな登録基準に則っ

た審査を実施し，結果を教育委員会に報告する。

5．教育委員会は，報告を受けて登録の可否を判

定，結果を申請者に通知する。

これを参考にしながら，このたびの中間報告で

提起されている第三者組織のあり方について検討

したい。

基本業務

一定の関与を行うとされる第三者組織の基本業

務（使命）は次の 2点であると考えられる。

■登録申請を受理した教育委員会からの依頼に

基づき，申請館園の活動実態を登録基準の各項

目と照らし合わせて評価し，その結果を，評価

理由とともに教育委員会に報告すること。

■審査の過程を通じ，申請館園の活動と経営の

改善・向上を支援すること。

実際の審査においては机上の作業にとどまるこ

となく，申請館園に対するヒアリングをはじめ必

要に応じて実地調査など機動的に行なうことにな

るであろう。さらに支援に当たっては，教育委員

会との連携により，対象館園の地域における実情

や経営状況を把握し，適切な指導・助言内容を提

案することも求められる。

組織としての要件

■第三者組織であること

　法令に基づく審査の一翼を担う専門組織であ

り，業務には中立性・公平性が求められる。

■常設組織であること

　都道府県からの不定期な依頼に即応し，一貫

性のある評価業務を行うとともに，日常的に適

切な指導・助言を行うためには，第三者組織は

一時的な委員会・審議会などではなく，常設の

機関として設置されなければ機能しない。

■専門職員を擁する組織であること

各館種固有の事情を把握し，審査結果に反映

させるには，組織の中にそれぞれの館種に通暁

した専門職員が配置されていなければならな

い。一方で，審査全般の公平性を担保するには，

多様な博物館を広い視野から捉えることがで

きる博物館学（Museology）の専門家の配置も

必要である。審査はこれら専門職員の共同によ

り実施されるべきである。

■全国組織であること

　審査の質を標準化し担保していくことが登

録制度見直しの課題であることから，第三者組

織は全国的な審査業務を一元的に請け負う単

一の組織でなければならない。

■税を財源に運営される非営利組織であること

博物館は非営利機関であり，登録（認証）を

受けることによる経済的利益は期待していな
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い。したがって現行法下と同様，業務の実施

に伴う経費負担を申請者に課すべきではない。

第三者組織は税等を財源に充てることによっ

て運営されるべきである。

業務量と体制

　すでに紹介した「都道府県教育委員会における

博物館関係業務の実態に関する調査」（2006 年実

施）によれば，登録申請処理件数の全国平均は年

間 0.43 件，相当施設指定審査は同 0.28 件とされて

いて，合算すると 0.71 件であり，これを 47 都道府

県全体に換算するとでは年間約 33 件というのが平

生のデータである。しかし，中間報告が目指して

いるのは，新しい登録制度のもとで，現在類似施

設として博物館法の対象外とされている 4,452 施設

（H30 年度社会教育調査）に対して，門戸を広げて

申請を促すことである。仮に 1 件当たりの審査に

専門職員 2 名×実働 8 日を要するとすれば処理数

は年間約 30 件，5 組（10 名）の体制で臨むとすれ

ば計 150 件となり，類似施設のうちの 3,000 館園が

申請したとしてもすべての審査を終えるには 20 年

かかるという想定になる。新しい登録制度を浸透

させるにはこのような体制と長期の取り組みが必

要になるということである。

準備期間と経過措置

　新たな登録基準のボリュームは現行と比べて膨

大なものである（上述の基準案においては 9 領域

24 項目）。第三者組織は，本格的な業務を開始する

以前に，登録基準を十分に咀嚼した上で多様な館

種，設置者，規模の博物館に適用する際の判定の

物差しを設け，公平な評価に備えておかなければ

ならない。このためには相当の準備期間が必要と

なる。

また，新制度発足当初は申請の集中が予想される

ので，すでに登録されている館園については，当面

はそのまま新制度の下に移行し，あらためて更新制

度のもとで新登録基準のチェックを受けるという経

過措置が必要であろう。また中間報告には明記され

ていないが，このたびの制度改革の方向性をみると，

博物館相当施設の指定制度自体が廃止され，登録制

度に一本化されると想定される。すでに指定を受け

ている相当施設については自動的に登録施設に格上

げし，やはり将来の更新の時期に審査を委ねるとい

う措置が適当ではないかと考える。

　当初は審査を待つのに数年間も要するような事

態も考えられる。結果が出るまで時間がかかるこ

とによって博物館振興策の恩恵がその間先延ばし

されるといった不利益を申請館園が被ることのな

いよう，教育委員会が申請を受け付けることによっ

て“仮免許”的に登録施設並みの扱いを受けられ

るような措置も検討が必要であろう。

条件を満たす組織について

　中間報告で提案されている第三者組織（専門的・

技術的な見地からの審査を担う第三者性をもった

専門家組織）の形については，まだ具体化されて

いない。報告は，「法制上の整理や財政上の支援等につ

いて検討を行い，現実的な選択肢を提示した上で，再度議

論を行う必要がある。また，第三者組織を具体的にどのよ

うに組織するかについては，関係団体との調整も必要とな

ると考えられる」と記述している。今後の整理，検討，

調整の結果が待たれるが，ここでは二つの有力な

組織形態についての実現可能性を検討してみたい。

非営利公益法人としての日本博物館協会

　第三者組織の形態について，「博物館の評価機関

等に関するモデル調査研究委員会」は，「非営利の

公益法人として設置することが望ましい」と結論

した（日本博物館協会，2008b，p．19）。また，「博

物館登録制度の在り方に関する調査研究」委員会
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は，館種や設置者を超えた国内随一の博物館振興

団体（公益財団法人）であることや，豊富なデータ

を保有することなどを理由に，日本博物館協会を「審

査体制に必要な第三者機関の有力な候補」として名

指している（日本博物館協会，2017，p．23）。「非

営利の公益法人」という範疇で博物館界を見渡せば，

該当する組織は日本博物館協会以外には見当たらな

いであろう。また，実際に上記のような業務を実施

するノウハウを持ち合わせていて，専門的な人材の

確保も可能であると考えられる。

しかし，日本博物館協会は「協会の活動目的に

賛同する博物館又はそれに相当する事業を実施す

る団体」である加盟館（維持会員）を中心に運営

されている。これから先，新しい登録制度の下で

門戸を広げて審査が行われるようになれば，数多

くの類似施設からの新規申請が予想される。それ

が目指すところでもあるのだが，その中には日本

博物館協会の加盟館も非加盟館も含まれている。

その際に加盟館であるか否かが審査に影響するの

では，という懸念を払拭することができるであろ

うか？中立性・公平性の観点からの疑問である。

もう一つ，日本博物館協会に限ることではないが，

そもそも必要とする経費を，国が特定の法人に継

続的，安定的に措置することが可能かどうかとい

う疑問もある。教育委員会が依頼するのであるか

らそちらが負担すべきであるというロジックも当

然考えられるが，地方公共団体との合意形成は現

実的ではないであろう。日本博物館協会の中に中

立性・公平性を担保した「登録審査支援センター」

といった附属組織が設置され，安定的な財政支援

を受けて運営できるのであれば，有力な案である。

独立行政法人

　もう一つの選択肢として，第三者機関を独立行

政法人組織として設置する可能性について考えて

みる。独立行政法人通則法（第 2 条）において独

立行政法人は次のように定義されている。

この法律において「独立行政法人」とは，国民生活

及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実

施されることが必要な事務及び事業であって，国が

自ら主体となって直接に実施する必要のないものの

うち，民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施さ

れないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行

わせることが必要であるもの（以下この条において

「公共上の事務等」という。）を効果的かつ効率的に

行わせるため，中期目標管理法人，国立研究開発法

人又は行政執行法人として，この法律及び個別法の

定めるところにより設立される法人をいう。

教育委員会からの依頼に基づく博物館の登録・審

査への関与を，果たして国による「公共上の事務

等」と捉えることができるかどうかが難点である

と考えられる。しかし登録・審査はもともと都道

府県教育委員会への機関委任事務とされていたも

ので，地方分権の流れの中で 2006 年以来，自治事

務とされた経過があるものの，本来的には国が責

任を負うべき業務である。また，独立行政法人国

立文化財機構法（第 12 条）のように，文化財の収

集や調査研究に関して「地方公共団体等の求めに

応じて援助及び助言を行うこと」を独立行政法人

の業務の範囲に含めている事例もある。この点を

クリアできるなら，独立行政法人は先述の組織要

件（第三者組織，常設組織，専門組織，全国組織，

非営利組織）との親和性はむしろ高いと言える。

また経費については交付金という形でストレート

に措置することができる。業務量の経年的な変化

にも，中期目標を適切に設定することによって柔

軟に対応することが可能である。また後述の専門

組織ならではの“派生的”な事業についても，法

人みずから中期計画として具体化することによっ

て専門家集団としての創意を発揮することができ

よう。このように独立行政法人という制度のメリッ

トを活用することができる。教育委員会側として
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も，国の機関とは言え，相手が独立行政法人であ

れば違和感なく審査業務を依頼することができる

のではないだろうか。申請のたびに個別に専門家

（集団）に依頼することと比べてもはるかに優位な

手法である。

　これらのことから，中間報告が提起している「第

三者組織」を，既設の博物館関係の独立行政法人

の中のひとつの部門として新設することは，十分

検討に値するのではないだろうか？国立文化財機

構の中に文化財防災センターを設置した直近の事

例もある。同センターのように全国をブロックに

分けて拠点を設けることも考えられる。

博物館振興策の柱としての第三者機関設置

　このような第三者組織が常設機関として設置さ

れることになれば，依頼に基づく審査にとどまら

ず，下記の例のような博物館振興に関するさまざ

まな“派生的”な事業を実施することも可能にな

ると考えられる。

・教育委員会向け登録事務マニュアルの作成お

よび研修の実施

・登録基準と連動した博物館向け自己点検・評

価マニュアルの作成

・博物館職員向け各種研修の実施

さらに，博物館の実態に関する基礎資料・データ

が蓄積されることから，それらの管理と活用，す

なわち情報センターあるいはシンクタンク的な役

割・機能も期待される。

国がこのような全国レベルの専門的な非営利・

第三者機関を常設し，登録に必要な審査の実施に

とどまらず，各種の関連情報の公開・活用や研修

機会等を通じて，様々な館種や規模の博物館を支

援することこそ，ワーキンググループにおいて議

論が進む登録制度と連動した博物館振興策の展開

＝「底上げ」と「盛り立て」の実現ではなかろうか。

新たな登録制度が，全国各地で活動している館園

にとっての 大の振興策となることを期待したい。
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1．設置

1．1　設置根拠及び永続性，公共性の明示

　法令，寄付行為，定款などにおいて館の設置根拠が明確で，事業を永続的かつ公共的に実施することが明示され

ていること

1．2　施設の整備と運営資金の確保

　博物館が設置根拠に基づいて運営できるよう，設置者によって土地，建物，設備などが整備され，運営に必要な

資金が確保されていること

2．経営

2．1　使命の明確化

　博物館の使命（設置目的や基本理念）が明確にされるとともに，公にされていること

2．2　経営目標と評価

　使命に基づく中長期的な目標が作成されていること。

2．3　経営の透明性

　収支決算等を公表し，必要な情報を公開する仕組み有し，経営状況の透明性が確保されていること

2．4　法令・倫理の遵守

　博物館組織・博物館職員として遵守すべき法令・条約や倫理規程が把握され，周知されていること

2．5　利用条件

・博物館の公開制を実現するため，1 年を通じて原則 150 日以上開館されていること

・開館日・開館時間の設定に当たっては，利用者の要請，地域の実情，資料の特性，展示の更新所要日数等を勘案し，

利用の利便が図られていること

3．資料

3．1　資料の保有

　博物館の使命を達成するために必要な博物館資料が収集され，保有され，永続的に保全する体制が整備されてい

ること

3．2　収集

　資料の収集方針が策定され，体系的に資料が収集されていること

3．3　資料管理・活用

　資料受入の手続きが行われ，資料の記録が整備され，収蔵資料と資料に関する情報を活用できる仕組みを有する

こと。

4．調査研究

4．1　方針

　博物館の方針に則り，調査研究の方針が策定されていること

4．2　成果の公開と還元

　調査研究の成果が，展示や教育普及活動等を通じて利用者に還元されていること

［付］日本博物館協会（2017）による新たな登録基準案（本稿 80 ページ参照）．
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5．展示

5．1　方針・計画

　所蔵資料による展示を行い，又は特定の主題に基づき，所蔵資料や借用資料に展示が行われていること

5．2　展示の信頼性

　調査研究に基づく資料を用いて展示されていること

6．教育普及

6．1　方針・計画

　博物館の方針に則り，体系的に教育普及活動が実施されていること

6．2　学習支援

　問い合わせに適切に対応がなされており，さまざまな方法により利用者の自発的な学習が支援されていること

7．職員

7．1　館長

　館長または館長に相当する責任者が置かれ，博物館運営が統括されていること

7．2　学芸員

　事業の実施に必要な学芸員（専門的職員）が配置されていること

7．3　事務系・技術系等の職員

　事業の実施に必要な人員体制が確保されていること

7．4　職員の研修

　研修等の実施や参加により，職員の技能・知識の向上が図られていること

8．施設設備

8．1　施設・整備の整備

　博物館の設置目的を達成するため，必要な施設及び設備が備わっていること

8．2　安全な施設管理

　公共的施設として安全に利用できるよう，定期点検が行われ，災害時に，来館者と職員，資料への安全を配慮し，

計画を策定すること

8．3　快適性・利便性の向上

　多様な利用者の立場に立って，施設の快適性・利便性の向上が図られていること

9．連携協力

9．1　連携協力の方針

　事業の実施にあたり，利用者，地域住民，関連機関等との連携協力について方針が策定されていること
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日本の博物館のこれからⅣ   91 - 107

はじめに

近年，多くの博物館において，収蔵庫が慢性的

に満杯状態に陥っていることが問題となっている。

この事態は，資料を収集することができない，収

集するために収蔵資料を処分する，満杯になった

収蔵庫を放置するなど，博物館運営の根幹にかか

わる問題を内包している。令和元年度の『博物館

総合調査』によれば，全体的に収蔵庫の資料が「ほ

ぼ満杯の状態」や「収蔵庫に入りきらない」の合

計は全体の 57.2％である。人文・自然系博物館（「総

合」「郷土」「美術」「歴史」「自然史」）についてみ

ると，その割合はさらに高くなる（59.1％）。つま

り 6 割の館の収蔵庫が「満杯状態」になっている。

さらに 2004（平成 16）年から 2013（平成 25）年

の調査時よりも「満杯状態」の館の割合が高くなっ

ていることも判明した（日本博物館協会，2020）。

これは収集した資料点数が収蔵庫のスペースに

見合わなくなったということだが，こうした問題

の背景には，そもそもコレクションに関するポリ

シーを策定せずに，学芸員が恣意的に集めたり，

設立時に膨大な個人コレクションを一括して収集

したりするなど，長期的展望に立ったコレクショ

ン形成がなされてこなかったことなどが挙げられ

る。

収蔵資料を処分することについて，博物館の対

応はいろいろである。例えば，ある館では，処分

がタブー視されているので，必要性があるにもか

かわらず躊躇しているという。また，別のところ

では，処分の基準がないために手探りで実施した

ことに，後ろめたさを感じているともいう。処分

をしたくとも説明ができずに困っているところや，

被災した資料の扱い，休館や廃館した博物館の収

蔵資料の扱いなどもある。こうした事態は，資料

の処分に関する法的な基準やガイドラインなどが

未整備のため，対外的にコンセンサスをとること

もできないことなどに起因していると思われる。

これまでに博物館の収蔵資料の処分の留意点に

ついては，『資料取り扱いの手引き』（日本博物館

協会，2004）でも触れられているところであるが，

博物館現場に周知されているとは言い難いようで

ある。

本稿は，海外の事例を参考にしながら，このよ

うな問題を解決するために収蔵資料の処分のあり

方について検討する。

職業倫理とは

資料の処分を検討するにあたり，まず職業倫理

との関わりについて確認しておきたい。そもそも

職業倫理とは，どのような職業であろうとも，職

業に対する基本的な考え方や姿勢が基礎になるも

のである。それは，あらゆる職種に共通するものと，

特定の職種に備わるものとに分けられる。前者に

ついて も大事な点は，その職業のもつ社会的な

使命や責務，役割を明らかにすることである。そ

れは，職業人としての個人が仕事に携わる上での

拠り所になるもので，キャリア（生き方）の軸と

博物館の収蔵資料の処分について博物館の収蔵資料の処分について

法政大学　　　金　山　喜　昭
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いえるものである。後者は，佐々木秀彦が博物館

関係者の職業倫理について，その考え方や国内外

の事例を整理紹介している（佐々木，2020）とお

りである。

　　

イコム職業倫理規程（2004 年）

国際博物館会議（ICOM）のイコム職業倫理規程

（2004 年）には，博物館関係者にとっての職業倫理

が 8 つのセクションにわたり，それぞれ具体的に

記されている。資料の処分に関しては，2 つ目のセ

クションの中で次のように示されている（注 1）。

2.　コレクションを負託を受けて有する博物館は，社

会の利益と発展のためにそれらを保管するものであ

る。

基本原則：博物館は，自然，文化，学術遺産の保護

への貢献として，その収蔵品の収集，保存，向上を

おこなう義務がある．彼らの収蔵品は有意義な公的

遺産であり，法において特別な地位を占め，国際的

な規約によって保護されている．この公的負託には，

正当な所有権，永続性，文書化，アクセシビリティー

および信頼できる処分を含む管理の観念が内包され

ている。

続いて，この原則のもとに「収蔵品の取得」「収

蔵品の除去」「収蔵品の管理」について詳細に規定

されている。「収蔵品の除去」の具体的な内容は次

の通りである。

2.12　処分に関する法的もしくはその他の権限

博物館に処分を許可する法的権限がある場合，もし

くは博物館が処分を条件に資料を取得した場合にも，

法的もしくはその他の要件および手順は完全に遵守

しなければならない。最初の取得が義務的もしくは

その他の制限を伴ったものである場合，そのような

制限の遵守が不可能または博物館にとって大きな損

害であること，そして，もし適切と認められる場合

には，法的救済措置がとられていることを明確に示

すことができない限り，これらの条件は遵守しなけ

ればならない。

2.13　博物館の収蔵品からの除去

博物館の収蔵品から資料もしくは標本を除去するこ

とは，その資料の意義，性格（更新できる場合もで

きない場合も），法的な位置，およびそのような行為

から生じ得る公衆の信頼の損失を十分理解した上で

のみ行われるべきである。

2.14　放出に対する責任

放出の決定は，博物館の館長および当該収蔵品の担

当学芸員と共同で行動する管理機関の責任である。

作業用収蔵品には特別の措置が適用されうる（2.7 お

よび 2.8 参照）。

2.15　収蔵品から除去された資料の処分

各博物館は，寄贈，移管，交換，売却，返還，もし

くは破壊による資料の収蔵品からの永久的な除去を

おこなうための公認された方法を規定し，また受け

取る施設への制限されない権利の譲渡を容認する方

針を持たねばならない。すべての除去の決定，当該

資料およびその処分について完全な記録を保存しな

ければならない。放出品は優先的に他の博物館に提

供するべきであるとの強い仮定がある。

2.16　収蔵品の処分からの収入

博物館の収蔵品は公衆からの預託物であり，換金で

きる財産として扱うべきではない。博物館の収蔵品

からの資料および標本の放出と処分から受けた金銭

もしくは報酬は，収蔵品のためのみ，および通常は

その収蔵品への収集のためのみに用いなければなら

ない。

2.17　放出された収蔵品の購入

博物館職員，管理機関，または，その家族もしくは

親しい人々に対しては，彼らに責任がある収蔵品か

ら放出された資料の購入を許可するべきでない。

　

イギリス博物館協会「博物館の倫理規程」（2015 年）

イギリス博物館協会（Museums Association，以

下 MA とする）は ICOM に先行して職業倫理規程
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を制定してきた経緯があることから，MA の動向は

イコム職業倫理規程の改定にも影響を与えてきた

（佐々木，2020）。MA が改定した 新の「博物館の

倫理規程」（2015 年）によれば，「コレクションの

管理」の中で，所蔵品の処分について次のように

規定されている（博物館倫理研究会，2018）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2.7  イギリスの国内外を問わず，現地返還要求がな

された際は細心の注意を払いつつ迅速に対処する。

2.8　コレクションの処分は，ミュージアムがとる長

期的なコレクション拡充方針の一環として，最初に

学芸的な審議を行ってから着手すべき，責任を伴う

ものであると認識する。透明性を確保し，いかなる

処分も隠し立てをせず，疑いの余地のない，誰にで

も容認される手続きに従って執り行う。

2.9　通常はコレクションを売買可能な金融資産と見

なすべきではないということ，また資金繰りのため

の処分はミュージアムに対する信頼を危うくすると

いうことを，原理原則として明白に理解する。処分

によって生かされるコレクションのもたらす公益が，

長期的に見て大幅に増大する場合を除いて，財政的

理由を第一とする処分を行うことを拒否する。

以下，処分を行う場合の補足説明として

・検討中の資料が，ミュージアムのコレクション拡

充の方針で規定されているゆるぎない中心的コレク

ションから外れている。

・関連組織と一般市民とが徹底した事前協議を行い，

熟慮している。

・（例えば予算不足に対処するためといった）短期収

入を生み出すことを目的としない。

・他の財源を入念に探した末の最終手段である。

資料管理の実務標準による処分の手続き

また，イギリスでは，MDA（現 Collections Trust）

による国内博物館の資料管理の実務標準となって

いる『スペクトラム』（SPECTRUM）（2007 年）に

資料処分についての基本的な考え方や，その具体

的な手続きが記されている（注 2）。

『スペクトラム』（2007 年）では， 初に処分

（disposal）と除籍（deaccession）の用語上の定義

について確認している。処分とは，資料の移管ま

たは破壊を管理することをいう。また，除籍とは，

正式な譲渡と処分過程の文書化の管理をいう。ま

た，移管には，寄贈，売却，交換などがある。そして，

所蔵資料の処分と除籍の手順と文書作成は，次の

ことを必ず守らなければならないとしている。

・処分の決定が慎重に検討されていることを確認する

こと。そして関連するすべての根拠と意見は，組織

のポリシーに従うこと。

・関連するすべての根拠と意見は法令に則っているこ

とを確認すること。

・組織が関与する資料に権限を決定するためにあらゆ

る努力を払っていることと，資料の最初の収集時に

付随した特別な条件から除外されていることを確認

すること。

・処分の決定を個人が負っていないこと，その決定が

母体運営組織によって正式に承認されていることを

確認すること。

・認定された組織（例えば認証博物館 Accredited 

museums）に移管の優先権があることを確認する

こと。

・資料の所有権は移管先の組織に渡されること。

・処分について，登録目録に記録されること。

・破壊される資料が，責任ある方法で廃棄されること

（例えば，不要となった考古遺物が将来の考古学者

を誤解させることのないように配慮すること）。

・すべての決定と行動が完全に文書化されていること。

『スペクトラム』（2007 年）では，処分や除籍を

実施する前に，MA の「博物館の倫理規程」（2003

年）および MA「倫理ガイドライン – 処分」（1996 年）

を参考にすることとなっている。
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自然科学及び考古学コレクションの場合は，資

料の保存と処分に関して異なる基準を持っている

ことに留意することも付されている。そのほかに

も，『スペクトラム』（2007 年）には次のような内

容が記されている。

資料の除籍に関する法的位置づけは，除籍の手続き

を実行する前に十分に調査する必要がある。例えば

ワシントン条約の範疇にある資料，薬品や薬理学的

資料，放射性物質，有害化学質衛生管理規則の範疇

にある危険な資料，アスベストを含む資料，銃器や

その他軍事関連物，そして人間の遺体などが挙げら

れる。

資料や物品には関連する権利がある場合がある（例：

著作権）。組織が個人について記録した情報も，権利

法（例：データ保護）によって管理される。資料の

処分と除籍の手続きはこれらの権利を考慮に入れる

必要がある。

資料の処分と除籍に関する組織のポリシーは，定期的

に見直されるべきである。それは設置者や運営組織に

よって正式に承認されたものでなければならない。処

分方法に関しては，主たる考慮事項は，物品への公衆

アクセスの維持がされるかどうかと，該当資料に対す

る取り扱いが許容範囲内にあるかどうかが問われる。

一般に，公的な領域からコレクションを処分すること

に対しては，強く反対の立場がとられることから，処

分される資料は，貸し出し用，教育用，展示用，また

は科学的な分析コレクションの一部として組織にとっ

て有用な場合があることにも十分に配慮する。また，

倫理的に問題となる，遺骸や聖遺物の処分については

特に注意を払う必要がある。

　次に，処分の具体的な手順について紹介する。

手順の設定と見直し

1　着手する前に確認しておくべきこと。

・手順の運用に影響を与える法的状況に注意する。

・手順の運営を管理するため，文書化されたポリシー

を作成すること。

・文書化されたドキュメンテーション手続きマニュア

ルの一部として，資料の処分と除籍に関する部分を

作成すること。

2　必要に応じて，ドキュメンテーションの手続きマ

ニュアルの中で資料の処分と除籍に関する部分を定

期的に見直し，変更すること。以下の状況で変更が

必要な場合がある。

・法的状況の変化

・組織のポリシーの変化

3　処分プロセスで生じたすべての文書を保管し，必

要に応じて閲覧できるようにすること。

事例の設定

4　組織は，処分される資料に関する権利，資料が収

集時に付随した特別な条件が，その後の資料の処分

を妨げないことを立証しなければならない。

組織の目録に収集の際の記録がない場合，または収

集に関する記録はあるが所有者が特定できない場合

は，次の点を考慮する必要がある。

・処分を検討する前に，組織内のすべての情報源が

チェックされているかどうか。組織は，異なるコレ

クションについてチェックされるべき情報源を定め

たポリシーを持つべきである。

・資料は，高い本質的価値または金銭的価値の対象か

どうか。

・その資料を含むであろうコレクションについて，ド

キュメンテーションされていない領域があるかどう

か。

・資料が，組織のこれまでの収集ポリシーにおいて適

合していた時期があったかどうか。

これら質問に対する答えに「はい」が一つでもある

場合，処分に対する疑義があり，資料はより徹底的

に調査されるべきである。答えがすべての質問に対

して「いいえ」である場合，組織はその資料を処分

できる可能性がある。

　これらの質問をすべてクリアしても，処分を進め
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ることが合理的であると考えるべきではない。運営

母体の組織の権限者，そして適切な場合には法的助

言が常に求められる。処分の際には，資料について

入手可能なすべての情報と処分の決定を保有し，閲

覧可能にする必要がある。

組織が資料を処分することを余儀なくされる状況も

あることに留意すること。例えば公衆衛生または安

全上のリスクをもたらす場合など。

5　処分の事例を書面で作成する。必要な場合，既知

の場合には，提案された処分方法と処分場所の詳細

を含めること。以下を含め，できるだけ多くの補助

的な証拠を提示する。

・重複する資料を示すコレクションの保有リスト

・資料の文化的，歴史的，科学的および教育的価値の

評価

・安全衛生上の問題がある場合，専門家による状態報

告

・組織の収集ポリシーに関する近年の見直し

・既存のコレクションの背景に関する近年のレビュー

・資料が組織によって保管されている場合，その資料

の継続的な保存，維持，保管に係る費用の見積もり

を示す報告。必要に応じて保存の専門家による調書

をつけること

・資料の写真（合法的に可能な場合）

・第三者から提供された資料の評価額

・処分の決定にかかる，組織の処分ポリシーにおける

関連条項

必要な場合には，その分野の専門家，もしいれば学

芸員アドバイザー，および／または適切な地域機関

からの外部助言を求めること。

6　資料についての記述が最新のものであること（必

要であれば履歴）を確認する。それは以下の理由で

必要になる。

・処分に関する文書に添えるため

・資料の将来的な受諾者に複写するため

・歴史的記録として保存するため

7　処分の承認を，ポリシーと手順に従って求めるこ

と。承認の永久的な記録を保存して閲覧可能にする。

それへのレファレンスを記録する。

処分

8　個々の組織との取り決めが行われておらず，資

料の破壊が予定されていない場合は，関連する 1 つ

または複数のコミュニティ（博物館，遺産センター，

動物園，科学センター，考古学的信託機関）に，寄

贈や交換，売却により処分する意向があることを伝

える。適切な専門誌（例えばミュージアム・ジャー

ナル）に広告を掲載すること。資料は，認定された

組織（例えば，認定博物館）に提供されるべきである。

広告には，次の内容を示す。

・該当資料の数，または大量廃棄の場合はおよその数

・該当資料の説明（多数の類似資料がある場合は全体

の主題）

・希望する処分手段

・処分の条件

公開された資料の取得に関心を表明するために最低

2 ヶ月の期間を見込む。

9　資料の移動のための手配をするときは，費用（例：

保全作業，梱包，輸送，安全衛生上の注意），保険，

時期，その他移動にかかる実際的な問題などの費用

をどうするか事前に受領者と合意しておくこと。い

かなる場合も，受領者からの書面による事前の同意

なしに，他の組織に資料を送ってはいけない。

10　受領者には，資料の最新の説明およびその履歴

に関する情報を提供すること。情報の使用を用意す

ることは制限されていない（例：情報の自由または

データ保護法により）。収集時の所有権の移転または

評価証明書に関する文書の原本は保管すること。資

料の歴史，取扱説明書，関連文書，および保存記録

に関する原本を提供すること。

11　登録組織が資料の取得に関心がない場合は，運

営機関が適切と認めるならばいかなる手段によって
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も処分することができる（レファレンス的または科

学的な意味のある大量の資料群については，該当す

る受領者がいなくても，博物館は将来の要求を満た

すために十分な標本を残すことを検討すべきであ

る）。

12　処分より前に資料から資料番号を削除しないこ

と。資料番号は資料の履歴の一部である。

13  資料の処分は，処分のための事例に応じて，母体

運営組織の決定に従って行われる。

14  いかなる場合でも，売却収益はコレクションを利

するものでなければならない。例外的なケースとし

て，コレクションの手入れに関しての手当は認めら

れる場合もある。これらの事例については，必要に

応じて，博物館，図書館・公文書審議会，地域の機関，

または関連する。

資金提供機関に助言を仰ぐこと。

資料の破壊

15　以下のような例外的な状況でのみ資料の破壊が

可能である。

・資料がコレクション内の他の資料に対して深刻な保

存上の脅威を生じさせ，対処または他の資料からの

隔離によっても対応できない場合。

・深刻な安全衛生上の危険をスタッフ，ボランティア，

一般利用者に対してもたらし，許容可能な方法で克

服できそうにない場合。

・資料が合理的な修繕の手立てを超えて劣化または破

損しており，部分的にもサンプルとしても特定の用

途または価値がない場合。

・広告したが，他の組織や個人が興味を示さず，売却

もできない場合。

・その資料が十分に分析され公表され，すべての関連

記録がサイトアーカイブに保存されている場合は，

野外調査からの考古学的および自然史に関する特定

分野の多量の資料は破壊する場合もある（該当する

場合，適切かつ代表的な一部分の資料を，将来の調

査および参照のために永続的に保存する必要があ

る）。

16　保存の専門家が，危険性があると判断した資料

は，指定された場所で破壊されるべきである。すべ

ての破壊行為は，関連するあらゆる法律および規制

に従って，公式に立会い確認され，慎重に実行され

るべきである。

17  破壊的分析にサンプルが必要な場合は，通常の廃

棄と同様に廃棄処分する必要がある。分析から得ら

れた情報は資料のドキュメンテーションに含めるこ

と。

コレクションの除籍

18  組織は，資料が公式にコレクションの一部でなく

なった時点の合意をする必要がある。これは，（適切

な場合には）権利の譲渡と同時に，またはその後に

行われる。資料が破壊されている場合，組織は日付

とともに所有権の放棄を記録する。

もし資料が別の博物館，人物，または組織に移管す

ることによって廃棄されている場合，博物館は権利

移管の日付と受領者の名前を記録する。資料の所有

権が放棄された時は，廃棄待ちであることを記録す

る必要がある。記録には予定されている方法と日付

を含む。

19  受領者による資料の受領，支払，破壊を確認した

ら，署名された受領書に従って，資料を正式に手放す。

以下を含むすべての関連文書に注記をつける。

・資料収集の文書の原本

・登録目録

・資料の説明

20　はっきりと記録すること

・処分が行われたこと

・処分日

・処分方法

・コレクションと処分の決定にかかる責任者の署名

・組織の母体運営組織による処分の受け入れ決定につ
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いての参考資料（会議の日付と議事録番号）。

21　処分された資料について個別のリストを保存す

る。これを参照することを記録する。

処分のガイドライン

MA は，アーツカウンシル・イングランド，ミュー

ジアム・アーカイブス＆ライブラリーズ・ウエー

ルズ（現 MALD ），ミュージアム・ギャラリーズ・

スコットランド & 北アイルランド・ミュージアム

カウンセルと連携して，2014 年に『処分のツール

キット』（Disposal Toolkit）を改訂して処分のガイ

ドライン（方針）を見直した（注 3）。『処分のツー

ルキット』は，「なぜ処分するのか」「処分される

資料が選ばれた後のこと」「処分の方法」「プロセ

スの記録化」「諸問題の取り扱い」「プロセスのコ

ミュニケーティング」のように 6 項目からなる。

その中でも「なぜ処分するのか」は処分の理由を

問うものであるが，処分には公的な成果（アウト

カム）が求められることが記されている。また，「プ

ロセスのコミュニケーティング」にみられるよう

に，処分するプロセスを市民やステークホルダー

に対して透明性を確保して公開することが必要で

あるという点も注目される。それらの具体的な内

容についてみれば，「なぜ処分するのか」の中では，

公的な成果について次のように記されている。

コレクションから資料を処分する成果

資料の処分に着手する前に，期待される成果を検討

し，明確にすることが必要である。その成果を明確

にすることは，意思決定のプロセスと適切な処分方

法の選定に役立つ。しかし望ましい成果が得られな

い場合は，決定を再確認することである。

処分することにより期待される成果

これらの成果がどのようにして公的利益を向上させ

るのかを明らかにすることが必要である。処分は二

次的な成果をもたらすこともあるが，基本的に以下

に上げる一次的成果をできるだけ多く達成すること

で推奨される。

学芸的に動機付けられた処分の一次的成果

・資料保管の改善

・資料へのアクセスの改善。一般の人々による資料の

楽しみと資料への関与の向上

・資料のコンテキストの改善

・公立博物館のコレクションまたは公共財としての資

料の継続的な保持

・資料によって引き起こされる危険性の除去（汚染な

どによる）

学芸的に動機付けられた処分の二次的成果

・資源（人，モノ，金）に余裕が生まれ，他のコレク

ションをより適切に管理および活用することができ

るようになる。

・スペースが確保され適正化がはかられる（コレク

ション管理の改善や収集の継続性をはかるために）

上記は，博物館が処分する資料を選択する理由はさ

まざまであることを示している。以上のように，処

分の手続きを始める前に，博物館は一つひとつの決

定を判断するための基準を明確にしておく必要があ

る。資料の見直しのために利用可能な資料を査定す

る枠組みをつくっておけば，それが処分の意思決定

の際に有用な手引きになる。

以上のように，成果とは公的利益をさし，処分

によってなるべく多くの成果が期待されることが

望ましい。また，その成果とは一次的な成果の結

果として二次的な成果が生じるという指摘は留意

すべきことである。例えば，収蔵庫の空きスペー

スを確保するために処分を計画するような，逆の

関係性は否定されることを意味するからである。

次いで，「プロセスのコミュニケーティング」で

は次のように記されている。

資料の処分に関連する方針を報道機関やメディアを

通じて公的に情報を提供することが重要である。市

民に対して適切に事前連絡することは，博物館の資
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料処分に関して市民の理解や認知を促すことになる。

博物館は処分のガイドラインや潜在的な利益を一般

に説明するために公開され，かつ公正なアプローチ

を採るべきである。そして博物館の処分に関するポ

リシーに公式に定め，それに照らしあわせて，個々

の処分の事例を説明しておくことが重要である。

そのレベルやアプローチ，タイミングは処分する資

料の特質や状況による。コミュニケーションを検討

するときは，その目的を明確にする。それは情報を

提供したり，人々と協議を行ったり意見を聞くこと

になっているか。

資料の処分に係りのない人たちを含めた全ての職員

は，今後の処分の可能性，あらゆる決定の背後にあ

る理由，処分のガイドライン案について知らされる

べきである。それが博物館の外部の人たちとの的確

なコミュニケーションをはかることに役立つからで

ある。

博物館にとっては，重要なステークホルダー，ミュー

ジアム・フレンドや常連の利用者にも理解を促すこ

ともまた重要である。そのための手段の一部として，

博物館のウエッブサイトやニュースレターなどが挙

げられる。

　以上のように，この文書は処分にあたって市民

やステークホルダーなど博物館の外部の人たちに

事前に公表することを処分のポリシーに定めるこ

とにより，個別の事案にとらわれることなく，一

定のプロセスに従い作業をすることができること

を意味している。また，そのプロセスが透明性を

もって公開されることで市民や他のステークホル

ダーから理解を得ることができるとしている。

イギリスの博物館の事例

イギリス国内の博物館では，MA の倫理規定や関

係する法的規程などを踏まえて，各館の事情を考

慮して収蔵品の処分に関するポリシーを作成して

いる。その一例としてロンドン博物館（Museum of 

London）の事例を紹介する。

ロンドン博物館の取得および処分方針（2015 年） 

同館の Acquisition and Disposal Policy は 2011 年 7

月に制定され，2015 年 9 月に改訂されている。内

容は，「コレクションの範囲」「取得基準」「学習用

コレクション」「収集の制限」「著作権と権利関係」

「地域の役割とパートナーシップ」など 12 項目で，

その中の 11 項目に「処分」に関する方針が，次の

ように示されている（注 4）。　

11.1.　1965 年 ロ ン ド ン 博 物 館 法（Museum of 

London Act 1965）の条項に基づき，理事会は，それ

が複製であるか，何らかの理由で必要とされていな

いと考える場合，他の信託や資料に付随する条件と

矛盾しない限り，コレクションに含まれるあらゆる

資料を売却，交換，譲渡またはその他の方法で処分

する権限を有する。同様に，理事会は，1992 年の国

家遺産法（the National Heritage Act 1992）に記載

されているように，それに付随する信託や条件とと

もに，どのような資料でも国立博物館に移管するこ

とができる。

11.2.　これらの権限の行使においては，理事会は，

認証博物館の資料の収集および処分のポリシーに組

み入れられている博物館，図書館および公文書審議

会によって推奨される以下の内容に沿う。

11.2.1.　定義上，博物館は長期的目標を持っており，

その目標に即して永久コレクションを所蔵する（ま

たは収集しようとするものである）。理事会は，学芸

的根拠のある理由なくして，博物館のコレクション

に含まれる資料を処分することには反対の立場とい

う原則の元にある。

11.2.2.　博物館は，資料を処分することが法的に自

由であることを立証する。コレクションから資料を

処分するという決定は，いかなるものであっても，

十分に検討した後に行われる。 
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11.2.3.　資料の処分が検討されているとき，博物館

はそれが外部の資金提供機関の助けを借りて収集さ

れたかどうかを確認する。そのような場合，当初の

助成金に付随する条件に従う。これには元の助成金

の返済が含まれる場合がある。

11.2.4.　資料を処分するという決定は，資金を生み

出すことが主目的としては行われてはいけない。 

11.2.5.　資料の処分によって理事会が受け取る金銭

は，コレクションを利するために活用される。こ

れは通常，さらなる収集のための購入を意味する

が，例外的なケースとして，コレクションの手入れ

に関しての手当が認められる場合もある。これらの

事 例 に 関 し て は，MLA（Museums, Libraries and 

Archives Council）から助言を受けることもあり得る。

11.2.6.　交換，売却，寄贈または破壊（コレクショ

ンとして位置づけるにはあまりにもひどく損傷して

いるか劣化している場合に行う）であろうと，標本

または資料を処分するという決定においては，専門

の学芸系スタッフの助言に基づいて理事会にその責

任があり，スタッフ個人には帰属しない。

11.2.7.　資料を処分するという決定がなされると，

公共空間内に資料が留まることが破壊よりも優先さ

れる。そのため，まずは寄贈，交換，またはその購

入に興味があると思われる他の認証博物館への引き

渡しを検討する。

11.2.8.　もし処分される資料が，直接提案をしたい

かなる認証博物館でも収集されない場合，通常は MA

の Find an Object Web サイト，そしてそれに適した

専門誌を通じて，博物館関係者全体に資料の処分の

意図について通知する。

11.2.9.　この通知では，含まれる標本または資料の

数と性質，そして資料が他の機関に移管される際の

根拠が示される。認証博物館が，関心を表明するこ

とにおいての優先権がある。少なくとも 2 ヶ月は，

資料取得に関しての関心を表明する期間として当て

られる。期間の終わりまで関心の表明がなかった場

合，博物館は他に興味をもっている個人や組織に資

料を受け渡すことを検討することになる。これには

資料の売却，学習教材コレクションの資料の移管，

あるいは寄贈者への返却も考えられる。

11.2.10.　処分及びそれに関わる資料に関するすべて

の決定は完全に記録される。そして該当資料に関す

る文書，処分と処分に関するスペクトラムの手順に

従って実用的と見なされる写真記録の保存および／

または移管についても正式な取り決めがなされる。

収蔵資料の処分事例

次に，筆者がイギリスで調査した事例から所蔵

資料の処分についての知見を紹介する。

〇ミュージアム・リソースセンター，コルチェス

ター（2009 年 1 月現地調査）

Colchester and Ipswich Museum Service, Museum 

Resource Centre

対応者；Stephen Yates（Documentation Officer）

コルチェスターとイプスウィッチ両市の博物館

は，2006 年 6 月から業務の一部を共同運営するこ

とになり，コルチェスター・イプスウィッチ・ミュー

ジアムサービス（Colchester and Ipswich Museum 

Service）が設立された。同組織は，事業，人事交流，

広報などは共同運営する一方，収蔵施設はこれま

で通り，別々に管理運営している。調査したコル

チェスターには，2 つの収蔵庫と 3 つの小規模収蔵

庫がある。調査した収蔵施設は，前者の 1 つで民

間の倉庫を転用した収蔵施設である。

　調査当時は，収蔵品の点検と再登録作業が行わ

れていた。社会生活史コレクションの中にある来

歴不明のコレクションは専用の棚にまとめておか

れていた。それらは所定の手続きを経なければ，

すぐに処分することができず，社会生活史コレク

ションの収蔵量は満杯状態となっていた。農業用

荷車など大型資料はスペースをとるため，少しで

も多くの資料を効率よく収蔵することに苦心して
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いるという。

処分の手順については，まずコレクション・マ

ネージャーやキュレイターの責任者が理由書を作

成する。館長に稟議し，館長は理事会の 終的な

決裁をとる。文書による処分の手続きが完了した

後，処分の具体的な手続きが行われる。処分方法は，

返却，売却，譲渡，交換などであるが，通常は売

却することはないという。

また，同館では人骨（300 体。ローマ時代の 300 

カ所の墓地出土）を保有しているが，その扱いに苦

慮しているという。今後，資料の点検作業を終え

てから，改めて検討するという。収蔵施設の敷地

内に置かれている大型脱穀機（写真 1）は，2 ヶ月

前にミュージアム・ジャーナル誌上で周知し，引

き取り手を探している。問い合わせが 2件ほどあっ

たが，引き取り手は見つからないために他のネッ

ト ワ ー ク（Subject Specialist Network，Agricultural 

History Network など）にも情報を提供している。

今後，2 年間で登録番号と現物の照合作業を行い，

処分については，その後に本格的に検討する。処

分する際の基準はMAの倫理規程や『スペクトラム』

の手順に従うことになっているという。

〇ミュージアム・リソース & ラーニングセンター，

ヘルフォード（2009 年 1 月現地調査）

Museum Resource and Learning Centre 

対 応 者：Katherine Andrew（Principle Heritage 

Officer）

設置者は Herefordshire County Council。2008 年 1

月に同センターは新設された。旧施設から収蔵品

を再配置するにあたり，事前に所蔵品の再点検を

し，博物館のポリシーに合わないものは処分した

という。その判断はキュレイターやコンサベーター

によって行われ，理事会や評議委員会が 終的に

決定することになっている。

〇ノース・リンカンシャー博物館（2009 年 8 月現

地調査）　

North Lincolnshire Museum

対 応 者：Rose Nicholson（Collection Manager & 

Curator）

設置者は，North Lincolnshire Council。マナーハ

ウスを転用した収蔵施設内には整理作業スペース

や収蔵スペースがあり，一隅には椅子や机，家具，

調度品など処分するものがまとめられていた（写

真 2 ～ 5）。処分にあたっては事前に寄贈者に確認

して承諾をとっている。処分は理事会の承認をと

る。処分方法については，これまでに大半は廃棄

しているが，ものによってはオークションに出す

こともあるという。

以上のように，処分のプロセスは『スペクトラ

ム』（2007 年）に示されるように，現場の専門スタッ

フがその必要性を認めて，館長の決裁を経て，

終的には設置者の理事会が処分の決定をくだすこ

とになっている。処分にあたっては，実際のとこ

ろはスタッフの考え方や経験などにより，その対

応は異なっている。コルチェスターのように処分

について慎重な担当者もいれば，ノース・リンカ

ンシャーのように点検作業のプロセスでも収蔵す

ることがふさわしくないと判断すれば定期的に処

分しているところもある。いずれにしても倫理規

程や『スペクトラム』の手続きが共通言語として

機能している。大事なことは，処分するにあたり

スタッフが拠り所にすることができる規程があり，

日常業務の中でいつでも確認できる手順書がある

ことである。

国内博物館における所蔵資料の処分事例

大仙市（秋田県）

秋田県大仙市は，2005（平成 17）年に大曲市と

仙北郡 6 町 1 村が合併して発足した。くらしの歴
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史館は，2008（平成 20）年に閉校した旧小学校の

校舎を活用して 2012（平成 24）年に開館した。同

館は，旧市町村の民俗資料館や収蔵庫など 7 施設

のコレクションを集約して収蔵・公開している（金

山，2014a）。

大仙市は，合併後に旧町村の民俗資料館などの再

編統合をはかり，廃校が予定されていた小学校を

新しく資料館にするために，各館に収蔵されてい

た昭和 40 年代～ 50 年代に収集された地元の歴史・

民俗資料のコレクションを点検，整理した。国の

「ふるさと雇用再生基金事業」により臨時職員を雇

用して 3年間行われた。作業は，収蔵資料をクリー

ニングや収蔵するものと処分するものとに選別し，

残す資料の再登録が行われた。館ごとに台帳の書

式や項目が不統一であったために，統一した分類

項目を作成し，新台帳に再登録した。

作業を担当した同市文化財保護課の職員によれ

ば，傷みがひどいものや，破損しているもの，類

似品は一定数を残して処分したという。処分品の

多くは，農機具や藁製品などであった。但し，破

損品でも残す価値があるものは処分から除外した

そうである。処分にあたっては，文化財保護協会

の人たちが旧町村の寄贈者などの住民に説明をし

て，了解を得た。その結果，1,276点が処分され，4,000

点ほどが再登録された。

写真 1．写真 1．シートに覆われた処分される大型脱穀機（ミュージアム・リソースセンター，コルチェ
スター）2009 年 1 月筆者撮影．
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資料が整理され，そのうちの一定数が廃棄処分さ

れた。

　作業は，2005（平成 17）年から始められた。対

象となったものは，主に民俗資料である。館ごと

に資料の登録項目が独自であったために，登録の

書式を統一して再登録することや，不用なものを

処分することなどが行われた（金山，2014b）。

担当者によれば，再整理にあたっては必要度に

応じて資料のランク付けをしたという。本人は地

北杜市（山梨県）

山梨県北杜市は，2004（平成 16）年 11 月に 7 町

村（明野村，須玉町，高根町，長坂町，大泉村，

白州町，武川村）が合併して発足した（2006 年に

小淵沢町と合併）。同市には，合併以前に各町村が

設置した 10 館の資料館があり，合併後も継続して

運営していたが，2011（平成 23）年には 10 館体制

を見直すことになり，展示公開施設 5 館と収蔵施

設 4 館に再編した。担当課により約 1 万点の民俗

写真 2．写真 2． 写真 3．写真 3．

写真 4．写真 4． 写真 5．写真 5．

（写真 2 ～ 5：処分される収蔵品（ノース・リンカンシャー博物館）2009 年 8 月筆者撮影）
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元の出身者ではないので，たとえば，「○○町のお

じいちゃんがあの資料を寄贈した」などと聞かさ

れても，客観的に躊躇なくランク付けができたが，

試行錯誤をしながら手探りの作業であったという。

また，行政内での手続きがわからず，誰も指摘し

てくれなかったことに困ったそうである。処分を

含む資料の整理については，各地の区長と市内有

識者の 10 人余りからなる「検討会」が設置された

が，資料館についての予備知識がない人たち多かっ

たことから，十分な理解の下に合意できたかどう

かも不安であったという。

北栄町（鳥取県）

北栄町では，北栄みらい伝承館が所蔵する 9,500

点ほどのコレクションを整理・活用するために，

民俗資料の一部が処分された。処分するにあたり，

寄贈者への返却のほかに，「お別れ展示」（2018 年）

を実施したところ，処分対象になった 562 点のう

ち教育関係機関（6 機関），個人（139 人）に譲渡

された。町は，「北栄町にとって重要な歴史，民俗，

美術，自然に関する資料」を収集する方針を制定

し，「広域的な特徴を表す資料等で他の機関へ譲渡

することにより学術的な価値がさらに高まり，広

域的な研究の推進に繋がる場合や教育普及活動等

に活用される場合」という「除籍」の規定を追加

した。譲渡先の選考については，寄贈者を 優先

とし，次いで教育関係機関（博物館等も含む），「引

き取り理由が公益的または資料の価値をより活か

せるもの（展示・教育的・伝承的活用など）」，

終的に応募がなかった場合に，希望する個人の中

から選考したという（杉本，2019）。

小川原湖民俗博物館の廃館（青森県）

1961（昭和 36）年に渋沢敬三の秘書であった

杉本行雄が温泉に附属する民間博物館として開館

した。コレクションは青森県上北郡を中心にした

民俗資料であり，1989（平成元）年に収蔵点数は

15,000 点にのぼった。ところが，経営母体であっ

た企業が 2004（平成 16）年に経営破綻をした。

その後，経営を引き継いだ企業が博物館の廃止

を決定した。企業によれば，老朽化した建物の改

修や資料の維持管理に多額の費用がかかるために

その負担ができないことが理由であった。その後，

青森県により「博物館相当施設」の取り消しが決

定された。2015（平成 27）年に建物が取り壊され

るに先立ち，青森県教育委員会の指導，助言により，

収蔵する指定文化財（国・県・市指定）は地元の

自治体に引き取られた（長尾・古川・山田・小島，

2016）が，指定以外の所蔵資料の多くは廃棄された。

　

川崎市市民ミュージアム（神奈川県）

川崎市市民ミュージアムは，令和元年東日本台

風により，地階に設置された収蔵庫が浸水し，建

物や設備のみならず，多くの収蔵品が被災した。

その後，川崎市は全国の関係機関の協力を仰ぎな

がら収蔵品レスキューを行っている。2021（令和 3）

年 1 月及び 3 月に途中経過ではあるが，処分する

被災収蔵品が公表された。処分にあたり，事前に

被災収蔵品の処分に関する運用基準「川崎市市民

ミュージアム被災収蔵品の取扱について」が定め

られ，所定の手続きを経て，42,000 点余りの収蔵

品が処分された（注 5）。運用基準の作成や手続き

については，欧米諸国の事例が参考にされている

が，事案の特殊性により，被災資料の処分に特化

した運用基準となっており，所定の手続きもそれ

に従うものとなっている。

所蔵資料の処分に関するポリシーや方針作成上の

基本的な考え方

国内の博物館においても，収蔵資料が処分され

ている。しかし，統一基準がないことによる混乱や，
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そのために判断が分かれるなど，諸問題が残され

たままになっている。よって，所蔵資料の処分が

必要な場合，そのガイドラインの作成が求められ

るところである。

イギリスの職業倫理規程（2015 年）や資料管理

の標準である『スペクトラム』（2007 年），『処分の

ツールキット』（2014 年）を参考にすると，今後，

資料処分に関するポリシーやガイドラインを作成

する上での基本的な考え方を，次のように整理す

ることができる。

倫理規程やコレクションに関するポリシーを有す

ること

まずは，倫理規程やコレクションに関するポリ

シーに処分の取り扱いの位置づけがされているこ

とが必要である。処分に関連する考え方や根拠は，

運営組織や設置者によって正式に承認されたもの

でなければならず，その要件は定期的に見直され

る。なお，処分は学芸系の根拠にもとづいて検討

されるものであり，設置者などから処分が要請さ

れるものではない。

処分する理由と資料の選定

本来，博物館のコレクションは永久的に収蔵さ

れるものである。しかし，博物館の運営上，持続

的かつ長期的展望に立ってコレクションの充実を

はかる上で，必要に応じてやむを得ない場合には

資料を処分することができる。資料保管の改善や

資料へのアクセスの改善，公共財としての資料の

継続的な保持，資料によって引き起こされる危険

性の除去などが理由として挙げることができる。

その際，当該分野の専門家の意見や助言が求めら

れる。さらに必要に応じて市民からの意見を聴取

することも公共性の観点から求められる。処分に

あたり，博物館の運営組織や設置者は，その理由や，

処分することが博物館にどのような成果をもたら

すのかについて，慎重に検討しなければならない。

大仙市や北杜市，北栄町では，収蔵資料の縮減

をはかるための整理プロセスの中で，事前に作成

した基準から外れるものを処分対象にした。しか

し処分すること自体が目的化していなかったか，

博物館にどのような成果をもたらしたのか，など

について十分な検討が行われた形跡を知ることは

できない。川崎市では，専門家の指導や助言を得

ながら，被災したコレクションの修復を少しでも

迅速にかつ効率的に実施するとともに，新たな博

物館，美術館の開設を見据えつつ，現物が確認で

きないものや，原形に復元するのが困難なものな

どが処分の対象とされた。

倫理的な問題を解決する

処分の対象とされる資料が倫理上の問題がない

ことを確認する。経済的な理由である場合や，専

門家のアドバイスを聞き入れない場合，博物館の

信頼を損ねるような場合にも処分はできない。遺

骸や神聖な遺物，宗教遺物の処分については，特

に注意を払う必要がある。また，寄贈された資料

を処分する際には，信頼関係を損ねないために寄

贈者に連絡を取ることが必要である。

法令や権利関係に問題がないこと

個々の資料に付随した法令，権利関係に抵触し

ないことを確認する。抵触する場合は処分するこ

とはできない。しかし，問題を解決すれば処分の

手続きを進めることができる。

法的には，例えば文化財保護法や地方公共団体

の文化財保護に関する法律による指定文化財，個

人情報保護法は個人の履歴，種の保存法のように

希少生物が保護されるもの，薬品や薬理学的資料，

放射性物質，有害化学物質衛生管理規則の範疇に

ある危険な資料，アスベストを含む資料，銃器や

その他軍事関連物のように安全対策上の措置が必
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要なものなどが挙げられる。

権利関係については，例えば資料や物品に付随す

る著作権，肖像権，名誉権，プライバシー権などや，

組織が個人について記録した情報なども保護され

ることから，資料の処分と除籍の手続きには権利

を考慮に入れる必要がある。所有者が不明のもの，

記録が十分に確認できない資料については権利関

係が不明であることから処分できない。また，外

部資金の提供を受けて購入した資料は，助成金の

条件にその返済が含まれる場合があるために，提

供時の条件を確認することが必要である。

処分の最終決定

資料の処分は，学芸員など専門スタッフが発議

するものであるが，その決定は設置者によって正

式に承認されなければならない。学芸員は処分の

責任を個人的に負うものではなく，その責任は設

置者に帰する。さらに，設置者は地域住民に対して，

処分することよる公的な利益について説明し，コ

レクションの処分に対して積極的に情報を提供す

ることにより理解を得ることが大切である。

川崎市は，被災した収蔵資料の処分を庁内会議

に諮り行政判断として決定したうえで，市議会へ

報告を行い，その後，報道各社に「被災収蔵品の

処分に関する運用基準」を提示するとともに，収

蔵品のレスキュー状況や処分資料のリストを公開

することにより，川崎市の取り組みが全国の人々

に知らされた。

処分の方法

処分の際は，資料が他の博物館で公共的に取り

扱われることが優先される。処分を周知するため

に，マスコミや地域の博物館ネットワーク，全国

的には日本博物館協会の Web サイトや機関誌など

を通じて，博物館関係者全体に処分の意向を通知

することなどが想定できる。登録博物館など博物

館として公的な一定水準を満たした博物館が優先

権をもち，少なくとも 2 ヶ月は，資料取得に関す

る関心を表明する期間を設ける。期間の終わりま

で関心の表明がなければ，他に興味をもっている

個人や組織に資料を譲り渡すことを検討する。そ

れには資料の売却，学習用教材への資料の移管，

あるいは寄贈者への返却も考えられる。

作業記録の文書化と所有権の移譲

処分に際しては，すべての行動を文書や写真に

記録して完全に残すことが必要である。資料の除

籍によって，移管先との間で契約書を取り交わす

ことにより，所有権は移管先の組織に渡されるこ

とになる。また，博物館は地域住民に対して，処

分についての一連のプロセスや結果について公開

する。公開の方法は，マスコミや博物館ニュース，

市町村公報，Web サイトや SNS の活用など適切な

方法を用いることが想定される。

今後の課題～法制度の改正に求められること

博物館が，ミッションを達成するため，コレク

ションの充実をはかるとともに，その利用をはか

るために理想的な運営を計画することは，博物館

の設置者や運営者はもちろん利用者にとっても極

めて重要なことである。多くの博物館において，

収蔵庫そのものが慢性的に「満杯状態」に陥って

いることや，統廃合した博物館や被災した博物館

の所蔵資料の処分事例についても各地で顕在化し

つつある。コレクションの管理上，これらの事例

は適正とはいえず，よってその対応が求められる

ところである。そのための一案として，本稿では，

資料の処分に関するポリシーやガイドライン作成

の素案を提示した。

今後，博物館ではポリシーやガイドラインの作

成に取り組む一方，関係する法令の整備について
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も並行して作業を進めることが求められる。博物

館法や，その管理面などを含めた組織としての対

応の在り方を定めた基準である「博物館の設置及

び運営上の望ましい基準」（文部科学省告示第 165

号）に，所蔵資料の処分についても明文化するこ

とが求められる。そのため同告示に，新たに盛り

込むべき内容及び留意点の案は次の通りである。

（案）「博物館は，所蔵する資料の充実をはかる

ために，設置者が第三者の意見を聴取したうえで，

ガイドランやポリシーに照らし合わせて必要を認

める場合には，他の博物館に資料を処分（譲渡，

交換，売却など）することができる」ことを新た

に規定する（「博物館の設置及び運営上の望ましい

基準」第 5条関係）。

その留意点は，これまで処分については，慣習

上あまり行われてこなかったが，それに関する規

定の明確化を行い，一定の指針を示すことにより，

持続可能な長期的展望に立ったコレクションの充

実とその保障をはかる必要があるためである。

同告示の改正によって，ガイドラインにおいて一

定の指針や基準となる指標や遵守すべき項目を示

すことができるようになる。今後は，平成 29（2017）

年に作成された，博物館の登録制度に関する「新

たな登録基準案」（日本博物館協会，2017）にも，

処分について以上の内容を新たな登録基準の一つ

に追加することが求められる。さらに具体的なマ

ニュアルとなる手引き書の作成や，国内の博物館

倫理規程である「博物館の原則」・「博物館関係者

の行動規範」（日本博物館協会，2012）についても，

ICOM の職業倫理規程や欧米諸国の倫理規程に準じ

て所蔵資料の処分について整備することが求めら

れる。

注釈

注 1　国際博物館会議『イコム職業倫理規程』（イ

コム日本委員会訳）　https://icom.museum/

wp-content/uploads/2018/07/code_japanese.pdf，

2021．2．25 参照

注 2　MDA. SPECTRUM: The UK Museum Documentation 

Standard , Cambridge: MDA, 2007. pp.199-205

SPECTRUM は 1994 年 に 公 表 さ れ た ド

キュメンテーションの標準となる「手順

書」（procedures）である。本稿で用いる

SPECTRUM は 2007 年のバージョン 3.1 であ

る。 SPECTRUM は 2017 年にバージョン 5.0

に更新される。

注 3　イギリス博物館協会 Museums Association 

Disposal Toolkit Guidelines for Museums（2014

年 3 月改訂）

https://www.museumsassociation.org/app/

uploads/2020/06/31032014-disposal-toolkit-8.

pdf，2021．2．15 参照

注 4　Museum of London Acquisition and Disposal Policy

https://www.museumoflondon.org.uk/application/

files/9714/5812/8419/AcqusitionDisposalPolicy2

011amended2015.pdf，2018．8．1 参照

注 5　川崎市「川崎市市民ミュージアム収蔵品レス

キューの状況及び被災収蔵品の処分につい

て」（報道発表資料　令和 3年 1月 21 日）

引用・参考文献

金山喜昭．2014a．「市町村合併による公立博物館の

行くえ④～コレクションの利用価値を高めた秋

田県大仙市の事例から～」ミュゼ．107 号 , pp．

26 － 27

――．2014b．「市町村合併による公立博物館の行

くえ③～北杜市による資料館の統廃合と再編の

試み～」ミュゼ．106 号，pp．24 － 27

佐々木秀彦．2020．「博物館関係者の倫理規程　国

内外と類縁機関の現状」『日本の博物館のこれか



107

らⅡ―博物館の在り方と博物館法を考える―』

（研究代表者　山西良平），pp．59 － 77

杉本裕史．2019．（ゲスト講演）「「お別れ展示」に

よる収蔵品の譲渡について」第 18 回文化資源学

フォーラム報告書『コレクションを手放す―譲

渡，売却，廃棄』東京大学大学院人文社会系研

究科文化資源学研究室，pp．10 － 18

長尾正義・古川　実・山田嚴子・小島孝夫．2016．

「民具の保存管理の現状と課題～小川原湖民俗博

物館旧蔵資料をめぐる活動～」民具マンスリー．

第 48 巻 12 号，pp．1－ 14

日本博物館協会．2004．『資料取り扱いの手引き』，

pp．22 － 23

――．2012．『博物館の原則　博物館関係者の行動

規範』

――．2017．『「博物館の登録制度の在り方に関す

る調査研究」報告書』

――．2020．『令和元年度　日本の博物館総合調査

報告書』p．135

博物館倫理研究会．2018．「イギリス・ミュージア

ム協会　ミュージアムの倫理規程（2015 年）の

翻訳」博物館研究 .Vol.53 No.5 （No.599）， p．26



108



109

日本の博物館のこれからⅣ   109 - 113

「研究」は社会教育機関の中で博物館を特徴づけ

る機能の一つである。博物館法に博物館の定義とし

て「調査研究」を行う機関であることが明示される

一方，図書館法では「調査研究に資する」機関とし

て支援の役割が書かれる。社会教育法の公民館に関

する記述には研究は触れられていない。なお，博物

館と同じくアーカイブ機関である公文書館は調査研

究を行う機関として法に定義される一方で，教育事

業は，法の中では触れられていない。博物館は資料

収集保管や展示とともに，調査研究と教育という多

様な目的を有する施設である点において，大学や研

究機関とも異なるユニークな機関である。

しかし，今日，この博物館における研究の位置づ

けが揺らいでいる。学術会議による2回の提言では，

博物館の研究機関としての条件付け，学芸員の研究

者としての養成が不十分であるとして議論を提起し

ている。筆者は，こうした理念的な「望ましい博物

館への位置づけ」と，現状の改善との間に大きな開

きがあり，両者を包含する法改正が必要なこと（佐

久間，2022），博物館を研究機関とするためにはア

カデミアの中でどのような役割を果たすのか，しっ

かり位置づけ，デジタルアーカイブスや図書など，

アカデミアの生態系の中にしっかりと組み込むべき

だという点を指摘してきた（佐久間，2021）。本稿

では，これらの議論を補完するために，学芸員の研

究の実態と博物館業務のなかでの位置づけ，評価の

方法について検討を試みる。

（1）なぜ，研究は後回しにされたのか

博物館法の課題として

　学芸員は研究だけに特化した職種ではないため，

他の業務とのバランスの中で考える必要がある。

博物館法には「学芸員は，博物館資料の収集，保管，

展示及び調査研究その他これと関連する事業につ

いての専門的事項をつかさどる。」（第 4条）とあり，

実は教育は「関連する事業についての専門的事項」

という扱いにふくまれている。しかし現実には，

教育は学芸員の業務の中でそれなりのウエイトを

占めており，明示的に書かれた調査研究業務より

優先されてきた経過がある。これは博物館法が社

会教育法のもとに位置し，目的その他にも教育が

明示され，言外に当然視されていたこと，「生涯学

習の進展」，「学校教育の博物館連携強化」という 2

つの大きな役割拡大をした際に，博物館側の機能

強化が一過性の事業予算のみの措置で対処し，基

本的な業務体制の強化を行わなかったことに起因

するのではないだろうか。教育活動は，2008 年改

定においてようやく 3 条 9 項に事業としてようや

く追加されたが，4条の学芸員の所管業務として「教

多目的化する博物館における学芸員にとっての研究の位置付けを考える多目的化する博物館における学芸員にとっての研究の位置付けを考える

―予察として――予察として―

大阪市立自然史博物館　　　佐久間　大　輔
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育」は追加されていない。法的に追加されないまま，

また十分な予算化がされないまま，教育について

は事業化が進んでいった。

　その一方で，収集・保管や研究業務など旧来か

らの業務に対する予算付与，事業化が行われるこ

とはごく僅かであり，今日の収蔵品デジタル化の

遅れ，収蔵庫の容量不足，研究活動や研修への投

資不足という事態に陥っている。博物館の基礎業

務を強化することなく役割拡大を求められ続けて

きた歴史は近年のインバウンドを中心とした文化

観光の進展でも繰り返されている。さらには地方

公共団体の財政状況悪化の中で高齢化し，減少す

るスタッフ体制の中での新規業務対応を求められ，

本来の職掌である「資料の収集，保管，展示及び

調査研究」が圧迫されるといういわば本末転倒な

状況になっているのである。新規事業の強化の一

方で研究業務を含む本来業務をどのように強化す

るかが，大きな課題である。

　現実としてこれまでの博物館における研究は，

制度的保証ではなく，学芸員たちの努力によって

維持されてきたことを牛島（2005）は指摘している。

こうした学芸員に求められる研究への態度は時代

や博物館の規模，使命によっても変わることを村

田（1997）は指摘し，さらに研究だけが学芸員の

職務ではないと学術会議の学芸員観にも釘をさす。

（2）研究対象は「所蔵資料」だけではない。

　研究推進の障害になっている博物館法の不備はも

う一点ある。博物館の事業を示す 3条 4項「博物館

資料に関する専門的，技術的な調査研究を行うこと」

同 5項に「博物館資料の保管および展示等に関する

技術的研究を行うこと」にある「博物館資料」とい

う限定要件だ。これを受けて，博物館における研究

は，その研究テーマは自館の「所蔵する資料に限ら

れる」のではないか，という議論がしばしばある。

しかし，これまでも千地（1979）を含め多くの論考

が，資料収集後に所蔵品の調査を行うのではなく，

「調査の結果としての資料収集」であることを言明

している。博物館が資料を収集する場合，その資料

を調査研究し，その価値を把握することが前提とな

るのは，歴史でも，美術でも，自然史でも変わらな

い。寄贈された場合でも，それを正式に収蔵品にす

るためには資料を吟味するプロセスが必要だ。博物

館が活動を続け成長していくためには，未収蔵の資

料（将来の資料）を含めた調査，体系的な理解のた

めの研究が欠かせない。このように，博物館の調査

研究の対象は収蔵資料だけではなく，地域の資料や

現象，催事，将来の収蔵品候補を含まなくてはなら

ない。

　研究業務はすべての業務の基礎である。展示も教

育活動もかつて実施したものと全く同じで良いのな

ら，調査も研究も必要はない。しかし調査研究があ

るから，新しい発見が付け加えられ，新たな知識が

盛り込まれ，自ら研究をしている者だからこそ市民

に伝わる学術的な興味や魅力がある。そうした学芸

員の専門性が見えることが博物館の個性を育む（佐

久間，2010）。展示にも教育にも，研究が基礎となっ

ていることは過去にも多くの指摘がある（加藤・椎

名，1996；倉田，1997）。文化観光の進展をはかる

のであればなおさらである。応用を求めるのであれ

ば，基礎の充実を前提とする必要がある。

　

（3）学芸員に求められる専門性は何か？

　学芸員の研究，というのは筆者で言えば「菌学」

や，「生態学」といった，博物館の資料に根ざした

個別領域のものがあり，同時に博物館での活動に

根ざした「博物館学」領域のものがある。博物館

法 3 条 4 項に即したものが前者，5 項に関連したも

のが後者と位置づけることも可能だろう。博物館

という現場の運営改善を不断に実行していくため
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に博物館学領域の調査研究も欠かせない。その両

方が必要である（矢島，1999）。しかし前者の，個

別領域の研究者養成は，明らかに学芸員養成課程

の所管外の内容になる。資料保存論など資料を取

り扱う上での基礎を教える科目はあっても，それ

をどう研究するのか，どう位置づけるのかはそれ

ぞれの個別領域の研究分野の経験と知識が必要で

あり，博物館学と関連はしても一体ではない。大

学教育の中でそれらの研究者としてのトレーニン

グを行っているのも学芸員課程ではなく，諸分野

の研究室である。学芸員に研究の経験・能力開発

を必要とするのであれば，資料取り扱いの基礎と

しての学芸員資格と，諸分野の修士または博士を

必要とする，ダブルディグリーのような状況にし

ていく必要があるだろう。

　事実，研究業務を重視する博物館での採用は修

士または博士学位を持った人材の採用が多い。し

かし，学位を有しながら，学芸員資格を持たない

ために人事が不成立になった例を複数知っている。

この背景には，修士・博士課程の進学者が進学後

に学芸員を取得することが制度・カリキュラム面

で容易ではないことがある。研究を必要とする学

芸員に，学位と学芸員資格の両者を必要とするな

ら，大学院での学芸員資格取得に道をひらく改善

を強く促したい（野村・相田，2011）。

　大阪市立自然史博物館ではこれまで採用時には

学芸員資格取得を必ずしも要求せず，採用後に取

得させることを行ってきた。自然史博物館におい

ては，まず研究能力を前提として採用するが，単

なる研究者では十分ではない，広く博物館に対す

る理解が必要という判断によるものであった。こ

うした取得方法においても単なる試験と面接でよ

いのだろうか。あるいは無試験認定においても学

位と必要在職年数と面接という現行の方式で十分

であろうか。就職後の研修制度などと合わせ，こ

うした認定者にも一定の講座などへの参加を必要

とするなどの措置検討があってもよい。人材開発

の観点を加味して複線的な資格取得方法など全体

的な改良が望まれる。

（4）学芸員の研究成果の多様な表出

　学芸員の研究の成果は学会発表と論文発表だけ

ではない。もちろんごく一部の学芸員たちはすで

に，科研費を取得し，たくさんの論文を書き，学

会でも大学研究者とともに活躍している。しかし，

これらの研究条件が整った博物館の学芸員だけが

「研究」をしているのかといえばそうではないと考

える。筆者は，研究成果の表現の仕方が異なって

いることに過ぎないのではと考えている。

　一つが資料目録・データベースである。資料を

価値付け，取りまとめた目録は，後年その資料を

研究する研究者にとり重要な足がかりになる。目

録が出なければ存在が世に示されない資料も多い。

近年はそうした研究資源を学術資源情報として位

置づける「データペーパー」などの概念も特に薬

学，生物科学，農学，計算機科学などを中心に進

展している（Candela et al. 2015）。また近年では人

文科学・社会科学分野でもデータペーパーの専門

誌が創刊されている（”Research Data Journal for the 

Humanities and Social Science” https://brill.com/view/

journals/rdj/rdj-overview.xml，2021．1．12 参 照 ）。

こうした流れを見る上で，学芸員が編纂する博物

館の資料目録なども同等のアカデミックな業績と

きちんと位置づけるべきであろう。ここで一つ留

意して置かなければならない。大学研究者にとっ

て「資料の収集，保管」は，自らが関係し，自ら

が研究するための資料の収集と保管にほかならな

いが，博物館にとっては，自らの専門領域に必ず

しも適合しなくとも，地域にとり，あるいは博物

館の使命として，収集すべき資料すべてが対象と

なる。学芸員自らの研究のためではなくとも，地
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域の文化的資産として，そして将来の誰かの研究

材料として活用できるよう，基礎的な収蔵管理を

しなければならない。これはアーキビスト同様，

自らの研究を脇においても進めなければならない，

「資料のプロ」としての仕事でもある。これらの業

務は評価されるべきものである。

　もう一つが「展示」である。ある場合には図録

も作成する大規模な展示会の企画かもしれない。

別の場合には小さなパネルとラベルのみからなる

展示コーナーの一角にしか過ぎないかも知れない。

けれどもその短いキャプションを書くための調査

があり，結論を導いた根拠を得る努力がある。

　地域の材料を直接扱う学芸員の研究のアウト

プットとして，論文執筆や展示など，地域文化資

源を発掘，価値付けるための発表方法は様々なも

のがある。しかし一方で，地域で発掘した価値に

も注目し， も必要としているのは誰か。地域

住民であるとするならば，学芸員の成果の発表先

は展示であるべきであり，広報誌や図録が次に優

先されることになる。学会誌への発表が優先され

る大学研究者の順位付けとは自ずと異なっている。

これは，分野間の違いという側面も大きいだろう。

書籍の執筆が高く評価される分野もあれば，国際

誌への論文採択が評価される分野，そして博物館

の場合では「展示」という形での発表が高く評価

される，というにすぎない。ただし，展示活動に

対する評価のしくみが不十分であることは否めな

い。多くの場合，展示評価は組織内のみで完結し，

ピアレビューをともなったより客観的な開かれた

評価は実現されていない。展示の学術的責任の所

在も記名でないために不明確である。こうした点

は博物館界をあげて改善の必要があるだろう。

（5）求められる研究成果の流通

　このほか，博物館はそれぞれに研究紀要などの

学術成果を出版している。これらの成果はそれぞ

れの地域の文化資源の記録であり，また博物館活

動の記録である。前者は「東北学」や「京都学」

などと同様に様々な角度から地域を記述し，位置

づける活動であり，文化資源を発掘する上で他の

学術媒体とは異なる特色を持った媒体である。こ

うした紀要や研究報告の中には独自の査読体制を

とっているものも少なくない。しかし，これらの

出版物は発行部数が少なく，流通性が悪く，また

オンラインの検索などでも論文検索などで捕捉さ

れていないことが多い。こうした学術出版物情報

の流通性をどのように向上させるか。上述の資料

目録や展示図録などを含め，NII や JSTAGE， NDL

へと結びつけ流通させていくことは，博物館を研

究機関として地位向上させていく上で欠かせない

だろう。

（6）「裁量労働制でない学芸員」の「研究の自由」

　ミッションや使命書として明文化されているか

どうかは別として，博物館は設置目的や使命を明

確に持つ組織である。目的や使命に基づいた年度

計画が明示されれば，展示や資料目録の作成は業

務として明示される。業務は組織による業務命令

によるものだ。業務となれば，成果も評価されや

すいという側面がある。アンケート調査に現れた

結果でも展示や資料目録が重視された背景にはこ

うした組織の目的や計画がある。これらに比べれ

ば，自主的な研究は業務として認められることも

評価されることも難しい。学芸員集団が運営する

博物館であれば，博物館の使命と個々の研究上の

興味やこれまでの積み上げなどを考慮して，戦略

的に業務を設計することもできるが，そうした運

営体制のない博物館であれば，業務と自分の研究

の乖離は大きくなってしまうだろう。このあたり

は小規模博物館で研究がより難しくなってしまう
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一因でもある。

　「新しい時代の博物館制度の在り方について」（こ

れからの博物館の在り方に関する検討協力者会議，

2006）が指摘するように，学芸員は通常博物館の

使命に沿った研究を要請される。しかし，上述の

ように既に計画に沿った様々な事業が使命に沿っ

ている状況を考えれば，研究業務の少なくとも一

部は個々の学芸員の裁量に任されるべきではない

だろうか。自らの研究の発展でどのように使命に

貢献できるのか，その説明を他者がするのでは研

究への動機は全く損なわれてしまうだろう。

　自主的な研究は新たな発展の可能性の基礎であ

る。博物館学芸員にとって，市民科学を指導して

いくためにも，潜在的な地域資源を先導的に調査

探索していくためにも，業務として明確にならな

い研究を積み重ねておくことが中長期的に重要だ。

使命や設置目的という大枠はあっても一定の自主

的な研究活動を支援する制度が必要だ。

おわりに

　法改正に向けて，文化庁に要望されることは，

まずは「資料に限定された研究」などと誤解され

る文言の修正と，研究を実施可能なように業務に

余裕が持てるよう，交付金増額などをとおした全

体的な運営条件の改善への誘導である。そのうえ

で自治体に向けた研究の業務としての位置づけを

「のぞましい基準」等を通して再確認していくこと

であろう。同時に電子的な成果流通などの環境整

備などを事業として促進することも望ましい。将

来の学芸員の強化のための養成課程の改革と同時

に，現在の学芸員の研究能力向上のために，大学

などとの連携を強化する競争的資金による研究募

集なども望まれる。

　研究は博物館の価値の源である。厳しい経営環

境だからと止めてしまっては将来の資産を失うこ

とにつながる。追求の努力を続ける必要がある。
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日本の博物館のこれからⅣ   115 - 126

はじめに

　博物館の経営状況を語るとき，その事業収入の

少なさが「赤字」として話題になることがある。

教育基本法や社会教育法で社会教育施設と規定さ

れる博物館では，博物館法の第 23 条に則り，入

館料等を無料としているところも少なくない。入

館料を徴収している館においても，大人一人あた

りの料金は平均値で 434.3 円（中央値 310 円）と

安価であり，入館者数の平均も 74,608 人（中央値

14,399 人）であることから大きな収入は見込めな

い（日博協 2020）。さらに教育振興や機会提供の観

点から，年間パスポートや無料開館日などの様々

な割引施策もとられる。結果として，一般的な博

物館の事業収入は年間支出に対して 10％に満たな

いところが多いのが現実である。これは我が国の

博物館に限った話ではなく，海外の博物館を見渡

しても割合の差こそあれ同様の状況にあり，比較

的自立的な経営が成されていると認識されている

アメリカのミュージアムにおいても，2009 年の

AAM（アメリカ博物館協会）の調査では，運営資

金に占める入館料などの収入（Earned income）の

比率の平均は，27.6％に過ぎないことが示されてい

る（Bell，2016）。

一方で，一部の大規模館や有名美術品を展示す

る美術館などにおいては，1000 円以上の入館料に

あわせ，数十万人を超す入館者数が報じられるこ

とがある。また特に私立の動物園や水族館など，

レジャー人気の高い施設では，比較的高額の入園

料や園内施設の利用料や体験料，グッズの売り上

げなどで大きな事業収入を上げているところも多

い。博物館の財務状況は，その活動と同じく多様

であり単純に一括して捉えることはできない。

本稿では，我が国の博物館の将来に向けた持続

的な活動を考える上で博物館の財務状況，特に入

館料収入を中心とした事業収入にスポットを当て，

そのあり方や展望について検討してみたい。

1．日本の博物館総合調査

博物館の財務状況については，各館の財務諸表

等によって詳しく知ることができるが，これらを

公開している博物館は少ない。また，公開されて

いても各館によって異なる費用項目を読み解き，

標準化することは難しい。そこで，日本博物館協

会が実施している「日本の博物館総合調査（以下，

総合調査）」のデータから，我が国の博物館の財務

状況を概観してみたい。総合調査はアンケート（調

査票）方式で実施されているため，限定された条

件や内容での調査データとなるが，館種や公立私

立を問わず 2,000 館を超える回答が集まっており，

我が国の博物館の状況を把握することができる。

総合調査は，全国の博物館を対象に昭和 49（1974）

年以来，数年ごとに行われている。現在は令和元

年度に実施した第 10 回調査が 新であり，その概

要が公開されているが（日博協，2020），インター

ネット上の「日本の博物館総合調査：基本データ集」

には，報告書に結果の概要がまとめられる前の「基

本データ」が公開されているため，本稿ではこれ

博物館は赤字なのか ～入館料収入をめぐるコストパフォーマンス～博物館は赤字なのか ～入館料収入をめぐるコストパフォーマンス～

文化庁　博物館支援調査官　　　中　尾　智　行
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を利用して検討を進める。なお本データは，平成

25 年（2013 年）12 月 1 日を調査基準日として，全

国 4,045 館の博物館を対象に実施された調査による

もので，有効回答は 2,258 館である（注 1）。本稿

では基本データ集のうち，「17．財政」における「表

24　年間支出総額に占める事業収入（自己収入額）

の比率の状況」の集計データを用いる。表 24 では

館種別のデータが示されており，冒頭で述べたよ

うな館種ごとの財務状況を比較検討することがで

きる。

まず図 1で，調査対象全体（回答館 1,598 館）の，

支出（運営費）に対する事業収入の比率分布をグ

ラフ化した（注 2）。グラフの左側に大きな「山」

が存在していることからわかるように，収入比率

が「10％未満」の博物館だけで全体の 54.3％を占

めており，半数以上の博物館が運営費の 1 割に満

たない収入しか得ていない現状が確認できる。「5％

未満」を頂点として，右下がりの形状を示すグラ

フが示すのは，ほとんどの博物館が設置主体から

の内部支出に拠って経営を成り立たせている状況

がわかる。

一方で，グラフの右側，収支比率「100％未満」

から「150％未満」にかけての分布に注目したい。

右下がりのトレンドから反転して，それほど高くは

ないものの，明確にもうひとつの山を作っている。

これが示すのは，博物館の財務状況の二極化だ。つ

まり，確かに多くの博物館の事業収入は少なく，運

営費の大半を自治体や企業などからの内部支出で賄

う「赤字」の状態にある。それが図の左側に作られ

る大きな山で，博物館の財務状況に関する一般的な

イメージは，ここから形成されている。しかし一方

で，運営費のほぼすべて，もしくはそれ以上の事

業収入を上げる「黒字」の博物館が 10％を超えて

存在していることに注目したい。この「100％未満」

から「150％未満」の回答館について，公立私立の

別をみると，国公立 12.4％，私立 28.1％と私立が 2

倍以上の高率を示している（注 3）。私立博物館の

中には，企業や財団などからの内部支出が大きく

期待できないところや，収益を上げながら自立的

に運営を続ける施設として設置されたものがあり，

図 1．図 1．博物館の支出に対する収入比率の分布．
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公立，私立の経営形態の差が反映された数字と言

える。次に館種別の差異について知るために，デー

タをさらに掘り下げてみよう。

2．セグメンテーションによる分析

法律上の博物館には，よく目にする歴史博物館や

美術館のほかに，科学博物館や動物園，水族館な

ども含まれる。総合調査ではこれらを「総合，郷土，

美術，歴史，自然史，理工，動物園，水族館，植物園，

動水植物園」の 11 館種に分類している。それぞれ

展示内容だけでなく，中心となる入館者の年齢層

や利用形態，入館料などの設定値も異なる傾向に

あるため，博物館の経営や財務状況の分析はこれ

らの館種ごとに分類して行うのが効果的だ。ただ

し，全ての館種について細かく分析することは効

率的でなく，回答数が少ない館種もあるために有

効な分析にならない場合がある。ここでは比較的

良く似た傾向を持つ館種について，人文系博物館，

自然系博物館，生体展示系博物館（注 4）と，大き

く 3つにセグメンテーションしながら比較検討して

みたい。

図 2では，人文系博物館として，総合，郷土，美

術，歴史の 4館種の支出に対する収入の割合をグラ

フ化した。グラフの左に大きな山を持ち，右側に小

さな山を持つ形状が博物館全体のグラフ（図 1）と

似るのは，この 4館種だけで 1,370 館，回答館全体

の 85.7％を占めるためだ。いわゆる博物館の一般的

なイメージは，これらの人文系博物館が形成してい

るといってもよく，そのグラフ形状から収益性の低

さがわかる。中でも郷土博物館は「5％未満」を頂

点とする山が高く，「100％未満」付近に山を持たな

い。全館種の中で も収益性が低い館種である。こ

れについては，総合調査に回答した 285 館の郷土資

料館のうち 279 館，実に 97.9％が都道府県立，もし

くは市町村立の公立博物館であり（注 5），常設展

を無料で開放している施設が 49.8％と も多い（図

5）（注 6）ことが背景にある。

他の 3 館種も左側に大きな山を持ち，傾向とし

ては郷土博物館と同様である。異なるのは，「100％

未満」付近にももうひとつの山を持っていること

だ。中でも美術館は，4館種のなかで唯一「10％未

満」の場所に頂点を持ち，右側の山も「150％未満」

図 2．図 2．人文系博物館（n=1,370）の支出に対する収入比率の分布．
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のところに頂点を持つ。他の 3館種に比べて全体的

に山の位置が右にずれていることは，相対的に収益

性が高いことを示す。実は美術館は，私立館の比率

が 36.4％と，水族館の 37.7％に次いで 2番目に高い

（注 7）。また，常設展を無料で開放している館の比

率が 17.8％と，人文系 4館種の中で際立って低い一

方，特別展や企画展に関して常設展等とは別に入場

料を徴収する館が 50.7％と際立って高い（図 5）（注

8）。ある程度以上の規模を持つ美術館では，「ブロッ

クバスター」と呼ばれる有名なアーティストや海外

の美術作品などを扱う特別展や企画展が開催される

ことも多いが，こうした企画展示も含め，集客とそ

れによる入館料収入が全体の事業収入に大きく寄与

していることがうかがわれる。

また，後援会や協力会などの，いわゆるサポー

ター組織についても美術館の充実が目立つ（注 9）。

特に，個人会員では全館種の平均値が 413 人であ

るのに対して，美術館は 1,256 人と突出して多い。

美術館に偏在しているといってもいい状況が看取

できる。

このように私立館が相対的に多い状況にあわせ，

収入や外部組織の支援といった面からみれば，人

文系博物館の中でも美術館はやや特殊な立ち位置

にあるといえよう。

図 3には，自然系博物館として，自然史と理工博

物館の収支比率を示した。グラフの左側に大きな

山，右側に小さな山を持つ点で人文系博物館と共

通するが，異なるのは「30％未満」の位置に 3 つ

めの山を持つことである。この要因についてはあ

まり明確ではないが，自然系博物館の入館者数は，

人文系博物館の 52,589 人（4館種の平均値）に比べ，

116,120.5 人と，約 2 倍の数値を示す（注 10）。こ

のことから，相対的に入館料収入などが多い館が

あることが背景にあるかもしれない。

図 4は，生体展示系博物館の収支比率である。動

物園，水族館，植物園，動植物園の 4 館種は，家

族などの週末レジャーの行先としても人気があり，

特に私立館では比較的高額の入館料を徴収してい

ても，多くの来園者が訪れる。ただし，回答館数

が 4 館の合計で 95 館と少ないこともあり，グラフ

はかなり散漫な分布を示し，明確な傾向がみえな

い。一方で，「150％未満」のところに山を持つこ

図 3．図 3．自然系博物館（n=133）の支出に対する収入比率の分布．
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とは共通しており，収益性の高い館が一定数存在

することがわかる。特に水族館については，調査

に回答した 29 館のうち，10 館（34.5％）が「150％

未満」に集中している。先に述べたように，水族

館では私立の割合が 37.7％と，全館種で も高い。

また，平均入館者数（516,055 人）（注 11）と平均

入館料（1,268 円）（注 12）も も高い数値を示し

ており，高いレジャー人気を背景に収益を確保し

ながら自立的に運営される館が多いことがわかる。

3．多様な財務状況

　以上のように，総合調査のデータを人文系，自

然系，生体展示系と大きく 3 分類して分析するだ

けでも，それぞれの財務状況に特徴的な傾向の差

異がみられた。博物館財務について俯瞰的に検討

する際には，以上のような館種別の傾向にも留意

する必要がある。また，美術館や生体展示系博物

館など私立館の割合が高い館種では，相対的に収

益性が高い傾向が看取され，設置主体の公私の差

が大きなファクターとなっていることもわかる。

また，総合調査のデータからは伺えないが，館の

規模や所蔵するコレクションの内容によっても大

図 4．図 4．生体展示系博物館（n=95）の支出に対する収入比率の分布．

図 5．図 5．常設展示無料館の比率（左），特別展・企画展有料館の比率（右）．
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きな差異があるだろう。

博物館が地域の文化資源として持続的に活動を

続けていくためには，館の使命や性格にあわせた

経営戦略が必要になる。運営資金の確保は，その

基盤を成すものだ。総合調査のデータは，事業収

入の拡大や寄付等の外部資金を集めて自立的な経

営を行う博物館が一定数存在することを明らかに

しているが，全ての博物館がそれを目指すべきだ

ということではない。博物館の収入を上げ，自立

的な経営が行われることは設置者にとって期待し

たいところではあるが，収入を上げていこうと思

えば，運営のための経常的費用のほかに，入館者

獲得のための広報費や，新しいコンテンツの購入，

制作，造成，入館者サービスの 適化，設備補修

や改修によるユーサビリティやアメニティの向上

など，多岐にわたる投資が継続的に必要となる。

こうした経営戦略を取ることが可能な博物館は少

ないと言えるだろう。

当然ながら，多数を占めるのは企業・財団から

の内部支出によって活動を維持する博物館である。

自立的な経営を行っている「黒字」の博物館と比

べれば，その財務状況が問題視されることもある

が，本来博物館が，図書館などと同じ社会教育施

設として法律上位置づけされていることを踏まえ

れば，「赤字経営」との批判は当たらない。その活

動成果は生み出した事業収入によって測られるも

のではなく，文化や教育効果によって利用者や地

域に還元されるものであるからだ。ただし，この

文化・教育効果については，かつてのように自明

のものとして認識されているものではない。長引

く不況や新型コロナ感染症の世界的流行を受けて

悪化する経済状況の中では，あらゆるセクターが

その価値や存在意義を問う圧力にさらされること

になる。博物館関係者は，博物館の使命と基本的

役割の意義について発信することはもちろん，地

域に還元される事業成果の価値と便益について指

標化し，明示していくことで，プレゼンスの向上

と社会的価値の形成をこれまで以上に意識して

行っていく必要がある。

4．博物館事業のコストパフォーマンスとは

　組織経営においては，単純に事業収入を増やす

以外に，事業成果につながる生産性を上げるため

の検討も重要になる。

公立の博物館の活動や効果を測る指標のひとつ

に，「入館者 1 人あたり公費負担額（以下，「1 人あ

たり負担額」）がある。計算式は単純で，収支額を

入館者数で割ることで算出される（注 13）。例えば

ある館（ここではＡ館とする）の年間支出が 1 億

2000 万円で，収入（ここでは入館料のみに単純化

して考える）が 2000 万円だったとしよう。差し引

いた収支額の 1 億円が公費支出額。仮に入館者数

が 10 万人だとすれば，1 人あたり負担額は 1000 円

となる。つまり，事業費としてのインプット（収

支額）を，事業成果としてのアウトプット（入館

者数）で割ったものだ。

（120,000,000（ 支 出 ） － 20,000,000（ 収 入 ）） ÷

100,000（入館者数）＝ 1,000（1 人あたり負担額）

1 人あたり負担額は，収支額と入館者数のみで算

出される数値であるため，自治体の歳出や納税者

の負担を示す直接的な指標ではない。また入館者

数という，事業成果指標としてはあくまで一部の

アウトプットについての評価指標に過ぎない。こ

うした限界性はあるものの，事業の効率や生産性

といった，いわゆるコストパフォーマンスを示す

評価指標として容易に算出できるものであり，自

治体施設の事業評価に用いられることも多い（注

14）。ここでは，この 1 人あたり負担額というコス

ト指標を題材に，博物館のコストパフォーマンス

について考えてみたい。

我が国の博物館の「平均的な姿」をモデルケース

として検討するため，ここでも総合調査のデータ（中
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央値）を用いてみたい（日博協，2020）。入館料収

入（105 万円）（注 15），事業収支（2,860 万円）（注

16），入館者数（14,399 人）から計算された 1 人あ

たり負担額は，1,986 円になる。同じ社会教育施設

である図書館の 1 人あたり負担額は 630 円になる

から（注 17），図書館に比べると博物館事業のコス

トパフォーマンスは悪いといえる。これを改善す

るためには，インプットを減らす（事業収入を増

やす）か（注 18），アウトプット（入館者数）を増

やす必要がある。

図 6では「平均的な姿」の博物館について，収入

と入館者数をそれぞれ 2倍まで増やした仮想の曲線

を「収入増モデル」「入館者数増モデル」として示

した。ただし，ここではそれぞれの増加効果につ

いて単純に切り分けて比較するため，入館者数増に

よる収入増（入館料増）は計算に入れていない（注

19）。さて，図 6 を見てわかる通り，収入が 2 倍に

なっても 1人あたり負担額に大きな変化はない。こ

れはもともとの入館料収入が支出に比して非常に小

さいためである。一方で，入館者数は 1人あたり負

担額の計算における母数となるため，当たり前だが

この数値が 2倍になれば，1人あたり負担額は 1／

2になる。つまり，1人あたり負担額というコスト

指標においては入館者数が大きな因子となる。実際，

仮に入館者数が 2倍増した際の 1人あたり負担額は

993 円となり，図書館統計には及ばないものの，か

なり低廉化されることになる。

ここで少し考えてみたいのは，博物館活動におい

て，収入（ここでは入館料に単純化して考える）を

2倍にするのと，入館者を 2倍にするのではどちら

図 6．図 6．博物館の「平均的な姿」における入館者 1 人あたり公費負担額と仮定のモデル．
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が容易いかということだ。おそらく答えは後者だろ

う。もともと博物館の入館者数は比較的増減が激し

い。常設展の充実や魅力的な企画展により急激に入

館者数が増えることは珍しくない（逆ももちろんあ

るが）。学校との連携により団体見学が増えること

や，イベント開催の増加，招待券などの配布による

集客施策が功を奏すこともある。入館料が無料か安

価に設定されている子供や学生の個人利用を促進す

ることも入館者の増加に効果的だ。

一方で収入を上げるのは難しい。運営費の確保，

支出削減を目的とした入館料の値上げが行われる

ことなどもあるが，高い収益性を追うほど市場の

論理の中に置かれることになる。多くの博物館は，

地域における社会教育施設として資料の保存や調

査研究を基盤とした市民の継続的な学びや生涯学

習の場となることを前提として活動してきており，

事業の力点は，より充実した博物館体験の提供や

教育の質を高めることにある。広報やプロモーショ

ンは多くの場合で周知の域を出ず，誘客や集客を

目的とした内容となっていないし，そもそも予算

も小さいか，ほとんど無いことも多い。来訪者に

とって重要なアメニティやホスピタリティ整備の

面でも投資は低調で，多くの博物館は経年劣化に

よる補修すらままならない状況にある。

以上から，1 人あたり負担額というコスト指標

を改善させるには，難易度や効果の面からみても，

入館者数を増やすことが重要であることがわかる。

館の活動目標として入館者数を過度に追及するこ

とについては，本来の目的（博物館が果たすべき

基本機能の執行にあわせ，専門性の高い展示，充

実した博物館体験や質の高い教育）が疎かになっ

てしまいかねないことへの批判や，際限のない右

上がりの目標設定に関する危惧もあり，慎重にな

るべきである。しかし，博物館法の母法である社

会教育法第三条において「すべての国民があらゆ

る機会，あらゆる場所を利用して，自ら実際生活

に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成

するように努めなければならない。」とあるように，

教育機会提供の理念からは，より多くの博物館利

用が促進されるべきであるし，博物館法第 1 条に

掲げられた「国民の教育，学術及び文化の発展に

寄与する」目的を達成するためにも，より多数の

国民に博物館教育や資料に触れる機会を提供する

ことが重要であることは言うまでもない。また，

ユネスコも 1960 年の「博物館をあらゆる人に解放

する も有効な方法に関する勧告」において，入

館料無償化を具体的施策として，教育の機会均等

の観点から博物館の利用促進を勧めている。

もちろん適切な観覧環境や資料の保全，博物館

体験の確保という観点から際限のない集客は避け

るべきだが，より多くの利用者に博物館の資料や

そこで得られる学びや発見に触れてもらうための

集客施策は，設置者の目的だけでなく社会教育の

理念や博物館の使命とも合致するはずだ。

一方で，入館者数を増やすことはもちろん簡単な

ことではない。少子化による学校などの団体利用

数の減少，余暇時間の過ごし方の変化や，レジャー

の選択肢の増加など様々な背景もある。入館者数

を大きく伸ばそうと思えば，何らかのインパクト

が必要になることは事実だろう。そこで入館の大

きな障壁となっている（注 20）入館料を無料にし

た場合，入館者増にどれくらい寄与するのかを見

てみたい。

宮崎県では「県民が文化に親しむ機会の充実」

のため（宮崎県教育委員会，2008），2005 年度から

県立総合博物館や県立美術館の常設展を無料化し

た。無料化以前の 3 年間の平均入館者数は，41,437

人，無料化以後 3 年間平均は 126,046 人となってい

る（宮崎県総合博物館，2011）。つまり，2 倍どこ

ろか 3 倍に入館者が増えたことになる。無料化前

の入館料収入は 2,875,800 円なので（注 21），これ

だけの収入を失ったことにはなるが，全体の運営
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費の中ではわずかな金額に過ぎない。さらに言え

ば，入館料を受け取るためには，チケットの印刷

費や券売機設置維持費，受付人件費，事務費など

の諸経費がかかっており，入館料収入はそのまま

収益とみなすことはできないため，失った収入は

さらに小さくなる（注 22）。以上を考えると，300

万円弱の「投資」によってのべ 8 万人以上の入館

者増を生み出した宮崎県の取り組みは，「県民が文

化に親しむ機会の充実」というアウトカムをロー

コストで実現した施策と評価できるのではないか。

そして，本施策の実施により，宮崎県総合博物館

の 1 人あたり負担額は 3 分の 1 になり，コストパ

フォーマンスに優れた施設に変貌したことになる。

さらに踏み込んだ視点として，県民が文化に親

しむことにより，どのような価値や便益が生まれ

たのか（社会的インパクト）などの評価を適切に

実施できれば，自治体によるさらなる投資や，地

域住民からの支援を引き出すことも可能になる。

OECD と ICOM は，2019 年に出した自治体と博

物館向けのガイドにおいて，博物館が社会的価値

や便益をエビデンスとともに示すこと，地方政府

（自治体）には博物館への積極的な投資によって

地域の活性化や社会的な便益を 大化することを

具体的な指針とともに求めている（OECD-ICOM，

2019）。その中で例示された「仮想評価法」による

評価や「SROI（社会的投資利益率）」の計測などは，

博物館現場ではあまり馴染みのないものではある

が，1980 年代から国立歴史民族学博物館で一部試

みられているし（総合研究開発機構，1983），滋賀

県琵琶湖博物館では立命館大学との協働により，

多様な方法と側面からの価値計測と評価が行われ

ている（村山，2001）。また，政府内においても近年，

「文化 GDP」の算出方法についての検討が進められ

ており，文化サテライト勘定（CSA）を導入する

ことによって，国際基準にも適合する一定の成果

が得られているという（文化庁，2020）。

もちろん博物館の価値や便益は，経済的な指標や

経営学的手法によってのみ測られるものではない。

しかしながら，適切な計測や評価方法の利用によっ

て文化的価値を数値化することは，博物館のプレ

ゼンスや社会的価値の形成にもつながるファクト

データを提供できるし，評価・検証過程の中で自

らの事業の見直しや軌道修正を図ることも可能に

なる。今後は博物館の社会的価値の計測や運営評

価について，これまで以上に戦略的な取り組みが

必要となるだろう。

まとめにかえて

総合調査でみえてきたのは，博物館財務の多様性

と館種や設置主体による差異の大きさである。単

純に収支比率だけみれば，その多様性に目を奪わ

れるが，単純化すれば内部支出（自治体や企業組

織等からの運営費）によって運営を維持している

館と，自らの事業収入によって運営している館に

わけることもでき，二極化が進んでいる状況が看

取できる。とはいえ，全ての博物館が後者を目指

すべきだというのではない。UNESCO や ICOM な

ど国際機関の定義や倫理規程を紐解くまでもなく，

我が国の法律上でも博物館は公益性・公共性を理

念として掲げた社会教育施設であり，地域の文化

資源として広く門戸を開いておくべき存在である。

その社会的価値は経済性のみで測られるものでは

なく，文化資源の保存と継承，地域における学術

と文化，教育拠点としての意義などを持つ地域の

資源として，総合的に測られるべきだ。

また，博物館法第 23 条で示されるように，博

物館は原則無料で利用されるべき施設である（注

23）。博物館法の成立当初には，戦後の自治体財政

のひっ迫や，比較的高額の施設維持費のほかに，す

でに入館料を徴収している館への配慮，展示資料の

保護や一定の入館抑制策などの多様な思惑があり，
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前年の昭和 25年に成立した図書館法第 17条の無料

規定にはない「但し，博物館の維持運営のためにや

むを得ない事情のある場合は，必要な対価を徴収

することができる。」との文章が付記された（瀧端，

2016；金山，2018）。これにより入館料の徴収がで

きることになったが，本当に期待する財政効果は得

られているのか，むしろ入館料徴収によって生じた

機会損失はないか，博物館本来の使命や目的を損ね

てはいないかなど，博物館設置者と運営者，管理者

は常に意識し，検証を重ねるべきだろう。

博物館の財務状況が問題化した際に，入館料を

上げる，もしくは運営費を減らすなどの直接的コ

ストを下げる判断が行われがちではあるが，宮崎

県のケースは，博物館の使命を基本に，それが生

み出す社会的価値と便益を自治体が再認識し，

大化を図るための無料化施策を実施することで成

果を生み出したものと評価できる。ドラッカーを

持ち出すでもなく，非営利組織の経営目的は収益

の追求や組織の拡大ではなく，「人と社会の変革」

にある（ドラッカー，1991）。近年の ICOM 大会を

見ても，2010 年中国・上海大会では Museums for 

Social Harmony が，2013 年ブラジル・リオデジャ

ネイロ大会では，Museum （Memory + Creativity） = 

Social Change がメインテーマとして掲げられてい

る。また，2019 年に初めて我が国で開催された京

都大会の Museums  as  Cultural  Hubs: ¬The Future of 

Tradition も博物館が文化の結節点として機能するこ

とで，将来社会にどう位置づけられるべきかをテー

マとしたものだ。博物館が社会にどのような影響

を及ぼしうるのか，どのような価値と便益を提供

できるのか。博物館が社会の中で孤立した存在で

はなく，重要な構成要素としてどのような役割を

果たしうるのかは，これからの博物館の在り方を

考える重要な命題である。

現 在， イ ギ リ ス の 博 物 館 協 会 は「Museums 

Change Lives」と題したキャンペーンを展開し，博

物館の活動が人と地域社会に生み出すものを積極

的に明示しようとしている（注 24）。特に地域の文

化・教育資源として存在する公立博物館において

は，本来果たすべき使命や，地域に生み出す効果

や便益について改めて問い直すことで，その価値

の 大化を図るとともに，可視化して社会に示し

ていく必要がある。

2018 年に閣議決定された「文化芸術推進基本計

画（第 1期）」では，博物館等の文化施設に求めら

れる役割として「文化芸術の保存・継承，創造，交流，

発信の拠点のみならず，地域の生涯学習活動，国際

交流活動，ボランティア活動や観光等の拠点など」

が挙げられている。特に地域の中小規模の博物館に

おいては，これらの活動の拠点として広く開かれ，

地域の中で活用されることこそが重要であり，収支

の金額のみを見て赤字経営だなどという評価は，博

物館の使命や目的，社会的価値を認識できていない

ことに起因する。仮に博物館の経済効果に注目する

としても，規模の小さな単体収入を追うことではな

く，地域への外部波及効果を含めたエリアマネジメ

ント的な視点にもとづく事業評価の中で捉えられる

ものである。むしろ，博物館の持つ文化的価値，観

光的価値を引き出したいのであれば，積極的な投資

を行うスタンスこそが必要だろう。そして博物館に

は，投資を引き出すための戦略的な事業評価と成果

の明示が求められる。

　

注釈

注 1　 本調査は，平成 25 ～ 27 年度 日本学術振興

会（JSPS）科学研究費助成事業 基盤研究（B）

課題番号 25282079 の助成を受けて実施され

ている

注 2　 杉長敬治 2015「財政について　表 24」『「博

物館総合調査」（平成 25 年度）の基本デー

タ集』
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注 3　 杉長敬治 2015「財政について　表 22」『「博

物館総合調査」（平成 25 年度）の基本デー

タ集』

注 4　 動物園や水族館など，生物や植物などの生体

を主たる資料とする博物館について，適切

な用語ではないかもしれないが，ここでは

ひとまず「生体展示系博物館」と呼んでおく。

注 5　 杉長敬治 2015「館の設置・運営について　

表 1『「博物館総合調査」（平成 25 年度）の

基本データ集』

注 6　 杉長敬治 2015『「博物館総合調査」（平成 25

年度）の基本データ集　入館料について（調

査票 7．関連）』「表 4 常設展の有料館と入

館料の状況（館種別）」

注7　 杉長敬治2015「回答館の基本属性　表1」『「博

物館総合調査」（平成 25 年度）の基本デー

タ集』

注 8　 杉長敬治 2015「入館料について　表 9『「博

物館総合調査」（平成 25 年度）の基本デー

タ集』

注 9　 杉長敬治 2015「後援会・協力会について　

表 9『「博物館総合調査」（平成 25 年度）の

基本データ集』

注 10　杉長敬治 2015「入館者について　表 5」か

ら再計算　『「博物館総合調査」（平成 25 年

度）の基本データ集』

注 11　杉長敬治 2015「入館者について　表 5」『「博

物館総合調査」（平成 25 年度）の基本デー

タ集』

注 12　杉長敬治 2015「入館料について　表 4」『「博

物館総合調査」（平成 25 年度）の基本デー

タ集』

注 13　博物館で数える「入館者数」は，同一人物

のリピート来館数を除外できていない「延

べ人数」である。そのため「入館者 1 人あ

たり公費負担額」は，厳密には「利用 1 回

あたり公費負担額」となる。

注 14　インターネット上で検索するだけでもいく

つか挙がってくる。平成 20 年度以降に大規

模な財政改革を進め，博物館を含めた公の

施設の存廃検討が行われた大阪府でも，「施

設ごとの方向性」を検討するための個票に

「利用者 1 人あたり府費投入額」が記載され

た（大阪府改革プロジェクトチーム 2008）

注 15　博物館の事業収入としては，入館料収入の

ほかにも，ショップ等の売上や，施設の賃

貸料，寄付などの外部資金などがあるが，

総合調査で収集されたデータの中央値は，

ショップ等の売り上げこそ 14 万円となる

が，他は 0 円である（日博協 2020）。ここ

では後段の思考実験（入館料を無料にした

場合の入館者増）を踏まえて，事業収入を

入館料収入のみで挙げておく。

注 16　支出総額の中央値 2,965 万円から入館料収

入の中央値 105 万円を引いた 2,860 万円を

収支額とした（日博協 2020）。

注 17　日本図書館協会ＨＰ記載の「公共図書館集

計 2020 年」から算出（2020 年予算額の合

計 21,122,546 万円，入館者数 335068 千人）。

元データは『日本の図書館　統計と名簿』

からの抜粋。

注 18　収支額を小さくすることは，収入を増やす

ほかに自治体や企業・財団からの運営費を

減らすことでも達成できる。直接的な支出

を減らすことで削減効果も大きいため，多

くの自治体で運営費の削減が行われてきた

が，そこに博物館現場での努力や取り組み

成果が介在する余地はなく，少ない人員や

予算にあえぐ博物館現場にとってのディス

インセンティブとなっていることは否定で

きない。ここでは博物館現場での取り組み

とその方向性を検討するため，支出削減に
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ついては扱わない。

注 19　収入増モデルにしても，入館料の値上げの

ほかに企画展などの大量集客による増など，

入館者数と連関して増える場合のほうが多

いが，ここでは計算に入れない。

注20　文化に関する世論調査報告書（令和2年3月，

文化庁）では，「美術館・博物館に行きやす

くなるための要因」に対する回答に「入場

料が安くなる」を選んだ方が 48.1％いた（回

答数 3000）。

注 21　2004 年度における入館者数から計算（宮崎

県総合博物館 2011）

注 22　こうして整理すればどれほどの博物館が，博

物館法第 23条の「但し，博物館の維持運営

のためにやむを得ない事情のある場合は，必

要な対価を徴収することができる。」に則っ

て入館料を徴収しているのかという疑問すら

浮かぶ。総合調査における「平均的な姿」で

も，支出 2,965 万円のうち，収入は 105 万円

だから，単純計算して 28分の 1に過ぎない。

さらには入館料徴収にかかる費用（事務も含

めた人件費やチケット発券機の設置，チケッ

ト印刷費等）も生じているはずだ。もちろん

わずかであっても収入があるに越したことは

ないが，それは入館料の徴収によって発生す

る教育や鑑賞の機会損失と，正しく便益比較

されているだろうか。

注 23　厳密には，本条は公立の登録博物館につい

て入館料の原則無料を規定するものである。

注24　https://www.museumsassociation.org/campaigns/

museums-change-lives/，2021．6．11 参照
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1．はじめに

〇ミュージアムの社会的な役割と，パンデミック

下の現状

ミュージアムの社会的な役割について，ユネスコ

の「ミュージアムとコレクションの保存活用，そ

の多様性と社会における役割に関する勧告」（2015

年）では，「ミュージアムは，不平等の拡大や社会

的絆の崩壊につながるような大きな変革に直面す

る際に共同体（communities：以下，コミュニティ

（注 1））を支援することができる」ことや，「ミュー

ジアムは，恵まれない立場のグループを含め，す

べてに開かれた，あらゆる人々の身体的・文化的

アクセスを保証する場であるべきである。ミュー

ジアムは，歴史的，社会的，文化的，科学的な課

題を省察し討議する場になりうる。ミュージアム

はまた，人権とジェンダーの平等への敬意を育む

べきである」ことが明記されている（ユネスコ，

2015（注 2））。現在，新型コロナウイルスのパンデ

ミック（世界的大流行）の中で，前述の「世界各地で，

不平等の拡大や社会的絆の崩壊につながるような」

状況に直面しているともいえるだろう。この中で，

ミュージアムは，「コミュニティを支援」すること

ができているだろうか。世界各地で，ミュージア

ム自体も存続の危機にさらされている館が少なく

ない（ユネスコ，2020）中，積極的に「コミュニティ

を支援」している館もあれば，その活動自体が難

しい状況にある館もある。

ユネスコの同勧告では，「コミュニケーション

もミュージアムの主要な機能の一つである」と

し，「ミュージアムは，社会において積極的な役

割を演じるためにあらゆるコミュニケーションの

手段を活用すること，たとえば，一般市民向けの

イベントの企画，関連する文化活動への参画，物

理的（physical（注 3））またデジタル（digital）な

形式の両方を用いて市民と相互交流することなど

を，奨励されるべきである」としている（ユネス

コ，2015（注 4））。日本においては，2020 年 2 月，

3月以降のコロナ禍での学校の長期休校やミュージ

アムの長期休館を契機として，「おうちミュージア

ム」（渋谷，2020）など，デジタルツールを用いた

オンラインでの発信が，これまで以上に全国的に

急速に広まった。同時に，ミュージアムのスタッ

フ同士の情報共有においても，お互いに移動して

研究会等を開くことが困難な状況において，SNS

を活用した「ミュージアムの新型コロナウイルス

対応情報共有」グループの立ち上げや Zoom（注 5）

を活用した「Covid 19 Museum Online Café」（髙尾・

鬼本，2020；鬼本ほか，2020）のほか，「おうちミュー

ジアム」でのつながりから生まれた「おうちミュー

ジアム交流会」など，オンラインでの交流が積極

的に企画・開催されている。これまでに経験した

ことのなかった外出自粛やミュージアムの長期休

館などが契機となって，このようなミュージアム

ミュージアムが姿・形を変えてあらゆる人々のところに飛び込んでいくためのミュージアムが姿・形を変えてあらゆる人々のところに飛び込んでいくための

一提案：物理的（フィジカル）形態とデジタル形態を組み合わせて一提案：物理的（フィジカル）形態とデジタル形態を組み合わせて

大阪市立自然史博物館 外来研究員 島 絵里子
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同士のオンラインでの横のつながりづくりがすす

んだことは，困難な状況下に生まれた，デジタル

ツールを活用した前進といってよいだろう。

　また，緊急事態宣言下等で多くの人々が外出自

粛を経験したことは，「外出できない」状況下に

ある人々に思いを寄せたり，共感したりする土壌

も育んだように感じている。筆者が担当している

大学の博物館教育論での授業や博物館実習では，

2020 年は例年よりも，「あらゆる人々へのアクセス

の保障」について，より多くの共感や，アクセス

保障をするための考えなどが，学生から寄せられ

た。また，前述のミュージアムスタッフ間の交流

会などでは，ミュージアムのスタッフからも，「お

うちミュージアム」の取り組みや，オンラインで

の観察会などプログラム実施をすることで，何ら

かの事情で博物館への来館が困難な状況下にあっ

た方々も，プログラムに参加することができるよ

うになったなど，オンラインでの取り組みをすす

めたことによる「あらゆる人々へのアクセスの保

障」面での前進が報告された。一方で，デジタル・

デバイド（注 6 ）の問題も議論されている（注 7）。

　「あらゆる人に」，「すべての人に」というメッセー

ジは，1948 年に国連総会で採択された世界人権宣

言にも書かれている。

「すべて人は，自由に社会の文化生活に参加し，芸術を

鑑賞し，及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利

を有する。」（国際連合，1948）

SDGs においても，地球上の「誰一人取り残さな

い（No one will be left behind）」ことを誓っている

（https://www.unicef.or.jp/sdgs/concept.html，2021．2．

27 参照）。「誰一人取り残さない」ためにミュージ

アムは何ができるのか。ユネスコ勧告（2015）と

あわせて，考えていきたい。

〇「場」としてのミュージアム

「場」としてのミュージアムにも着目したい。「多

様な文化が相互理解と信頼に基づき啓発しあう場」

（Besterman，2011）であり，「私たちが実際に生活

しているこの社会につながるすべての問題を議論

するための場所である」（アンダーソン，2020）こ

とを期待されているミュージアム。来館すること

が困難な状況下にある人々と共にこのような場を

共有するには，どのような方法が考えられるだろ

うか。

　自宅や病院などで長期療養中の人々へ思いを寄せ

る際には，「ケアする人のケア」においてミュージ

アムができることについても考えたい。「病院がプ

ラネタリウム」活動を行っている「星つむぎの村」

共同代表の高橋真理子氏は，著書『すべての人に

星空をー「病院がプラネタリウム」の風景』（2020）

の中で，在宅療養中のお子さんをもつ女性の，「体

制が整えば整うほど元いた社会が遠くなり，支援さ

れればされるほど孤独になる，という中でどうした

らいいのかわからなくなってしまいました」という

思いを紹介している（pp．98－ 100）。もしもミュー

ジアムが人々のところに飛び込んでいけたとして

も，それが，あるコンテンツを届けただけ，あるモ

ノを届けただけでは，このような孤独感は解消され

ることはないだろう。届いたコンテンツやモノで親

子や家族のコミュニケーションが増えるのは素晴ら

しいことだが，それだけではなく，「ケアする人の

ケア」をいかに行うかについても，思いを馳せたい。

以前，盲ろう者（注 8）に博物館体験についてイン

タビューさせていただいたときに，「同じ時間に，

同じ空間で，経験を共有することの大切さ」をおし

えていただいた（Shima et al. 2018）。前述の女性は，

「一緒に星を見ようよ」と高橋さんらに声をかけて

もらえたことが，代え難い希望だったと語っている

（前掲 高橋，2020）。モノやコンテンツを提供する

だけでなく，様々な人々が集まり，安心して語り合

える場をもつことも，ミュージアムの社会的な役割

として期待される。



129

〇モノを展示する教育機関であるミュージアムが，

姿・形を変えて人々のところへ飛び込んでいくには

鶴田総一郎氏は 1956 年に著作「博物館学総論」（鶴

田，1956）の中で，博物館の基本的要素を「もの・

ひと・ところ（ば）」とし，基本的機能を「資料収

集・整理保存・調査研究・教育普及」の四つとした。

この考え方は，今日もなお日本の博物館学の基礎と

なっている（浜田，2012，p．19）。博物館は「博物

館資料という「もの」を媒介とし，それを置く博

物館施設「ところ」を利用して，博物館職員（学芸

員）が利用者である「ひと」に働きかける場である

といえ，「もの」と「ひと」とを結びつける「とこ

ろ」なのである」（浜田，2012，p．8）ということを，

学芸員を志す多くの人々が博物館学で学んできた。

それから 65 年。「もの・ひと・ところ（ば）」に加

えて，小川義和氏は，「コト」も重視する思考を提

案している。たとえば，「新型コロナウイルス感染

拡大に関連する出来事は，「コト」として多くの人々

に記憶され，「モノ」として博物館に記録，集積さ

れる」という（小川，2020a，pp．2－ 3）。そして，「博

物館は，人々が継承する文化を裏付ける有形・無形

の「モノ」を収集・保管し，人々が文化を「コト」

として共同体で共有し，世代をつないで継承してい

くことを支援する場」であり，「博物館は，文化を

継承するための事業を行い，人々の出会いの機会を

つくり，人と人をつなぎ，人々の経験と知見を共有

できるプラットフォームとしての役割を果たし」，

「普段博物館や美術館を訪問しない，または訪問で

きない人々と一緒に価値をつくることを目指す，社

会的包摂や多文化共生に根ざした活動」でもあると

述べている（小川，2020b，p．19）。この小川氏の

提案においては，「コト」という新たな言葉が，鶴

田氏のいう博物館の基本的要素に加わった一方で，

「モノ」を重要視する考えに変わりはない。

　「モノに語らせる」とは，博物館の学芸員からよ

く聞く言葉である。それは，「モノ」を重視するこ

とが，博物館を博物館たらしめるゆえんだろう。

佐久間大輔氏は，著作「博物館におけるデジタル

メディアの可能性－ステイホーム期間中の取り組

みで学んだこと－」（2020）の中で，「2020 年の春，

コロナ対策の一環として，大学の講義はオンライ

ン一色となりました。一方の博物館は，大学のよ

うに全面的なオンライン教育を展開してはいない

ように感じます。それは，博物館がモノを展示す

る教育機関だという強い自負があるからかもしれ

ません。」と述べ，「博物館はリアルなモノから離

れて教育活動が可能なのでしょうか？」，「博物館

ならではのコンテンツとは何でしょうか」と問い

かけている（佐久間，2020，pp．301 － 305）。

　このように，2020 年以降のパンデミック下で，

日本のミュージアム界においても，「普段博物館や

美術館を訪問しない，または訪問できない人々と

一緒に価値をつくること」（小川，2020b，p．19）

が真剣に考えられ，そして，デジタル形態を活用

したミュージアムならではの活動とは何かという

ことの試行錯誤や議論が行われているといえるだ

ろう。

〇変革するミュージアム

　2020 年から 2021 年にかけてコロナ禍という厳し

い時期を経験したことで，2021 年はミュージアム

にとって変革の年になるということを，アメリカ

にあるアーツ・アンド・マインド共同設立者のキャ

ロリン ハルピン - ヒーリー氏（2021）は述べている。

また，イギリスにあるウェールズ国立博物館長の

デイビッド・アンダーソン氏も，コロナ後のミュー

ジアムについて以下のように提案している。

「新型コロナ後に公共サービスの在り方を再構築する

際，私たち博物館は，文化を再考し民主化することで，

社会正義と社会変革のための重要な役割を果たす必要

があります。2020 年から 2021 年にかけて，多くの

博物館はこのコロナ禍という厳しい時期を経験したこ
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とで，どのようにしたら革新を引き起こすことができ

るのかということを学びました。こうした現在の土台

の上に，私たち博物館は自身の将来を築いていく必要

があるのです。」（アンダーソン，2020，p.87）

本稿においては，フィジカルとデジタルをかけあ

わせた取り組みが，あらゆる人々にミュージアム

が開かれる一助となり，誰もが共に学ぶことので

きる変革への一歩となることを願い，執筆をすす

める。現在の様々な事例を紹介しながら，ミュー

ジアムが姿・形を変えてあらゆる人々のところに

飛び込んでいくための提案を行いたい。

一方で，長期休館後の再開館以降は，感染予防

対策をとりながらの開館・運営にかかる業務量の

増加も重なり，予算と人員が限られる中で，オン

ラインでの取り組みの併走は難しいという声も聞

かれている。ミュージアムが新たな機能を積極的

に取り込むためには，新たな条件付与（人員・設備・

予算）が必要だと佐久間（2019）は指摘している。

前述のハルピン - ヒーリー（2021）も，オンライン・

プログラムを進めるにあたっては，あらたに技術

関連経費が発生することや，オンライン・プログ

ラム作成に要する時間やエデュケーター技術講習

は，経費を大幅に押し上げていることを報告して

いる。ミュージアムがフィジカルとデジタルをか

け合わせた取り組みをすすめていくためには，人

員・設備・予算投資についても，議論をすすめて

いく機会が望まれる。

〇本稿の構成

　本稿では，ミュージアムが姿・形を変えて，あ

らゆる人々のところに飛び込んでいくための方法

の一つとして，物理的（フィジカル）とデジタル

両方の形態をあわせて用いることを提案したい。

物理的形態とデジタル形態，それぞれを用いた手

法はこれまでも各館で実績が重ねられてきたが，

この両者を共に効果的に用いることで，これまで

アクセスが困難であった人々に，よりミュージア

ムの資源を活用してもらいやすくなることを願う。

大切なのは，その両方の形態を用いることで，人々

にどのようなコミュニケーションが生まれ，どの

ような経験が共有されるのかということと，そこ

でミュージアムはどのような役割を果たしたいの

か，ということであろう。それは，「コミュニティ

を支援」するというユネスコの勧告（2015）や，「誰

一人取り残さない」ことを誓う SDGs と重なるかも

しれないし，それぞれのミュージアムの使命であ

るかもしれない。そこで，本稿の構成として，ま

ず，フィジカルとデジタルそれぞれの，いくつか

の館の取り組みやその魅力を概観したうえで，フィ

ジカルとデジタルをかけあわせた新たな取り組み

を紹介し，変革の年といわれる2021年以降のミュー

ジアムの活動について思いを巡らせたい。本稿の

構成は以下のとおりである。

（ⅰ）「おうちミュージアム」などミュージアムの

オンライン発信の魅力

（ⅱ）物理的（フィジカル）形態：モノと人でミュー

ジアムを届ける

①　体験学習キットや，オリジナル図書・絵

本などの販売

②　貸出標本・貸出資料の活用

③　出張授業，出張ワークショップ：人とモ

ノとでミュージアム体験の場をつくり出

す

④　郵便や電話でのやりとり

（ⅲ）物理的（フィジカル）形態とデジタル形態を

かけあわせた取り組み

①　「星の寺子屋」の事例から

②　森美術館 「Meet the Artists」第 1 弾 山本

高之「アート・ラーニングふれあいラボ」

の事例から

③　切手の博物館 おうちミュージアム「おう

ちで切手はり絵」の事例から
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④　INAX ライブミュージアム「光るどろだ

んごキット」と YouTube 動画の事例から

⑤　Giga 構想と iPad 一人一台配布下での提

案

・「おうちミュージアムアプリ」の提案

・利用者側からの発信と，利用者同士・

利用者とミュージアムの交流を

⑥　AI やロボット活用の提案

（ⅳ）場づくり

〇尼崎市「オンライン公民館」の実践事例

〇「COVID-19*Museums Online café」の実践

事例

〇東京都美術館における実践事例：対面とオ

ンラインを組み合わせたブレンディッド・

ラーニング

2．ミュージアムが姿・形を変えてあらゆる人々の

ところに飛び込んでいくには

（ⅰ）「おうちミュージアム」などミュージアムの

オンライン発信の魅力

「おうちミュージアム」は，新型コロナウイルス

感染拡大により 2020 年 2 月末から全国各地の小・

中学校や幼稚園等が臨時休校・休園になったこと

を受けて北海道博物館が始めた企画である。ミュー

ジアムに来館してもらうことは叶わなくても，こ

れまでの研究や展示，行事などでおこなってきた

ことを生かして，自宅で過ごす子どもたちが楽し

く学べるコンテンツをオンラインで提供する取り

組みであり，その後全国のミュージアムにひろが

り，2020 年 8 月時点で 215 のミュージアムが参加

している（渋谷，2020）。筆者自身が子どもと一緒

に「おうちミュージアム」などミュージアムのオ

ンライン・コンテンツを活用した経験から，一利

用者からみたその魅力を以下のようにまとめた。

①　家でも，どこでも，いつでも，好きなときに体験で

きる

②　好きな場所で，リラックスして，自分たちのペース

でできる

③　いま家にある材料で or 届いた / ダウンロードした材

料で，できる（工作など）

④　自分だけでは作れない，面白い，かっこいいものが

作れる

⑤　日本各地の，これまで知らなかった / 行ったことの

ないミュージアムの「おうちミュージアム」が体験

できる

→・北海道から沖縄まで，そして海外のものも含めて，

いろいろな博物館のコンテンツをオンラインで体

験できる

・館内を探検しているようなシーンがあると， いつ

か行ってみたい気持ちがますます募る

⑥　ミュージアム同士がつながって発信

→・一つの館だけではできない，つながる発信

以下に，筆者が親子で体験した「おうちミュー

ジアム」等，ミュージアムのオンライン・コンテ

ンツやプログラムのいくつかを紹介していきたい。

a．釧路市こども遊学館　おうち de あそぼう！遊

学館　動画配信

https://www.youtube.com/channel/UCEq1K2zkrY-

8u_nZaW5uf0A/videos

　釧路市こども遊学館では，「おうちミュージアム」

として「おうち de あそぼう！遊学館」という動画

配信を行っている。フルーツ飴を作ろう，新聞紙で

あそぼう，廃材で楽器をつくってあそぼう，牛乳パッ

クであそぼう，などの動画で，学芸員さんの実演も，

子どもを惹きつける魅力的なものである。いずれの

動画コンテンツも，何かを作る（工作）だけではな

くて，作ったものを使って，室内や野外であそぶこ
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とができたり，作ったフルーツ飴を家で美味しく食

べられたりすることが魅力的だった。2020 年春の

学校の長期休校中，家で過ごす時間が長い中で，親

子で動画コンテンツを見ながら，初めてのことに挑

戦するというのは，親子の会話もはずみ楽しい時間

であったし，たとえば，作った紙ブーメランを野外

で飛ばすなど，おうちミュージアムのコンテンツを

ただ画面の前で視聴だけではなく，作ったものを

使って体を動かしてあそぶことができるということ

が，魅力として感じられた。

b．山梨県立科学館　おうちで科学館を楽しも

う！　 動 画 配 信　https://www.kagakukan.pref.

yamanashi.jp/movie/

山梨県立科学館では，「おうちミュージアム」と

して，実験工作や天文系の動画や，ミニコラム，

資料を配信している。2021 年 3 月現在，実験工作

の動画が 15 本，天文系の動画が 8 本，ミニコラム

などのよみものが 10 本，天文ボランティアによる

天体写真ギャラリーが 9 個公開されている（https://

www.kagakukan.pref.yamanashi.jp/movie/#read，2021．

3．14 参照）。筆者は，親子で，おもしろ実験工作

の「アタッチメント式空気砲」と「ぱっちん！クラッ

カー」を体験した。「ぱっちん！クラッカー」にお

いては，工作だけではなく，どうして音が聴こえ

るのかについて，該当する館内の展示とそのメッ

セージも，動画内で伝えている。また動画の始めに，

工作の材料が写真と共に大きな文字で明示されて

いる。さらに，イラストや文字も併用して，音声

が聞こえなかったとしても伝わりやすいよう工夫

して作成されている。

c．豊田市自然観察の森　おうちミュージアム　ク

ラ フ ト コ ー ナ ー　http://toyota-shizen.org/

contents/281kraft.html

　おうちミュージアム　クラフトコーナーの Web

ページから工作シートがダウンロードできる。カ

エルやカマキリといった生き物の，三面を動かせ

るメンコを作ることができる。子どもは，この作

成を楽しんだのち，ダウンロードしたシート以外

にも，自分で，カルガモが卵のとき，ヒナのとき，

大人になったときという変身メンコを自分で考え

て，自分で撮った写真や図鑑を見ながら作成した。

自分自身の普段の生活での経験が，おうちミュー

ジアムの体験によってさらに引き出され，発展し

て形になった事例といえるだう。

d．INAX ライブミュージアム「光るどろだんごキッ

ト 」　https://www.care-goods.lixil-online.com/

house/ilm/21-10-LM-0141/

「光るどろだんごづくり」では，やきもの用の「粘

土」を材料に，削り，色をのせ，磨いて，光る土

の球体に仕上げていく。INAX ライブミュージアム

内の土・どろんこ館での「土の体験教室」の一つ

で あ る（https://livingculture.lixil.com/ilm/clayworks/

experience/，2021．3．21 参照）。

ミュージアムを直接訪ねることができなくても，

LIXIL 公式オンラインショップから，「光るどろだ

んごキット」を購入して，自宅などでも作ることが

できる（図 1）。作り方の動画が，INAX ライブミュー

ジアムのホームページ上に掲載されている（https://

livingculture.lixil.com/clayworks/clayworksentry/2020/，

2021．3．21 参照）。普段はできないことをできる

わくわく感，特別感がある。注文する時も，キット

が届いた時も，箱を開ける時も，つくる時も，うれ

しいシーンが何度もあった。完成後も，できあがっ

たものを家に飾って鑑賞を楽しむことができる。

e．ミュージアム同士のつながる発信

〇旭山動物園・沖縄こどもの国動物園とのコラ

ボインスタライブ 　https://www.youtube.com/

watch?v=mhvvcUcnclY
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　 旭山動物園では，SNS やスマートフォンアプリ，

Web コンテンツを活用して積極的な発信を継続し

ている。SNS では，公式 Facebook，公式 Twitter，

公式 youtube，公式 Instagram をもち，動物やイベ

ントなどの 新情報を発信している。

　2020 年 5 月 24 日には，旭山動物園と沖縄こども

の国動物園との初めてのコラボ インスタライブが

生配信された。動物園スタッフが園内の動物の様

子や魅力などを案内していく中，北海道と沖縄が

つながって会話しているというのも見ていて面白

かった。リアルタイムならではのドキドキ感があ

り，また，視聴者がリアルタイムでチャットに打

ち込んでいく色々な書き込みも見ていて面白かっ

た。その場ですぐに，気になったことを図鑑で調

べられるというのも，家で参加しているからこそ

できることだろう。

〇めざせ日本一周！サイエンスショーリレー動画

配信　http://www.civic.jp/science/?p=990

様々な科学館が，実験動画をリレーのように繋

ぐ「めざせ日本一周！サイエンスショーリレー」。

2020 年 7 月 23 日から 8 月 29 日までの間，フラス

コを投げる・受け取るのリレー形式で，次々と，

全国の 23 の科学館が，実験動画を繋いでいった（図

2）。視聴する側としては，日本各地を移動してい

く感覚で，いろいろな館のサイエンスショーが見

られて楽しかった。1 つの館だけではない，複数の

館のつながる発信の魅力といえるだろう。

（ⅱ）物理的なツールでミュージアムを届ける

　来館が困難な状況下にあるときに，ミュージア

ムのオンライン発信（オンライン・コンテンツや

プログラムなど）を活用するほかに，ミュージア

図 1．図 1．INAX ライブミュージアム「光るどろだんごキット」．（INAX ライブミュージアム提供）．
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ムを体験するにはどのような方法があるだろうか。

特に，ミュージアムだからこそ扱っているような

資料にさわったり，間近で観察したりする機会に

は，どうすると出合えるのだろう。来館しなくて

も，モノに直接さわったり，自分自身の手や体を

動かす活動や体験に参加できるようにするために，

ミュージアムはどのようなことができるのだろう

か。ここでは，物理的（フィジカル）形態でミュー

ジアムを届ける方法や事例をみていきたい。

①　ミュージアムの体験学習キットや，オリジナ

ル図書・絵本などの販売

　ミュージアムのグッズや図録などをオンライン

で購入できるミュージアムショップが複数ある。

たとえば，国立科学博物館（以下：科博）のミュー

ジアムショップでは，常設展の展示案内書籍『地

球館ガイドブック』，『日本館コンセプトブック』や，

科博のオリジナル雑誌である『ミルシル』などの

ほか，科博オリジナルペーパーモデル『折りたた

める！ミジンコ』，『飛び出す！温帯低気圧』，『つ

ながる！コウジカビ』などが購入できる（https://

www.infoparks.jp/kahaku/，2021．3．14 参照）。

　大阪市立自然史博物館には，友の会ネットショッ

プがあり，オリジナルグッズや，ミニガイド，特

別展解説書，博物館友の会会誌「Nature Study」，自

然観察道具など，大阪市立自然史博物館にまつわ

る様々なものが購入可能である（https://omnh-shop.

ocnk.net/，2021．3．14 参照）。本稿では，オリジ

ナルグッズのいくつかを紹介したい。『セミ下敷き』

は，大阪にすむセミのぬけがらのかたちや大きさ，

図 2．図 2．「めざせ日本一周！サイエンスショーリレー」に参加した全国の 23 科学館 .（実
施館リスト（http://www.civic.jp/science/ めざせ日本一周！サイエンスショーリレー
%E3%80%80 投稿 /，2021．3．14 参照）をもとに作成 . 名古屋市科学館とでんきの
科学館は近隣であるため表示上，重なってみえる .）
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また鳴きごえの特徴などの情報を，実物標本の写

真とともに掲載している。野外観察時には下敷き

として，また，セミの観察図鑑として使用できる。

『どんぐりバンダナ』は，14 種のどんぐりの葉や実

のイラスト，学名をプリントしたものである。オ

レンジ×ダークグリーン，ライトグリーン×ダー

クグリーンの 2 つの色合わせがあり，選ぶことが

できる。『ひっつきむし付箋』は，ひっつきむし「ラ

イオンゴロシ」「オオオナモミ」がしっかりひっつ

くインデックス付箋であり，本や手帳に「ひっつ

けて」使うことができる。これらはいずれも，大

阪市立自然史博物館の学芸員が監修しており，『ど

んぐりバンダナ』と『ひっつきむし付箋』は，大

阪自然史センター（注 9）が企画・制作している。

ミニガイドも，魅力的なものが多い。たとえば，「ミ

ニガイド No.23「ナガスケ - おおさかのうみでみつ

かったクジラのおはなし -」」は，大阪市立自然史

博物館の入口ポーチにゆったりとたたずむ大きな

クジラのホネである「ナガスケ」が博物館にやっ

てきたときのお話の絵本である（図 3）。

②　貸出標本・貸出資料の活用

　ミュージアムには，学校や団体向けに標本や資料

を貸出しているところが数多くある。国立科学博

物館編著『授業で使える！博物館活用ガイド　博

物館・動物園・水族館・植物園・科学館で科学的

体験を』（2011）には，巻末に，全国のミュージア

ム 290 館の，学校向け展示プログラムや貸出教材

についての情報が掲載されている。これは，国立

科学博物館が 2010 年 11 月に，全国科学博物館協

議会，全国科学館連携協議会，日本動物園水族館

協会，日本植物園協会（学校および薬用植物園除く）

に加盟している施設に行ったアンケートで，回答

および掲載を承諾した館の情報である。この中に，

[ 学校向け貸し出し教材について ] という項目があ

り，貸出教材の有無や，種類，貸出している対象

図 3．図 3．大阪市立自然史博物館ミニガイド No.23 『ナガスケ～おおさかの うみで みつかった クジラの おは
なし～』．
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地域，使用料の有無，送料の負担，その他貸出条

件の有無などが掲載されている。2010 年当時，貸

し出し教材のあるミュージアムは 290 館のうち 145

館であり，その種類（内容）は，視聴覚資料（写真，

図書，PC ソフト，ビデオ，DVD など），動物標本，

その他の標本（岩石など），実験器具，植物標本の

順に多かった（注 10）。その後，国立科学博物館で

は学習用標本貸出事業が終了したが，現在も他の

多くのミュージアムで標本や教材の貸出事業が行

われている。

　たとえば，千葉県立中央博物館には，3 つの貸

出キットがある（http://www2.chiba-muse.or.jp/www/

NATURAL/genre/1517800292676/index.html，2021．

3．20 参照）。「昆虫標本作製キット」，「生命と大地

の歴史を体感する化石キット」，「人類進化学習キッ

ト」である。いずれも，学校の授業だけでなく，

教員研修や，公民館でのイベントなどにも利用さ

れている。千葉県内だけでなく，県外でも利用可

能だ。「昆虫標本作製キット」には，「理科編」と

「国語編」がある。理科編には，昆虫標本作製のた

めに必要な道具および，昆虫標本のつくり方テキ

ストと，昆虫標本のつくり方ビデオ（DVD）が入っ

ている。「国語編」は，中学 1 年生用国語教科書に

掲載されているヘルマン・ヘッセ作「少年の日の

思い出」の授業に使用することを想定した教材キッ

トである（図 4）。作品の中に登場するチョウの実

物標本（キアゲハ，コムラサキ，ワモンキシタバ）

と壊れてしまった美しいガ（クジャクヤママユ）

の模型，昆虫標本作りに使う展翅板などの道具が

セットになっている。実物を使用した授業を行う

ことで，主人公の心の動きについての理解を助け

ることをねらいとしている。「生命と大地の歴史を

体感する化石キット」は，教科書でもよく取り上

げられる代表的な化石や，生命の歴史や地球の歴

史を理解するためにとくに重要な化石の貸出キッ

トである。時間的な余裕をもって申し込めば，授

図 4．図 4．千葉県立中央博物館 貸出キット「昆虫標本作成キット　国語編」（千葉県立中央博物館 提供）．
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業での使い方の相談や，専門の研究員が出向いて

解説することも可能であり，さらに発展的な学習

の希望があれば，ラインナップ以外の化石の貸出

も可能だという。基本セットには，三葉虫エルラ

シアやアンモナイト，トウキョウホタテガイなど

の化石の実物標本が 14 点，ティラノサウルスの歯

などのレプリカが 4点ある。

③　出張授業，出張ワークショップ：人とモノと

でミュージアム体験の場をつくり出す

　貸出標本や貸出資料は，宅配便等での送付が可

能であり，また，学芸員も出向いて，ミュージア

ムの出張授業や出張ワークショップなどが行われ

てきた。たとえば，国立科学博物館では 2018 年

に試行的事業として，学習用標本貸出 化石 D セッ

ト（点字の解説シート入り　※国立科学博物館学

習用標本貸出事業は終了した）を用いて，東京都

立八王子盲学校にて出張授業を行った（島・岩崎，

2020）。生徒たちが普段過ごしている学校内で，い

つもの学習環境下で，ミュージアムの標本等にさ

わったり間近で観察しながら，生徒同士で感想を

共有しあったり，標本をとおしてたとえば大昔の

生き物に思いを馳せたりできるのが，貸出標本等

を用いた出張授業の利点の一つだろう。生徒たち

の様子や感想からは好感触がうかがえ，また，盲

学校の教員からは，貸出標本を用いた授業を行っ

たことで，生徒たちの博物館見学へのモチベー

ションが高まったという声をいただいた。一方で，

ミュージアムの貸出標本の存在を今回初めて知っ

たという学校教員の声も聞かれ，貸出標本の存在

など，ミュージアムの活動情報が人々に届くよう

に発信することの重要性をあらためて感じた。

大阪市立自然史博物館と大阪自然史センターで

は，積極的に出張「子どもワークショップ」を行っ

ている。『はくラボ通信 Vol.4』（大阪自然史セン

ター，2019）には，2012 年以降の出張ワークショッ

プが特集されており，本稿では，その中からいくつ

かのワークショップを紹介したい。2014 年 11 月に

は，大阪市立大学附属病院の小児科病棟に入院中の

子どもたちに，ワークショップ『はりはり恐竜はり

絵』が実施された。「アロサウルスの歯のレプリカ

やステゴサウルスの実物大の背板パネルにさわって

もらったり，恐竜が化石になって発見されるまでの

紙芝居を見ながら，どんな模様の恐竜がいたのかみ

んなで想像しました。その後，思い思いの恐竜をは

り絵で表現。なかなかお外に遊びに行くことができ

ない子どもたちにも楽しみながら，自分の興味や好

きなことを見つけてもらえたらという思いで実施し

ました。」という。そのほか，池田市立五月山動物

園での「ワラビーのポケット」，「こんにちはポニー

さん」，「イノシシ絵まきもの」や，熊取図書館での

「おしえてハカセ！化石クリーニング」や「びっく

り！むしムシ親子」など，様々な場所で多くのワー

クショップが実施されている。記事には，スタッフ

の出張ワークショップへの思いー「子どもたちに会

いに行く，それが出張ワークショップの大きな愉し

みの一つ」－も掲載されている。

葛西臨海水族園では，来館困難な利用者を対象

とした葛西臨海水族園移動水族館事業を行ってい

る。キャッチフレーズは，「うみ，とどけます」。

2014 年（平成 26 年）4 月から 1 年半の準備期間を

経て，2015 年（平成 27 年）9月に本格的に開始した。

移動水族館班長の雨宮健太郎氏（2020）によると，

「移動水族館とは，水族園で開発，実施してきた教

育プログラムや伝える技術を活かし，水族園に来

援が難しい方々を対象に園外で行う教育普及活動」

であり，「水族園に来館が難しい方々を対象にした

というのが，この事業の特色」だという。訪問施

設は，病院（小児科や精神科），特別支援学校（盲

学校，ろう学校，養護学校），社会福祉施設（障が

い者施設，高齢者施設）であり，国や自治体が主

催または後援する，生き物や環境をテーマにした
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イベントなどにも出展している（雨宮，2020）。海

を届けるための移動水族館車は，「うみくる号」と

「いそくる号」である（図 5）。「うみくる号」（トラッ

ク）には熱帯水槽と温帯水槽があり，車の両側面

から観覧できる。「いそくる号」は，ふれあいプロ

グラム用水槽や解説用の標本・パネルなどを載せ

ている。移動水族館では，「じっくり観察！ウニ・

ヒトデ・ナマコ」，「へんてこ？ 海の生き物」，「東

京湾の干潟の生き物」などのプログラムを行って

いる（雨宮，2017）。移動水族館を実施するメンバー

は，手作りのペーパーパペットや，ぬりえ，イト

マキヒトデやヤドカリなどのオリジナルのぬいぐ

るみも作成して，生き物を観察してもらうときに

道具や教材も工夫して用いながら，プログラムを

実施している。これらは，実施「回数を重ねてい

ろいろな障がいや病気の症状の方と接しているう

ちに，だんだんヒントをもらって積み重なって」

いったものだという。また，移動水族館活動を通

して，水族館職員も学ぶことが非常に多いという

（雨宮，2020）。

駒見和夫氏は，知的障害特別支援学校と連携し

た博物館教育の意義とあり方を検討する目的で，

2012 年と 2013 年に，東京都立葛飾特別支援学校に

おいて，和洋女子大学文化資料館から博物館出前

図 5．図 5．葛西臨海水族園 移動水族館車「うみくる号」（上）と「いそくる号」（下）.（公益財団法人東京動
物園協会　葛西臨海水族園提供）．
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講座の実践を行った（駒見，2015）。また，ここで

の成果をもとに，知的障害だけではなく肢体不自

由の重複障害のある生徒に向けた博物館出前講座

に，東京都立鹿本学園の理解と協力のもとで取り

組んだ（駒見，2016）。その実践からは，「とりわ

け脳性まひの肢体不自由と知的障害を併せ有する

児童生徒の場合，実際の博物館利用はきわめて難

しい」ものであり，「博物館側がその特性を活かし

た経験を障害のある彼らに提供することにおいて，

出前講座は博物館利用以上に有益とも考えられる」

と考察している（駒見，2016）。

ミュージアムのモノ（資料）を持って，ミュー

ジアムの人（学芸員やスタッフ）が，人々のいる

場所へ，人々に出会いに飛び込んでいく。そのとき，

出張授業や出張ワークショップが博物館来館以上

に有益とも考えられる時間が生まれる可能性のあ

ることを，本稿では引き続き見つめていきたい。

④　郵便や電話でのやりとり

　コロナ禍で Zoom などの Web 会議システムなど

オンライン・ツールが多くの人々に利用されるよ

うになった反面，デジタル・デバイドの問題が指

摘されている（たとえば，荻野，2020）。一方，電

話や郵便という手段は，デジタル・ツールへのア

クセスに困難な状況下にある，または，デジタル・

ツールの利用は気乗りしないという方々へ，有効

なツールとなるだろう。

　前述のアーツ・アンド・マインズ共同設立者キャ

ロリン ハルピン - ヒーリー氏（2020）は，「オン

ラインプログラムへの参加に気乗りしないと認め

る人たち」へ，画材の入った小包や，絵のほかに

背景説明や会話を引き出す質問，創作活動のヒン

トを添えたアートカードのセットを送ったという。

また，オランダにある LAM ミュージアムでは，コ

ロナ禍での 初のロックダウン時に，「Viewphone」

（ビューフォン）というプログラムを開始した（注

11）。本稿執筆時の2021年3月現在にも，LAMミュー

ジアム ホームページのトップページの目立つ箇所

に，「VIEWPHONE」バナーがある。「VIEWPHONE」

チケットをホームページから予約すると，電話で，

一対一で，アートについて対話できるというもの。

7 歳から 107 歳までが対象である。「あなたのため

だけに，電話して，おしゃべりして，アート作品

を生き生きと表現する。ミニストーリーで，あな

たの想像力を大きく膨らませる」，「ビューフォン

は，電話をかける人によって少しずつ異なる。テ

イラーメイドの会話で，どれもユニークなもの。

会話は 15分程度。余韻にひたる時間はもっと長く，

利益は 2 倍！」という（https://www.lamlisse.nl/en/

viewphone/，2021．3．21 参照）。2020 年 4 月にアー

トネットニュース（https://news.artnet.com/art-world/

lisser-art-museum-phone-call-1837677，2021．3．21 

参照）で紹介されたあとには，フランス，エジプ

ト，アメリカ，パキスタンやイタリアからも予約

が入った。ビューフォンの反応はとても良かった

ので，電話サービスを続けることとし，現在，ビュー

フォンは年に 1 〜 2 回，短い期間で利用できるよ

うになっているという。料金はチケット 1 枚につ

き 7.5 ユーロである（2021 年 3 月現在）。「リフレッ

シュした」，「素晴らしく刺激的な会話で，とても

特別な時間だった」，「ビューフォンは貴重な体験

で，笑顔になった ... 今でも ! 期待以上の体験でした」

などの感想が寄せられている（https://www.lamlisse.

nl/en/ 2021.3.21 参照）。ここから一対一のコミュニ

ケーションの重要性と，ミュージアムが一人ひと

りを大切にしているというメッセージを感じた。

アート作品から広がる対話で，人々の世界は刺激

され，想像力が膨らみ，コロナ禍の日常からリフ

レッシュして笑顔になる。日本においても「孤立」

や「孤独」が問題となっている（後述）中で，大

変参考になる取り組みだろう。
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（ⅲ）物理的（フィジカル）形態とデジタル形態を

かけあわせた取り組み

①　「星の寺子屋」の事例から

「星の寺子屋」は，「星つむぎの村」（注 12）が，

コロナ禍における 2020 年春の学校長期休校期間か

ら開始した，毎月 1回（2021 年 4 月からは毎月 2回）

のオンライン上での子どもたちの集まりの場であ

る。開始当時は，「休校中の子どもたちや，外に出

られない療育中の子どもたちと」（高橋，2020）行っ

ていたが，学校再開後，現在（2021 年 4 月時点）も，

取り組みは続いている。「オンラインなら「病児や

障害児も参加できる」「病院の中の子どもと外の子

どもがともに活動することができる」という可能

性に気づき」，「その後，病気や障害の有無に関わ

らず誰もが楽しく学んで活動できるインクルーシ

ブな学びの場として「星の寺子屋」を運営してい

く方向が定まりました」という（星つむぎの村，

2021）。高橋真理子氏は，星つむぎの村として，「病

院がプラネタリウム」という活動を 2017 年から続

けている。著書『すべての人に星空をー「病院が

プラネタリウム」の風景』（2020）の中で，以下の

ように紹介している。

　「「病院がプラネタリウム」は，主に，長期入院を

している子どもたちや難病児者と，その家族のもと

へ出向き，星を届ける活動である。「病院」のみなら

図6．図6．第13回「星の寺子屋」（オンライン開催）に参加する子どもたちに送付された「パステルアート」キット．
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ず，難病の子どもたちを支える施設やデイサービス，

当事者の会，特別支援学校などにも出向いている。

こども病院や小児病棟で，半年や数年という長

い期間「暮らす」子どもたちや家族。その家族と一

緒の時間を過ごすことが難しいきょうだいさん（注

13）。重症心身障害者棟に「暮らし」ている利用者さ

ん。難病を抱えながら在宅療養中の方々。

こういった存在は社会の中であまり知られていな

いのが実情だ。なぜならば，彼らの生活が，その施

設や自宅の中でおさまってしまいがちだからである。

彼らの多くは，外出することが難しい。一生のうちで，

星空を見たことがない子どもも大人もいる。

だからこそ，私たちは，普段できない体験として

の星空を届ける。」（p.17）

　「星の寺子屋」では，高橋氏が「病院がプラネタ

リウム」活動で出会った，長期入院中の子どもや，

難病を抱えながら在宅療養中の子どもたちと，星

つむぎの村の Web サイトや SNS などで「星の寺子

屋」を知った子どもたちとが，一緒に，星にまつ

わる活動 ... 季節の星座ビンゴあそびや，プラネタ

リウムカードづくり，英語あそびなどをして，一

時間半程度を過ごしている。活動でおこなう工作

の材料などは，事前に，星つむぎの村から郵送さ

れる。たとえば，「ポップアップカードのプラネタ

リウムづくり」のときにはポストカード・プッシュ

ピン・LED ライト，「パステルアート」のときには，

パステル・はがき（2 種）・茶こし・消しゴム・星

のシール・星座の絵プリント（図 6）が，子どもた

ち一人ひとりに届いた。こうすることで，活動時

には，PC やタブレットの画面越しに，子どもたち

が同じ材料を手にもち，共にわいわいと，失敗し

たり，うまくいったりしなら工作をしていく。また，

会の始まりには毎回，自分の名前や，自分の星座，

好きな星座，住んでいるところ，今はまっている

こと，好きなことなどを紹介しあう。開始から約 1

年たつが，毎月継続して参加しているメンバーが

多く，「今はまっていること，好きなこと」が成長

につれ変化していく様子も，この自己紹介の時間

から伝わってくる。一時間半の間には，毎回，5 分

～ 10 分程度の休憩時間があるが，この時間も，子

どもたちの楽しみの時間になっているようだ。各

自，いま自分が好きなこと， 近作ったものなどを，

高橋さんや星つむぎの村のスタッフ，参加してい

る子どもたちへ，自由にお話する。つくったお料

理やお菓子を見せたり，近くの公園でつかまえて

きて飼育している昆虫を見せたり，作成中のかる

たを見せたり…。休み時間や，会の開始・終了前

後の自由時間の，たわいもない会話ややりとりが，

かけがえのない時間になっているかもしれないこ

とを感じる。筆者の子どもも参加しており，毎月

継続して参加できることで，離れていても，直接

会ったことはなくても，ともに星を好きになった

り，星とは全然違う，自分の好きなことを紹介し

あったり，工作したり，なんだか安心して過ごせ

る時間になっていると感じている。

　高橋氏は前掲の著書で，「私たちが今いるこの社

会は，ほんとうの意味の共生社会であるかどうか

というと，むしろ多くの分断が起きているといわ

ざるを得ない。いわゆる「障害」を持つとされる

子どもたちは，支援という名のもとに，それ以外

の子どもたちと交わって生きていく機会を奪われ

ているのが現状だ。」と述べるとともに，「想像力

を持つ」ことの重要性を語っている（高橋，2020，p．

59）。星の寺子屋は，普段の生活では会えない子ど

もたちが集まり，共にあそび，なにげない時間を

共有する ... オンライン上ではあるけれども，同じ

時間に，画面越しに，思いと経験を共有する貴重

な機会になっているといえるだろう。また，「オン

ラインのおかげでお互いにマスクをはずして，安

心して活動ができた」（星つむぎの村，2021）こと

も報告されており，コロナ禍でも，オンラインだ
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からこそ，入院中の子どもも，在宅療養中の子ど

もも集まって，共に同じ時間を過ごす場をつくり

出すことができているといえるだろう。

②　森美術館 「Meet the Artists」第 1弾 

山本高之「アート・ラーニングふれあいラボ」

の事例から

　森美術館では，新しいプログラム・シリーズ

「Meet the Artists」を 2020 年 8 月から開始した。毎

回，アーティストやキュレーターとオンラインで

出会い，自分たちの言葉で直接語り合うことがで

きるという。「美術館空間でのアート作品とのリア

ルな体験と並行し，オンラインで出会えるアート

体験を充実させていきます。現実の空間で充分に

体感できない分，一緒に想像力で世界を広げてい

きましょう。」と呼びかけている（https://www.mori.

art.museum/jp/mamdigital/03/，2021．3．21 参 照 ）。

2021 年 2 月 27 日には，6 歳から 14 歳の子どもた

ちを対象として，山本高之「アート・ラーニング

ふれあいラボ：なまはげと生きる 2」が実施され

た。テーマは，「他者への想像力をやしなう」。「コ

ロナウイルス感染症拡大防止のための緊急事態宣

言により人との繋がりの機会が様々な形で制限さ

れている中，他者の痛みについて考える経験を通

してコロナ以後の世界を生きる力を養います。」と

いうものであった。当日の活動は，「1. なまはげに

ついて知る。2. なまはげが毎年訪れる地域の子ど

もたちのことを想像し，次のなまはげ訪問の際に

役立つものを考えて制作する。3. 「2.」でつくった

制作物の解説と子どもたちへのビデオレターを撮

影する」，そして，終了後には，「4. なまはげが毎

年訪れる地域の子どもたちにワークショップの成

果物を送り，交流する。」が予定されている（https://

www.mori.art.museum/jp/learning/4582/，2021．3．21 

参照）。このプログラムでは，オンラインでの活動

から，実世界とのつながりが生まれている。子ど

もたちは，自分たちの手元で，自分自身が制作し

たものを，実際に，年に一度なまはげがやってく

る地域に暮らしている子どもたちに送る。秋田県

のその地域に暮らす子どもたちは，その制作物を

受け取り，自分の手に取り，そのうえで，それを送っ

てくれた子どもたちと，オンライン上で交流する。

物理的には，いまは直接は会えなくても，心のこ

もった制作物であるモノは，つくり手から，届け

たい相手に，実際に（物理的に）届く。その思い

を手に感じながら，オンラインでの交流が始まる。

デジタルと物理的（フィジカル）形態を組み合わ

せたからこそ生まれる交流であり，この体験・交

流を通して育まれた子どもたちの思い，想像はど

のようなものだったのだろうか。ミュージアムが

姿・形を変えて人々のところに飛び込んでいくだ

けでなく，飛び込んだ先の，物理的に離れた人々

との間に新たな交流を生み出す先駆的な取り組み

であり，今後のシリーズ展開にも期待したい。

③　切手の博物館 おうちミュージアム「おうちで

切手はり絵」の事例から

東京都の切手の博物館では，「おうちミュージア

ム」として，「家族で遊ぼう！東海道五十三次切手

すごろく」や「切手しりとり」などのコンテンツ

の公開のほか，「おうちで切手はり絵」を行って

い る（https://kitte-museum.jp/kenkyu/ouchimuseum/，

2021．3．21 参照）。これは，毎月第三日曜日に開

催していた，古切手を切り貼りしてはり絵を作る

「体験！切手はり絵」イベントが，2020 年にコロ

ナ禍で休止となったことから始まった取り組みで

ある。全部で 4 種類あるうちのどのキットを希望

するかと，切手を貼った返信用封筒を「切手はり

絵キット」係に送ると，希望の「切手はり絵キッ

ト」を届けてくれるというもの。対面のイベント

は 2020 年 9 月より二部制・入れ替え制にて再開さ

れたが，その後も，「遠方の方，外出を控えている
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方」のために，「切手はり絵キット」の送付を続け

ている（2021.3.21執筆時点）。「おうちミュージアム」

を企画・開始した北海道博物館の渋谷美月氏によ

ると，おうちミュージアムは「オンラインで行う

取組のため，利用者の顔が見えず反応がわかりづ

らいという課題を多くのミュージアムが抱えてい

る。取組の有効性の判断やモチベーションの維持

のためには，利用者からのフィードバックは不可

欠である」という。そのような中で，切手の博物

館の「おうちで切手はり絵」では，「返信用封筒を

入れて郵送申し込みする際に，手紙を同封してく

ださる利用者が多く，どのように使ってもらって

いるかを知ることができた。プレゼントとして遠

方の友人に送る方もいたことなどがわかった」と

いう（渋谷，2020）。

④　INAX ライブミュージアム「光るどろだんご オ

ンラインコンテスト 2020」の事例から

　前述の INAX ライブミュージアムでは，「光る

どろだんご全国大会」を 2008 年以降毎年開催し

ている。2020 年は，「新型コロナウイルス感染

症（COVID-19）対策をふまえ，どなたでもご自

宅から参加できるオンライン形式で実施し，「光

るどろだんごキット」をご購入の上，自慢の作品

にストーリーを添えて投稿いただくコンテストと

して開催し，応募総数 158 点の中から，10 点の入

賞作品を選出した（https://prtimes.jp/main/html/rd/

p/000000086.000015099.html，2021．3．21 参 照 ）。

初の試みとなるオンラインでのコンテストだった

が，18 都府県，2 歳から 79 歳まで幅広い地域・年

代の方からの応募があった。「作品に添えられたコ

メントから，自宅で家族と楽しく制作された様子

もうかがえ，例年の全国大会とは異なるルールの

下開催された，オンラインコンテストならではの

発見がありました」という（同 URL，2021．3．21 

参照）。

入賞作品は，作者が作品に添えたストー

リーとともに，光るどろだんごオンラインコ

ンテスト 2020 のホームページに掲載されて

い る（https://livingculture.lixil.com/clayworks/

clayworksentry/2020/）。たとえば，「「私は三姉妹の

2 番目です。いつもおかあさん，お姉ちゃん，妹と

一緒に笑っています。そのみんなの笑顔を表現し

てみました。」，「夏休みだけど，コロナで鳥取のお

ばあちゃんの家に行けません。おばあちゃんの家

で食べた大好きなスイカを思ってつくりました。」

など，制作者の添えたストーリーを読むことで，

その作品を，作者がどんな思いでつくったのか想

像することができるのが，また楽しい。届いたキッ

トをもちいて制作するだけではなく，オンライン

コンテストを通して，他の参加者の作品や思いに

触れることができるのも魅力だろう。

⑤ GIGA スクール構想と，iPad 児童生徒一人一台配

布下での提案

〇 GIGA スクール構想とは

　2019 年 12 月 13 日に閣議決定された令和元年度

補正予算案において，児童生徒向けの 1人 1台端末

と，高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備

するための経費が盛り込まれた（https://www.mext.

go.jp/content/20191225-mxt_syoto01_000003278_03.

pdf，2021．3．28 参照）。2021年3月12日には，「GIGA

スクール構想の下で整備された1人 1台端末の積極

的な利活用等について（通知）」（https:///www.mext.

go.jp/content/20210312-mxt_jogai01-000011649_002.

pdf，2021．3．28 参照）が文部科学省から出され，

2021 年 4 月から「全国のほとんどの義務教育段階

の学校において，児童生徒の「1 人 1 台端末」及び

「高速大容量の通信環境」の下での新しい学びが本

格的にスタートする見込み」であること，「経済的

な理由等により家庭に通信環境が整っていない場

合には，令和 2 年度補正予算に計上している「家
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庭学習のための通信機器整備支援」を積極的に活

用すること。また，端末の持ち帰りにより様々な

場面で ICT を活用した学習ができるよう，公民館，

図書館等の社会教育施設や放課後子供教室等の地

域学校協働活動，児童福祉施設，児童相談所等の

社会福祉施設や放課後児童クラブなど，学校や家

庭以外の様々な場所や場面での活用も踏まえて学

習支援を検討すること。」などが通知された。児童

生徒一人ひとりに端末が配布され，家庭学習のた

めの通信機器整備支援を積極的に活用することや，

端末の持ち帰りにより様々な場面で ICT を活用し

た学習ができるよう促されていることから，端末

を活用して，ミュージアムが姿・形を変えて，児童・

生徒一人ひとりのところへ飛び込んでいける機会，

可能性が高まることが期待される。不登校の児童

生徒へ，端末を活用して，学びの機会や選択肢を

増やすことにも，ミュージアムは貢献することが

できるだろう。

〇「おうちミュージアム アプリ」の提案

利用者側からの参加・発信

利用者同士および利用者とミュージアム間のコ

ミュニケーション

自分の「やりたい」と重なるおうちミュージアム

の検索機能

　このような状況下で提案したいのが，「おうち

ミュージアム アプリ」の作成である。前節で触れ

たように，2020 年 3 月以降のコロナ禍に北海道博

物館から始まった「おうちミュージアム」には，

2021 年 2 月時点で，220 館以上が参加し，各館オ

リジナルのオンライン・コンテンツを，各館の

Web サイト上に掲載している。一方で，現在（2021

年 3 月時点）は，利用者側からみると，コンテン

ツを見るとか工作するなど，それを体験したら終

わり，というものが多い。体験して終わり，だけ

ではない，その次の一歩へ進むにはどうしたらい

いだろうか。

利用者側からの参加・発信型の「おうちミュー

ジアム」にするには，たとえば，前述の「光るど

ろだんごオンラインコンテスト」のように，「おう

ちミュージアム」で自分のつくった作品を，「おう

ちミュージアム」Web サイト上に公開して，参加

者同士で作品やコメントを共有できたり，作品を

ミュージアム側へ送ると，ミュージアムからのメッ

セージが利用者に届いたりするなど，利用者同士

もしくは利用者とミュージアム間にコミュニケー

ションが生まれるような，そのような仕組みや工夫

が望まれる。また，自分の「やりたい」と重なる

おうちミュージアムの検索機能（難易度等も）も

必要だろう。現在は，北海道博物館のおうちミュー

ジアムのページから，『ほかの「おうちミュージ

アム」にも行ってみよう！』ページ（https://www.

hm.pref.hokkaido.lg.jp/ouchi-museum-list/，2021．3．

28 参照）にいき，全 220 館以上のおうちミュージ

アムの URL にアクセスできるが，あまりミュージ

アムに馴染みがない場合には，館名だけで，自分

の興味や，やりたい難易度のコンテンツを探すの

は難しいだろう。

そこで提案したいのが，各ミュージアムのオリ

ジナルの工作 / 観察レシピ がのっていて，アプリ

内でレシピを検索でき，色々なミュージアムのペー

ジにいける「おうちミュージアム アプリ」の作成

である。ミュージアムの館種や地域を超えて，様々

なミュージアムの中から，利用者の興味関心に合

う各ミュージアムの工作 / 観察レシピに出合えるよ

うにしたい。「おうちミュージアム」は，立ち上げ

た渋谷氏が当初からブランディングを意識してき

た（渋谷，2020）。「おうちミュージアムアプリだ

から安心して使える」という気持ちに学校教員や

保護者がなることで，より，子どもたち一人ひと

りがおうちミュージアムに出合うチャンスが増え

ることを期待したい。



145

ご近所の自然図鑑づくり

　「おうちミュージアムアプリ」でもう一つ提案し

たいのが，家のまわりの生き物観察を促し，写真

や音も記録できることでご近所の自然図鑑をつく

り，アプリでシェアできる（詳細な場所は特定さ

れない形で，登録したグループ内のみで共有され

る）というもの 。自分たちでつくった図鑑を見せ

合いっこしたり，聴き合いっこしたりできる。観

察時の疑問を，学芸員に聞いたり，利用者同士で

聞き合ったりできる。このようなアプリ機能をつ

くることで，学校の生活科や理科，総合的な学習

の時間でも利用できるだろうし，着目するものを

「生き物」ではなく，「まちの歴史や文化」などに

すれば，社会科での利用も可能だろう。

「端末を活用」という響きは，単にタブレットな

どの端末をさわるだけ，というイメージをもつ方々

も少なくないかもしれないが，バーチャルだけで

はなく，実生活と結び付け，身近なフィールドを

歩いて調べることにも活用できる。たとえば，佐

久間（2020）は，大阪市立自然史博物館が 2020 年

から行った「# おさんぽミュージアム」や「# 柏餅

調査」について，「自然史博物館が見てほしい「実物」

は，館内の展示物だけではありません。身近な動

植物，岩など，自然の中に着目すれば，面白いふ

しぎなものがたくさん発見できます。今は博物館

の実物は見られなくとも，身近な実物に着目して

ほしい，そしてそこから探究心をもってほしいと

いうものです」と紹介している（p．298）。

ここで，「市民参加調査」にふれたい。平塚市博

物館が 1978 年から取り組んだ行事『みんなで調べ

よう』 初のテーマのタンポポ調査では，在来種

であるニホンタンポポと帰化種であるセイヨウタ

ンポポやアカミミタンポポの分布を，博物館主催

の市民参加調査として行い，平塚の自然環境を大

きく区分する手がかりをつかんだ。その後，『み

んなで調べよう』では，ツバメ，セミのぬけがら，

カエルなどの調査が続いたが，このような市民参

加調査のもっとも重要な意義を，浜口（2000）は，

「市民自身が地域をよく知ることが，その地域の将

来にとって重要な意味を持つ」こと，「自分の足で

実際に歩く経験は，地域への愛着を大きく育てる

機会になる」ことだと指摘している（p．159）。また，

博物館が市民参加調査の中心となることの利点の

一つとして，「学芸員という専門家がいて，コーディ

ネーターを務めることができる点にも大きな意味

があります」と述べている（pp．159 － 160）。

一方で，平塚市博物館のような地域博物館が，自

宅から何度も通える距離（注 14）にあればいいが，

そのような場所に暮らすことのできている人は全国

的に見ればおそらく少数であろう。実際には，学芸

員という専門家のコーディネートによる市民参加調

査などに参加するのは狭き門で（ミュージアムへの

アクセスだけでなく，そのような行事は募集人数も

限られるため），もしもその方面に興味をもってい

たとしても，参加チャンスは限られる。

　もちろん，「おうちミュージアムアプリ」（案）

など端末を活用した学習がこれに全てとってかわ

ることはできないが，たとえば，学芸員という専

門家がコーディネーターを務めて，幼稚園・保育

園・こども園や小中高校，児童館や学童の先生方

やスタッフの方々や，図書館や地区センター，公

民館，公園を拠点にして活動する NPO 法人スタッ

フの方々などと協力して，「おうちミュージアムア

プリ」を活用して，より多くの子どもたち，地域

住民の方々と，地域をよく知る，地域の文化や歴史，

自然を調べることに取り組めるかもしれない。

　博物館の予算や人員が限られ，一人ひとりの学

芸員に通常業務のみでも多くの負担がかかってい

る状況下にある博物館も多い中，このような取り

組みをすすめるのは，新たな予算や人員の確保が

必須と考えられるが，GIGA スクール構想によって，

ミュージアムが姿・形を変えて，児童・生徒一人
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ひとりのところへ飛び込んでいける機会，可能性

が高まることを期待したい。

⑥　ロボット活用の提案

　ミュージアムに来館することの困難な状況下に

ある方々に博物館見学をしていただく方法の一つ

として，ロボットの活用を挙げたい。実際，コロ

ナ禍の 2020 年から 2021 年にかけて，ロボットの

活用事例がいくつかある。

　たとえば，国立科学博物館の真鍋真氏は，入院

中の子どもたちと国立科学博物館の展示室とをロ

ボットでつなぎ，ロボットとともに真鍋氏が展示

室内を歩くことで，ロボットの視野画面が，入院

中の子どもたちのいる部屋のモニター画面に映り，

リアルタイムで，真鍋氏が展示の恐竜化石などの

説明をし，子どもたちからの質問にこたえていっ

た（真鍋， 2021）。また，2020 年夏に東京藝術大学 

大学美術館で開催された特別展「あるがままのアー

ト - 人知れず表現し続ける者たち -」では，「Robot 

Viewing」システム（注 15）を運用しテレプレゼ

ンスロボット「Double 3」を活用して，距離や時

間，障害や持病，感染症予防対策などあらゆる理

由により会場に直接訪れることが難しい人達を中

心に，この展覧会に興味を持つすべての人を対象

としたリモート鑑賞会「powered by Robot Viewing」

を実施した（https://robotstart.info/2020/07/22/robot-

viewing-as-it-is-art.html，2021．3．28 参 照 ）。 参

加者は Robot Viewing でテレプレゼンスロボット

「Double 3」を自宅から操作することで，自由にイ

ベントに参加できる。ロボットには家族や知り合

いと一緒に多人数（※現状 大 5 人）でログイン

でき，ビデオチャットをしながらイベントを楽し

むことができたほか，ロボットのスピーカーを通

じて現地の人ともコミュニケーションが可能だっ

たという（同 URL，2021．3．28 参照）。

　もう一つ，期待したいのが，分身ロボット

「OriHime」（図 7 上）である。生活や仕事の環境，

入院や身体障害などによる「移動の制約」を克服し，

「その場にいる」ようなコミュニケーションを実現

するために開発されたロボットである。カメラ・マ

イク・スピーカーが搭載されており，インターネッ

トを通して操作できる。学校や会社，あるいは離れ

た実家など「移動の制約がなければ行きたい場所」

に OriHime を置くことで，周囲を見回したり，聞こ

えてくる会話にリアクションをする（図 7下）など，

あたかも「その人がその場にいる」ようなコミュニ

ケーションが可能だという。また，遠隔操作であり

ながら，「その場にいる」という感覚を双方向で共

有できるという。使用シーンの一例として，「入院

や身体障害などで通学できない児童が，OriHime で

「友だちと一緒」に授業を受ける」ことや，「育児

や介護，入院や身体障害などで通勤が困難な人が，

OriHime でテレワークを行う」ことなどが挙げられ

ている（https://orylab.com/product/orihime/，2021．4．

11 参照）。OriHime にはいくつかの種類があるが，

特に「Orihime 教育」は，入院や不登校，肢体不自

由などにより，教育を受ける機会を失わずに誰もが

ひとしく教育を受ける権利を守るために開発され，

「「移動の制約」を克服し，「教室にいる」ようなコミュ

ニケーションを実現」するという（https://orihime.

orylab.com/，2021．4．11 参照）。

前述の「星の寺子屋」に参加している結莉奈さ

んとその母親の古川綾子さんやご家族も，OriHime

を活用しており，その可能性について，「分身ロ

ボット OriHime でつながるあした」と題して「つ

なぐ人フォーラム」（注 16）の中で紹介している

（https://tsunaguhito.wixsite.com/official，2021．5．5 

参照）。結莉奈さんは，新型コロナウイルス感染リ

スクのため 1 年以上，家族以外の人と接しない生

活を送ったという。軽い風邪でも重度の肺炎になっ

てしまうため，もともとあまり外出できなかった

が，今は病院と近所の散歩以外は在宅で過ごし，
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コロナ前に利用していた訪問看護師や訪問リハビ

リ，預かりサービス，学校，これらをすべてお休

みしているという（2021 年 2 月現在）。「どこにも

行けないし，誰とも会えない」という状況の中，「行

きたいところへ行けるのが分身ロボット OriHime」

だという。結莉奈さんと綾子さん親子が OriHime

で川崎水族館を訪ねたときの様子も紹介された。

OriHime が魚の水槽の前へ行くと，結莉奈さんは

OriHime の画面を通して観察しながら「魚！魚いっ

ぱ い！ 1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，

…20, 数えられない！」とお話したり，カメの展示

の前では，カメに向かって「こんにちはー！　あ！

こっちが赤ちゃんか。こんにちは！カメのあかちゃ

ん。あ！ OriHime のほうを見てる！」と話し，結

図 7．図 7．分身ロボット OriHime.　上：OriHime 全体像（星つむぎの村 提供）. 下：OriHime の視界 . 「バタバタ」
や「右を向く」，「左を向く」などのボタンで，OriHime を動かして，相手とのコミュニケーション
時に動きでも反応することができる．
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莉奈さんの母親に向かって「バイバイ！またね！っ

てカメが言ってるよ。」と伝え，また画面を見なが

らカメに向かって「バイバーイ！」と話していた。

水族館の生き物を目の前にして，自然と言葉があ

ふれ，生き物に話しかけたり，生き物の気持ちに

なって生き物の言葉を代弁して，自分のそばにい

る母親に伝えている様子が伝わってくる。また，

綾子さんは，OriHime だと車椅子では行きにくいと

ころにも行くことができるという。「結莉奈が乗っ

ているストレッチャーというものは，顔の位置が

床から 50cm くらい，ちょうど車椅子のお尻のとこ

ろが頭になります。なので，高い位置のものとか，

のぞき込まないと見えないものとか，上を見上げ

るということは難しいんですけれども，OriHime な

ら見ることができます。ストレッチャーでは入っ

ていけない狭いところにも入っていきます。あと

は，美術館など，静かなところは，呼吸器など医

療機器の音が響いてしまうので，遠慮するんです

けれども，OriHime なら行くことができます。」と

紹介し，横浜美術館 OriHime 鑑賞会に参加したと

きの様子もおしえてくださった。「映像を見て会話

ができてなら，ビデオ通話でいいんじゃないのと

思われるかもしれませんが，OriHime だと，一緒に

そこにいるという感覚になります。OriHime が動け

る（注 17）のが一番の特徴だと思うんですけれど

も，動きに対して，周りの方もリアクションして

くれるので，操作している私たちも，その場所に

いる感覚になります」という。結莉奈さんは 2021

年 4 月に，OriHime で三遠ネオフェニックスのバ

スケットボール試合を観戦したが，そのときの様

子が，2021 年 4 月 10 日の中日新聞夕刊の一面に掲

載 さ れ た（https://www.chunichi.co.jp/article/234168 

2021.4.18 参照）。観客席の OriHime から，結莉奈さ

んが，OriHime の手を振りながら「がんばれ，がん

ばれ」と応援している様子や，ハーフタイムには

控え選手がOriHimeを持ち上げて，コートを案内し，

試合後には選手と会話したことなどが紹介されて

いる。結莉奈さんが「私も（バスケットボール）やっ

てみたい」と話し，綾子さんが「いつか結莉奈と

会場で観戦したい」と話したことも紹介されてい

る。三遠ネオフェニックスでは，2021 年秋の来シー

ズンから，OriHime を活用し，闘病中の子どもが，

療養先から遠隔で試合観戦できる取り組みを始め

るという。チームはコートサイドにOriHimeを置き，

カメラを通じ，選手らと同じ目線で観戦できるよ

うにするとともに，試合後に選手らとの交流も計

画しているという。このような動きがミュージア

ムでも広まり，ミュージアムへの来館が困難な状

況にある人々とミュージアムがつながる機会が広

がることを願いたい。

（ⅳ）場づくり

　コロナ禍において，「孤独」や「孤立」の問題が

大きく取り上げられるようになった（注 18）。物理

的に移動し，直接会うことが難しい状況下にある

とき，これまでミュージアムが行ってきた「場づ

くり」はどのように行うことができるだろうか。

〇尼崎市「オンライン公民館」の実践事例

　ここではまず，ミュージアムと同じく社会教育

施設である，公民館の取り組みを紹介したい。尼

崎市「オンライン公民館」の実践事例（佐藤，

2020）である。コロナ禍において，2020 年春以降，

全国各地で「オンライン公民館」が開催されるよ

うになったという。佐藤（2020）は，オンライン

による学習空間の拡がりが社会教育実践に及ぼす

影響について，尼崎オンライン公民館の事例を通

した分析と整理を行った。尼崎オンライン公民館

は，2020 年 5 月に「開館」した。オンライン公民

館は，多様な人や情報との新しい出会いの機会で

あり，知っている人も知らない人も含めて，対話

する場となっているという。「尼崎オンライン公民
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館」の運営に関わっているメンバーが，直接同じ

場所に集って講座を開催する場合と比べて，オン

ライン開催をどう考えているのか，アンケート調

査を実施した結果についても紹介されている。「多

くのメンバーが，コロナ禍の状況においてオンラ

インが有効な手段と感じているだけでなく，コロ

ナ禍がなくとも，一定の有効性を持った手段であ

ると実感している様子が見られた。また，新しい

つながりを創るのに対しても有用であるが，既存

のつながりを維持するのに有用だとする割合が高

かった」こと，「20 代から 50 代の，特にふだんは

仕事で忙しい人や，障害を抱えている人々の参加

を促す上では，オンラインが効果的だと感じられ

ていた」ことが報告された。一方で，オンライン

の弱み・デメリットについては，デジタルデバイ

ドの問題などが挙げられた（佐藤，2020）。これに

ついて佐藤氏は，「公民館施設は，距離的・時間

的・費用的に「アクセスできる人だけ」が集まる

場となる。確かにオンラインでもデジタルデバイ

ド問題において同様だが，デジタルデバイドの問

題は条件整備と学習を通して解消し得るのに対し

て，物理的な距離の問題のほうが解消し難い面が

ある」ことを指摘し，「オンラインという選択肢は，

従来の公民館が抱える諸課題を打破していくため

に，大きな可能性を有している」と前向きに述べ

ている。そして，「「オンライン公民館」の中で，

私たちは自由に交流をし，コミュニケーションし，

相互の興味関心を共有し，共同経験を得る。コミュ

ニケーションこそが教育の基本であるならば，「オ

ンライン公民館」は，社会的な環境としてコミュ

ニティを形成する契機を提供し，その中で生活と

社会的な教育を融合する場となり得ている。」と結

論づけている（佐藤 , 2020）。

〇「COVID-19*Museums Online café」の実践事例

　オンラインの場づくりのミュージアムの取り組

み事例として，ミュージアムのスタッフ同士が

オンラインで交流し情報共有をすすめる「COVID-

19*Museums Online café」をここで再度，紹介した

い。2020 年 2 月以降，新型コロナウイルスの日本

国内における感染拡大により，多くの文化施設・

博物館が臨時休館となり，各館がこれまでに経験

したことのない対応を余儀なくされ，その時点で

は再開の目途が立たない状況に現場も混乱した中

で，髙尾戸美氏や鬼本佳代子氏らは，博物館関係

者における情報収集と提供，共有の必要性を感じ，

2020 年 2月 24日に ソーシャル・ネットワーキング・

サービス（以下 SNS） Facebook で「ミュージアム

の新型コロナウイルス対応情報共有」グループを

立ち上げた（鬼本ら，2020；髙尾・鬼本，2020，）。

グループ誕生からわずか 5 日で 300 名を超えるメ

ンバーが参加し，各館が再開館を始めた 5 月下旬

から 6 月上旬に 550 名を超えたという。グループ

の開設以降，投稿が盛んになった一方で，Facebook 

上で議論をすることの限界も感じられ，グループ

の発展形として，ミュージアムの職員同士が直接

質問したり相談したり，あるいは議論のできる場

として，並行して開始されたのが，オンライン上

でのミーティングカフェ， 『 Covid 19 Museum Online 

Café』である。2021 年 1 月時点で計 7 回のオンラ

イン・カフェが開催された。本グループは個人だ

けではカバーしにくい他館の公式な休館情報や休

館中などの対応をリアルタイムで収集できること

で，博物館の新型コロナウイルス対応情報のプラッ

トフォームとして機能したと考えられるという。

また，博物館関係者が多様なつながりを持ち，新

型コロナウイルス拡大防止と博物館活動を共存さ

せる解決策だけでなく，このつながりが，また次

のなにがしかの脅威がもたらす危機をともに乗り

越えるための大きな財産となるだろうと述べられ

ている（同 鬼本ら，2020）。

筆者自身も複数回参加しているが，お互い，物理
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的には離れているメンバーが，ほぼ毎月 1 回定期

的に開催されるこのオンラインの場で情報共有でき

るようになっている。Zoom のブレイクアウトセッ

ションなどの機能も活用され，少人数で気軽に話し

合う時間と全体共有との時間がしっかりもたれてい

る。このオンライン・カフェで初めて会ったメンバー

同士も含めて，参加者全体が，前述の佐藤氏が指摘

するような「自由に交流をし，コミュニケーション

し，相互の興味関心を共有し，共同経験を得」（佐藤，

2020）ているように，筆者自身，感じている。その

ような場に，このミュージアム・オンライン・カフェ

がなっているのかもしれない。髙尾氏，鬼本氏らの

今後の実践と研究に期待したい。

〇東京都美術館における実践事例：対面とオンラ

インを組み合わせたブレンディッド・ラーニング

　東京都美術館では 2020 年 3 月よりオンライン

会議システム（Zoom）でのアート・コミュニケー

ション事業を開始し，美術館と高校をつなぐブレ

ンディッド・ラーニングを試みた（稲庭，2021）。

ブレンディド・ラーニング（Blended Learning）とは，

従来の対面授業とオンライン授業の両方の良さを

組み合わせた学びの方法である。また，2013 年か

ら継続して開催している「Museum Start あいうえの」

（https://museum-start.jp/about/outline，2021．5．5 参照）

も，2020 年度は，オンラインとリアルを組み合わ

せた「ブレンディッド・ラーニング」の形式で実

施した（河野，2021）。ここでは，その 2 つの取り

組みについて紹介したい。

美術館と高等学校との連携（稲庭，2021）では，

以下の全 3 回の授業構成が企画された―1）モノの

観察・鑑賞の仕方を知る，オンライン鑑賞ワーク

ショップ，2）ミュージアムで SDGs を考える，オ

ンラインレクチャー，3）都内 10 館のミュージア

ムを訪問，「問い」をもとに観察・鑑賞を行う―。

このプログラムを 8，9，10 月に各月 1 回行い，学

校ではその後，各自の体験をポートフォリオにま

とめ，さらに 1 月にポスターセッションを行う，

という半年をかけたカリキュラムとしたという。

稲庭氏は，この連携実践において，以下のことを

指摘しているーこうしたオンラインと実際に対面

しての学びの両方の良さを組み合わせた手法は，

コロナ禍でなくとも，今後の人々のコミュニケー

ションや学び方として飛躍的に増えていくだろう

ということ。また，インターネット環境や情報機

器の整備，またそれを扱う利用者のスキルが前提

となるが，政府の方針では現在「GIGA スクール

構想」が進められており，2020 年度末までにすべ

ての公立小中学校でオンライン教育のインフラが

整えられる予定であること。今回連携した高校の

場合，すでに生徒全員にタブレット端末を配布し，

各家庭でインターネットに接続でき授業を受けら

れる状態があったため，今回の授業構成が可能に

なったという。また，今後の課題として，「オンラ

インでの学びの環境づくりの要点はデジタル機器

のことだけではなく，静かな環境の確保や，参加

者の日常空間からの参加になるため，気持ちの切

り替えのための活動を間に挟むなど，対面式より

も細かなプログラム上のケアが必要であることだ。

新しい学びを支える環境づくりには対面式とは違

う手間がかかり，それにともなう美術館，学校側

両者の仕事の増加も大きな課題である」ことを提

言している（同 稲庭，2021）。

　「Museum Start あ い う え の 」 で は，「 上 野 へ

GO ！」という「オンラインでの鑑賞」と，実際に

文化施設を訪れる「美術館体験」の 2 段階のプロ

グラムが，「ブレンディッド・ラーニング」形式と

して新しく企画された（河野，2021）。「ステップ 1 

はオンラインで，ステップ2 は上野公園で会おう！」

をキャッチコピーに参加者を募ったという。ステッ

プ 1 は，オンライン会議システム Zoom を使用し，

参加者が作品鑑賞の楽しさを感じ，ミュージアム
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がどういう場所なのかを知る内容であり，ステッ

プ 2では，参加者は「あいうえの」のオリジナルツー

ルであるミュージアム・スタート・パックを受け

取り，文化施設に出かけていくという内容であっ

た。ステップ 1（オンライン）では，東京が中心で

あるものの，中部・九州地域や海外からの参加も

あり，かなり広範囲の居住地から参加があったと

いう。一方，ステップ 2（リアル）では，東京 23 

区内が多く，そのほかは，都内，千葉，神奈川か

らの参加であったという。そして，本取り組みを

とおして，河野氏（2021）は，「オンラインという

選択肢が増えた今，ミュージアムでの体験に関心

を持つ，より多様な層へもプログラムを提供しや

すくなり，参加者のすそ野を広げることができた

のではないか。オンラインプログラムにはパソコ

ン等の機器やインターネット環境等が必要となり，

それが障壁になり得ることもあるが，様々な状況

下にいる子供とその保護者にプログラムを届ける

ことが叶うよう，多様なニーズに対応できるよう

考え続けなければならない。同時に，いつもと変

わらず，子供に文化的な体験をさせたい，子供と

一緒にミュージアムへ行きたいと願っている保護

者の背中をそっと押せるような，そんなプログラ

ムであり続けるための模索を続けていく必要があ

る。」と述べている。

このほか，東京都美術館では，2020 年度は，約

140 人のアート・コミュニケータ（とびラー）との

コミュニケーションツールにもオンライン会議シス

テム（Zoom）を新たに取り入れた。「とびラボ」（https://

tobira-project.info/tobilab/，2021．5．5 参照）におい

ても，「とびらプロジェクトの活動そのものが停滞

してしまうのではないかという不安の声もあった

が，結果的には，4 月以降も積極的に行われ，8 月

以降はリアルの場でのミーティングも少しずつ行わ

れるようになった。2020 年 12 月末までには，345 

回の「とびラボ」にのべ 4807 人が参加している。

のべ参加者数は既に例年の倍以上で，オンラインの

ミーティングがいかに活発に行われてきたかが分か

る。」（熊谷，2021）という。オンライン上で交流・

コミュニケーションを行い，相互の興味・関心を共

有し，共同経験を得た事例といえるだろう。さらに，

「ブレンディッド・ラーニング」形式で，デジタル

形態だけでなく，物理的（フィジカル）形態もかけ

あわせた，先駆的な取り組みといえるだろう。

3．まとめ

　本稿では，ミュージアムが姿・形を変えて，あ

らゆる人々のところに飛び込んでいくための方法

の一つとして，物理的（フィジカル）とデジタル

両方の形態をあわせて用いることを提案してきた。

事例紹介のほか，物理的形態とデジタル形態の両

方を共に効果的に用いることで，これまでアクセ

スが困難であった方々に，より細やかに，ミュー

ジアムの資源を活用してもらえるようになるため

の具体的な手法を，コロナ禍でのミュージアムで

の先進的な取り組み事例も紹介しながら考えてき

た。また，利用者からの発信，おうちミュージア

ムアプリの提案や，ロボット活用の提案をしてき

た。大切なのは，デジタル形態と物理的（フィジ

カル）形態の両方を用いることで，人々にどのよ

うなコミュニケーションが生まれ，どのような経

験が共有されるのかということと，そこでミュー

ジアムはどのような役割を果たしたいのか，とい

うことだろう。それは，「コミュニティを支援」す

るというユネスコの勧告（2015）や，「誰一人取り

残さない」ことを誓う SDGs と重なるかもしれない

し，それぞれのミュージアムの使命であるかもし

れない。フィジカルとデジタルをかけあわせた新

たな取り組みを紹介しながら，変革の年といわれ

る 2021 年以降のミュージアムの活動について思い

を巡らせてきた。
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　本稿を執筆している 2021 年 2 月末から 5 月上旬

にかけても，オンラインでのミュージアムのイベ

ントが頻繁に企画・実施された。エイブル・アート・

ジャパンの報告，博物館法改正に関する日本博物

館協会主催のシンポジウム，大宮市盆栽美術館の

オンライン盆栽ワークショップの試行，オンライ

ンのミュージアムツアーなど。小川（2020）や原

田（2021）も，「博物館の資料，リアルな体験とそ

れらを支援するデジタル情報の有機的な組み合わ

せ」の可能性や，それを意識した設計の重要性に

ついて言及している。

「ミュージアムの変革」としては，これまで通り

ミュージアムに来てもらうことに加え，ミュージア

ムが姿・形を変えてあらゆる人々のところに飛び込

んでいき，そこで学び・交流の場づくりをしていく

ことが挙げられるだろう。 終的に「来てもらう」

ことを目指しているのではなく，飛び出していった

先で，人々の学びや交流を支援すること。このこと

が，これまでの「ミュージアムに来てもらう」こと

とともに，車の両輪になるといいのではないか。ま

た，デジタル形態と物理的（フィジカル）形態の活

用の際には，利用者側が発信し，利用者同士・利用

者とミュージアム間のコミュニケーションが生まれ

るようにする仕掛けや，オンサイトとオフサイトの

場づくりが求められるだろう。

　ミュージアムが姿・形を変えてあらゆる人々の

ところに飛び込んでいくときに，公民館などの他

の社会教育施設や大学等と異なる点は，前述の鶴

田氏（1953）や佐久間氏（2020）の指摘のとおり，

モノを大切にしているということだろう。デジタ

ルツールを用いて，バーチャルな空間で場づくり

を展開するときも，物理的（フィジカル）形態を

どのようにかけあわせていくのか，また，対面で

の学びの場も組み込むときは，どのように組み込

んでいくのか。今後，事例が積み重ねられていき，

それが「ミュージアムの変革」につながっていく

のかもしれない。

　一方で，ミュージアムがリアルとオンラインを

ばらばらにしない（注 19）ためには，たとえば，

一人ひとりの身近な自然に目を向けてもらったり，

人々が身近な自然を観察したりするときに，ミュー

ジアムだけでなんとかしようとせず，公民館や地

区センターや図書館，学校や，公園を拠点に活動

する NPO 法人など，人々の近くにある，アクセ

スしやすい場とも手をつなぎながら取り組んでい

くことが，大切な方法の一つだろう。具体的には，

たとえば，はじめの一歩としては，公民館や地区

センターでの子育て支援の場などで，おうちミュー

ジアムの観察キット（観察シートなど）をプリン

トアウトして自由に使えるようにしたり，イベン

トで活用してもらったりするということから始め

られるといいかもしれない。

今後は，ミュージアムの館種を超えた横のつなが

りや，公民館や図書館，大学や他の機関等とのつな

がりを，オンラインや対面による継続的な研究会の

開催等により，ゆるいつながりを生み出し，ともに

学び合う機会や，ともに発信する土台をつくってい

くことがますます必要だろう。社会の変動も大きい

現代の中で，ミュージアムが，お互いの良い事例や，

困難をどう乗り越えたかといった実践知を互いに共

有できる機会を，ミュージアム間だけでなく，他の

教育機関や地域の団体とともに頻繁につくること

で，ミュージアムによるコミュニティの支援や，「誰

一人取り残さない」取り組みが行われ，継続してい

くことを願っている。

（本稿は，2021 年 2 月末から 5月上旬にかけて執

筆されたものである。）

注釈

注 1　 communities

ICOM 日本委員会では「共同体」と訳して
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いるが，本稿では「コミュニティ」と訳した。

注 2　 ユネスコ

UNESCO　国際連合教育科学文化機関

「ミュージアムとコレクションの保存活用，

その多様性と社会における役割に関する勧

告」（2015）の原題は「RECOMMENDATION 

C O N C E R N I N G  T H E  P R O T E C T I O N 

AND PROMOTION OF MUSEUMS AND 

COLLECTIONS, THEIR DIVERSITY AND 

THEIR ROLE IN SOCIETY」。全文を https://

unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246331

（2021.5.1 参照）からダウンロード可能で

ある。ICOM 日本委員会による日本語訳

は， https://www.j-muse.or.jp/02program/pdf/

UNESCO_RECOMMENDATION_JPN.pdf  

（2021．5．1 参照）からダウンロード可能で

ある。

注 3　Physical ／フィジカル

“physical”( 形容詞）を英英辞書で調べると

以下のように記載されている。下線は筆者

による。

1. relating to the body as opposed to the mind

2. relating to things that can be seen, heard, or 

touched

3. involving bodily contact or activity

4. relating to physics or the operation of natural 

forces    （オックスフォード大学，2010，p．

561）

注 4　 原文は以下のとおり（下線は筆者による）：

Furthermore, museums should be encouraged 

to use all means of communication to play an 

active part in society by, for example, organizing 

public events, taking part in relevant cultural 

activities and other interactions with the public 

in both physical and digital forms. （UNESCO 

2015, p.8）

注 5　 Zoom

Zoom とは，複数人での同時参加が可能な

「ビデオ・Web 会議アプリケーション」で

ある。通常はひとつの場所に集まって実施

する必要があるミーティングがオンライン

上で可能になる。PC，スマートフォン，タ

ブレットなど，現在一般的なデバイスであ

れば Zoom をインストールでき，マイクや

カメラが搭載されていない端末でも，汎用

品の外部機器を接続すれば電話会議，ビデ

オ会議が可能である。1 つの会議につき

大 1,000 名 * までの参加者を許容する（オ

プションによる）。画面共有機能もあり，テ

キスト，イメージ，音声，ホワイトボード

など，多くのファイルを共有可能である。

（https://zoom.nissho-ele.co.jp/blog/practice/

zoom-meeting.html，2021．3．21 参照）

注 6　 デジタル・デバイド または デジタル・ディ

バイド（Digital divide）

　平成 16 年版情報通信白書（総務省，

2004）によると，デジタル・ディバイドと

は，「インターネットやパソコン等の情報通

信技術を利用できる者と利用できない者と

の間に生じる格差」のことである。 新の

令和 2 年版 情報通信白書（総務省，2020）

には，「誰もが ICT による利便性を教授で

きる環境の整備」項目内の「高齢者・障害

者の ICT 利活用支援の促進」（p.462 － 463）

にて，総務省が，障害や年齢によるデジタル・

ディバイドの解消を目的に，通信・放送分

野における情報バリアフリーの推進に向け

た助成を実施していることを紹介している

（p.462）。

　一方で，ウェブマガジン IDEAS FOR 

GOOD（https://ideasforgood.jp/，2021．5．1 

参照）の「情報格差（デジタルデバイド）」
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記事では，デジタル・ディバイドが生まれ

る要因として，「自身と周囲の人間の高齢

化」，「身体的，精神的な障がい」だけでなく，

「教育，学歴の差」，「収入の差」，「住む地域

のインターネット需要の差」も挙げている

（https://ideasforgood.jp/issue/digital-divide/，

2021．5．1 参照）。

　コロナ禍においてオンライン授業の動き

が加速した大学においては，たとえば川上

（2020）は，授業のオンライン化による学生

側のメリット（「大学への移動が不要なため

移動が困難な学生の場合は自宅で授業が受

けられる．オンデマンド形式の授業の場合

は学生が好きな時間に何度でも学習できる．

他の学生や教職員とコミュニケーションを

とることに必要以上に気を使わなくて済む

等」）とともに，「支援や配慮が必要な学生

にデジタル・ディバイドが起こらないよう

に検討すること」の重要性を指摘している。

また，高橋（2020）は，デジタル・ディバ

イドだけでなく，ICT の活用法に関する課

題も指摘しており，「デジタルネイティブ世

代と呼ばれているが ICT を苦手とする学生

がいることを認識し，学生に合わせた指導

を行うこと，重要なことは重複しても教育

するという視点が必要である」と提言して

いる。

注7　 たとえば，2020年 11月 15日開催の「Covid-19

＊ Museums Online-Cafe#8」や，2021 年 2 月

28 日開催の「第 11 回小さいとこサミット 

online」などで，このような話題が報告され

たり，議論されたりした。

注 8　 盲ろう者

「目（ 視覚）と耳（聴覚）の両方に障害を

併せもつ人」のこと。その障害の状態や程

度は様々であり，見え方と聴こえ方の組み

合わせによって，4 つのタイプに大別され

る。①全く見えず聴こえない状態の「全盲

ろう」，②見えにくく聴こえない状態の「弱

視ろう」，③全く見えず聴こえにくい状態の

「盲難聴」，④見えにくく聴こえにくい状態

の「弱視難聴」。詳細は東京盲ろう者友の会・

東京都盲ろう者支援センター（2013）「知っ

てください   盲ろうについて」を参照。

注 9　 認定特定非営利活動法人　大阪自然史セン

ター

大阪を拠点に，自然を学び，自然を見つめ

る楽しさを伝えるために，大阪市立自然史

博物館と連携して自然科学の発展と普及を

促すさまざまな事業活動を展開している

（http://www.omnh.net/npo/what-we-do/，2021．

5．5 参照）。

注 10　 2018 年 3 月に大阪市立自然史博物館が発行

した『テーマ展示 / 研究会　博物館の学校

向け貸出資料　実施記録集』（31pp．）には，

『授業で使える！ 博物館活用ガイド』（国立

科学博物館 2011）p．130 － 179 の「学校

で活用できる博物館リスト」から集計した，

145 館の貸出教材の種類と割合がグラフで

掲載されている（p．4）。

注 11　 Viewphone 

Facebook 上のグループ『ミュージアムの

新型コロナウィルス対応情報共有』におい

て，2020 年 5 月 30 日に，八巻香澄氏から，

LAM の「Viewphone」の取り組みが紹介さ

れた。

注 12　星つむぎの村

星つむぎの村は，「星を介して人と人をつ

なぎ，ともに幸せを作ろう」をミッション

に，プラネタリウム，星空観望会，星や宇

宙に関するワークショップなどを展開して

いる団体。病院や学校，企業，イベントな
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どに出張してプラネタリウムを上映する「出

張プラネタリウム」や，望遠鏡を通して月

や惑星を観察する「星空観察会」，「手作り

ワークショップ」などの活動を行っている。

（https://hoshitsumugi.org/first/，2021．5．1 参照）

注 13　きょうだい・きょうだい児・きょうだいさん

「きょうだい・きょうだい児・きょうだいさ

ん」は，病気や障害を持つ子どもの兄弟姉

妹を示す言葉。彼らにも，支援が必要（高橋，

2020， p．23）。

注 14　地域博物館

浜田弘明氏は，『博物館の新潮流と学芸員』

（2012）の中で，地域博物館について，以下

のように紹介している。「「地域博物館」とは，

平塚市博物館が提唱した博物館のあり方で

ある。1977（昭和 52）年刊行の同館『年報　

第一号』では，「一つの事柄を学問分野にと

らわれないいろいろな見方から知ることの

出来るような博物館」で，「教育普及活動を

重視し，テーマを持つ総合博物館」であっ

て，「市民に何度も足を運んでもらえるよう

な密接なつながりが，絶対条件として要求

される」博物館であると定義付けている」（p．

37）。浜田氏は，地域博物館の市民利用につ

いて，実際に調査を行い，「自宅と博物館と

の距離による利用頻度の差異」を報告した。

羽村市郷土博物館は，市域の外れに位置し，

寄りの駅からのアクセスも悪いという条

件下にあり，利用者の多くは半径 5km 圏の

居住者で，30km 以上離れた地域からやっ

てくる利用者はほとんどいないという結果

だったという。平塚市博物館についても，

反復的利用者（リピーター）は，羽村市の

ケースと同じように，地元住民に占められ，

30 分以内の居住者が占める割合は，2 ～ 5

回の利用者で 50% を超え，6 ～ 10 回の利用

者では 60%，11 回以上の場合は 75% 以上を

占め，1 時間以上の時間をかけてやってく

る反復利用者はほとんどいないという結果

だったという。これらの結果から，浜田氏（同 

浜田，2012）は，「博物館の熱心なリピーター

となり得るのは，博物館から 30 分以内の居

住者」であり，自家用車の利用の場合は，「

大半径でも 10km 圏内が博物館リピーター

の居住半径」と考察している（浜田，2012， 

p.38 － 40）。

注 15　Robot Viewing システム

自宅からオンラインで現地のロボットを操

作することで自由にイベントに参加できる

システム。複数 （ 大 5 人（※ 2021 年 5 月

時点））でログインし，ビデオチャットを

しながら会場にいるロボットを操作するこ

とでイベントを楽しむことや，ロボット

のスピーカーを通じて現地の人とのコミュ

ニケーションをとることができる（https://

whatever.co/ja/work/robot-viewing/，2021．5．

3 参照）

注 16　つなぐ人フォーラム

さまざまなジャンルで「つなぐ活動」をし

ている人たちが集う場として，清里・清泉

寮を会場に，2008 年から毎年行われている。

2021 年は 13 回目の開催で，初めてのオン

ライン開催だった。主催は，つなぐ人フォー

ラム実行委員会および公益財団法人キープ

協会。（https://tsunaguhito.wixsite.com/official/-

about，2021．5．1 参照）

注 17　OriHime は，マイクやカメラなどを介した会

話のほかに，OriHime を操作して動かすこと

で，うなづいたり，拍手したりといったモー

ションで意思表示をすることができる。

注 18　コロナ禍における孤独・孤立

2020 年春の緊急事態宣言以降，さまざまな
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世代でのコロナ禍における孤独・孤立が指

摘されている。2021年2月には，内閣府に「孤

独・孤立対策担当室」が新設された。「新型

コロナウイルス禍で深刻さを増す孤独・孤

立問題の対策室」であるという（日本経済

新聞 2021 年 2 月 19 日）。

　各世代の状況について，アンケート調査

の結果などから，孤独・孤立の報告や，そ

の改善策などが提案されている。たとえば，

浅川・崎田（2020）は，2020 年 7 月に北海

道大学の教職課程「体育学 B 講義」履修学

生を対象に，「「新型コロナウイルス」感染

拡大に応じた大学の閉鎖と，その後の全面

的なオンライン授業について」のアンケー

ト調査を行った。「同じクラスの学生との日

頃のコミュニケーションは多いか」を尋ね

たところ，「はい」が 6.2% に対して「いい

え」が 93.8% だったことや，「同じクラス

以外の方との，日頃のコミュニケーション

の機会は多いか」の設問に対しては「はい」

が 46.2%，「いいえ」が 53.8% だったことか

ら，「半数の学生には，学生同士でのという

範囲はもとより，そもそもコミュニケーショ

ンの機会が多い相手，話し相手さえいない」

と考察した。

　高齢者については，久野譜也氏の調査

（2020）において，新型コロナウイルスの影

響を受ける前と比較して「外出頻度が減少

した」という高齢者が，全体の 8 割を超え

ており，外に出ないために，友人・知人と

会う機会や趣味・娯楽を楽しむ機会が減り，

多くの高齢者がストレスを感じている実態

が浮き彫りになったと報告された。久野氏

は，「with コロナ，あるいは after コロナに

おいても，オンサイト（対面）とオンライ

ンとのハイブリットなコミュニティという

ものを考えていく必要がある」ことや，「今

回のコロナ禍での経験から，仕事をリタイ

アした高齢者ほど社会との関りが減りやす

いため，オンラインのコミュニティを整備

することが必要だとあらためて認識しまし

た。何回かオンラインを体験すれば慣れる

はずなので， 初のハードルを下げること

が，高齢者の孤立や認知機能低下の防止に

つながると感じています」と提案している。

注 19　2021 年 4 月 29 日に開催された大阪市立自

然史博物館・大阪自然史センター活動報告

会（ネット配信）において，大阪市立自

然史博物館 学芸課長の佐久間大輔氏から，

「ネットとリアル，博物館の戦略がばらばら

にならないようにするにはどうするか」と

いう問いが，発表者らに投げかけられた。
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日本の博物館のこれからⅣ   159 - 234

1）はじめに〜宮城県美術館の除却移転問題の概観

2019 年に宮城県の行政経営的理由により「除却」

（総務省自治財政局の公共施設等適正管理推進事業

債活用の際の規程による不要な有形固定資産の取

壊・廃棄）される方針となった前川國男による宮

城県美術館（図 1）が，2020 年に美術館建築自体

が文化財であることを大きな理由としてそれを免

れ現地存続することとなった。文化財の保存と活

用に関わる 近の事例として，宮城県美術館の問

題は個別事例ではあるが，博物館や文化財と政治

経済との係わりにおける普遍的な諸問題が顕わに

なり，同時にそれへの対応策・解決策が多く示さ

れた。この稀有な成功事例は同時に様々な問題を

孕んでいたが，それを本稿で報告し広く共有する

ことにより，文化財の現状とあり方を今後検討し

判断する際の理論的且つ実務的・実践的な一助と

なれば幸いである。

宮城県立の宮城県美術館（仙台市青葉区）は，ル・

コルビュジエにも学んだ前川國男による建築であ

り 1981 年に開館した。2007 年から 2008 年まで休

館し改修工事を行い同年に再開館した。2018 年に

は「宮城県立美術館リニューアル基本方針」が策

定公表され，大規模改修の上で 2024 年度には再開

館との予定であった。

しかし宮城県は 2019 年から「県有施設再編の在

り方検討懇話会」を開始し，突如同年 11 月 18 日

の会合で県美術館と県民会館とみやぎ NPO プラザ

を仙台駅東側の仙台医療センター跡地（宮城野区）

に移転集約し新築するとの県事務局の案が示され

た。その場合，公共施設等適正管理推進事業債活

用を活用するので現在の宮城県美術館の建物は「除

却」される。つまり「機能転用」，「譲渡」，あるい

は「撤去」がなされる。県有施設の維持管理経費

の問題がこの移転集約再編案の根本にあるので「機

能転用」は難しく，県の努力にも係わらず「譲渡」

を受ける機関等は東北大学をも含めてもどこもな

かったので，宮城県美術館は解体「撤去」される

前川國男による宮城県美術館の除却問題前川國男による宮城県美術館の除却問題

―文化財の保存と活用の理論と実践――文化財の保存と活用の理論と実践―

東北大学　　　芳　賀　　　満

図 1．図 1．宮城県美術館．
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ことが予想された。

直ちに多くの様々な市民・県民による宮城県美

術館移転反対運動がおこったが，県は方針を変更

しなかった。しかしこれも突如 2020 年 11 月 16 日

に村井嘉浩県知事は移転を断念し現地存続させる

と発表し，文化財としての価値を見直して「行政

経営的視点に文化の視点を取り入れ， 終判断し

た」と総括した。

なお筆者は移転反対運動に加わっていたが，本稿

では県の行政経営的視座にも沿いながら論考する。

2）宮城県美術館の建立までと現状

仙台に博物館を設置する構想は，既に1910年代後

半から東北帝国大学の拡充と関連して存在した（注

1）。1918 年の原敬内閣の第四一帝国議会に提出さ

れた「高等諸学校創設及拡張計画」により，東北

帝国大学では法文学部が設置され，理学部では生

物学科が増設され併せて大学に博物館を設置する

計画があった。しかし予算化が進展しないうちに

関東大震災を経て国費を財源とすることがより困

難となる中，一方で斎藤報恩会が財団法人化され，

1933 年 11 月に斎藤報恩会博物館が開館する。同

館は「博物館の目的は東北に関する事項を学術的

に研究する事と同時に科学的知識の普及を計るた

めに観覧用の標本を陳列することであります」（注

2）として，貝類魚類の化石標本，ナウマン象骨格

などを所蔵し，国立科学博物館に次ぐ歴史を誇る。

仙台における博物館の始まりは，立地地域を踏ま

えた動物，植物，地質，鉱物，化石等の収集展示

が念頭にあったこと，また民間の力と東北大学の

関与があったことを指摘できよう。

また仙台市には仙台市博物館が 1961 年に開館し

た。設置当初は総合博物館を目指すとされたが，

既に仙台市天文台（1955 年開台）があり，その後，

仙台市科学館（1968 年開館）の設置により，総合

博物館化は見送られ人文科学系博物館としての性

格を明確にしていった。また同館は 1975 年に文化

財保護法第 48 条による国宝・重要文化財の公開勧

告・公開承認出品施設となり東北地方の国宝・重

要文化財を公開する事業にも取り組むこととなっ

た（注 3）。このように仙台市博物館が総合博物館

化せず人文科学系博物館となり，それを背景にさ

らに美術館構想が特化していったのである。

戦後 1960 年代から 1970 年代にかけて仙台市で

は民間の力を借りつつ美術に関わる機運が高まっ

ていった。その際に博覧会が始まりであることは

宮城県においても同様で，河北新報社創刊 70 周年

記念として 1967 年に開催された東北大博覧会の収

益金の一部を美術館建設資金としたのを基に，宮

城県と仙台市により財団法人仙台美術館が設立さ

れ1969年に齋藤報恩会館（仙台市本町）内に開館し，

1973 年には河北ビル（仙台市一番町）内に移転した。

別途，1971 年には東北電力ビル 1 階の東北電力グ

リーンプラザにギャラリーが設けられ様々な展示

が行われた。さらに 1975 年には，新築の読売仙台

ビル（仙台市青葉通）の一部が 20 年間無償提供さ

れる契約により同ビル内に仙台市による財団法人

市民ギャラリーによって仙台市民ギャラリーが開

館した。

このような動きを背景に県立美術館建設の要望

が高まり，宮城県美術館は以下のような経緯で設

立された（注4）。1972年2月に宮城県芸術協会（1964

年設立）は 2 万 7,402 人の署名を集め県立美術館

建設促進要望書を山本壮一郎県知事に提出し，翌

1973 年以降には慈善バザールの収益金を美術館建

設基金として寄付した。1973 年には県が「県立美

術館建設準備委員会」を設置し，宮城県芸術協会

からは 7 人が参加した。1977 年に県は美術館建設

懇談会を設置し，1978 年 9 月に宮城県知事に対し

て美術館の建設基本構想に関する答申がなされた。

立地場所を巡り行政，芸術団体，経済界が討論
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を重ねた。榴岡公園が有力であったが，結局現在

の川内地区に決まった。文教地区として東北大学

の川内キャンパスや植物園，仙台市立博物館など

が隣接・調和し，芸術文化拠点にふさわしいとの

見地からである。設置場所は，川内キャンパスだ

けでなく宮城県仙台第二高等学校とも道路を挟ん

で隣り合い，広瀬川の対岸には尚絅学院高校，聖

ドミニコ学院高校がある文教地区である。この川

内地区の国有地が 1979（S54）年に美術館建設用地

として宮城県に払い下げられ，同地に美術館を建

設することとなった。広瀬川の河岸段丘の上は景

観と環境保全の面から厳しい建築規制があったが，

敢えてそれに挑んだ。

1980 年 1 月に建設が始まり，1981（昭和 56）年

11 月 3 日に宮城県美術館（注 5）（宮城県仙台市青

葉区川内元支倉 34 − 1）は開館した。その建築が

前川國男建築設計事務所によるものであることが，

美術館という文化財の保存と活用を巡る諸問題を

検討する際の原点である。（しかし本稿では前川國

男建築を建築史学的に考察することは目的ではな

いので，その観点からは宮城県美術館に言及しな

い。）

宮城県美術館は近現代の美術作品を収集対象と

し，日本美術については明治時代以降現代までの

特に東北地方に関わりのある作品を中心に，海外

美術は西欧の 20 世紀以降，特にドイツ近代美術を

中心とする作品が収集されている。2016 年度末時

点で約 6,800 点の作品が収蔵されている。ながく

教育普及活動にも力を入れていることでも名高く，

いつでも誰でも制作に利用できる「オープンアト

リエ」である創作室では県民の美術教養の向上お

よび創作活動の推進を図るために斎正弘氏などの

専門学芸員による各種技法の公開制作ゼミナール

などが実施されてきた。また館内には県民ギャラ

リーが設置され，県民の創作発表・美術鑑賞の場

として提供されている。

1990 年 6 月には本館に隣接して宮城県出身の佐

藤忠良の彫刻作品を中心に展示する佐藤忠良記念

館が，前川國男事務所出身の建築家大宇根弘司に

より設計され開館し，「アリスの庭」も公開された。

広瀬川河畔の崖の上に位置する北庭には川風を受

けて回転する新宮晋の風で動く作品「時の旅人」

が設置されている。美術館入口の前にはイスラエ

ルの作家で高松宮殿下記念世界文化賞をも受賞し

ている芸術家ダニ・カラバン（Dani Karavan）によ

る環境彫刻「マアヤン」が製作され 1995 年 8 月 6

日に落成式が行われた。祖国代表で駐日イスラエ

ル大使も出席したなか，カラバンは式典で「『マア

ヤン』はヘブライ語で泉。泉は生命。美術館の前

庭に緊張感を与える満足いく作品になった」と話

した（注 6）。これらの佐藤忠良，その他による彫

刻作品は，その周囲の空間構成や採光などを十二

分に検討した上で特定の位置に設置されている。

博物館・美術館とは，収蔵品にのみ価値がある単

なる箱ではなく，その建物と空間や庭や周囲の環

境を含めた全体で形成されることは言うまでもな

い。

なお，1950 年に前川國男建築事務所に入り 1964

年に退所した鬼頭梓は，1968 年の東京経済大学図

書館の設計以降多くの公共・大学の図書館の建築

を手がけるが，1972 年には東北大学川内キャンパ

スの附属図書館（国立大学における初の民間設計

委託，2002 年度日本建築家協会 25 年賞受賞）（注

7）を完成させる。つまり川内地区には前川國男の

弟子の鬼頭梓の東北大学図書館（1972 年），前川國

男の宮城県美術館（1981 年），前川國男は 1986 年

に亡くなるがその弟子の大宇根弘司の佐藤忠良記

念館（1990 年）が並立しておりその意義は大きい。

宮城県美術館は交通アクセスも良好で，2015 年

12 月に開通した仙台市営地下鉄東西線で仙台駅か

ら 5 分の国際センター駅と同 7 分の川内駅の間に

立地し，仙台市内循環観光バス「るーぷる仙台」
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の路線上にも位置する。なお宮城県 HP 上で公開さ

れている 新の美術館費（予算）は 2016 年度の 4

億 1415 万 1 千円である（注 8）。展示観覧者は常設

と特別展を合わせて 2018 年度で 13 万 7800 人（過

去 多は 2013 年度の 30 万 1500 人）である（注 9）。

なお今回，宮城県美術館と共に移転・集約され

る対象である県民会館（現在の名称は「東北エレ

クトロンホール宮城」）は 1964 年に開館したもの

で，宮城県美術館よりも建築として古く，その建

築家山下寿郎は仙台市役所，霞が関ビルディング，

NHK 放送センターなども手がけた著名な人物であ

る。しかしこの県民会館を現地保全すべきである

との意見は，少なくとも今回公の場では一回も誰

からも出されなかった。

3）2018 年宮城県教育委員会「宮城県美術館リニュー

アル基本方針」

宮城県美術館は開館 25 周年を機に 2007 年 11

月から 2008 年 10 月まで休館し改修工事を行い，

2020 年 10 月 7 日に再開館した。

さらに 2015 年度から大規模改修が検討され始め

た。宮城県教育委員会の検討会議が，2016 年 12 月

に「宮城県美術館リニューアル基本構想（中間案）」

を公表し，2018 年 3 月には「宮城県立美術館リ

ニューアル基本方針」（注 10）を策定公表した。そ

れによれば，2019 年度には基本設計・実施計画を

始め，2024 年度にはリニューアルオープンという

スケジュールであった。施設改修の基本方針とし

て，豊かな自然環境の保全，既存建物の尊重など

が示された。リニューアル基本方針で見積もられ

た県美術館の改修費用は 50 〜 60 億円であった（注

11）。

このように宮城県美術館は現地で改修し再開す

る予定であった。この現地改修案は，有識者懇話

会が 3 年以上かけて基本の構想と方針をまとめた

ものである。これを，県における行政手続も不明

で何ら説明もないままに，突如否定したのが宮城

県美術館の移転集約案なのである。

4）県と「県有施設再編等の在り方検討懇話会」に

よる宮城県美術館，県民会館，みやぎ NPO プラザ

を仙台医療センター跡地へと集約・複合化する施

設配置 3案〜県有施設管理の効率化のため

開闢以来，日本列島の人口は常に増加していた

が，2008 年を頂点として総人口が減少に転じた。

この日本列島の歴史上の初めての事態が，文化財

だけでなくこの国でのあらゆる事象を巡る問題の

根本原因であることは言を俟たない。同時に，人

口減と財源論を楯にして問題を正当化することは

避けられなければいけない。

宮城県に於いても県民人口減少により税財源が

先細りする問題が顕在化するなか，年々老朽化す

る公共施設の管理コストの増大は財政運営上の大

きな課題となった。県有公共施設の移転・集約な

ど施設管理の効率化は重大課題であった。2016 年

に県が定めた公共施設，総合管理方針では，今後

40 年間にかかる公共施設更新費を約 1 兆 2400 億円

と試算した。県有施設の集約構想も総合管理方針

に基づく県有施設再編の検討作業の中で浮上した。

そのために 2019 年 5 月 20 日に宮城県震災復興・

企画部を事務局として「県有施設再編等の在り方

検討懇話会」の会合が開始された（注 12）。構成員

（注 13）は，座長として堀切川一男東北大学大学院

工学研究科教授（懇話会では行政評価分野を担当），

赤石雅英公認会計士・税理士（財務・会計分野），

稲葉雅子株式会社ゆいネット代表取締役・株式会

社たびむすび代表取締役（観光・集客分野），加藤

睦男宮城県社会福祉協議会副会長兼専務理事（福

祉分野），志賀野桂一白河文化交流館コミネス館長

兼プロデューサー・東北文化学園大学特任教授（文
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化振興分野），舟引敏明宮城大学事業構想学群教授

（都市計画・まちづくり）の 6 名である。堀切川教

授は摩擦工学の研究者で，ここには歴史文化や博

物館美術館関係の専門家はいない。

そして突如その 2019 年 11 月 18 日の「県有施

設再編等の在り方検討懇話会」第 4 回目会合で宮

城県は新たに，県民会館，宮城県美術館，みやぎ

NPO プラザを仙台医療センター跡地へと集約・複

合化する施設配置 3 案を示した。宮城県美術館の

移転案が公表されたのはこの時が初めてである。

当日の「配付 資料 1 県有施設等の再編方針」（図

2）に，「東京エレクトロンホール宮城（県民会館）」

と「みやぎ NPO プラザ（宮城県民間非営利活動プ

ラザ）」と「宮城県美術館」の「仙台医療センター

跡地」への「集約・複合化案Ａ」，及び「宮城県婦

人会館」と「宮城県青年会館（エスポールみやぎ）」

と「宮城県母子・父子福祉センター」の「現エスポー

ルみやぎ」敷地への「集約・複合化案Ｂ」があるが，

その「集約・複合化案Ａ」のことである。

県は，老朽化する仙台市青葉区の県民会館を移

転する先の仙台駅東方の宮城野区の仙台医療セン

ター跡地は相当広いので，そこに宮城県美術館美

術館とみやぎ NPO プラザをも移転し集約するとし

た。さらにそれでも広いスペースが残るので，そ

れを民間活用のために貸し出したりイベント広場

のような使い方も考えられるとした。

図 2．図 2．2019 年 11 月 18 日「県有施設再編等の在り方検討懇話会」第 4 回目会合配付・資料 1「県有施設等
の再編方針」．
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このように，県民会館（2,000 人規模のホールを

有す），宮城県美術館，屋外広場，駐車場，民間活

用エリアを組み合わせた施設配置案 3 案（図 3）が

県によって公表されたのである。「例 1」案は県有

施設のみ，「例 2①」案は西側に民間エリアを設定，

「例 2②」案は東側に民間エリアを設定したもので，

どの案においても一定の天上高が必要な県民会館

は日照の観点から敷地の南か南東側に，宮城県美

術館は北側に設置されている。県は，舞台鑑賞の

県民会館と作品展示の美術館はともに芸術を扱う

ので親和性が高く，その集約による一体的整備は

地域の文化振興に貢献すると主張した。仙台市が

建設を目指す音楽ホールとの差別化も意図されて

いるのであろう。

懇話会委員からはこの集約に対する異論はなく，

むしろ相乗効果を期待する意見が多かった。但し，

駐車場の適正利用，公共機関との連携の在り方を

検討すべきだとの意見，また今後の街づくりのた

めに都市計画を所管する仙台市との協議を求める

意見があった。懇話会の堀切川座長は「夢のある

プランだ。将来の宮城の街づくりに寄与するよう

に議論を進める」と述べた（注 14）。移転方針が

初に示されたこの 11 月の有識者懇話会で反対意見

が出なかったことに驚く。

これ以降の移転集約問題に関わる論争・運動と

本稿の基本となるので，当該の第 4 回会合での議

事を以下にさらに詳しく見る。事務局である宮城

県震災復興・企画部の後藤康宏部長，小林一裕次長，

図 3．図 3．同・参考資料②「仙台医療センター跡地における集約・複合化施設配置例」．
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高橋義広次長が同席する中，震災復興・企画部震

災復興政策課長志賀慎治氏による具体的な発言は，

「第 4 回県有施設再編等の在り方検討懇話会　議事

録」（注 15）によると以下の通りである。

（事務局　志賀課長）

集約をするという，赤と青の施設の考え方につ

いて御説明申し上げたいと思います。まず，赤の

集約案についてです。こちらは，仙台医療センター

跡地に県民会館と宮城県美術館，そして，みやぎ

NPO プラザを集約するという案です。お手元の参

考資料①（本稿の図 4）を御覧いただきたいと思

います。「集約・複合化施設位置図」

位置関係を示したものですが，集約に当たって

の考え方，コンセプトについては，まず仙台駅の

東側のエリアには宮城野原公園総合運動場，榴岡

公園があり，点線で囲っておりますが，今，JR

の貨物ヤードで，将来的に県の方で広域防災拠点

を計画している場所もあるエリアです。仙台市の

都市計画マスタープランにおいては，交流にぎわ

い軸の東端部に位置するという位置付けになって

おり，この宮城球場周辺は，国際的な文化スポー

ツ交流拠点として位置付けられています。このよ

うな特性を持つエリアに今回，こちらに県民会館

と美術館，みやぎ NPO プラザを集約することに

より，文化芸術の拠点機能をもつ場所といったコ

ンセプトでまいりたいという案です。

仙台駅の東口地域において榴岡公園，そして別

図 4．図 4．同・参考資料①「集約・複合化施設位置図」．
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途整備が進んでいる広域防災拠点も合わせて，それ

ぞれ回遊性を持ちながら，多くの県民の皆様が集い，

憩い，様々なスポーツ・文化・芸術などを楽しんで

いただけるような魅力を創出したいと考えています。

集約・複合化のねらい・効果等については，資

料 2（本稿の図 5）を合わせて御覧いただきたい

と思います。こちらに，A 案という形で整理して

います。それぞれ親和性や相乗効果，施設規模の

適正化を図る目的，あるいは周辺施設との連動，

交通アクセス等の利便性の状況等々について整理

をしております。また，こちらの右側の欄のとお

り，文化ホールと美術館については，他県でも併

設されている事例が多く，それぞれ親和性があり

様々な相乗効果が見込まれると考えています。

なぜ美術館を移転するかといったことについて

は，元々老朽化の進行と，展示室の設備，内装も

旧態化してきているといったことなどから，県教

育委員会におきまして，平成 29 年度に，宮城県

美術館リニューアル基本方針を策定しているとこ

ろですが，今回改めて，老朽化している他の県関

係施設との再編整備等を部局横断的に検討するに

当たりまして，他の施設を含めた全体的な検討を

行ってまいりました。

リニューアル基本方針の策定時は，現地におけ

る改修施工としていまして，移転という選択肢は

想定していなかったわけですが，ユニバーサルデ

ザインへの配慮や，大型化が進む全国的な巡回展，

展示への対応，あるいはコレクションや常設展示

の充実など，こういった課題に的確に対処すると

いう観点から見た場合，移転によって抜本的な対

図 5．図 5．同・資料 2「県有施設等の集約・複合化について」（p.1）．
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応が可能となるなどのメリットがあるほか，現地

改修の場合に必要となる長期間の休館が避けられ

ることなどを総合的に勘案した結果として，今回

お示しした案になったものです。

また，みやぎ NPO プラザについては，会議室

や飲食スペースなど，県民会館と美術館と類似し

た機能をもっており，これらを共有化することで

施設規模の適正化を図ることができるというこ

と，これに伴い，有利な起債制度の活用など，財

政面での利点が期待できるといったメリットがあ

ります。

さらに，東日本大震災以降，宮城県の各地で芽

生えてまいりました被災地，被災者支援，あるい

は伝承機能等を担う NPO が数多く活躍していま

す。こちら宮城県の NPO 活動の1つの特色になっ

ている部分ですが，こういった活動が，当該地の

南東側に整備される予定の広域防災拠点における

防災教育等の取組と連携協力することなどによっ

て，平時においても，また有事，ひとたび何か大

きな災害が起きた時に，それの復旧復興の過程に

おいて必要となる様々な現地等における NPO 活

動の支援，こういった活動の強化にも繋がるので

はないかといったことを期待しています。

加えて，今回県民会館と美術館とみやぎ NPO

プラザを併設することにより，いわゆるプロ

フェッショナルのレベルの高い皆さんの芸術活動

と，一般県民の方を繋ぐような，文化芸術振興面

での NPO 活動をさらに拡充していく，こういっ

たことも狙いとして考えられるのではないかとい

うことで，こういった様々な機能強化も期待して

今回集約するという案を示しているものです。

それでは参考資料②（本稿の図 3）を御覧くだ

さい。こちらは，ただいま御説明申し上げました

宮城野原における施設集約の配置関係を示したイ

メージ図です。これはあくまでも施設の配置関係

を落とし込んでもので具体的な整備の範囲とか，

こういう形のものをつくるといった前提のもので

はないと重ねて申し上げた上で，御説明申し上げ

たいと思います。

当該地は日影規制等により，比較的施設の西側，

図面でいうと左側，こちらの方の建物の高さ制限

が厳しくなっています。反対に東側，右側の方，

こちらの方のエリアは比較的，こういった建物の

高さ制限が緩やかな地域となってございます。

このため県民会館と美術館，みやぎ NPO プラ

ザ等々の建物を一般論として考えた場合，高さが

必要となってくるのは，やはりホールを抱えてい

る県民会館といったことになろうかと思いますの

で，基本的には県民会館が向かって右側，東側に，

したがって美術館は左側，西側の方に配置すると

いうのが，基本的な配置関係になるのではないか

と考えています。そして，日照の関係を確保する

ためにも南側の方にはオープンスペースとなるよ

うな屋外の広場を，北側に駐車場を配置すると

いった例 1 でお示しするような配置が基本形にな

るのかと考えています。なお，この県民会館と美

術館の接続部分というか共有する事務棟のような

建物のところに，みやぎ NPO プラザが入ってく

るといったような考え方をしたいと思っていると

ころです。ちなみに，広さ，大きさをイメージし

ていただくために，サッカーコートがこれくらい

の広さだということを，大体同縮尺で落とし込ん

でおります。これぐらいの広さになると，広場も

サッカーコートよりも一回り広く取れるようにな

るかといったものです。

一方，これは県で全てこの敷地を活用する，公

共スペースで活用するといった考え方の基本形と

いうことでお示ししていますが，何らかの形で，

例えば商業機能とか民間の活力を活用導入してい

くという可能性についても検討していく必要があ

るのではないかと考えています。

いろんなやり方があるかと思いますが，例えば
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定期借地権を設定し，一定エリアをゾーンで分けて，

権原を付与することによって，民間施設を配置する

とした場合のイメージとして，例2①，②といった

ものを資料に示しています。例2①と②は，それぞ

れ民間活用のスペース，黄色の部分を，向かって右

側に置くか左側に置くかという違いだけです。

県民会館，美術館，広場等の敷地も，先ほど言

いましたように，例 1だと相当広くとれますので，

必要 小限に抑えていった場合にこれくらいの余

剰スペースが取れるのではないかといった試算の

もとに落とし込んだものです。

現時点で具体的に想定している民間施設等があ

るわけではありませんので，今後，民間事業者の

意見等様々な形でお聞きしながら，まずは導入可

能性の検討が必要になるわけですが，例えばこの

例 2 ①，左側に民間施設のゾーンを配置するとい

うようなパターンの場合は，比較的こちらは高さ

制限が厳しいエリアですので，高さのある建物は

建てられないといった前提のもとの活用を図って

いくというイメージです。

例えば，1 階建て低層の建物，店舗がいくつか

軒を連ねていくようなイメージになる感じでしょ

うか。あるいは屋外広場の部分も合わせて，勾当

台公園のようなイベントやマルシェとか，様々な

形を活用するイベント活動の活用方法もあるかと

思います。こちらは宮城野原駅直結のエリアにな

りますので，可能性は広がるのではないかといっ

たことを期待するところです。

一方，次の右側の方に配置した場合ですと，こ

ちらが比較的高さ制限が緩やかなエリアになって

いますので，一定の高さのものが建てられるとい

う前提のもと，例えば複合ビルのようなものを建

設して，県の施設との相乗効果が発揮できるよう

な位置付けのものを何かお考えいただくことはで

きないかといったことです。

当該地につきましては，1万 m² 以上の大規模集

客施設は建てられないといった上限規制がかかっ

ていることから，民間活力の導入等に当たりまし

てはこういった規制の条件等を踏まえて対応する

ことが必要になってくるかというふうに考えてい

るところです。

いずれにしても，PFI あるいは PPP 方式等も含

めて，様々な形が想定されるわけですが，民間の

皆様の様々なアイディアを頂戴いたしまして，よ

りよいプランとなるような検討を進めてまいりた

いと考えています。（同議事録 pp.3-5）（下線筆者）

既に移転新築集約を大前提として計画が進んで

おり，その際に県の念頭には，全く前川國男とい

う固有名詞のある歴史文化の視座，文化財という

概念がないことがわかる。前掲の「配付資料 1　県

有施設等の再編方針」（図 2）の「宮城県美術館」

に係わる「その他の特記事項」に「移転する場合

は佐藤忠良記念館も合わせて移転する必要がある。

平成 30 年 3 月に「宮城県美術館リニューアル基本

方針」を策定している。美術館の特殊性を考慮す

る必要あり。（下線筆者）」とあるのが唯一の言及

である。

この懇話会で文化振興分野を担当する筈の志賀

野桂一白河文化交流館コミネス館長兼プロデュー

サー・東北文化学園大学特任教授は移転集約案に

全て賛成する。たしかに氏は，特に県民会館に関

しては以下の指摘をする。

（志賀野構成員）

これまで日本の公共施設，ともすると 40 ～ 50

年で老朽化，建替えみたいなことになっているわ

けですけれども，外国の例を言いますと，100 年，

150 年という長いスパンで，もちろん途中で改修

は行われていますけれども，長い間使われている

という劇場があるわけです。例えば，パリのシャ

トレ座などは，150 年経っていまだに現役で，し
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かもショービジネスの 1 つの中心を成している

と，こういうことがありますので，そういったも

のを目指すこともできるのではないかということ

を申し上げてまいりました。（同時議録 p.7）

しかし宮城県美術館移転集約案に関しては以下

のように，県民会館との移転集約によるパフォー

ミングアーツの観点から高く評価し賛成する。

（志賀野構成員）

（県民会館と美術館という）同系統というか文

化施設としての繋がりがある中で，隣り合わせで

あるということは，大変いろんなことができる可

能性がある。新たに美術系とパフォーミングアー

ツ系というものの間の事業を新たに組み合わせる

ことによって，新たな可能性が生まれるというこ

とが想定できます。（同議事録 p.7）

さらに集約の効果を以下のように期待する。

（志賀野構成員）

全体としての，エリア全体を 1 つの都市公園で

はないですが，公園というような考え方で計画を

されていくのもよろしいのではないかなと思いま

す。

またフランスの例を申し上げて申し訳ないです

けれど，ラ・ヴィレット地区というのがありまし

て，これは 55 ヘクタールぐらいあるのですけれ

どそこの中に，ミュージアム系とホール系という

のが一体になって整備されておりまして（後略）

（同議事録 p.7）

そしてショービジネスの観点からの評価が前面

に出される。

ショービジネスというキーワードというのが国

際的には通用します。私はショービジネスで，一

大拠点になるというふうに考えておいていいのか

なと思います。それをなぜ申し上げるかと言いま

すと，その周辺の飲食ゾーンだとか，あるいはホ

テルだとか，劇場をめぐる 1 つの劇場文化という

ふうに考えますと，そういったものが合わせ技と

してあると非常によろしい（後略）（同議事録 p.8）

なお，志賀野委員は，以下のようにこの会合で

初に「現在の美術館」について言及する。しか

しそれは「現在の」宮城県美術館は旧態依然のも

のであることを，「今どきの美術館，新しい美術館

の流れ」とそこにおける「課題」や「美術館ポリシー」

を評価軸として示そうとするものである。

（志賀野構成員）

それからもう 1 つは，美術館ということについ

ては，まだあまり議論がよく聞こえてこないし私

も分かっていないのですけれども，県の現在の美

術館というのは全国的に見ても非常に素晴らしい

コンセプトで作られ，かつ，功績を残してきてい

ると思います。

でありますけれども，今どきの美術館，新しい

美術館の流れを見ますと，金沢 21 世紀をはじめ

十和田現代とか，あるいは豊島だとかいう，いわ

ゆる現代美術にどうタッチするのかという大きな

課題がありまして，美術館がこちらに移転してき

たときに，今の美術館ポリシーが変わるのかどう

か，あるいはもう少し付け加えるのかどうかとい

うので作り方もだいぶ違うのではないかというふ

うに思います。

あるいは，アーティスト・イン・レジデンスと

いう方式でおやりになっているところも出てきて

いるわけです。そういった新しい美術界の課題を

単に移転するのか，それとも形のリモデルも意図

した移転なのかというのは，大きな議論がやはり
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必要なのではないかというふうに思います。その

辺のことが議論されていない新しい視点としてあ

るのだということを申し上げておきたいと思って

おります。（同議事録 p.14）

堀切川座長は，「県民の多くの人」を念頭には置

くが，県民と美術館の関係性は，移転を大前提と

した上での，美術館の展示機能の継続性という観

点からしか見ない。

（堀切川座長）

私は専門家ではないので県民の 1人の立場でし

か物が言えませんが，県民の多くの人がやはり美

術館と県民会館はどうなるのだろうというのを心

配しているかと思います。一番安心できるのは，

移転が完了する直前までは機能が維持されるとい

うことで，長期間休むというのが県民にとってや

はり被害が大きいと思ったものですから，この案

ですと，美術館はぎりぎりまで現在の場所で開か

れて，新しいところができたら短期間に移るとい

うことができるのかという意味でよかったと思い

ます。特に若い人たちは 1年 2年でどんどん成長

していく人達なので，自分らが中学高校の時は何

もなかったというとその世代が抜けてしまうとい

うのが一番怖いので，やはりこの世代の継続性を

考えると，A 案は，休むという期間が一番短いと

いう意味でいいと思った次第です。（同議事録p.15）

また堀切川座長は，

常設展と企画展の「真ん中があってもいいなと

思いました」，「今評価が定まらないような全く新

しい，頑張っている人たちを，常設でもないし企

画でもなくて，ある一定期間やりますと。そこの

入りを見ながら入れ替えていくというか新しい芸

術の人たちがそこを活用できる場所というのがあ

ると，他の地域にあまりないのかなとか思ったり

します。（同議事録 p.16）.

さらに，

美術館にも県民会館にも飲食スペースが入って

いるのが普通かと思いますが，外に作られれば，

あまりそれを気にしないで行けるというところ

で，民間の飲食スペースだと，自然淘汰の法則で

美味しくないところは潰れ，コスパが良くてさら

に美味しいものが，という新陳代謝にもなり，私

は食べ物が大好きですので，常に時代に合わせて

いい店が入ると考えて，その出入りができるよう

にしてくれるとありがたいと個人的には思ったと

ころです。（同議事録 p.16）

と，飲食スペースの視座からも県の案に賛成す

るが，これらは決して重要な論点ではない。

続けて堀切川座長は，移転後の旧宮城県美術館

に関して初めて言及する。

（堀切川座長）

それで 後の意見は，これは多分県民の方々の

目線だと，皆さんが同じことを思うと思いますの

で 後の 1 つです。現状の県民会館や美術館が，

移転した場合に非常にいい場所に跡地が残るわけ

で，この跡地はどうなるのだろうというのは，多

くの人が気にかけています。その跡地利用は慌て

てドタバタ変な案をつくるのも大変かと思います

が，じっくり考えていただいて，跡地利用をより

早く県民の皆様に，こういう方向になりましたと

いう報告ができるようにしていただければありが

たいと思います。（同議事録 p.16）

つまり宮城県美術館は，既にこの時点で，非常

に良い立地条件の「跡地」としか想定されていな
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いことが明瞭である。心配ごととは，あくまで「跡

地利用」として「慌ててドタバタ変な案をつくる」

ことなのである。

本会合で初めて「前川國男」の名と「建築物の

文化的価値」との概念も出すのが，本懇話会で福

祉分野担当の加藤睦男宮城県社会福祉協議会副会

長兼専務理事である。

（加藤構成員）

今，跡地利用の話が出たのでちょっと触れてお

きたいのですが，県民会館の跡地については（略），

美術館に関しては，やはり前川國男さんの建築物

で，建築物の文化的価値という部分も重視してい

ただいて，また周辺の文教地区との環境の一体性

ということも今後十分考えていただくのが望まし

いと思っております。

今回，美術館の跡地は「県による利活用はじめ

具体的な方策等の検討を行う」となっております

が，（略）美術館も，（略）美術館自体を仙台市に

移譲するなどして（略），今ある美術館の建築物，

周辺環境等を，今後も活かしていただけるよう御

検討いただければと思います。（同議事録 pp.16f.）

加藤氏がここで「今ある美術館の建築物，周辺

環境等を，今後も活か」すことを提案したことは

まことに救いである。

あらためて，このような議論に至る宮城県の認

識と経緯をまとめると以下である。宮城県美術館

は建築から 38 年が経ち老朽化している。宮城県美

術館の現地改修では，館内の展示物を別施設に収

容する必要があり，2・3 年にわたる休館の間は鑑

賞ができなくなる。このように県関係者の間では

「県民の利益に鑑みても移転，新築が妥当」との見

方が強まっていたようである。

同時に，県民会館の建て替えの方向性を検討す

る「県有施設の再編に関する有識者懇話会」では，

移転候補地として，敷地面積が現会館の 15 倍の約

5 万 4,500 平方メートルである宮城野区の仙台医療

センター跡地が適当との見解をまとめていたので

ある。

そしてこの仙台医療センター跡地は県民会館だけ

では敷地に余裕があるので，複合化が検討された。

宮城県武道館と組み合わされる案もあったが，都市

計画の規制で，大規模集客施設の床面積は計 1 万

平方メートル以下としなければならず，客席数を十

分に確保できない。また県民会館と武道館では利用

者層も異なり，相乗効果は期待できないとの指摘も

あった。一方，県美術館は集客施設に該当しない文

化施設で，また県民会館とは利用者の親和性が高い

と判断され，複合化の対象となった（注 16）。

そして芸術分野の人材育成，県民会館で催しが

ないときの集客力，周辺地域の賑わいの創出など

を考慮し，県民会館移転候補地の広さを活用し，

宮城県美術館を現地改修するのではなく，移転し

新築する方針を新たに執り，一体的な整備による

発信力強化，経費節減なども狙ったのである（注

17）。

宮城県震災復興政策課の志賀慎治課長は「宮城

県美術館は改修しても，そう遠くない時期に建て

替えが必要となると考えている。（新しい移転・集

約先の施設で，県民会館と）レストランなどを共

有することで，基本方針が掲げた増床を確保でき

る。地方交付税措置のある起債のメリットやコス

ト圧縮など総合的な観点で検討した」と理由を説

明した（注 18）。

これは県が進める県有施設再編の一部であり，

上述のように他にも，宮城野区の県青年会館を建

て替え，同区の県母子・父子福祉センターと県婦

人会館の機能を統合する方針も決めた。県担当者

は「県有の各施設の特徴を分析した上で，相乗効

果を生み出す再編を進めたい」と述べた（注 19）。

たしかに仙台駅からのアクセスも現状よりも良く，
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移転集約新築の方が来館者が増えるとするには一

理ある。

しかし，県美術館は 2015 年度から大規模改修が

検討されて，1 年半前の 2018 年 3 月には宮城県教

育委員会による「宮城県立美術館リニューアル基

本方針」が公表されたばかりであったが，この懇

話会での方針はそれを考慮しないだけでなく覆す

ものであった。

またこの「県有施設の再編に関する有識者懇話

会」には文化美術関係者が加わっておらず，移転

案は多くの美術館関係者や県民にとって寝耳に水

であった（注 20）。

そして 大の問題点は，前述のように，移転集

約する場合は国の公共施設等適正管理推進事業債

活用を活用するのでその規程上，現在の宮城県美

術館の建物は「除却」されることである。つまり「機

能転用」，「譲渡」，あるいは も可能性が高いこと

として「撤去」がなされなければならない。

ここには，文化財の保存・活用，歴史的な前川

國男建築などの観点は全く認められない。県によ

れば宮城県美術館は単なる古くなった県有施設と

いう箱でしかなく，そこには文化財あるいは文化

の認識が全くなく経済的思考しかない。経済学的

に言っても，フローの視座しかなく，ストックの

考えは全くない。

後日筆者が宮城県美術館の関係者から聞いたこと

だが，このニュースに接した 初は，新たに美術館

の分館が仙台駅東方に新築されると思いむしろ喜ん

だそうである。前川國男の宮城県美術館を「除却」

するという可能性，考え方は，文化と歴史にも価値

を見出す者の念頭には全くなかったからである。

5）現地存続運動の経緯〜文化財保護の理論武装の

ために

このようにして 2019 年 11 月に突如として発表

された移転新築案と，それに反対した現地存続運

動の経緯を以下に主に河北新報社による『河北新

報』（注 21）の記事を軸として追いたい。本件に関

して『河北新報』は質量，情報の一次性などあら

ゆる点において他の媒体よりも格段に優れた報道

を行ったからである。

本章の以下は，基本的に同紙記事の「転載」，記

事内容の筆者による適宜「要約」である。あるいは，

記事には基本的事実関係が繰返し記載され同日同

紙の異なる頁に関連記事が複数載ることもあるの

でそれらをまとめて且つ体裁統一などを図った筆

者による「編集」である。以上を四角枠あるいは「」

などを用いて以下に示し，若干の筆者の見解も沿

える。

その際に，なるべく事態推移をも観るために時

間軸に沿いつつも，いくつかの論点を提示して整

理を行うことにより問題と対策を浮彫にしたい。

今後の文化財の保存と活用に関わる類似案件にお

ける参考として，文化財保護に関わる理論武装の

一助となれば幸いである。

5 − 1）二重行政〜宮城県と仙台市

県の方針公表に驚いたのは市であった。その反

論の根本は県と市の二重行政への疑義であった。

2019 年 11 月 22 日に郡和子仙台市長は村井県知

事と県庁で会談し，村井県知事は県民会館と宮城

県美術館の移転・集約する県の方針を説明した。

郡市長は，県民会館が移転した場合の跡地利用に

も関心を持ち，跡地は市の街づくりを左右するの

で「活用に関わらせて欲しい」と申し入れたが，

県知事は「タイミングが来たら」とはぐらかした。

県の有識者懇話会が 12 月にまとめる予定の県有

施設再編方針の中間報告を仙台市が検討し，改

めて意見交換することで一致した。（『河北新報』

2019年11月26日）（『河北新報』2019年12月11日）
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11 月 25 日に，村井県知事は定例記者会見で，

11 月 22 日に郡市長と会談したこと，改めて 2020

年の年明けに公開の場で県と市が意見交換する方

針であることを明らかにした。さらに記者会見で

村井県知事は「JR 仙台駅を中心に（その西と東で）

バランス良く集客できるのは，仙台市の街づくり

にとってマイナスではないのではないか」と移転・

集約の意義を強調し，「（県美術館の現在の建物や

跡地の利活用に関しては）現時点でははっきりと

言えない。関係者の意見を聴き，慎重に考えたい」

と述べた。（『河北新報』2019 年 11 月 26 日）

郡市長は，11 月 26 日の定例記者会見で，県民

会館と宮城県美術館を移転・集約する県方針に関

して，「にぎわいを形成する地域と歴史的，文化

的な区域から文化施設がなくなる。仙台のまちづ

くりにすごく影響がある」と唐突に示された県に

よる方針に対して動揺と危機感を示した。11 月

22 日の村井県知事との会談で県方針の説明を受

けた際に，「移転元も，移転先も大変重要な地域。

さまざまな配慮をして検討してほしいと要望し，

美術館は建物自体が大変評価が高いことも伝え

た」と述べた。11 月 25 日の村井県知事の「仙台

のまちづくりにマイナスではない」との意見に対

して，郡市長は「それも一つの考え方」としつつ，

まちづくりへの具体的な影響は「まだ正式決定で

はない」と言及を避けた。「双方にとって重要な

課題。こういう機会（トップ会談）は大事で，よ

く理解し合えた。今後も意見交換を重ね，お互い

のことを考えて進めたい」と述べた。村井県知事

と郡市長は 2020 年の年明けに改めて会談するこ

ととなった。（『河北新報』2019 年 11 月 27 日）

このように都道府県と市の二重行政の問題が，

宮城県と仙台市でも露わになった。仙台城の構造

と跡地展開を巧みに利用しつつ，二の丸の国立の

東北大学川内キャンパス（同地には GHQ，さらに

その前には帝国陸軍第二師団があった）と三の丸

の仙台市立の博物館とそれらに隣接して県立の宮

城県美術館が有機的に構成する地区を，仙台市営

の地下鉄の 2 つの駅と市営観光シティーループル

バス「るーぷる仙台」が通り抜けて結んでいたと

ころを，突如として県がその一角を破壊する方針

を示したのである。それへの反論の一つとして市

長が，文化財としての美術館の建物自体の価値に

言及したことも非常に意義があった。

11 月 29 日の『河北新報』は加藤健一・生活文化

部次長による社説「宮城県美術館の移転　唐突感

否めず多方に影響」を載せ，以下のように主張する。

広く県民の納得を得る説明が必要であるが，こ

れまでのいきさつや価値について十分な検討を行

い，各方面の意見を聴いていない。そして，まち

づくりとの整合性がない。移転先には，JR 貨物

駅跡地に整備される広域防災拠点や，プロ野球の

本拠地などの県の大規模施設がひしめくこととな

り，仙台駅東側に副都心を造るようであり，都市

計画を大きく変える。県有施設に余裕があるので

左（西）から右（東）へというのはおかしい。一方，

仙台市の都市計画は駅の西側に重きを置き，都心

再構築として定禅寺通りを杜の都のシンボルロー

ドとする施策を行い，にぎわいを生む社会実験を

試行中である。「一番町―定禅寺通りー西公園と

回遊性を高め，活力を呼び込もう」と経済界と共

に事業費を投入している。県による駅の東側，市

による駅の西側の統一性がとれておらず，ちぐは

ぐである。大事業であるのに自治体間で意思疎通

が図られておらず，摺り合わせがない。いずれも

客席が 2,000 規模の公共ホールを，県が新県民会

館に，市も別の音楽ホールを，同じ市域に計画し

ている「音楽ホール問題」と構図が似ている。財

政難の中，コストを無駄にせずに効率良く税を使
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うべきである。県と市は政策決定プロセスを共有

し，県民，市民の声に耳を傾け，調和の取れた都

市づくりを行うべきである。（『河北新報』2019 年

11 月 29 日）

仙台城の城下町は駅の西側にあり，長年にわた

り仙台市の都心まちづくりは西を中心に展開して

きた。市は 2017 年には定禅寺通活性化室を設置し，

市役所本庁舎の建て替えを機に，一番町・勾当台

地域の集客力を高めるべく街路に憩い空間をつく

る社会実験を進めてきた。市は 2019 年 10 月には

「都心再構築プロジェクト」を始動したが，これも

西の青葉通りを軸とする「都市再生緊急整備地域」

（約 79 万平方メートル）が対象であり，老朽ビル

の建て替えや高機能オフィスの整備を誘導するも

ので，市による音楽ホール構想もこの延長線上に

ある。仙台市のまちづくり構想は「西高東低」の「コ

ンパクトシティー」なのである（注 22）。そして県

民会館は市によるシンボルロードの定禅寺通りに

あり，宮城県美術館は青葉山の文教ゾーンにある。

ところが，2 つ共に駅の西方にある文化施設を，

県が駅の東側に移転集約することは市の街づくり

に大転換を迫る。これを村井県知事は「西と東で

バランスが良い。市にとってもマイナスではない」

と東西の均衡ある発展を主張するが，これまでの

経緯を踏まえて市長は難色を示すのである。西に

重点を置く市の従来の構想，新たな文化ゾーンを

東に造ることとなる県の移転・集約案，どちらの

街づくりを進めるかは村井県知事次第であり，市

の幹部は「従来通り，県民会館と県美術館は市に

とって重要な場所であると県に伝える以外にない」

と手詰まり感を漏らすのである（注 23）。

いかなる建造物や文化財でも，物理的でもバー

チュアルでも，この世に存在する以上，国，都道

府県，市区，町村，あるいは個人の誰が創造者・

所有者・管理責任者であっても，そこに様々な「二

重行政」問題は生じる。非破壊ならばともかく不

可逆的な破壊的行為に関しては，第一義的な創造

者・所有者・管理責任者の単独の判断で決めて良

いわけではない。所有・管理権と使用権は別であ

るからである。そもそも「二重行政」などを超えて，

文化財とは公共財である。

5 − 2）人々の声〜市民の底力

県民・市民の間では，移転に反対の意見が圧倒

的に多かった。例えば既に 2019 年 11 月 27 日の時

点の『河北新報』の読者からの投稿欄「声の交差点」

では，主婦・仙台市青葉区・40 歳が「美術館移転　

改修で対応を」と題し以下のように述べる。

移転案に接し，あまりの驚きとショックで思わ

ず食事の支度の手を止めてしまいました。理由の

一つは老朽化とのことですが，なぜ改修工事では

駄目なのでしょうか。・・・現在の県立美術館は・・・

趣のある赤れんがの建物と自然との融合が芸術性

を感じさせ，訪れるたびに心が満たされます。こ

の美術館に魅了され，何度も仙台を訪ねる県外の

方もいらっしゃると聞きます。・・・訪れた子ど

もたちや家族らが皆笑顔になり，豊かでかけがえ

のない思い出が今の美術館にはたくさん詰まって

います。・・・時代に合わせ新しく生まれ変わる

ことも重要ですが，古き良きものを大切にして後

世にその文化を伝えていくことも，今の時代だか

らこそ大事なのではないでしょうか。（『河北新報』

2019 年 11 月 27 日）

まさに文化の観点からの堂々とした論声である。

そして結局はこの方の意見の通りになるのである。

『河北新報』は LINE を使い県による県美術館移

転集約方針案に関してアンケートを実施した。12

月 10 日から 16 日の間に「読者とともに　特別報

道室」の LINE で「お友達登録」者に質問を送った
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もので，計143件の回答があり，反対123件（86.0％），

賛成 14 件（9.8%），その他 6 件（4.2%）であった

ことが同紙上で 12 月 30 日に発表された。賛否と

主な意見は以下である。

反対の中で も多かった理由は美術館の立地・

環境に関する評価で 53 件にのぼった。主婦・福

島市・31 歳・女性は「立地と建物が生み出す歴史

や雰囲気がアートそのもの」と回答した。団体職

員・（仙台市）若林区・37 歳・男性は「美術の専

門家不在の懇話会，第 2，3 回の議事録の非公開

と突然の方針発表，数年かけて策定したリニュー

アル案の無視など行政の決定手続として問題があ

る。美術，文化遺産保存，まちづくりなど多様な

専門家を交えて再検討してほしい」と行政手法を

問題視した。会社員・青葉区・60 代・男性は「方

針案の是非を問う前に，進め方の強引さが認めが

たい。叩き台の一つは，リニューアルの検討結果

を踏まえた方針案でなければならない」とした。

会社員・（仙台市）泉区・47 歳・女性は「突然決

定事項のように表明し，知事には怒りと不信しか

ない。これが多選の弊害か。仙台市のハザードマッ

プを見ると移設予定地は液状化の危険性が高い」

とした。会社社長・（仙台市）青葉区・62 歳・男

性は「知事の地元の宮城野区に施設を集中させる

ことに疑問を感じるのは私だけだろうか」とした。

自営業・宮城野区・48 歳・女性は「県はどうして

歴史的な建物を保存するという流れがないのか。

いくつ歴史的な建物を壊す気なのか」とした。会

社員・（仙台市）青葉区・61 歳・男性は「県と仙

台市で事前に十分に協議したのか。県有施設だか

らといって県が勝手に決めていいはずがない。県

民会館も県美術館も立地は理想的。杜の都の顔を

変えてしまうプロジェクトだけに議論を尽くすべ

きだ」とした。詳細不明者は「利便性や経済性を

求めるだけの移転に思えてならない。どうしても

宮城野区に建設したいなら，県ゆかりの作家，現

代アートなど，今の美術館とは違うアプローチで

別館を建てれば県外からの集客も見込める」とし

た。

賛成意見ではバス運転手・石巻市・65 歳・男性

は「仙台の発展に貢献し，経費削減にもなる」と

理解を示した。パート・（仙台市）宮城野区・44 歳・

女性は「有名な建築家の建物で，あの景観，場所

があってこそ，という美術関係者にはおごりを感

じる。県民のための建物が特定の関係者のものに

なっていないか」と述べた。学生・亘理町・女性・

18 歳は「交通の便利さには欠けるが，今以上の設

備が整うならいい」とした。公務員・太白区・59

歳・男性は「現在の場所は駐車場が狭く入りづら

い。 新の設備がある美術館の方が美術品も映え

るだろう」とした。主婦・（仙台市）若林区・55 歳・

女性は「今の建物はもったいないが，道に迷いや

すく寒々しく，トイレなども他県の人はびっくり

するのでは」とした。（『河北新報』12 月 30 日）

「美術関係者にはおごりを感じる」との意見には

身が引き締まる思いがする。このようにも世間は

見ていることを美術博物館関係者は常に自戒しな

いといけない。また全くの筆者個人の感覚である

が，「今の建物はもったいないが・・・寒々しく」

には同意できる部分もある。賑やかな地の新しい

物へに対するワクワク感は誰しもが有する。知識

人が権威と歴史と文化だけで世間のものを評価解

釈して押し通そうとするのは正におごりであろう。

但しこの後も反対意見の方が殆どを占め，老若

男女の市民から実に要を得た力強い異見が『河北

新報』の投書欄に続く（注 24）。1 月 7 日の読者の

投稿欄「声の交差点」には，「仙台には歴史的建造

物が少ない。東京でさえ近代建造物を維持してい

る。旧宮城県庁はもうない。歴史的建造物を維持

していかなければ，という気概はこの（宮城）県



176

にはないのだろうか。（宮城県美術館）改修に伴う

不自由さへの寛容くらいは宮城県民は持っている

とおもうけれど」とある（注 25）。1 月 9 日の読者

の投稿欄「声の交差点」には，無職・栗原市・71 歳・

女性が「築 38 年　手入れ施し活用を」と題して，

県美術館は文教地区にあるが，移転先は東北楽天

の本拠地「楽天生命パーク宮城」に近く集客が見

込まれると県は言うが，美術鑑賞とスポーツは結

びつきにくい。「たった 38 年でお払い箱とは」驚

いている。「手入れをして長く使う価値はある，知

事は謙虚に県民の声を聞いて欲しい」と述べた（注

26）。1 月 15 日の『河北新報』の「声の交差点」欄

には団体職員・仙台市泉区・69 歳・男性が，ウィー

ン楽友協会のホールは 1870 年の建設であること，

前川國男による東京都美術館（1975 年開館），福岡

市美術館（1979 年開館）は改修を経て利用されて

いるし，京都市京セラ美術館（1933 年開館）も大

規模改修の上で再生するのであるから「宮城県美

術館も維持すべきだ」と訴えている（注 27）。1月

23 日の『河北新報』の「持論時論」欄では主婦・

仙台市青葉区・77 歳・女性が，「なぜ知事や県は建

て替えと決めつけるのか，丁寧にメンテナンスして

使い価値ある建物と豊かな環境を後世に残すべきで

ある，定禅寺通りの欅が 1958 年の植樹を経て今堂々

としているように 100 年先を考え今から 100 年後に

豊かな緑に包まれた美術館が「先人の良き遺産」と

して愛されることを願ってやまない」と堂々と述べ

る（注 28）。1月 25 日の『河北新報』の「持論時論」

欄にも仙台市宮城野区・無職・72 歳の現地活用を

望む意見が載る（注 29）。建築史学者の卓見に呼応

する県民・市民の声の文化的なレベルの高さには

感服する以外ない。1月 28 日の「声の交差点」には，

無職・仙台市太白区・75 歳・男性が，県美術館を

仙台市で買い取り仙台市美術館とする案を出した

（注 30）。1 月 31 日の「声の交差点」で，パート・

仙台市青葉区・63 歳・女性は，40 回ほど美術館の

特別展を訪れた思い出を語る（注31）。2月4日の「声

の交差点」では「美術館の移転　渋滞考慮を」と

題してパート・岩沼市・60 歳・女性が，「近くに立

つ仙台医療センターは静かなことが望ましい病院

ですし，美術館，県民会館，仙台市陸上競技場で

イベントが重なった時，緊急車両の通行に支障は

ないのですか？美術館も県民会館も人気イベント

の時は今でも混雑しています，移転候補地近くの

楽天生命パークで東北楽天の試合がある時は渋滞

が発生しています。駐車場の確保，電車，地下鉄

以外での移動手段なども考慮されているのか疑問

です」と述べる（注 32）。

その他にも多くの市民の声が『河北新報』その

他の媒体で発せられた。歴史と文化に関しての堂々

とした意見である。市民の文化的な理解と力の大

きさにあらためて驚く次第であり，それが美術館

移転反対の論陣の も強い力であったことは確か

である。

5 − 3）県知事と県議会

2019 年 12 月 4 日〜 6 日の 11 月県議会定例会で

は一般質問が行われた。

2会派の計 3議員が，不満がくすぶる県民会館・

美術館移転集約案を取り上げ街づくりを踏まえて

仙台市と連携するように訴え，村井県知事は説明

に追われた。4 日に自民党・県民会議の若手議員

は前川国男（注 33）設計の美術館である建物の価

値に注目し，「観光資源としての可能性を考慮す

べきだ」と活用を訴えた。村井県知事は「高く評

価されていると認識している」，建物や跡地の利

活用については「（東北大などが立地する）文教

地区であることを踏まえ検討する」と述べただけ

であった。4日にみやぎ県民の声の新人議員は「移

転集約案は突然であった。納得できない部分があ

る」と現地改修計画が進んでいた宮城県美術館の
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移転方針をただした。村井県知事は，隣地の地下

に仙台西道路のトンネルがあるために現地建て替

えが困難であるとの見解を披露し，「遠くない将

来の建て替えは避けられない。工期や費用，長期

休館の必要性を考えると（移転集約案は）県民に

とってメリットが大きい」と理解を訴えた。5 日

には，仙台市議から転じた，自民党・県民会議の

新人・渡辺拓議員（43 歳）は「音楽ホール問題」

に言及し，「本当に二つ必要か。同じ敷地に設置

すればコスト削減につながる」と提案した。市と

県の架け橋とならんとする議員による，県と市の

「二重行政」の課題に対して，村井県知事は「（県

と市による）一体整備は市から改めて申し入れが

ない限り難しい」と答弁し，慎重姿勢は崩さずも

市の対応によっては再考の可能性もあることを示

した。（『河北新報』2019 年 12 月 8 日）

このように県議会の定例会でも移転新築に対す

る質問が相次いだ。県民の代表である県議にも理

解，賛同されていないことがわかる。12 月 10 日に

は本会議が開催された。

村井県知事は本会議で「県民の意見を聴くには

叩き台が必要」と強調した。しかし「叩き台」の

内容以前に，議論の進め方に異議が唱えられたの

である。12 月 13 日には，総務企画，文教警察委

員会が開催された。そこで県民会館・県美術館の

移転・集約に対して，与野党の議員からの批判が

相次いだ。特に現地改修案が示されていた県美術

館の移転という急な方針転換に異論が続出した。

文教警察委員会では，与党議員が「突然湧いた移

転集約案だ。議会を愚弄しているのか」と強く批

判した。野党議員も「関係者の意見をないがしろ

にしている」と批難した。総務企画の与党議員は，

仙台市の街づくりに与える影響を懸念し「市側に

も異論があると聞く。進め方が乱暴ではないか」

と強い疑義を呈した。老朽化が進む県有施設の安

全で効率的な運営管理を進め将来像を描くのは県

の責務である。しかし野党議員に「知事の独断専

行が透ける」と批難され，県の説明と合意形成に

関わる議論の進め方が問題となっている。（『河北

新報』2019 年 12 月 14 日）

このように県議会でも県による方針転換の理由

の丁寧な説明を求める批判があがり，県は 12 月下

旬に意見公募を始め，年度内に基本方針の 終案

をまとめる予定であると公表した。

2019 年 12 月 12 日の「県有施設再編等の在り方

検討懇話会」の第 5 回会合において，「県有施設等

の再編に関する基本方針（中間案）」（注 34）が公

表された。

12 月 16 日の定例記者会見で村井県知事は「美

術館に来たことがない人や被災者にも来てもらえ

る施設を目指す」と移転集約新築の意義を強調し

た。さらに，美術館の建築的価値の尊重を求める

声が関係者から上がっていることには，「批判が

出ると予測していた。」と述べ，現在の建築が築

38 年になることを踏まえ，「いずれ建て替える必

要がある。今やるか，20 年先にやるかの議論だ」

と述べた。この移転集約方針が出される以前に，

県教育委員会の有識者懇話会がまとめた現地改修

方針に関しては，「新しい施設の中に改修案の内

容を採り入れてやればいいと思う。今までの議論

が無駄になるのではなく，新たに生まれ変わると

捉えて欲しい」と持論を述べた。意見公募などの

内容によっては移転新築案を見直すかどうかにつ

いては「今の段階では何とも言えない」と述べる

にとどめた。（『河北新報』2019 年 12 月 17 日）

「美術館に来たことがない人・・にも来てもらう」

との村井県知事の見解は傾聴に値する。政治家・
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経営者に比べてたしかに博物館関係者は博物館と

その展示は，その文化的な価値さえが判れば，人々

が当然来るべきところだと見做している感がある。

しかし新築がその解決策ではない。東北で「震

災被災者」に言及すると誰も反論できなくなるこ

とも利用している。築 38 年で既に「建て替える必

要がある」との認識は，文化財としての建築の価

値を理解していないだけでなく，耐震構造などの

点からも建造物として機能的に「建て替える必要」

がないことを理解していない。あるいはそのよう

な専門家の意見に耳を傾けない。「新しい施設の中

に改修案の内容を採り入れてやればいい」とは，

美術館を機能としか考えていない。文化の歴史軸

上の存続との視座は全くない。また公的な意見公

募を行うとは，意志決定者はそれを傾聴すること

が大前提である筈だが，実際は単なる政策的言い

訳，「ガス抜き」であることを露呈している。村井

県知事が「批判は承知」であり「建て替えるなら

ば今」であると持論を述べる態度は，既に移転が

決定事項であると多くの市民・県民・議員等に感

じさせるものであった。

5 − 4）反対する有志者団体〜市民，東北大学教員，

芸術家，建築家

圧倒的多数の市民の反対の声を受けて，いくつ

もの異なる属性の有志者団体が結成された。

12 月 17 日には有志者団体「まち遺産ネット仙

台」の西大立目祥子代表が，現地改修を訴える陳

情書を石川光次郎県議会議長に提出した。「現存

の建物や環境を評価せず，コストなどで結論を出

そうとしていることが残念。このままでは県政全

体の不信感，失望感につながる」との訴えに対し

て，議長は「結論は県民の理解を得て出すべきだ。

議会としてもしっかりと議論したい」と応じた。

（『河北新報』2019 年 12 月 18 日）

確実に活動が始まり広がっていった。

12 月 27 日に，仙台市青葉区の仙台市営地下鉄

「国際センター」駅の上部施設である「青葉の風

テラス」で，有志者団体「まち遺産ネット仙台」

と「アリスの庭クラブ」の第 1回集会が開かれた。

両団体の西大立目祥子代表は「さまざまな立場で

県美術館への思いを話し合う場にしたい」と述べ，

市内ギャラリー経営者や建築士が意見交換し「県

民の話し合いなしに文化施設の在り方が進められ

ていいのか」，「文化財を長く活用する機運に逆行

する」と語った。会場からも「県の貧しい文化行

政の現れ」，「何を残し，何を手放すのかを考える

ことは必要」との意見が出た。「アリスの庭クラ

ブ」は今後も月 1 回ほど集いを開く予定であると

した。（『河北新報』2019 年 12 月 28 日）

2020 年 1 月 5 日に東北大学関係者による「宮城

県美術館の移転計画中止を要望する有志の会」が発

足した。宮城県美術館建設を前川國男設計事務所

のチーフとして担当し，その後には佐藤忠良記念

館の設計を行った大宇根弘司氏は事態を憂い 2019

年 12 月に東北大学関係者に連絡をした。特に森一

郎（東北大学教授）はそれに応じて野家啓一郎（東

北大学名誉教授）と共に行動を起こし，野家啓一

郎，森一郎，尾崎彰宏（東北大学教授），五十嵐太

郎（東北大学教授），花輪公雄（東北大学名誉教授），

筆者である芳賀満（東北大学教授）の 6 名を発起

人として，総勢 16 名のメンバーから成る上記の「宮

城県美術館の移転計画中止を要望する有志の会」

が発足した。

2020 年 1 月 7 日に美術家などによる「宮城県美

術館に関心と期待を寄せる有志グループ」がアン

ケート結果を公表した。2019 年 12 月 9 日から 23

日に，県議，仙台市議，学識経験者ら 445 人にア
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ンケートが配布され 114 人が回答し，同時にイン

ターネットでも回答を募り 2127 件が寄せられた。

移転反対が 83.9%，賛成が 4.7% であった。「大切

にして欲しいこと」は「現在の美術館の環境や建

築の価値」（3151 件），「美術館の役割や市民ニーズ」

（497 件），「財政の効率的運営」（227 件），「集客性」

（171 件）であった。説明の不足や専門家不在で議

論が進んでいることへの異議も多かった。（『河北

新報』2020 年 1 月 8 日）

1 月 17 日に市民有志「アリスの庭クラブ」が 2

回目の集いを開いた。建築や社会政策の専門家が

「本当に効率化が図られるのか」，「県美術館の建

物は今後，資産価値が高まる。人の記憶を次世代

につなぐことは経済的価値に置き換えられない」

と意見を述べた。なお，クラブは 18，19 日に青

葉区の藤崎デパートの前で現地保存を求める署名

活動を行った。（『河北新報』2020 年 1 月 18 日）

2020 年 1 月 24 日には日本建築家協会東北支部

（青葉区）が，美術館を現地で存続するよう求め

る要望書を県に提出した。要望書は，美術館の設

計者が著名な建築家の故前川国男氏であること

や，東北建築賞を受賞するなど評価を受けている

と指摘。周辺の自然環境に配慮した建築は「県を

代表する文化施設」と強調し，方針案の再考を訴

えた。要望書を提出した鈴木弘二支部長は「持続

可能な社会を目指す上で，既存施設の活用は課題

になる。現在の技術があれば，現地で建物を維持

することは可能だ」と語った。要望書を受け取っ

た県教委生涯学習課の嘉藤俊雄課長は「建物や

立地の評価に関する意見は県に多く寄せられてい

る。要望は今後の検討に役立てたい」と話した。

（『河北新報』2020 年 1 月 25 日）

1 月 25 日に宮城県建築士事務所協会と日本建築

家協会東北支部宮城地域会の主催で文化芸術とま

ちづくりを議論する「仙台ラウンドテーブル」が

仙台メデイアテークで開催され，建築家，まちづ

くり関係者，美術家，政治経済学者ら 21 人が意

見を交わし聴衆は約 200 人であった。東京芸術大

の伊藤達矢特任准教授は東京都美術館と大学が取

り組むアート活動を例に挙げ「社会が多様化し，

美術館はさまざまな価値観を認め合う基盤の役割

が期待されている。県美術館の未来は社会的な背

景や期待も含めて考えるべきだ」と強調した。県

美術館のリニューアル基本構想策定に関わった文

化事業ディレクター・演出家の吉川由美氏は「県

民が 40 年間育ててきた文化資産を超えられるな

ら移転も考えられるが，文化政策が見えない」と

突然の移転方針に疑問を投げ掛けた。県美術館の

現地存続を求める「まち遺産ネット仙台」代表を

務めるフリーライター西大立目祥子氏は「県美術

館の建物の歴史には県民の思い出が織り込まれて

いる。価値を分からない村井知事は評価できない」

と批判した。他には「県美術館を残し，現代美術

館を新たに造ってはどうか」「コストの面でも現

在の美術館を長持ちさせるべきだ」といった意見

があった。（『河北新報』2020 年 1 月 26 日）

5 − 5）宮城県への仙台市の反撃〜市特別用途地区

建築条例

2020 年 1 月 6 日に郡市長は年頭記者会見で，都

心再構築プロジェクトや定禅寺通活性化などの事

業に触れた上で「県有施設の再編もあり，仙台の

まちづくりは転換期にある」と強調し，今後，議

会や県，企業，大学，市民団体と意見交換する必

要性を訴えた（注 35）。これは県への牽制である。

1月 10 日の『河北新報』に拠れば，以下である。

移転集約先に新たに整備される施設の規模に

仙台市が注視している。市は 2008 年に市特別用
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途地区建築条例に基づき，当時の仙台医療セン

ター敷地（約 5 万 4,500 平方メートル）を含む銀

杏町地区を「大規模集客施設制限地区」に指定し

た。住宅地があることを考慮して，映画館，飲食

店，店舗などの大型施設の立地を規制したのであ

る。この市条例の立地規制により，床面積 1 万平

方メートルを超える大規模集客施設は建造できな

い。美術館は大規模集客施設に含まれないが，新

県民会館や民間活用エリアは施設規模によっては

規制対象になる。もしも床面積が 1 万平方メート

ル以上になった場合，市長が公益上やむえないと

判断したり，市都市計画審議会が認めれば，制限

地区の指定が一部解除され建設が可能である。し

かし周辺環境に影響を及ぼす可能性がある。市都

市整備局の担当者は「良好な都市環境が形成され

ないと判断すれば，都市計画審の議題にすらなら

ない。そもそも条例に抵触しない施設であっても，

市との協議は不可欠である。無条件に建てられる

わけではない」と述べる。（『河北新報』2020 年 1

月 10 日）

1 月 13 日にも宮城県美術館と宮城県民会館の移

転案に関して村井県知事と郡市長が協議を行った。

市特別用途地区建築条例という，県に対抗する手

段を市が保持していることが判明したのである。

5 − 6）国の公共施設等総合管理計画と公共施設等

適正管理推進事業債

2016 年に県が定めた公共施設，総合管理方針で

は，今後 40 年間にかかる公共施設更新費を約 1 兆

2400 億円と試算した。宮城県美術館と県民会館の

集約構想も県有施設再編の検討作業の中で浮上し

た。

小地沢将之氏（宮城大学准教授・仙台市青葉区・

44 歳）は『河北新報』（1月 10 日「持論時論」欄）で，

前川國男による弘前市民会館は前川らしさを一切

損なわないで大規模改修がなされた，前川建築は

レガシーとして残してゆくのに相応しいとした上

で，以下のように国の公共施設等総合管理計画と

の施策との関わりを説明する。

国は 2014 年に地方公共団体に対して公共施設

等総合管理計画を策定し，公共施設の維持管理の

方向性を明示するように求めた。具体的に 30 年

以上の維持コスト試算まで要求する。宮城県も既

にこの計画を公表し，現有の施設のみでさえ現在

の税収では到底全ての公共施設を維持できないこ

とがわかっている。

国は，地方公共団体が総合管理計画に基づいて

公共施設を適正に管理するのであれば，その費用

の一部を国費で充当することとしている。①集約

化・複合化，②長寿命化，③転用，以上を行う場合，

公共施設等適正管理推進事業債との貸し付けを国

から受け，さらに返済費用の一部は交付金として

充当してもらえる。

公共施設等適正管理推進事業債のうまみは大き

く，①集約化・複合化では国は実質45％を負担し

てくれる。②長寿命化，③転用，ならば国の負担は

27％である。採算性に限れば，①集約化・複合化に

よって再編を図るのが良い。宮城県が美術館と県民

会館の集約を企図したのはこれゆえであろう。

だが，公共施設等総合管理計画には 3 つの問題

がある。①個々の施設の魅力を評価する仕組みで

はないこと。②集約化・複合化を行う場合の組み

合わせは事前に計画する必要がないこと。③移転

集約先についても事前に計画する必要がないこ

と，である。結果的に，個々の公共施設の行き先

は場当たり的になりがちである。宮城県のこのた

びの表明も，公共施設等総合管理計画で未着手

だった方針が明らかにされたまでである。

公共施設等適正管理推進事業債にも 2 つ問題が

ある。採算性が も良い①集約化・複合化の場合，
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その施設の延べ床面積は現行施設の床面積を下回

らなければならない。従来の規模を維持できない。

また現行施設は原則として 5 年以内に解体しなけ

らばならない。

以上の国の施策と県の対応の全体像を説明した

上で，小地沢氏は極めて現実的で建設的な持論を

述べる。公共施設の保存活用である以上，前川建

築の文化的価値の素晴らしさだけを論じても解決

しない。県民に維持コストが跳ね返ってくるから

である。

そこで，公共施設等適正管理推進事業債による

国の支援率は下がり宮城県の採算性は落ちるが，

②長寿命化を選択し，財源不足は知恵を絞り，美

術館の充実による増収で手当てしてゆくのが良策

であろう。

国の現行の制度設計上，この手順でしか議論が

進まなかったことは止む得ないということに県民

は理解が必要である。（『河北新報』2020 年 1 月

10 日）

大場尚文氏（美術家・前宮城県芸術協会理事長・

富谷市・78 歳）は『河北新報』で，国の公共施設

等適正管理推進事業債の利用を急ぐ県は，受益者

の美術関係者や県民に何の連絡もなく結論ありき

で議論を進めるのは乱暴であり，ゼロベースで議

論が必要だと訴える。宮城県美術館の創作室が県

の芸術文化の成熟に貢献したこと，美術館は空気

を育む醸造所であり，老朽化したからと移転して

はこれまで培ってきた有形無形の芸術的資産を喪

失する，財政優先で拙速な決断により未来に禍根

は残すな，と訴える（注 36）。

これは重要な論点であり，特に小地沢将之氏の

論考は，県が示す移転新築集約方針の理論と理由

の根本を説明する。国全体の人口減，経済の低迷

が根本にあり，それゆえに国は公共施設等総合管

理計画を策定したのである。そして責任をもって

45％，27％の負担を引き受けていることはありが

たい。しかしそれは一方で，地方自治体の顔を金

で叩くようなものでもあり，地方の可能性を狭め

ていると強く糾弾したい。

また，国であれ都道府県であれ，往々にして，

お上は下々の民に対して，当該課題が置かれてい

る現状や背景，それゆえの施策立案の理由を含め

た全体像を丁寧に説明しないことは猛省すべきで

ある。

5 − 7）活断層というほころび〜文化庁「文化財公

開施設の計画に関する指針」

1 月 18 日の『河北新報』の「声の交差点」では，

公務員・新潟市西区・53 歳・男性が，以下の指摘

を行う。

文化庁の「文化財公開施設の計画に関する指針」

では，施設建設予定地の選定に関し「十分に留意

することが望まれる」環境条件の具体例に「活断

層」が明記されていると指摘する。現在，移転

先として予定されている宮城野区の仙台医療セン

ター跡地は，仙台市がハザードマップで警戒を呼

び掛けている「長町－利府線断層帯」のほぼ直上

に位置し，ここに美術館が建設された場合，国宝

や重要文化財の美術品は展示が認められない施設

となる可能性がある。（河北新報』2020年1月18日）

1 月 24 日の『河北新報』の「持論時論」欄では，

主婦・九州出身で東京在住・64 歳・女性が，宮城

県美術館の大ファンでこの 15 年で 40 回ほど訪れ

ている，固い地盤の上にあるので東日本大震災に

もほぼ無傷だった前川國男の建物なのに，なぜ活

断層のほぼ真上にある予定位置へと移転するのか，

と憤る（注 37）。

これは移転案に反対する強力な論点である。市

民の知のレベルの高さと底力を感じる。
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事実，現在の宮城県美術館が位置する広瀬川河

岸の崖はその地盤が強固であることを，東北大学

の地学の名誉教授蟹沢聡史氏（仙台市太白区・83 歳）

が 2020 年 1 月 28 日の『河北新報』の「持論時論」で，

以下のように地学的観点から立地条件に優れてい

ることを述べる。

奥羽山脈に端を発した広瀬川は，河岸段丘を形

成しながら仙台の市街地に至って蛇行を繰り返し

てから沖積平野を潤して太平洋に注ぐ。仙台藩祖

伊達政宗が築城した仙台城の背後には，広瀬川の

蛇行によって竜の口峡谷が形成され，自然の要害

となった。政宗の築城以来，広瀬川の北には河岸

段丘の上に市街が発展してきた。川の南側には本

丸，二の丸が築かれ，明治以降は旧陸軍第二師団，

駐留米軍の用地として利用された。そして今は宮

城県美術館をはじめとして，東北大川内キャンパ

ス，東北大川内萩ホール，仙台市博物館，仙台国

際センターなどの文化・文教施設が立ち並んでい

る。広瀬川の河畔は文化施設にとって，とてもい

い立地条件なのである。宮城県美術館にはクレー

やカンジンスキー，さらに佐藤忠良氏の作品が集

められており，時に世界各地の芸術作品を見るこ

とができる。鑑賞後の余韻に浸るのに格好な，広

瀬川の流れの見える庭がある。外に出れば，周辺

に散歩道もある。このような自然と一体化した宮

城県美術館の立地条件は県の誇るべき財産であ

る。同時に，仙台の市街地を流れる広瀬川と竜の

口峡谷，仙台城をこの地に築城した政宗の見識に

思いをはせることもできる。また，現美術館は新

第三紀の仙台層群ならびに広瀬川による河岸段丘

の上に建てられ，地盤もしっかりしている。まさ

に美術館のような恒久建築物に好適な場所と言え

るのである。（『河北新報』2020 年 1 月 28 日）

蟹沢聡史名誉教授は 2020 年 8 月 28 日の『河北

新報』の「持論時論」でもあらためて以下のよう

に述べる。

広瀬川に発達する河岸段丘の下には新第三紀層

が発達し地盤も安定している。仙台の文化を象徴

する東北大や宮城県美術館，仙台市博物館，仙台

国際センターなどの文教施設は，この河岸段丘と

は切っても切れない関係にある。前川国男も広瀬

川に発達する河岸段丘に目を付けたに違いない。

広瀬川が長い時間をかけて創りだしたこの自然の

景観は，人々の憩いの場所となり，文化の中核と

しての役割を果たし続けている。宮城県美術館の

現地での保存を考えるべきである。（『河北新報』

2020 年 8 月 28 日）

2020 年 11 月 4 日の『河北新報』の「持論時論」

欄では，元外務省参与の迫久展氏が「想定外は許

されない」と題して以下のように述べる。

県美術館の移転予定地である宮城野区の仙台医

療センター跡地は，地震の揺れや液状化による建

物被害が想定され，大雨では車両が走行不能とな

る区域の近くである。これでは 30 年に一度程度

の地震で，同地区にある建物は高度な耐震構造で

無傷でも内部の被災は必定だ。建物内の人間も死

傷する可能性がある。自然災害のリスクのある美

術館には文化財を貸与しないのが，世界的な美術

館や博物館の習わしだ。人類の共通財産である美

術品を毀損するわけにはいかない。仙台医療セン

ター跡地の美術館には，世界的美術品は来なくな

るのではないか。

東京電力福島第 1 原発事故では「想定外の津波

の高さ」との言い訳が聞かれたが，実際は「学者

により既に想定されていた津波の高さ」であり，

意図的に無視されていた。県美術館移転の検討で

も「想定外」は許されない。地震による被害リス



183

クの小さい現在地から，リスクの大きい区域に移

転する道理はない。

私は，在外公館（大使館，総領事館，代表部）

の建物の用地選択や購入，借り上げ，政府開発援

助（ODA）にも携わったが，その採択要件は，第

一に人命，第二に環境，第三に経費だった。特に，

そこにいる日本人の保護を使命とする大使館や総

領事館が，常に念頭に置いていたことは「人命の

確保が第一」であり，どの政権からも異論はなかっ

た。リスクのデータがそろい，人命を確保する上

で疑義がある案は，私ならば採択しない。

現行の県美術館は高名な前川国男氏の設計であ

り，「そこに存在すること」で極めて高い文化財

的な価値がある。他の施設と統合すれば，国の補

助金獲得の千載一遇のチャンスとはいえ，国民の

税金である。経済対策というなら何をか言わんや

である。移転予定地近くには競技場や球場がある。

スポーツは熱狂を帯びて歓声を上げて観戦するも

のであり，興奮したファンが近所で破壊活動をす

ることも想定しておく必要がある。美術鑑賞は静

寂を必要とする。環境上，スポーツと美術鑑賞は

相いれない。県美術館の移転は民度が問われる問

題でもある。（『河北新報』2020 年 11 月 4 日）

5 − 8）無意識のバイアス〜西高東低の仙台市

1 月 21 日の『河北新報』の「声の交差点」の無

職・仙台市若林区・68 歳の意見は地元を熟知する

もので興味深い。移転に対する「反対意見の根底

に，無意識のうちに「仙台駅の東側の地域は，西

側より一段低い地域」との思いがあるのではない

か，と感じられる」との意見である（注 38）。

西側は地理的に高度が高く，青葉城，武家屋敷，

城下町がかつてあり，大崎八幡社，瑞鳳殿，県庁

も市役所もある。仙台は帝都東京に続く「二都」

であることを誇るが，軍都としての陸軍第二師団

の施設，学都としての第二高等学校（現東北大学）

も西側にあった。特に現在宮城県美術館がある二

の丸付近には，その陸軍 / 戦後に GHQ/ 東北大学川

内キャンパスがある。東側に対して，陸軍の練兵

場で宮城刑務所があり，東北本線と仙台駅を挟ん

で低く海へと続く西側が「一段と低い」との認識

があることは，誰も敢えて言わないが多くの人が

感じていることである。

線路と特に通過式の駅が都市を分断している事

例は，京都その他検挙に暇がない。仙台は東北本

線建設により東西に分断され，東にあった陸軍が

西の練兵場（現在の宮城野原公園総合運動場）に

行くのに当初は踏切が設置されたが，東北本線の

輸送量の増加に伴い支障を来すので，陸軍の要請

により 1921 年に橋が造られたほどに分断は顕著で

あった。その宮城野橋は平面プランの形状から「Ｘ

橋」と呼ばれ，特に戦後の混乱期は米兵相手の「パ

ンパンガール」や身寄りのない人々が集まり独特

の雰囲気があったことは，例えば熊谷達也の小説

（「Ｘ橋にガール」，『いつかＸ橋で』）などに反映さ

れている。なお，それゆえに県は西側の開発を検

討していると穿った見方をすることも十分に可能

である。特に博物館などの文教施設の設置により

イメージの向上を図ることは世に普遍的な施策で

はある（注 39）。

宮城県美術館の移転先である宮城野区の住民は，

「まちづくりに寄与」するとして移転賛成し，県に

推進要請書を 2020 年 9 月 28 日に提出した。

仙台市青葉区の県美術館と県民会館を宮城野区

に移転・集約する構想に賛成する宮城野区の住民

団体である榴岡地区町内会連合会と宮城野地区町

内会連合会，仙台駅東まちづくり協議会の 3 団体

の関係者 5 人が 9 月 28 日に県庁を訪ね佐野好昭

副知事に，「移転は地域をはじめ市全体のまちづ

くりに寄与する」として現方針を推進する要望書

を提出した。県によると，構想の実現を求める要
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望を受けるのは初めてである。

榴岡地区町内会連合会の及川勇会長は，JR 仙

台駅を中心としたにぎわい創出に触れ「（移転は）

可能性を秘めている」と訴えた。佐野副知事は「要

望をしっかりと受け止める。県民ニーズに応えら

れるよう努めたい」と述べた。終了後，及川会長

は「現美術館には 400 回近く訪れており，愛着は

ある」とした上で，移転が地域の活性化や文化振

興に好影響を及ぼすと重ねて強調した。建築物と

しての価値から移転に反対する声に対しては「い

ろんな考えがあるのは自然。議論が深まるのは大

事なことだ」と語った。（『河北新報』2020 年 9 月

29 日）

一方，宮城県美術館が現在立地する立町地区の

町内会連合は，10 月 28 日に「長い歴史を持つ地域

の大切な財産の移転は容認できない」として現地

存続を県に要望した。応対した佐藤芳明県震災復

興政策課長は「要望書を参考にしながら，県民の

ニーズに応えられるよう検討を進めたい」と述べ

た。終了後，阿部会長は「地域住民は美術館と一

緒に育ってきた。長い歴史や周辺環境も含め，か

けがえのない存在だ」と訴えた（注 40）。

以上が西と東の綱引きである。双方共に美術館

が自分の町内にあることの優位性を強く認めてい

るからである。

5 − 9）「見えない震災」という概念〜五十嵐太郎氏

の危機感

2020 年 1 月 23 日には，東北大学日本学国際共同

大学院プログラムの第 3 回有識者特別講義として

五十嵐太郎氏（東北大学教授）による講演会「見

えない震災からリノベーションへ：宮城県美術館

と前川國男を考える」が東北大学川内キャンパス

で 130 人程の参加者を得て開催された。

五十嵐氏は以下のように主張した。宮城県美術

館は，自然環境との調和，十分な空間を活用した

彫刻の配置など考え尽くされて造られている。移

転となればそれが全てリセットされる。また現地

リニューアルの基本方針が示された後に一転して

移転となったことには「行政プロセスに一貫性が

なく，深く考えたとは思えない。今より優れたも

のはできないのではないか」と疑問を呈した。そ

して，東日本大震災のような災害により建築物が

破壊される事態は世間の耳目を集める。しかし再

開発，老朽化，運営効率化などの理由によって，

実は多くの建物が殆ど人々の注目を集めることも

ないままに次々に壊されてゆく現状を「見えない

震災」と五十嵐氏は名付け，宮城県美術館機能の

移転による前川國男建築の消滅は正にそれに該当

すると訴えた。日本で頻発しているこの「見えな

い震災」との概念は，建築などを中心とした文化

財の現状を訴えるときに有効である。宮城県美術

館は「見えない震災」に襲われているのである。

5 − 10）現代のアーティストへの対応の重要性

1 月 27 日の「持論時論」欄で，渡辺雄彦氏（宮

城教育大名誉教授・仙台市太白区・86 歳）は，現

在の素晴らしい立地条件と環境に移転先は匹敵しな

い，古い建築物は壊して新しく建て替えるという発

想から脱却すべきであり前川國男建築だけでなく佐

藤忠良記念館も現地で活用すべきであると反対意見

を述べた上で，以下のアイデアを示す（注 41）。

多くの県には県総合美術展（県展）があり宮城

県には河北美術展という公募展があるが，毎年秋

開催の宮城県芸術祭と共に，作品展示の会場の問

題を抱えている。せんだいメディアテークでは，

全国公募団体の仙台巡回展，県内で活動する複数

の美術団体の展示会も開かれ，全てへの対応は困

難である。仙台市には大型ギャラリーが必要であ

り，仙台市宮城野区の仙台医療センター跡地には
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県美術館を移転新築するのではなく，大型ギャラ

リー新設を望む。（『河北新報』2020 年 1 月 27 日）

実は宮城県美術館の問題として，約 250m² の 2

室（使用料 1 室 1 日 13,100 円）から成り可動壁を

撤去して 1 室として使うことも可能な県民ギャラ

リーがあるものの，現代の作家や市民への十分な

対応はできていなかったということがある。また

京都や東京のような画廊が仙台には多くはない。

筆者自身は，考古遺物でなくこと美術作品に関し

ては，歴史的一流品のみを好む。しかし社会に於

ける美術館・博物館の役割を考えたときに，それ

は明らかに狭窄的で頑迷固陋な感覚であろう。現

代アーティスト，芸術愛好市民への対応は改めて

重要な課題である。

5 − 11）「宮城県美術館の移転計画中止を要望する有

志の会」の増大〜2020年度は意見交換の場の設定へ

東北大学関係者を中心とする「宮城県美術館の

移転計画中止を要望する有志の会」のメンバーは

発足時は 16 名であった。その後，「この問題には，

東北大学関係者の中にもさまざまな意見や態度が

ありうるはずです。私たちは，言論の自由を尊重

して，呼びかけの趣旨に自主的に賛同いただける

方」（「宮城県美術館移転計画中止の要望への賛同

のお願い」から）をのみ募ることを心がけながら，

賛同者は 2020 年 1 月末には文系理系の専門分野を

超え 150 人と増えた。「学都仙台の宝物である宮城

県美術館の存続のため」（同）に，この東北大学教

員らを核とする会は「宮城県美術館の移転計画中

止を求める要望書」をまとめたが，そこで示され

た「三つの問題点」は以下の通りである。

宮城県美術館移転の問題点

1）　宮城県美術館自体が前川國男建築設計事務

所の設計になる貴重な文化遺産であり，前庭に設

置されたダニ・カラバンの彫刻やアリスの庭など

を含め，環境と調和を目指した施設であることか

ら，安易に取り壊してよいものではありません。

その点で，文化財保存という観点を無視した今回

の移転計画は無茶と言わざるをえません。全国的

には前川國男の建築遺産を保存・活用しようとい

う「近代建築ツーリズムネットワーク」が弘前市

を中心に東京，埼玉，神奈川，新潟，岡山，福岡，

熊本，石垣島などに広がっており，その点で宮城

県は一歩も二歩も遅れをとっています。

2）　川内周辺は大学や高校を含めた文教地区で

あり，とりわけ美術館，博物館，国際センター，

東北大学の図書館や萩ホールを擁する一大文化

ゾーンとなっています。そこから美術館のみを移

転させることは，地下鉄東西線を含めてせっかく

整備を続けてきた文化環境の重要な一角をなしく

ずしにしてしまう恐れがあります。また宮城県美

術館が仙台市博物館とともに果たしてきた重要な

教育資源という役割からも大きな損失にほかなり

ません。

3）　今回の美術館移転という結論を導いた「懇

話会」のメンバーには，肝心の美術関係者や建築

の専門家が含まれておりません。それ以前には「宮

城県美術館リニューアル基本構想」委員会があり，

今後の方向として改修・増築の方針が打ち出され

ておりました。今回の「懇話会」の結論は，そこ

で出された「基本方針」とのつながりがまったく

無視されたまま導かれており，これは説明責任の

観点からも行政手続き的にも大きな問題があると

考えています。

この「移転計画中止を求める要望書」を，2020

年 1 月 27 日に発起人の野家，森，五十嵐，尾崎が

宮城県庁に赴き，村井県知事宛として県教委生涯

学習課に提出した。併せて記者会見を行ない，野

家啓一東北大名誉教授は改めて「県の再編案には
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現地改修から移転新築へ方針転換したことに対す

る説明がない。県の説明責任に大きな問題がある」，

「重要な一角である美術館が切り崩されると連携に

不都合が生じる。教育資源という役割からも大き

な損失」と述べた。呼び掛け人の森一郎教授は「3

週間でこれだけの賛同を得られたのは，地域の宝

物と認識されている証し。今後もイベントなどで

論議を深めたい」と話した。『河北新報』（注 42）は，

「東北大の教員らが県美術館の移転計画中止を要望

したことは，市民団体や美術愛好家の申し入れと

は違った意味で大きなインパクトを持つ」と評し

た。当事者の教員としては特に考えていなかった

ことであった。しかし，特に東北大学川内キャン

パスが，地理的に美術館の目の前に位置し美術史・

美学の講義で活用したり資料を借りて図書館に展

示するなど連携した教育を行ってきており，また

川内キャンパスではかつて東北大学創立 100 周年

事業として記念講堂をコンサートにも使える川内

萩ホールに生まれ変わらせたりして，同大学の植

物園や，仙台市博物館，仙台国際センターととも

に一大教育文化ゾーンを形成しつつあったからで

あろうか。また世間一般の大学教員への尊敬とい

うものがまだあるのかもしれない。

一方，2020 年 1 月 28 日には県芸術協会も美術館

の建築物の維持や県民への意見聴取を求めて県に

要望書を提出した。要望書では「使える施設の廃

棄は時代の要請にそぐわない」として，仙台市な

どとの連携を視野に建築物の利活用を訴えた。再

編案の計画段階から美術関係者の意見を反映させ

ることや，県民の合意形成を図るためのフォーラ

ムの開催も求めた。雫石隆子理事長から要望書を

受け取った後藤康宏震災復興・企画部長は「県民

に説明する機会が多少不足していた。再編案はた

たき台として扱う。要望も参考にする」と述べた。

雫石理事長は，県芸術協会が現在の県美術館の建

設促進を求め，署名活動などを展開した経緯を踏

まえ「労力を重ねた結果，今の美術館がある。建

物を残す道を探ってほしい」と訴えた（注 43）。

2月 1日の『河北新報』に拠ると，宮城県は 2020

年度，美術館の現地存続を求める市民グループな

どと意見交換の場を設ける方針を固め，関連経費

を 2020 年度一般会計当初予算案に盛り込むことと

した。県美術館を含む県有施設再編構想の調査検

討費に，意見交換に必要な費用を計上する。県は

移転と現地改修のケースで，それぞれのコストや

課題，波及効果などを分析，検証する方針。結果

を基に意見交換の場を設ける方向で調整する。県

は 1 月末までに，県教委がまとめた現地改修案の

策定に携わった有識者懇話会の委員らに移転の意

義を説明した。意見交換は幅広い層の県民を対象

にする考えである（注 44）。

5 − 12）宮城県と仙台市の調整会議〜公共施設等適

正管理推進事業債を巡り「二重行政はない」「建物

と中の美術品は別物」と県，「建物と美術品は一体

的なもの」と市

1 月 29 日に郡市長は定例記者会見で，県美術館

（青葉区）の移転中止を求める動きが市民，専門家

に広がっていることには「県美術館は長い間，あ

の場所（川内地区）で親しまれてきた。市民の熱

い思いがある」と推し量る一方，「県有施設を移転・

集約するメリット，デメリットの説明が不十分」

と指摘し，丁寧に情報提供するよう県に注文を付

けた（注 45）。

1 月 31 日に県庁で村井県知事と郡市長，石川光

次郎県議会議長と鈴木勇治仙台市議会議長による

初めてのトップによる調整会議が開催され「市民

の理解」を重視するとの認識では一致した。

昨年 11 月に突如浮上した移転構想には多くの

人々が懸念を抱く。市側が「拙速だ」とくぎを刺

したのに対し，村井県知事は「反省している」と
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謙虚に説明する姿勢を演出した。

郡市長は移転方針が示された県民会館と宮城県

美術館の 2 施設が，市中心部の核施設である点を

強調した。「詳細を十分理解できていない人もい

る。丁寧に話し，さまざまな意見を踏まえるべき

だ」と述べ，市民の納得やまちづくりの影響への

配慮を強く求めた。「あまりに拙速ではないか」と，

仙台市議会の鈴木勇治議長は，移転に突き進むよ

うに映る村井県知事の姿勢を問題視した。「さま

ざまな会合で批判を聞く。市民，県民から愛され

ない施設では移転しても意味がない」とまで言い

切った。県議会の石川光次郎議長は「『拙速』は

県議会でもよく聞く言葉だ。県議会としても，県

民の皆さまに納得してもらえるように説明した

い」と話した。

村井県知事は時折苦笑いを浮かべ，厳しい言葉

を受け止めた。歳出節減効果や集客性などを挙げ，

移転の正当性を強調しつつ「基本方針なので，何

もかも決まったわけではない。皆さんに議論して

もらい，たたき台に肉付けしてもらいたい」と殊

勝な表情も見せた。「多角的に意見を聞いて考え

る必要がある」との認識を示した。村井県知事は

「美術作品は多くの県民が触れやすい場所に持っ

ていくべきだ」と展示機能の移転に理解を求めた。

建築物に関しては「（移転）反対の人は建物への

思いが強い」との見方を示し，時間をかけて検討

する考えを表明した。県民会館の跡地利用につい

ては民間への売却など拙速な判断はしないと説明

し，「定禅寺通がさらに魅力を増すよう一緒に施

策に当たるのもいい」と強調。郡市長は「双方が

プラスになる進め方にしたい」と応じた。

なお，県と市の二重行政に関しては県と市が導

入を検討する宿泊税も同時に可だとして存在して

いるが，村井知事は「県内で仙台市だけ税額が高

くなることがないよう，県が決めた税額の中でど

う分け合うか考えたい」との見解を示し，宿泊税

に関しては共通の政策課題として前進もあった。

（『河北新報』2020 年 2 月 1 日）

2 月 4 日の定例記者会見で，この村井県知事との

会議に関して郡市長は以下の様に述べる。

1 月 31 日の県市調整会議で村井県知事が宮城県

美術館移転方針案を巡り「建物と中の美術品は別

物」と展示・収蔵物のみの移転に言及したことに

関しては疑問を呈し，「知事の考え方も一つだろ

うが，美術館の在り方として，どういうものを展

示・収蔵し，どういう空間を与えるべきか考える

と，建物と美術品は一体的なものだろう」と強調

した。調整会議の成果に関しては「関心が高いテー

マを公開の場で議論できたことは良かった。知事

には物事を丁寧に進める姿勢を打ち出してもら

い，仙台市の立場はくみ取っていただけたと思う」

と手応えを示した。（『河北新報』2020 年 2 月 5 日）

公共施設等適正管理推進事業債に目がくらんで

いる県と村井県知事に対して，仙台市の方が遙か

に冷静に対象と距離を取りつつ考えていることが

よくわかる。

『河北新報』は 2 月 14 日の社説で以下のように 1

月 31 日の県市調整会議について述べる。

郡市長は美術館について『市民に愛され，定着

している』と前置きし『関係機関が一体となって

エリアの機能を高めてきた経緯を踏まえてほし

い』と慎重な進め方を求めた。村井県知事は移転

集約の意義をあらためて伝える一方で『多角的に

意見を聞いて考えたい。時間をかけて検討する』

と応じた。都市計画への影響についても『まちづ

くりと整合性を取りたい』と配慮をにじませた。

移転の構えは崩さないものの，柔軟な対話に踏み

出したように聞き取れた，と述べる。また，移
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転案がこじれた一因として現地で改修するとした

リニューアル基本方針を覆したことが挙げらるの

で，この点の検証は不可欠となる。（略）

県は，国の公共施設等の適正管理措置がうたう

集約化事業に乗れば，有利な起債制度を活用して

実質 45％を国費で負担してくれるとメリットを

説明する。しかし，全国では公民館や学校，役所

庁舎の統合に使われている。県美術館と大規模な

音楽ホール（県民会館）の集約に使うのは，かな

り珍しいのではないか。この制度は，個々の施設

の魅力や価値を評価する仕組みではなく，財政テ

クニックの上で，有利さに目を奪われるという欠

点を持つ。さらに，「新施設の延べ床面積は，現

行施設の面積を下回らなければならない」との条

件がある。美術館の収蔵品があふれ，県民会館も

手狭だから広い敷地へ引っ越そうというのに，整

合性は取れるのだろうか。県によると，別々にあ

るレストラン，会議室，講堂を一つにし，縮めた

面積をメインの会場に充てることでクリアできそ

うだという。それでも十分な芸術活動を行えるの

か，疑念は消えない。やはり文化拠点施設には不

向きな制度に映る。国と地方の財政は厳しく，借

金残高は合わせて 1100 兆円に上る。どちらが負

担しても将来世代につけを回すことに変わりはな

い。移転案の全体像とメリット，デメリットをもっ

と明確に示してほしい。その上で文化施設のあり

ようを含め，議論を深めていきたい。（『河北新報』

2020 年 2 月 4 日）

県による公共施設等適正管理推進事業債の利用

に対する，冷静な批判的見解である。

5 − 13）宮城県美術館での教育事業の高評価〜美術

館の独自色としてのソフト

博物館における教育・普及機能は極めて重要で

あるが，地域に開かれた「総合美術センター」を

目指す宮城県美術館の「創作室」における長年の

活動はそのパイオニアでもあり，鑑賞主体の美術

館像を覆したと評価が高い。『河北新報』（注 46）

は以下のように述べる。

宮城県美術館は 1981 年の開館以来，誰でも美

術制作ができる創作室や子どもの美術教育事業な

どで特色を発揮してきた。東京エレクトロンホー

ル宮城（県民会館）と集約して一体運営した場合，

これまで培われてきた独自色は引き継がれるのだ

ろうか。併せて美術館の在り方を巡る議論も求め

られる。創作室は，2 部屋で計約 290 平方メート

ル。銅版画，リトグラフを刷れるプレス機が並び，

シルクスクリーン製版機は 1.8 メートルの大版を

製版できる。木材加工や溶接器具も備わる。専門

職員が対応し，来館者が自由に利用できるオープ

ンアトリエは全国唯一で，利用者は年間で延べ約

4000 人に上る。創作室に 18 年間通っているとい

う銅版画家中村由起子さん（仙台市青葉区，61 歳）

は「自由な制作環境はかけがえがない。創作室か

ら巣立った作家は多い。もし移転するとなった

ら，創作室の精神も受け継がれるのかどうか」と

心配する。教育事業に力を入れてきたのも大きな

特徴だ。小・中学校，高校の要請に応じ，ワーク

ショップや美術館探検を行っており，2018 年度は

約 4700 人が参加した。特に人物のブロンズ像の

型の制作などに使う大きな塊の粘土をこねるワー

クショップは全国初で，開館当初から評価が高い。

「建物を汚してはいけない」と考えられていた当

時，先駆的な取り組みとして視察が相次いだ。月

1回の親子を対象にした体験プログラムも 15 年度

に始めた。県美術館の元教育普及部長で彫刻家の

斎正弘さん（岩沼市，68 歳）は，開館準備から携

わり「一人一人の美意識を育て，世界観を広げる

のが美術。教育・作家育成の場として，県の文化

向上に寄与できるよう心掛けた」と語る。県教委
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が 18 年 3 月に策定したリニューアル基本方針は，

「キッズ・スタジオ」の開設など教育機能の充実

を掲げている。ただ，移転案公表で，美術館の役

割に関する議論は脇に追いやられた格好となって

いる。河端章好館長は「美術愛好者の裾野を広げ

ることが大切で，次世代を担う子どもたちに積極

的にアプローチする。常設展のストーリー性を高

め，リピーターを増やしたい」と話す。

2020 年 10 月 27 日の『河北新報』の「持論時論」

にも東北福祉大鉄道交流ステーション学芸員鈴木

佳子氏による宮城県美術館の教育機能と移転がそ

れに及ぼす影響についての以下の考察が載る。

移転に伴い県美術館の教育施設としての機能が

削り落とされてしまうのではと不安を感じてい

る。県美術館は，創作室が展示スペースとは機能

的に区切られており，誰でも自由に利用できる点

が特長である。個人では所有しにくい道具や機械

も使え，何より創作の過程で困った場合には専門

スタッフが技術的なサポートだけでなく，人それ

ぞれの創造への思いに寄り添う相談役となる。こ

のオープンアトリエこそが県美術館の真価であ

る。美術館や博物館は本来，憲法の「教育権」に

連なる法体系に位置付けられていると思う。しか

し近年，政府は観光や地域活性化のための効率的

な活用を求め，民間資金投入にも積極的だ。今回

の移転案はそんな潮流に乗っているようだ。しか

し，抱き合わせとなる東京エレクトロンホール宮

城（県民会館）の拡充の陰で県美術館の教育機能

は維持されるのだろうか。（『河北新報』2020 年

10 月 27 日）

5 − 14）県の意見公募と県知事の態度への批判

県は意見公募を行った。

（2021 年）2 月 10 日に村井県知事は，仙台市青

葉区の県美術館と県民会館を宮城野区の仙台医療

センター跡地に集約する案を盛り込んだ県有施設

再編方針の中間案について，1 月末に締め切った

意見公募に 221 件が寄せられたと明らかにした。

意見は個人が 209 件，団体が 4 件。内容は（1）

中間案策定の手続き（2）県美術館設置の経緯や

立地環境，文化的価値の評価（3）中間案の具体

的内容－の 3 点に関連した指摘が多かった。無記

名で寄せられた 8件は無効になる。

県は意見を踏まえ，年度内に再編方針の 終案

を有識者懇話会に提示する見通し。4 月以降に美

術関係者や県民を対象に方針案を説明する機会を

設ける考え。村井県知事は同日の定例記者会見で

「美術館の今後の在り方について，どのように考

えているのか聞きたい」と話した。（『河北新報』

2020 年 2 月 11 日）

一方，2 月 12 日の「声の交差点」では，無職・

仙台市太白区・67 歳・男性が，村井県知事の手法

が強引であり，結論ありきの県政に疑問を感じる

と批判する（注 47）。

2 月 12 日には県議会 2 月定例会が開会し，村井

県知事は県美術館などの県有施設の再編整備に関

して「県民ニーズに配慮し検討を進める」と述べた。

2 月 13 日の「声の交差点」では，自営業・仙台

市青葉区・44 歳・女性が，「仙台の 1936 年建立の

西欧館が現存するのに，なぜ築 38 年の県美術館を

移転するのか，文化の喪失である。県美術館の庭

のダニ・カラバンの彫刻も移転できない。ガラス

張りのビルばかりの仙台には古い建物がなく物足

りない」と述べる（注 48）。

2月 14 日の『河北新報』の持論時論には，医師・

仙台市青葉区・52 歳・男性が以下のように述べる。

村井県知事は就任以来十数年，大企業誘致や東
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日本大震災対応などに力を発揮してきた。高く評

価していいと思う。しかし昨年 11 月，宮城県美

術館と県民会館（仙台市青葉区）を移転・集約す

る方針が突然県から公表された。県が 2018 年に

策定した「宮城県美術館リニューアル基本方針」

では現地で改修・増築を行うことになっていたが，

それを突然覆したのである。この件に関する村井

県知事の姿勢には違和感を抱く。この 3 カ月間，

『河北新報』の紙面には移転案に反対・疑問の投

稿や記事が連日のように掲載されている。美術や

建築関係の専門家団体や市民団体からは，それぞ

れの立場で移転に反対する建設的な意見が宮城県

に提出されている。それらに対して，村井県知事

は取ってつけたように「地下にトンネルが通って

いるから現地建て替えは困難」などと反論。移転

新築を前提として「今やるか 20 年先にやるかの

議論だ」と論点をすり替えたこともあった。また

1月 27 日の定例記者会見では，各団体からの建設

的な意見を一蹴するように「非常に感情的」と表

現している。

私は建築や美術が好きで，宮城県美術館協力会

会員として月 2回くらいは美術館を訪れている。

特にエントランスホールの空間が大好きだ。老朽

化を問題とするなら，前川国男さん設計の文化施

設を持つ全国九つの自治体で構成する「近代建築

ツーリズムネットワーク」に助言を求めてはどう

だろう。弘前市や福岡市では，宮城県美術館より

も古い建物を改修してリニューアルオープンした。

仙台では毎年 3 月に「せんだいデザインリーグ

卒業設計日本一決定戦」が開催され，建築を専攻

する学生が全国から集まる。この日本 大の卒業

設計展が開かれる建築学生の聖地とも言える仙台

で，歴史ある前川建築が見捨てられようとしてい

る現状を非常に残念に，恥ずかしく思う。

一方で，移転反対を唱える方々も注意が必要だ。

会員制交流サイト（SNS）が発達した現在，ネッ

ト上では同じ意見を持つ人だけがつながる傾向が

ある。そのため，自分と同じ意見が社会の多くを

占めると錯覚しかねない。新聞投稿のほとんどは

移転反対だが，県民の多くが移転に反対している

とは限らない。多くはあまり関心を持っていない

かもしれない。

また，古い建物の維持には費用がかかる。東京

中央郵便局や大丸心斎橋店（大阪市）のように名

建築の一部が残された例もあれば，壊された建物

も多い。宮城県美術館の場合も，収益性の低さと

公共施設集約に対する補助金（国の起債制度）が

移転案の本当の理由かもしれないので，経済的課

題も含めオープンな議論が必要だろう。

個人的には，前川さんが設計した現在の宮城県

美術館が長く活用されることを強く望むが，移転

を推進する方の意見も冷静に聞いてみたい。村井

県知事には財政問題も含めて誠実に説明し，また，

賛成意見にも反対意見にも真摯に耳を傾けて冷静

に判断していただきたいと思う。有権者は見てい

る。（『河北新報』2月 14 日）

5 − 15）東北大学シンポジウム「公共性と美術館の

未来」

2 月 15 日に東北大川内キャンパスで東北大学日

本学国際共同大学院主催によって宮城県美術館移

転・新築方針案を巡り，美術館の在り方を考える

シンポジウム「公共性と美術館の未来」シンポジ

ウムが多くの聴衆を得た開かれた。プログラムは

以下である。

尾崎彰宏（東北大学大学院文学研科教授・日本

学国際共同大学院プログラム長・美術史） 開会挨拶

野家啓一（東北大学大学院文学研究科名誉教授・

哲学） 「公共性の危機と批判的討議―< 忖度 > と <

同調圧力 > に抗して―」

芳賀満（東北大学高度教養教育・学生支援機構
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教授・考古学） 「文化財としての博物館」

足達薫（東北大学大学院文学研究科教授・美術

史） 「空間の美学―イタリアの広場と美術―」

森一郎（東北大学大学院情報科学研究科教授・

哲学） 「東京女子大学旧体育館と宮城県美術館」

松隈洋（京都工芸繊維大学美術工芸資料館教授・

建築史） 「前川國男とミュージアム建築―宮城県

美術館までの軌跡と建築思想の深化―」

五十嵐太郎（東北大学大学院工学研究科教授・

建築史） 「望まれる未来の美術館」

総合討論

松隈洋氏は前川國男建築研究の第一人者である。

会場からは佐藤忠良記念館設計の大宇根弘司氏も

参加し，「現在の県美術館は今後 50 年，100 年持

つ。大規模地震にも耐え，保全できる」と発言した。

なおシンポジウムの報告書は東北大学日本学国際

共同大学院の HP にある（注 49）。

翌日の河北新報には，『「美術館は記憶の箱」／

東北大／移転巡り教授ら討論』と題して以下の記

事が載った

仙台市青葉区の県美術館と東京エレクトロン

ホール宮城（県民会館）を宮城野区に移転，集約

する県方針案を巡り，県美術館の在り方を考える

シンポジウムが 15 日，青葉区の東北大であり，

約180人が参加した。同大の教授ら6人が登壇し，

美術館と都市の関係性や建築物保存の意義などを

語った。芳賀満東北大教授（考古学）は世界史を

振り返り，美術館が市民に与えた影響を説明。「美

術館は単なる箱ではなく，記憶の箱だ」と述べ，

県美術館を後世に引き継ぐ重要性を説いた。県美

術館を設計した故前川国男氏が携わった建築物を

紹介した松隈洋京都工芸繊維大教授（近代建築史）

は，県美術館が気軽に美術に親しめる構造である

ことを指摘。前川氏が公共性のある建築を目指し

ていたことから「県美術館は（前川建築の）到達

点だ」と強調した。6 人による討論もあった。野

家啓一東北大名誉教授（哲学）は，今後の県美術

館の在り方について「市民がどのような美術館や

まちづくりを目指すかが，問われている」と訴え

た。（『河北新報』2020 年 2 月 16 日）

行動する学問として哲学者と歴史学（考古，美術，

建築）者が中心となって，東北大学が社会問題に

対峙している事例である。

5 − 16）市民有志団体〜運動の高まり

2021 年 2 月 19 日には仙台市の七つの市民団体な

どが美術館の現地存続を求める 1 万 7773 人分の署

名と陳情書を県議会の石川光次郎議長に提出した。

署名は 18 日までに筆記が 1万 6091 人分，インター

ネットが 1682 人分集まった。市民団体「まち遺産

ネット」の西大立目祥子代表は「県民の真摯な思

いを受け止め，議論を尽くしてほしい」と訴えた。

石川議長は「県民の関心が高い重要な案件だ。思

いを受け止め，県政に反映したい」と話した。自

民党・県民会議やみやぎ県民の声，共産党県議団

の議員ら約 30 人が同席し，市民団体と意見を交わ

した。7 団体は佐野好昭副知事にも要望書を提出し

た。移転，集約方針を 終案とせず，県民と十分

に議論を重ねるよう求めた（注 50）。

2月 20 日に，日本美術家連盟（東京，1949 年発足，

画家や彫刻家や版画家ら会員約 5000 人）は連盟理

事長で洋画家の山本貞氏（横浜市）名で，美術館

現地存続を求める要望書を村井県知事に送付した

と発表した。

要望書は美術館を「広瀬川に臨み青葉山のふも

とに溶け込む美しい建物」と位置付け，中庭に面

した回廊の制作室を一般に開放する教育普及事業

を特長に挙げ「全国的に類例がなく，前川氏の理



192

念に添う実践」と高く評価し，「公共施設は単な

る『箱』ではなく建築として歴史的な価値があり，

そこで実践された活動が市民や地域の文化・歴史

の形成に大きく寄与している」と強調し，開館か

ら 39 年を経て「他に比べるもののない宮城県独

自の美術館になった」とも指摘。「地域文化の拠

点であると同時に日本の芸術文化活動に重要な位

置を占めることを考慮し，現美術館の継続を検討

してほしい」と求めた。（『河北新報』2月 21 日）

2 月 22 日には青葉区で，建築史研究者らによる

近代仙台研究会発表会の一環とし市民団体代表ら

が意見を述べる特別セッションが開かれ，約 70 人

が参加した。県美術館の大嶋貴明学芸員は，戦後

に公立美術館の役割と建築様式が模索された歴史

を解説し，「1981 年開館の県美術館は作品の展示や

保存，創作活動の機能を集約し，当時としての完

成形だった」と建物の意義を語った（注 51）。

5 − 17）県および有識者懇話会〜移転集約方針最終

案

2 月 20 日に県は「県有施設再編等の在り方を検

討懇話会」の第 5 回 終会合を県庁で開き，そこ

で県の担当者が移転の方向性を維持した「県有施

設等の再編に関する基本方針（ 終案）」（注 52）

を正式に公表した。

中間案で示された移転に根強い反発があり美術

館の現地改修を望む意見が相次いでいることを踏

まえ，中間案で「集約，複合化する」「移転する」

とした表現を，「さらに検討を進める」「移転の方

向で検討する」とした表現に改めるなど，美術館

の現地存続を求める関係者への配慮をにじませ

た。また施設再編の議論の過程で利用者らの意見

を聞き，合意形成に取り組むとした。さらに美術

館と県民会館の移転に伴う街づくりへの影響を懸

念する仙台市など関係機関との協議を進める考え

を盛り込んだ。

しかし 終案では美術館における施設老朽化や

バリアフリーへの対応といった従来の課題に言及

し，現敷地の地下には仙台西道路のトンネルがあ

ることなどから，一時検討を進めていた現地改修

は施工上の制約が多く生じるとし，移転新築の優

位性を強調した。また県民会館との集約による波

及効果など移転の優位性をも指摘した。

有識者懇話会の各委員は，美術館現地存続を求

める意見に配慮して表現を修正した点を評価し，

県の 終方針をおおむね容認した。方針決定に際

しては文化振興や費用対効果の観点を踏まえ，移

転集約，現地再建の双方の長所と短所を整理し，

協議に臨むよう求めた。白河文化交流館コミネ

ス（白河市）の志賀野桂一館長は，日本を代表す

る建築家の故前川国男氏が設計した現在の美術館

に，多くの利用者が思い入れがあると強調し，「心

情に寄り添う姿勢は必要だ」とした。その上で文

化振興の観点から両施設の集約には優位性がある

と言及した。海外の著名な美術館をはじめ近年の

施設は舞台芸術を取り入れた改修を実施している

とし「集約はこれからのアートに対応できる」と

述べた。宮城大事業構想学群の舟引敏明教授（都

市・地域行政）は施設再編が仙台都市圏の成長と

東北の持続的発展につながると可能性を指摘。「投

資効果ができるだけ上がるような形で計画を進め

てほしい」と求めた。両施設の跡地利用について

も意見が交わされた。美術館の建物に関しては，

近隣にキャンパスがある東北大や民間に譲渡を打

診し，再利用を模索すべきだとの提案もあった。

座長を務めた東北大大学院の堀切川一男教授（摩

擦工学）は県に対し「現地改修，移転集約の双方

の利点と課題をさらに整理し，分かりやすい形で

県民に提示してほしい」と要望した。（『河北新報』

2月 20 日，2月 21 日）



193

「県有施設等の再編に関する基本方針（ 終案）」

の公表を受けての 2 月 21 日の県議会 2 月定例会で

の代表質問で村井県知事は，宮城県美術館移転へ

の反発を踏まえ「時間をかけて考える。現地改修

と移転新築の具体的な長所と短所を分かりやすく

示し，合意形成に努める」と述べた（注 53）。

2 月 25 日の村井県知事の定例記者会見では，県

有施設再編整備基本方針の 終案も取り上げられ

た。村井県知事「結論ありきではなく，移転に反

対する人に対しても時間をかけて説明していく」

と強調した。移転した場合の現在の建物の利活用

に関しては，移転が決まっていないとして言及を

避けた（注 54）。

県議会 2 月定例会は 2 月 26 日に一般質問を始め

た。宮城県美術館・県民会館移転集約構想について，

村井県知事は，移転が実現した場合，両施設の開

館が 2027 ～ 28 年度ごろになるとの見通しを示し

た。村井県知事は時間をかけて検討すると強調し

た上で，美術館の移転と現地改修の長所，短所を

2020 年度内に整理し，2021 年度にも基本設計に着

手する考えを説明。「（設計開始から）7，8年かかる。

2027 ～ 28 年の使用開始となるだろう」と述べた（注

55）。

県議会 2 月定例会一般質問で 2 月 27 日，村井県

知事は，美術館を移転すれば現地で改修した場合

に比べて県負担が約 60 億円抑えられるとの見方を

示した。移転案のコストについて問われた村井県

知事は，公共施設の適正管理に関する国の支援制

度を説明し，現地改修に比べ，移転・集約は国の

補助を有利に受けられると強調した。県によると，

建設費を県民会館約 200 億円，美術館約 100 億円

と想定。両施設を複合化する場合，延べ床面積を

現行の両施設の合計よりも小さくすれば事業費総

額のうち 112 億円が交付税措置されると見込んだ。

現地改修は事業費 260 億円のうち補助は 11 億円に

とどまり，県支出は約 249 億円と見積もった。村

井県知事は「あくまで試算だが県民負担は軽くな

り，成果は出るはずだ。引き続き検討させてほしい」

と理解を求めた。建設から約 40 年の現美術館の移

転，新築に批判的な議員は，高品質な鉄筋コンク

リート造は 100 年もつと指摘し，「将来世代に大き

な負担を残しかねない」と再考を求めた（注 56）。

5 − 18）100 年間手入れするということ〜建築家の

覚悟と確信

宮城県美術館建設の時には前川國男事務所の

チーフとして設計と監理に携わり，その後佐藤忠

良記念館も設計した建築家の大宇根弘氏が，「手入

れ次第で 100 年もつ」と『河北新報』で述べた。

さらに氏は 2018 年にはリニューアルのための調査

も実施した専門家で本件に於いて極めて軸となる

方なので，以下該当部分をそのまま転載する。

村井県知事は県美術館の移転理由について「老

朽化し増築する余地もない」「仮に今移転しなく

ても 20 年後には必要だ」などと説明しています。

県教委が 2018 年 3 月に公表したリニューアル基

本方針には，確かに老朽化の状況が載っています

が，それらは全て当然起こる経年劣化であって，

建て替えが必要だと言っているわけではありませ

ん。

例えば，屋上はアスファルト防水を施していま

す。美術館ですから万が一，雨漏りが発生して展

示資料を毀損するようなことがあってはいけない

ので，やり直しましょうと言っているのです。ご

く一部のコンクリートの撥水塗装，外部手すりの

塗装，凍害を受けたタイルの手直しなどもそうで

す。設備機器は寿命が 10 ～ 20 年ですから，当然

全面的に見直す必要がありますが，それ以外は手

直し程度にすぎないのです。

そもそも，前川先生の事務所では現代建築が汚

れやすく，傷みやすいことに重大な関心を払って



194

きました。宮城県美術館はそうした努力の成果の

終形の一つで，コンクリート躯体は健全です。

当たり前の手入れをすれば，あと 20 年はおろか，

50 年，あるいは 100 年も大丈夫だと私は確信して

います。「3・11」の大地震の被害も軽微だったこ

ともその根拠の一つです。

この美術館は，他館に比べてかなりの省エネル

ギーとなっている点も見逃せません。温度の安定し

ている地下に設けた収蔵庫は，防湿の工夫もうまく

機能し，空調を止めてもしばらくは温度も湿度も変

化せず，安定していることが報告されています。

また，この美術館の特徴の一つは外観のタイル

です。学芸員の方たちから，前川事務所が多用す

る濃茶ではなく，宮城県美術館を特徴付けるもの

という提案があり，工夫を重ねてつくりだした，

まさに独特のタイルです。

増築の可能性に配慮した点も後年，忠良記念館

の成功につながりました。忠良記念館の敷地は南

北に細長く，本館との間の隙間空間をどうするか，

苦心した結果がアリスの庭です。

この庭が皆さんに愛され，今回の移転反対運動

の力の一つになっていると知り，とてもうれしく

思っています。それにしても忠良記念館は，佐藤

忠良さんの全資料の寄贈を受ける前提条件として

建てられたと聞いています。もし美術館を移転さ

せれば，信義にもとる行為と県当局は批判される

ことにはならないでしょうか。

こうして宮城県美術館，忠良記念館はできまし

た。工事に携わった地元建設会社の主任がその丁

寧なつくり方に感動し，工事監理記録を一冊の

本にまとめて出版したことも付記しておきます。

（『河北新報』』2020 年 3 月 9 日）

以上である。まさに当該の建築を造り管理した

専門家のこの意見は移転反対の大きな理論的根拠

となった。

2020 年 3 月 15 日に『河北新報』は社説で，日本

における 1960 年代以降の公共文化施設建設の歴史

を踏まえつつ，「結論急がず対話を続けよう」と述

べた。

美術館など公共の文化施設が全国で建ち始めた

のは，1960 年代とされる。その後，ゆとりと娯楽

を求めて競うように建設された。ここまでは愛好

家向けの箱物の位置付けだった。

2017 年に文化政策の方向を定める文化芸術振興

基本法が改正された。名称を文化芸術基本法に改

め，新たな理念として「文化芸術の継承とともに，

観光，まちづくり，国際交流，教育施策などとの

連携を図る」とうたった。展示物を鑑賞するだけ

でなく，人との触れ合いや都市のにぎわいを創出

する場へと大きく変わったのである。同時期に文

化財保護法も見直され，市民の記憶や語り継がれ

た物語を蓄積する遺産として保存活用を促してい

る。仙台市青葉区にある宮城県美術館を宮城野区

の仙台医療センター跡地に移転，集約する県の構

想についても，こうした広い視点から捉えること

があっていい。

仙台市のまちづくりや観光施策を踏まえると，

文教地区の川内から移すのが良策なのか，建築か

ら約40年間親しまれた営みを断ち切っていいもの

か。幾つもの新しいアプローチができそうである。

県は 2 月中旬，有識者懇話会に構想の 終案を

示し，了承された。中間案では「集約・複合化す

る」としていたのを「集約・複合化する方向でさ

らに検討を進める」との表現になった。 終決定

とせず，県民や美術関係者と意見を交わす機会を

つくるという。村井県知事は「十分な時間をかけ

て考える。現地改修と移転新築のメリットとデメ

リットを分かりやすく示して，丁寧に説明したい」

と述べている。

当初方針を堅持しつつ，「拙速」との批判を受
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けて歩み寄った格好だ。協議の場を時間稼ぎとそ

の場しのぎに終わらせてはならない。広い視野に

立って論じ合ってほしい。

言うまでもなく，地方自治の主役は住民である。

「民主主義の学校」と称される理由もそこにある。

一般に行政は政策を立てる際，住民や関係団体な

どの声を聞き，市民参加の形で案を練り上げる。

そのプランが，県民全体の公益や公共の福祉に鑑

みて妥当かどうかを比較考量し，成案に近づけて

いく。いわば積み上げ型なのである。

移転構想の経緯をたどると，大切なプロセスを

欠いている。県はリニューアル基本計画を基に現

地改修をしたとしても，建物の寿命を迎えて 20

～ 30 年後に建て替える必要があると説明する。

しかし，設計監理に携わった建築家は「当たり前

の手入れをすれば今後 50 年，100 年も大丈夫」と

反論する。事前に見解を求めていれば，こんな根

本のところで食い違いは生じなかったろう。

議論する時間は十分にある。スタート地点に戻

り，専門家の意見を積み上げた上で熟慮するよう

望みたい。（『河北新報』2020 年 3 月 15 日）

5 − 19）東日本大震災からの県震災復興計画〜 2020

年度で国の財政支援の終了

2020 年 4 月 1 日からの 2020 年度は東日本大震災

から 10 年となり，国の手厚い財政支援が得られる

復興・創生期間が終了する。

県震災復興計画が 終年度を迎え，同年度の県

予算を村井県知事は「復興計画完結予算」と命名

し地域再生総仕上げとする一方，次の 10 年を見

据えた「ポスト復興」事業も今後の県政運営の要

となる。復興とその後とそれらに関わる予算を意

識したとき，宮城県美術館移転もその一部である。

村井県知事は「震災から年月がたつにつれ，被

災者の営みを巡る問題は見えにくくなっている」

と危惧し被災者の心のケア支援継続を強調し，被

災地のコミュニティーづくりに過去 大の 2 億

4590 万円を配分した。不登校に悩む児童生徒を

支える独自事業「みやぎ心のケアハウス」関連

費も拡充し，希望する全 33 市町村で展開できる

見通しである。「創造的復興」の具現化にも注力

し，仙台空港の 24 時間化に向けた調査費を計上

し，企業会計では水道事業の運営権を民間に委ね

る「みやぎ型管理運営方式」関連費を盛り込み，

民間活力の導入を推し進める。しかし一方，台風

19 号豪雨復旧費，新型コロナ対策費が予算を圧迫

する。（『河北新報』2020 年 4 月 1 日）

このような中で県有施設再編を検討せざるを得

ず以下のように予算を計上し，村井県知事が県議

会 2 月定例会で，「芸術に関心がなかった人も足を

運ぶ回数が増える。県民の心の復興にもつながる」

と訴えたことには意義を認めなければならない。

このように東日本大震災があったこと，2021 年

にその 10 年を迎えることも間接的に宮城県美術館

移転・集約案に関係している。『河北新報』は「東

日本大震災 10 年　復興再考　村井県政」と題して

以下のような内容を述べる。

（宮城県美術館の移転先案とされる）仙台市宮

城野区には，県が JR 貨物から取得した 17.5 ヘク

タールの土地があり，それが村井県知事が「創造

的復興の 終形」と位置付ける広域防災拠点，つ

まり災害時，救援の人員や物資が集まる大広場と

なる予定である。着工が遅れ，事業費も膨らんだ。

巨額の県費投入には，県知事を支える県議会の自

民党会派内にさえ「失政」との批判がくすぶり，「震

災では利府町の県総合運動公園が防災拠点として

機能した」として，県庁内には「二重投資」と疑

問視する向きもあったが，県知事には震災前から

の積年の思いがあった。ここで近隣の仙台医療セ
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ンターの移転が持ち上がる。新病院を公園の一角

に置き，仙台東部道路と直結する自動車専用道路

を新設するとの「創造的復興」のシンボルとなる

広域防災拠点構想がにわかに姿を現した。さらに

国土交通省の社会資本整備総合交付金の「復興枠」

で 9 億円を確保した。経緯を知る桜井雅之県公営

企業管理者は「復興との関連が認められ，事業の

説得力が増した」と振り返る。そして仕上げが，

その仙台医療センターの跡地に，県美術館と県民

会館（青葉区）を移転集約し文化芸術の本拠地を

形成する構想であった。（『河北新報』2020 年 11

月 11 日）

村井県知事率いる県の「創造的復興」への強い

思いの仕上げとしての文化施設としての宮城県美

術館移転案という側面があったことも忘れてはい

けない。。

5 − 20）「建てるとは住むことだ」（ハイデガー）と

いう公共性〜哲学者の反撃

上記の建築は「手入れ」するものなのだという

建築家の至言を，哲学の立場から真に鋭く主張し

たのが東北大教授森一郎氏である。移転反対運動

の中心人物である氏は，『河北新報』の「持論時論」

欄で「宮城県美術館移転／公共性の意味問う好機」

と題して以下（あくまで筆者による要約である）

のように述べる。

宮城県美術館という公共施設を皆で大切に思う

ことは公共性について考える絶好の機会なのであ

る。20 世紀ドイツの哲学者ハイデガーは，第 2次

世界大戦後の 1951 年にドイツ建築家協会で行っ

た講演の中で，「建てるとは住むことだ」と述べた。

この「建築＝居住」説は陳腐とさえ思えるが，建物

の保存活動に携わり意味がわかった。物を作るのは，

使うためであって，ポイ捨てするためではない。使

い続けられるからこそ，それに見合う精巧な作品が

作られるのだ。それと同じく，建物を建てるのは，

そこに人々が住み，落ち着いて暮らせるからこそだ。

建てたら建てっ放し，少しでも古くなればすぐ壊し

てまた建てればいい，という発想では，住むことは

ないがしろにされ，住まいや都市景観の質は下落し

てしまう。建てて住むではなく，建てて壊すという

サイクルを続けている限り，いつまでたっても街の

成熟は望めない。ハイデガーは，戦災で荒廃した都

市復興に取り組む建築家たちに向かって，ただ建て

ようとするのではなく，人間の住む世界を築き，そ

こに暮らすことが肝心と説いた。東日本大震災から

9年たっても，復興の課題はなお山積している。宮

城県美術館は，長らく県民に親しまれ，記憶の箱と

なってきた。震災を持ちこたえた公共施設を，ポイ

捨てするかのように用済み対象と見なし，国から資

金が受けられるというだけでハコモノを新造しよう

とするのは，復興の理念とは全く逆の軽挙である。

公共の関心事を皆で話し合うことは，ソクラテス以

来，優れて哲学的，政治的な実践なのである。（『河

北新報』2020年 4月 12日）

以上を歴史学者が言い換えれば，「美術館との物

語」である。2020 年 9 月 17 日の『河北新報』で前

東北学院大学長松本宣郎氏は以下のように述べる。

「美術館には，そこでしか語れない物語がある」。

これはひと頃，ＮＨＫのテレビで流れていた「世

界美術館紀行」のイントロの言葉である。宮城県

美術館（仙台市青葉区）にまつわる本紙への投稿

を読み，この美術館もまた多くの人々に，ここに

しかない物語を与えてきたのだと感じた。（略）

宮城県美術館の物語は，展示作品だけでなく，

前川国男氏設計といい，玄関のアプローチ造形と

いい，児童のための創作教室といい，美術館の「場」

に深く結びついて，人々の心にあるのだろう。そ
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のような人々には，美術館が現在の場所から失わ

れることに賛同できないのは自然だ。美術館移転

を提案した宮城県知事や，諮問され，黙認した方々

は「美術館との物語」を，持ち合わせていなかっ

たのであろう。（略）伝統国にあるロンドンのナ

ショナル・ギャラリー，マドリードのプラド，フィ

レンツェのウフィツィとなると，所蔵する美術品

の素晴らしさに加え，百年単位で長く同じ場所に

ある外観の風格をたたえて存在する。久しぶりに

再訪した時，変わらずそこにある。都市の顔た

る美術館は本来そういうものではないだろうか。

（略）（『河北新報』2020 年 9 月 17 日）

5 − 21）スクラップ・アンド・ビルドの流れに変化

〜京セラ美術館，弘前れんが倉庫美術館

歴史的建築・公共的建築を，これまでのように

スクラップ・アンド・ビルドせずに，再生し次代

へと住み続けるべきであることを，そのような認

識の変化が現在おこっていることを，「歴史的建物　

再生し次代へ／弘前れんが倉庫美術館　京都市京

セラ美術館　「取り壊し」の流れに変化」と題して

『河北新報』も具体事例を挙げつつ以下のように示

す。

京都市の京セラ美術館は 1933 年に開館した，

現存する公立美術館の中で も古い建築である

が，外観や内部の意匠を保存した上で，現代の基

準に合わせて耐震構造や防火設備，空調設備が整

備されて再生された。さらに来館者が正面玄関か

ら庭園まで通り抜けることができるように開放的

に動線が整えられ，重々しさは薄れ，明るく風通

しが良い空間が広がった。再生を担当した建築家

の青木淳氏は「元の建築をなるべく隠さないよう

に改修を加えた。長い間，皆さんの目に触れてき

た建築の記憶に敬意を払って残していきたいと考

えた」，「空間は宝物。時間を伴う空間でしか生ま

れない，作品との関係がある」と歴史的な空間を

残す意味を述べる。京都市美術館はネーミングラ

イツを募り，工費の一部を民間企業に負担しても

らうことで今後 50 年間は通称として企業名を含

む「京都市京セラ美術館」を使用する。

シードル（りんご酒）工場として使われ約 100

年の歴史を誇るれんが倉庫を弘前市が入手し，建

築家の田根剛氏が設計し再生したのが弘前れんが

倉庫美術館である。氏は「れんが倉庫が持ってい

た精神を修復という技術によって継承し，未来に

残したい」と臨み，既存のれんがの成分を分析し，

焼く温度や風合い，色合いを追究して製造したれ

んがで玄関を新設。その積み方も，既存の壁と違

和感を生まないようにした。腐食せず，耐久性を

備える 先端の素材を活用し，未来へ受け継がれ

る建築を目指した。「金色の建物を見た子どもに

よって，忘れられていたかもしれない，日本で初

めてシードルが（大々的に）造られた所という記

憶が未来に残ってほしい」と思いを寄せる。氏は

欧州では高度な修復技術によって，建築が使い続

けられていることを重視し，「特にイタリアでは

ローマ時代からの蓄積に厚みがある」が，日本で

の建築を次々に取り壊し建て直す現状では「文化

的な精神が失われている」と危惧する。

一方，菊竹清訓氏が設計し 1966 年に完成した

都城市民会館（宮崎県）が 2019 年に解体された。

谷口吉生氏が設計し 1989 年に開園した葛西臨海

水族園（東京都江戸川区）も存続の危機に直面し

ている。宮城県美術館も含め，いずれも戦後日本

を代表する建築家による特色ある公共建築で，京

都工芸繊維大教授松隈洋氏は「利益を上げられな

いものが，スクラップされてしまう」と公共建築

の商業化を懸念する。氏は，建築保存のためには，

「市民にとって，建築が自分たちのものであるとい

う愛着をどう育てるのか。考えていかなくてはい

けない」とも言う。（『河北新報』2020 年 4月 14 日）
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このような時，宮城県によって移転方針が突如

示され強硬に事態が進む状況は，逆に建築が市民・

県民のものである意識を掻き立てたのである。

5 − 22）県と県民との意見交換

2020 年 6 月 3 日には，県担当者 3 人と移転反対

の市民団体「まち遺産ネット仙台」等の 4人が県庁

で非公開で約一時間意見交換を行った。県が関係 6

市民団体を相手に意見交換を行っている一環であ

る。県は老朽化する両館の集約で経費削減と文化振

興を両立させると強調し，今秋を目途に移転案と現

地存続案の両方の長所短所を整理して，1月をめど

に県民説明会を開き，2020 年度内に基本構想をま

とめる方針を示した。団体は人口減少を念頭に施設

再編の趣旨に一定の理解を示しつつ，現地存続を望

む声が多く移転には再考の余地があると指摘し，建

築的な価値から修繕・維持する他県の例を参考に改

修の妥当性を主張した。移転ありきで進めるのでは

なく，広く県民の声を反映させるよう要請した。西

大立目祥子代表は「一度立ち止まって，丁寧に議論

してほしい」と強調したが，佐藤達哉震災復興・企

画部長は「幅広い視点を頂いた。政策形成に向けて

検討していく」と述べた（注 57）。

意見交換会はあくまで市民圧力団体の「ガス抜

き」でしかなく，公権側は粛々と事態を進めてい

るとの感触が市民団体側の一人として筆者にも感

じられた。本来公共性を尊重すべきは，市民より

も公権であるのでないだろうか。

5 − 23）県の公募型プロポーザル方式〜現地改修・

移転の両案長所短所分析業務の外部公募委託

県は，「リニューアル基本方針」（2018 年 3 月）

に沿った現地改修案と移転・集約案の両案の長所

短所を比較分析する業務を外部に委託することと

し，公募型プロポーザル方式で委託上限額約 3600

万円として 6 月に候補者の募集を開始した。7 月中

に選考し，結果公表を経て 8 月上旬に契約締結を

する。この業者による技術提案により，県は両案

の利点と課題を整理し，年度内に基本構想の策定

を目指す予定である。

これに関して，『河北新報』は「コロナ後見据え

て慎重に」と題して 2020 年 7 月 8 日の社説で以下

のように述べる。

一つの施策がこれほど関心を集めるのは異例の

ことである。反対の声に押されて結論は先送りさ

れ，さらに新型コロナウイルスの影響で小休止し

ている。今後県は現地存続と移転新築について精

査検討し 10 月以降に方向性を示し本年度内に基

本構想をまとめるというが，結論を急がず丁寧に

進めるべきである。公募型プロポーザルにより「メ

リットとデメリットを検討し，どちらがよいのか

方向性を出す」（県震災復興・企画部）という。

秋に方向性を判断するとすれば数カ月しかない。

（『河北新報』2020 年 7 月 8 日）

さてこの公募型プロポーザル方式には複数の応

募があった。

県は本年度内の基本構想策定を目指し，7 月 29

日までに，県は現地改修，移転両案の長所短所を

分析する業務の委託候補者に日本総合研究所（東

京）を選定し，8 月に委託料 3624 万 5000 円で日

本総研（東京）と正式契約を交わし調査が始まる。

（『河北新報』2020 年 7 月 30 日）

5 − 24）オンブズマンの反撃

このコンサル委託に対して，早速に批判があがっ

た。2020 年 8 月 24 日の『河北新報』の読者投書欄

「声の交差点」で，無職・仙台市青葉区・80 歳・男

性が「コンサル委託は税金の無駄遣い」と以下の

ように言う。
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2 月 21 日の『河北新報』によると，宮城県美術

館移転集約問題を話し合った有識者懇話会は，

終会合で「現地改修，移転集約の双方の利点と課

題をさらに整理し，分かりやすい形で県民に提示

してほしい」と，県に対して要望したが，半年を

経過しても県当局から県民には説明がない。それ

どころか，これから多額の経費をかけてコンサル

タント会社に分析を「丸投げ」するという。県当

局には分析する能力がないということなのだろう

か。新型コロナウイルスの感染拡大を奇貨として，

説明を避けるような態度や無駄な大金を使うこと

は許されない。（『河北新報』2020 年 8 月 24 日）

このような意見を背景に，仙台市民オンブズマ

ンが近く，県監査委員に，民間企業への業務委託

に県が約 3600 万円を支出するのは公正でないとし

て委託料の差し止めを求める住民監査請求をする

ことが 2020 年 9 月 22 日に分かった。

オンブズは業務委託について「基本構想の策定

は県当局が立案し，県議会がその可否を決めれば

足りる。委託の必要性が全く示されておらず，公

金の無駄遣いだ」と主張している。現地改修の方

針から一転して移転案が示されて委託に至った経

緯も問題視し，改修を前提に工事などに投じた費

用も無駄になると指摘している。オンブズの関係

者は「方針が誤りなら，正した上で新たな政策を

打ち出せばいい。村井県知事が移転案を妥当とす

る根拠を得たいがための委託ではないか」と話す。

（『河北新報』2020 年 9 月 23 日）

これらの意見に対して村井県知事は 9 月 23 日の

定例記者会見で，委託について「一般的な方法」

と述べ，問題はないとの認識を示した（注 58）。

しかし仙台市民オンブズマンは以下のように住

民監査請求を行う。

10 月 1 日に仙台市民オンブズマンは，日本総研

（東京）への業務委託に県が約 3600 万円を支出す

るのは不当だとして委託料の支払いの差し止めな

どを求め，県監査委員に住民監査請求をした。請

求によると，オンブズは，県が既に移転の方向で

基本方針を示しており「改めて両案を検討する

必要はない」と指摘した。検討が必要だとして

も，両案の基本方針を基に県議会で決めることが

でき，委託するのに足りる理由はないとした。日

本総研と県議会の結論が異なれば，委託自体が無

駄になることから，いずれかの案を確定した上で

基本構想を策定すべきだと，政策決定の過程を批

判した。県庁で記者会見したオンブズ代表の畠山

裕太弁護士は「移転の結論ありきで，政策決定の

お墨付きを得るための委託にすぎないのではない

か」と語った。（『河北新報』2020 年 10 月 2 日）

さらに仙台市民オンブズマンは以下のように意

見を陳述する。

日本総研（東京）への業務委託について約 3600

万円の支出差し止めを求めた住民監査請求で，請

求人の仙台市民オンブズマンは 10 月 27 日，県監

査委員への意見陳述で，委託の内容自体が不適切

だとして「支出は税金の無駄遣いだ」と主張した。

オンブズは，県がまとめた基本方針を基に「移転

でよいかを県議会に諮り，方向性を決めて次の段

階に進むのが合理的」と指摘し，方針のない状況

での委託は混乱を招き，必要がないと訴えた。現

地改修を定める基本方針については，策定の前提

条件が移転案と異なり，両案の比較が不合理だと

言及した。移転案も「現段階で具体的なプランは

なく，現地改修との比較検討はできない」との見

解を示した。オンブズは 1 日に監査請求し，県監

査委員は 9 日の委員協議で受理することを決め

た。請求翌日から 60 日の 11 月 30 日までに，監
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査結果を出す。（『河北新報』2020 年 10 月 28 日）

しかし県監査委員は請求を以下のように棄却す

る。

仙台市青葉区の宮城県美術館を宮城野区に移転

新築する計画だった県の構想を巡り，現地改修と

移転の両案を分析する日本総研（東京）への業務

委託について，仙台市民オンブズマンが委託費約

3600 万円の支出差し止めを求めた住民監査請求

で，県監査委員は（11 月）30 日，請求を棄却した。

オンブズ側は請求で，業務委託をする当時，県

が移転方針を示しており，改めて両案を検討する

必要はないと主張。県議会で方針を決めることが

でき，移転の結論ありきの委託に対する支出は無

駄と訴えた。

監査結果は業務委託について「メリット，デメ

リットを多角的に整理し，さらに専門的な分析を

加える考え方に基づく契約の必要性は十分理解で

きる」と指摘。委託を決めた判断は裁量権の乱用

に当たらず，契約に違法性はないとした。

仙台市内で記者会見したオンブズの宇部雄介弁

護士は「県の説明をうのみにした間違った判断だ。

移転を断念した県知事の決断は，委託をせずとも

可能だった」と語った。オンブズは今後，住民訴

訟を提起するか検討する。県美術館を巡っては，

村井県知事が 11 月 16 日，移転を断念し，現地改

修に方針転換する意向を明らかにした。（『河北新

報』2020 年 12 月 1 日）

これに対して仙台市民オンブズマンは，2020 年

11 月に村井県知事が移転を断念したあとも，仙台

地裁に訴え出るのである。

宮城県美術館（仙台市青葉区）の移転新築を検

討した県の構想を巡り，現地改修と移転の両案を

分析する日本総研（東京）への業務委託に県が約

3600 万円を支出するのは違法だとして，仙台市民

オンブズマンが今月（12 月）末にも，県を相手に

村井県知事に支出分を返還させるよう求める訴え

を，仙台地裁に起こす方針を固めたことが（2020

年 12 月）15 日，分かった。

オンブズは提訴の理由を「委託に至った経緯な

どを明らかにし，支出の適否を問いたい」と説明

した。

オンブズは 10 月，支出の差し止めなどを求め

て住民監査請求した。県が当時，既に移転の方針

を示していたことから，両案を検討する必要はな

く，県議会で方針を決められるとし，支出は無駄

だと主張した。

県監査委員は 11 月，業務委託の必要性につい

て「十分理解できる」と指摘。委託契約に違法性

はないとして請求を棄却した。

同美術館を巡り，県は本年度中の基本構想策定

を目指し，8 月に委託料 3624 万 5000 円で日本総

研と契約を締結。村井県知事は 11 月，移転を断

念し，現地改修に方針転換する意向を明らかにし

た。（『河北新報』2020 年 12 月 16 日）

実際に 2020 年 12 月 25 日に仙台オンブズマンは

県を地裁に提訴し費用 3600 万円の返還求めた。

宮城県美術館（仙台市青葉区）の移転新築を検

討した県の構想を巡り，現地改修と移転の両案を

分析する日本総研（東京）への業務委託に公金を

支出するのは違法だとして，仙台市民オンブズマ

ンは 25 日，県を相手に，村井県知事に委託料約

3600 万円を返還させるよう求める訴えを，仙台地

裁に起こした。

訴えなどによると，美術館を移転し，県民会館

などと集約する方針を公表していた県は 8 月，委

託料 3624 万 5000 円で日本総研と契約を締結。村
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井県知事は 11 月，現地改修に方針転換する意向

を示した。

オンブズは，県が移転反対派の意見を聴き，県

議会を通じて方向性を判断するべきだったと主

張。美術館の文化的価値を理解せず，移転の結論

ありきの委託だったなどと指摘し，支出は税金の

無駄遣いだと訴えている。

仙台市内で記者会見したオンブズの斎藤拓生弁

護士は「県の政策形成過程に問題がある。委託し

なくとも，地元の声を聴くなどすれば，十分に結

論を導けた」と語った。村井県知事は「訴状が届

いておらず，詳細は把握していない」などとする

談話を出した。

オンブズは 10 月，業務委託への支出の差し止

めを求めて住民監査請求し，県監査委員は 11 月，

委託の必要性を認め請求を棄却した。（『河北新報』

2020 年 12 月 26 日）

その後，2021 年にも法廷での県と仙台市民オン

ブズマンの攻防は続いている。

宮城県美術館（仙台市青葉区）の移転構想に関

連し，現地改修と移転の両案を分析する民間企業

への業務委託に公金を支出するのは違法だとし

て，仙台市民オンブズマンが県に対し，村井県知

事に委託料約 3600 万円を返還させるよう求めた

訴訟の第1回口頭弁論が10日，仙台地裁であった。

県側は請求の棄却を求めた。県側は，整備手法の

検討は多角的な議論を要するとし「県の限られた

人員で効率的に検討を進めるには，高度の知見と

同種の実績を持つ民間事業者の活用が合理的」と

主張。委託契約は妥当と反論した。訴えなどによ

ると美術館を移転し，県民会館などと集約する方

針を示していた県は昨年 8 月，3624 万 5000 円で

日本総研（東京）と契約を締結。村井県知事は同

11 月，現地改修に方針転換する意向を示した。オ

ンブズ側は，県が住民の意見を聞き，県議会での

議論を経て方向性を判断すべきだったと主張。支

出は税金の無駄遣いだと訴えている。県側の答弁

書によると，県は今年 2 月に変更契約を結び，契

約金額が減った。現時点で委託料を支出していな

いという。（『河北新報』2021 年 3 月 11 日）

本件は宮城県美術館の存続問題とは，勿論関連

があり併行はしているが，論点の異なる問題であ

る。

公的権力側が自説の結論へ向けてのお墨付きを

得るために専門的第三者機関や有識者会議に検討・

分析を依頼し，同時にその機関や会議が権力に忖

度するという構図ならば，結局は共同体全体のた

めにならない。また実際にはしばしばそのような

事例も多いのではないだろうか。それへの対応策

としてのオンブズマン的な牽制は戦術上の方策と

して有効な場面も多いかもしれない。

しかし一方で，県当局による方針の策定，市民・

有識者の反対・賛成意見の傾聴，県議会での諮問

には限界があったから第三者機関に委託するとい

うのは正論ではある。

5 − 25）現地改修で経費削減〜宮城県美術館前館長

の訴え

宮城県美術館の前館長の有川幾夫氏が『河北新

報』の「持論時論」欄で「現地改修で経費削減も」

と題して以下のように述べる。

村井県知事は県議会で，建設規模は県民会館

200 億円，新県美術館 100 億円，集約に対する国

の助成を活用すると合わせて 60 億円抑制される

との見方を示した。一方，県美術館を現地改修し

た場合，既存部分の改修が 20 億円，増築に 30 億

円かかる，という。しかし，「県美術館リニュー

アル基本方針」による増築案 30 億円は，提案時
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の 大値であり，それ自体を目的としているわけ

ではない。少子高齢化における財政問題を見据

え，さらに新型コロナウイルスの影響を念頭に置

くなら，「基本方針」に立脚しながら増築を回避

することは，一つの選択肢となる。増築とは，例

えば現在の県民ギャラリーの移設が想定されてい

るが，まだ知恵を絞る余地はある。県当局は今後，

メリットとデメリットを検討し，現地改修につい

ては「県美術館リニューアル基本方針」を比較の

対象にしているという。一方，移転，新築にあたっ

ても「基本方針」は尊重するという。つまりアレ

ンジされるのである。ならば現地改修についても

「基本方針」をアレンジして，増築をしないで済

む次善案も許容されていい。そうでなければ，将

来を展望した，利害得失の客観的な評価として，

著しく公平を欠くのではないか。「移転ありき」

ではなく「現地改修で経費削減」を考えることも

できるはずだ。美術館として機能性の高い前川建

築を放棄して，100 億円相当の新美術館を造らな

ければならない理由はどこにあるのだろう。国の

一時の助成があるからと言って，合計 300 億円相

当の大型の施設を造るのは，少子高齢化，そして

コロナ以後の社会に本当にマッチしているのだろ

うか。検討過程が透明かつ公平で県民が納得する

ことを強く念願している。（『河北新報』2020 年 7

月 20 日）

この現地改修での経費削減は，後に実現するこ

ととなる。

5 − 26）経費に関わる数字〜その根拠？

2020 年 8 月 27 日に『河北新報』は社説「宮城県

美術館の移転／目立つ粗さ　もっと丁寧に」で以

下のように述べる。

多くの反対を受け，県は「美術館と県民会館な

どを集約・複合化する方向でさらに検討を進め

る」と結論を先送りした。8 月末での段取りとし

ては，2020 年 10 月以降にあらためて方向性を示

し，2021 年 1 月ごろに基本構想の中間案，3 月ま

でには 終案をまとめる予定である。

これまでの説明を聞き，ふに落ちないところが

あるので何点か，整理してみたい。村井県知事は

2 月の県議会の答弁で，移転集約のケースと現地

で改修するケースの建設費を比較している。新美

術館に約 100 億円，音楽ホールである県民会館に

200 億円かかるものの，国の有利な起債制度を活

用し，112 億円の交付税措置を受けられるという。

川内での改修には 60 億円を要する。仙台医療セ

ンター跡地の県民会館を加えた 260 億円のうち，

補助の分は 11 億円にとどまり，県支出は 249 億

円となる。移転の方が改修より約 60 億円抑えら

れるという説明である。さて，県民会館の 200 億

円と美術館の 100 億円はどこから出た数字だろう

か。

県震災復興・企画部によると，秋田市の秋田県・

市連携文化施設（2021 年 12 月完成予定，207 億円）

と，青森市の青森県美術館（2006 年開館，110 億円）

の事例をそのまま引用していた。改修費 60 億円

は，2 年前に有識者がまとめた「リニューアル基

本方針」から取った。ところが，方針を策定した

複数の委員から「当時，移転話はなく，比較対象

になり得ない」「 大に見積もった数字。財政難

とコロナ禍を踏まえれば，削減できる」と疑問を

呈されている。県に手持ちの試算がなかったとは

いえ，根拠の薄い数字で算定比較したのは，いさ

さか不用意に映る。

粗いと言えば，建物の耐用年数もそうだろう。

「県公共施設等総合管理方針」に沿い，建築か

ら 65 年をライフサイクルにしている。ゆえにリ

ニューアル方針を基に現地改修したとしても，20

～ 30 年後に寿命を迎え，建て替えることになる
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点を理由の一つに挙げている。

県有施設をほぼ一律に捉える考え方を取ってい

る。これに対し，現場で設計監理に携わった建築

家はきっぱりと否定する。美術館には特別の外壁

工事や仕様を施しており，「コンクリート躯体は

健全で，改修すれば，あと 50 年，100 年は持つ」。

学術専門的には建築家に分がありそうだ。

こうした論点について，県は基本構想づくりの

中で精査すると言うが，要となる骨格は詰めてお

くべきだろう。県民の関心事となっているだけに，

より丁寧な政策プロセスを踏んでほしい。（『河北

新報』2020 年 8 月 27 日）

以上である。

5 − 27）観光〜たとえば「ナイトタイムエコノミー」

2020年 3月 19日の『河北新報』の「持論時論」（注

59）で東北大名誉教授宮崎正俊氏が，宮城県美術館

は移転せず観光の目玉にせよ，と主張する。県美

術館の所蔵品には目玉がない，宮城県は観光振興

に取り組んでいるならまずコレクションを充実さ

せるべきである，美術教育の環境を提供するとい

う役割もあるとの意見はよくあるものだが，美術

館を観光資源に位置付ける時にサービス向上とし

て夜間開館を検討すべきだとするのは良い眼目で

ある。

近年観光庁が「時間市場」の活用エコノミーと

して夜間市場「ナイトタイムエコノミー」を推奨

している。一般に欧州に比べて日本の観光施設や

レストラン等は夜にあまりに早く終わり過ぎる。

インバウンドの観光も前提に，改めて時間市場の

観点を強く導入すべきである。

5 − 28）宮城県美術館と県民会館の集約による集客

の相乗効果の否定〜博物館とは

県が示した案の特徴は宮城県美術館が県民会館

と集約されることにある。県がこの複合文化施設

のモデルの一つとして挙げるのが，ホールと美術

館を併設する長野県上田市のサントミューゼであ

る。市美術館と 1530 席のホールを有する市交流文

化芸術センターである。以下，『河北新報』（2020

年 11 月 11 日）に拠る。

2006 年の旧上田市と 3 町村の新設合併のシンボ

ルとして整備された。西田不折館長（80 歳）は「芸

術文化を総合的に楽しめるところが長所。演奏会

前に美術館に寄るなど，客層の広がりと宣伝に相

乗効果がある。警備，清掃など管理コストも節減

できる」と説明する。

ただ，文化施設の複合化として一概に比較はで

きない。上田市美術館は延べ床面積約 1100 平方

メートル（収蔵スペースを除く）の新築。2018 年

度の来館者は約 6 万 1000 人で，大型巡回展の開

催は想定していない。一方，宮城県美術館は既存

建築の在り方が焦点となっており，展示観覧者だ

けで 13 万 8000 人（18 年度）と，規模が大きく異

なる。サントミューゼ誕生の背景には市民からの

強い要請があった。これに対し，これからの時代

に即した美術館のビジョンを巡る議論がほとんど

聞かれない宮城県の現状には違和感がある。（『河

北新報』2020 年 11 月 11 日）

一方，建設財源における国の優遇措置という点

では共通点がある。

サントミューゼの建設を後押ししたのが合併特

例債である。総事業費約 132 億円のうち約 78 億

円をまかなった。西田館長も「市民の合意形成の

点で，財源の裏付けがあったのは大きな要素だっ

た」と振り返る。

宮城県美術館と東京エレクトロンホール宮城の

移転集約構想でも，財源は論点の一つ。県が適用
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を目指しているのが国の優遇措置がある「公共施

設等適正管理推進事業債」である。制度を利用す

れば県負担を 45％に抑えることが可能だ。（『河北

新報』2020 年 11 月 11 日）

美術館と県民会館の移転集約のメリットとして

県は「経費削減」と「新しい文化芸術の拠点をつ

くり，集客の相乗効果を図る」の 2 点を挙げる。

前者に関しては上述のように有川幾夫氏（7 月 20

日）と河北新報社説（8 月 27 日）が反論する。後

者についても 2020 年 9 月 29 日の『河北新報』の「持

論時論」で元劇場プロデューサーの竹村公人氏が

以下のように反論する。

「集客の相乗効果」は生まれない。これまで県

美術館が積み重ねてきた活動は，限りなく萎縮，

後退，変質に向かうと確信する。県民会館と県美

術館，それぞれが本領とする活動の性格と役割が

相違し，利用者のニーズに乖離があるからだ。県

民会館は基本的に音楽や演劇，舞踊などの無形の

文化財の提供，関連する活動の場とする多目的の

文化施設である。そこには生身の人間同士のぶつ

かり合いがある。一方，県美術館は図書館や博物

館と同様に本来，芸術性の高い作品や歴史的に価

値のある有形の文化財を展示する専門的な文化施

設だ。この無形，有形の違いは時に紙一重と誤解

されることもあるが，実際は越えがたい深淵が横

たわっていると思う。前者の営みは演者と観客が

時間と空間を共有し，劇場内で共振し，昇華され

ていく一回限りの一体感の魅力を本質とする。終

演と同時に消えてなくなる劇的世界である。感動

と楽しさは，演者と観客が刺激し合うエネルギー

に左右される。演者の集団にとって，使い勝手が

良ければ，立地はさほど問題にはならない。時に

は露天やテントさえ選ばれる。一方，後者の営み

は優れた不動の作品に触れ，鑑賞者の内面に形成

される創造の世界である。静かにゆったりと流れ

る時間と空間の中で，いつ行っても合える作品世

界の永続性に対する信頼が，確固たる基盤となる。

たっぷりと時間をかけて自分流に堪能できる自由

とぜいたくこそが，この種の鑑賞の醍醐味であろ

う。故に鑑賞の対象は，しばしば周辺環境やその

歴史にまで広がっていく。鑑賞者が，建物のたた

ずまいや立地に強くこだわる理由もここにある。

県民会館と県美術館の利用者は本来，程度の差は

あれ，それぞれ異なる芸術的価値観と鑑賞スタイ

ルを大事にしている。両者の違いを尊重せず，強

引に統合する試みは，必ず失敗する。県にはいま

一度，立ち止まって熟慮することを望みたい。（『河

北新報』2020 年 9 月 29 日）

無形文化財を提供する劇場と対比したときに際

立つ，有形文化財展示施設としての博物館におけ

る歴史の中に永続する静謐な立地の重要性を述べ

る。

5 − 29）市民有志団体運動のうねり〜「宮城県美術

館の現地存続を求める県民ネットワーク」（県美

ネット）

2020 年 6 月 12 日夜には，NPO 法人メディアー

ジの漆田義孝常務理事がファシリテーターを務め

移転問題に関する意見交換会が開催され，メディ

アージ，日本建築家協会東北支部宮城地域会の手

島浩之副地域会長，公民連携の在り方などを研究

する NPO 法人「自治経営」（東京）の洞口文人副

理事長らがゲストとして出演し，60 人ほどがオン

ライン上で意見交換を行った（注 60）。

また 7 月 21 日には，県内の芸術文化関係者らに

よる「宮城県美術館の現地存続を求める県民ネッ

トワーク」（県美ネット）を設立総会が開催され，

東北大関係者でつくる「宮城県美術館移転計画中

止を要望する有志の会」など県内約 10 団体が参加
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し，早坂貞彦元県芸術協会理事長，元日本哲学会

会長の野家啓一東北大名誉教授，元日本建築学会

東北支部長の石川善美東北工大名月 22 日誉教授，

歴史的建造物の保存・活用を進める「まち遺産ネッ

ト仙台」の西大立目祥子代表が共同代表に就任し

た（注 61）。

この「県美ネット」は会員は発足当時約 50 人だっ

たが，県内外の美術，建築関係者に賛意が広がる 8

月 26 日には 564 人まで増えた。

県内各地で出前講座を開いて移転計画の問題点

を説明したり，建築家や画家を招き，現美術館の

価値を再認識してもらうシンポジウムを企画し

た。初の出前講座は 8 月 29 日に「どうなる，宮

城県美術館」と題して大崎市古川で開催し約 35

名が参加した。西大立目祥子共同代表らが経緯を

説明した。参加者からは「県立病院などの再編を

含め，効率化を 優先する県政に疑問がある」「現

在の県美術館は周辺の景観を含めた財産であり，

移転は容認できない」といった意見が出た。大崎

市選出の県議 3 人も出席し「仙台だけではなく県

民全体で考えるべき問題」「文化施設の在り方に

ついて幅広い意見を聴きたい」などと発言した。

県美ネットの大沼正寛事務局長は「文化は蓄積し

て良くなるものである」と述べた。同日に加美町，

9月 2日に大崎市鳴子温泉で，その後も県内 10 カ

所程度で開催する。

9 月 19 日には県美ネットは，「まちの記憶を育

てる　宮城県美術館が紡いできたもの」と題して

せんだいメディアテークで約 150 人を来場を得て

開催した。東北生活文化大学長で画家の佐藤一郎

氏は美術館を通した文化形成のあり方を講演し

「仙台というまちをイメージさせるものが，他に

あるだろうか。若い人へつなぐ必要がある」と語

り，県美術館佐藤忠良記念館設計者で元日本建築

家協会会長の大宇根弘司氏は設計者の前川国男が

県美術館に込めた思いや建築素材や設計上の工夫

点を解説，市民活動家で財団法人「日本ナショナ

ルトラスト」理事で東京駅や旧東京音楽学校奏楽

堂の保存活動に関わった森まゆみ氏は，「原風景

を守るため，声を上げていくしかない」と存続活

動の重要性を強調した。（以上，『河北新報』2020

年 8 月 28 日，8月 30 日，9月 7日，9月 22 日）

宮城県美術館そのものでも，展覧会という美術

館の本来の機能を使った運動がなされた。

10 月 20 ～ 25 日に，宮城県美術館のある川内地

区の風景画など計 248 点を集めた展覧会が，館内

の県民ギャラリー（入場無料）で開かれた。美術

館移転に異を唱える市民団体「県美を愛する宮城

県民の会」が主催し，当初予定していた 100 人を

大幅に超える応募があった。県民の会の担当者は

「美術館を現地に残したい県民の思いの高まりが

表れている。美術館を含めた周辺の景観，歴史的

意味などを考えるきっかけにしてほしい」と話す。

（『河北新報』2020 年 10 月 21 日）

県による市民団体への説明会，ヒヤリングに関

しても市民団体は抗議した。

2020 年 11 月 11 日に東北大関係者でつくる「宮

城県美術館の移転計画中止を要望する有志の会」

など移転に反対する市民 5 団体は，県が約束した

県民説明会を実施せず計画を進めているとして県

に抗議文を提出した。抗議文では，要望書を提出

した有志の会への個別説明会が実施されていない

にもかかわらず，県が団体へのヒアリングが完了

したと説明していると主張する。移転か現地改修

かの検討結果が出る前に，県民説明会を開催する

ことも含め，11 月 25 日までに回答するよう要求

した。
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有志の会発起人代表の野家啓一東北大名誉教授

は「いくつかの団体に対する不十分な説明をした

だけで，県民説明会をしたことにし，計画を進め

る口実にするのは許されない」と訴えた。県の個

別説明会を受けた日本建築学会東北支部の石川善

美前支部長は「説明会では中止要望への応答がな

く，意見交換は深まらなかった。密室での談話で

議論の内容は県民に伝わっていない」と語った。

提出後の取材に，県震災復興政策課は「有志の会

とは早い段階で意見の場を設けたい。県民説明会

の方法や時期は未定だが，開催する予定だ」と答

えた。（『河北新報』2020 年 11 月 12 日）

様々な方法と意図の市民運動が繰り広げられた

のである。

5 − 30）ダニ・カラバン，佐藤忠良，新宮晋による

美術館建築と土地と一体の美術の環境彫刻〜現在

地でこそ成立

河北新報は「宮城県美術館移転構想で注目／前

庭の環境彫刻　どうなる／景観に調和　移転困難

／副館長「現在地でこそ成立」」と題して，以下の

ような「リポート」を掲載した。

彫刻家ダニ・カラバン氏は自然や街並みの景観

や気候，歴史的条件に調和した「環境彫刻」の代

表的作家である。氏により宮城県美術館の前庭に

設置された作品「マアヤン」は，8 本の列柱とそ

の足元を縫うように走る水路から成る作品で前庭

に立つケヤキと建物の間に列柱を配し， 後の 1

本を白く塗装した美術館の柱をそのまま利用する

ことで建物との連続性と一体感を表現した。一見

同じ高さに見える列柱は斜面に合わせて長さを変

えるなど，細かい配慮が施された「オーダーメー

ド作品」だと浜崎礼二副館長は言い，「季節で変

わる影の長さも計算して作っている。この場所に

あるからこそ成立する作品」と解説する。1995 年

に県が 7000 万円で購入した。全国 4 カ所あるカ

ラバン氏の作品のうち，初めて美術館に設置され

た。

美術館の移転，集約に国の補助金を活用する場

合，新設後 5 年以内に現在の美術館を廃止する必

要がある。カラバン氏の作品は移転は困難で，売

却か，解体・取り壊しのいずれかを選択しなけれ

ばいけない。カラバン氏の事務所は 6 月，代理人

を通じて美術館に移転の状況をメールで質問し注

視している。美術館は「現地改修か，集約複合化

による移転か今後比較検討していく。具体的な事

項は決まっていない」と答えるにとどめた。仮に

取り壊しとなった場合，法的な問題はないのか。

県生涯学習課は「今後カラバン氏と話し合う機会

もあるかもしれない」と前置きしつつ，「代金の

支払いと作品の納品が済んでおり，瑕疵もない。

売買契約は完了しており，作品の所有権は県にあ

る」と説明する。知的財産法に詳しい東北大研究

推進・支援機構ＵＲＡセンターの稲穂健市特任准

教授も「日本の著作権法では，所有者による著作

物の破壊を制限する規定はない」と話す。建物，

土地など周辺環境の著作権がカラバン氏にないた

め，著作者の意に反してタイトルや内容を改変で

きない「同一性保持権」の侵害も適用される可能

性は低いという。「作品を捨ててまで美術館を新

設するメリットはあるのか。」と，美術家等によ

る「宮城県美術館に期待と関心を寄せる有志グ

ループ」事務局の佐立るり子氏は訴える。（『河北

新報』2020 年 8 月 24 日）

国の補助金を活用した場合には新設後 5 年以内

に現在の美術館を廃止しなければいけないという，

大きな問題が改めて示された。「公共施設等適正管

理推進事業債」という国からの毒饅頭とも言える

ような金を食べることと引き換えに，歴史と文化
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を捨てなければならないのである。

同様の事態は，佐藤忠良記念館についても該当

する。

佐藤忠良記念館は 1990 年 6 月に県美術館の棟

続きとして県が開設した。彫刻167点のほか，デッ

サンや油彩画・版画など佐藤忠良氏の作品約 560

点を収蔵する。建設に際しては山本壮一郎元県知

事や加藤陸奥雄元県美術館館長が，佐藤忠良氏を

数度にわたって説得し，了承を得た経緯がある。

宮城県美術館移転に関し佐藤忠良氏の長男佐藤達

郎氏は「（県美術館に併設する）佐藤忠良記念館

と美術館の移転を，遺族として，作品の著作権継

承者として許すことはできない」との手書き文書

を県美ネットに託し，9月 16 日に公開された。長

女佐藤オリエ氏は「父は建物の設えや周囲の環境，

作品の展示や保管方法など熟慮された県の建設計

画に納得し，作品の寄贈と記念館設立に合意した。

記念館は県民の皆さまの熱意と父がつくり上げた

稀有な美術館」と主張し，「壊されれば二度と同

じものは作れない。父の悲しみが伝わってくる。

作品を後世に伝えたいという県の真摯な思いと，

父の信念から生まれた記念館は現在の場所こそふ

さわしい」との声を寄せた。県美ネット共同代表

の西大立目祥子氏は「佐藤忠良記念館や美術館は，

県と作家が慎重に信頼関係を築いて完成した。作

家に断ることなく突然，移転方針を打ち出した県

のやり方は信頼を大きく損なう」と語った。（『河

北新報』2020 年 9 月 22 日）

「宮城県美術館の現地存続を求める県民ネット

ワーク」が 10 月 1 日に以下のようなことを明らか

にした。

ダニ・カラバン，新宮晋の両氏が文書で宮城県

美術館移転反対の意思を示した。カラバン氏は

「（前庭から正面玄関に立てた）列柱は建物の既存

の柱と同じサイズや形状で，ケヤキも作品に不可

欠な一部」と説明し，「美術館の移転は作品の本

質や意義を否定する。移転されれば私の作品は破

壊されてしまう」と計画の推進を危惧する。新宮

氏は「計画を聞き，驚いている。作品周囲の木々

も育ち，建物とも溶け合っていい雰囲気を生み出

してきた」と主張し，「取り壊しは，世界的に見

てもあり得ない。合理性や経済性だけで物事を進

める考え方に，文化や芸術を育てていく未来はな

い」と指摘した。美術館北庭に構える新宮氏の作

品「時の旅人」は 1981 年の開館に合わせて制作

された。高さ 1 メートルの大きな風車で，風力や

風向きによって三つの羽根が不規則に回る。回転

速度が上がったり，急に逆回転したりする羽根は

時計の針を連想させ，時間の流れを表現している。

両氏の両作品とも美術館が立つ場所の自然や景

観，歴史的条件に調和するよう制作された「環境

彫刻」だ。県美ネットの西大立目祥子共同代表は

「美術館には作品を保存し，次世代に伝える役割

がある。美術館の歴史は作家との信頼関係によっ

て蓄積されたものだ。作品の破壊はこれまでの 40

年間を台無しにしてしまう」と話した。（『河北新

報』2020 年 10 月 2 日）

宮城県登米出身でパリ在住の環境造形作家佐藤

達氏も『河北新報』の「持論時論」で，あの場所

でなければカラバン氏のあの作品は存在し得ない，

作品の移動は作品を破壊することを意味すると主

張し，さらに以下のように述べる。

フランスと日本では，芸術作品に対する対応が

大きく異なる。フランスでは，公的機関が野外作

品や壁画作品を設置した場合，購入者側が作者の

意見を聞かずに作品の移動や破棄をすることはで

きない。芸術家の作品は法的に保護されている。
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それは人類に芸術は不可欠であるという考え方に

基づいているからである。「マアヤン」の作品騒

動を機に，真の意味での先進国として，芸術に対

する対応を日本でも高めていってもらいたい。カ

ラバン氏の作品は，ユネスコ本部にも設置され，

日本では札幌市の札幌芸術の森野外美術館と奈良

県宇陀市の室生山上公園芸術の森にある。いずれ

の作品もきちんと保管されていました。宮城県で

も，カラバンさんの作品を破棄することなく，今

ある美術館で永遠に光を放ち続けてほしい。（『河

北新報』2020 年 10 月 21 日）

2020 年 10 月 29 日の「持論時論」欄では，東北

大大学院医学系研究科教授虫明元氏は「マアヤン」

に関して以下のように述べる。

「マアヤン」の落成式は 1995 年 8 月 6 日に行わ

れたが，8月 6日は広島原爆の日で 1995 年は原爆

投下からまさに 50 年の年であった。制作中に落

成の日が 8 月になることを知ったカラバン氏は，

この特別な日を作品の落成式として選び，全ての

被爆者とその家族にささげることにした。この作

品は「広島の犠牲者へのオマージュ」とも言われ

る。世界中のカラバン氏の作品の多くには共通の

モチーフがあり，ユダヤ人大量虐殺（ホロコース

ト）で多くの同胞を失ったイスラエル人である彼

の平和への思いや記憶である。ゆえに虫明氏は「マ

アヤン」を，日本人の原爆の記憶と犠牲者への鎮

魂，そして平和への思いが込められた作品と解釈

する。この作品を海外に紹介する文章では，カラ

バン氏自身が「『マアヤン』は，環境彫刻であり，

広島の犠牲者にささげられる。宮城県美術館，仙

台市，日本」と英文で書いている。（『河北新報』

2020 年 10 月 29 日）

宮城県美術館に環境彫刻がある彫刻家 2 氏と佐

藤忠良氏の遺族が移転に反対であることを「宮城

県美術館の現地存続を求める県民ネットワーク」

は県に伝達した。

10 月 29 日に市民団体「宮城県美術館の現地存

続を求める県民ネットワーク（県美ネット）」は，

故佐藤忠良氏　の長男佐藤達郎氏，長女佐藤オリ

エ氏，ダニ・カラバン氏，新宮晋氏の 4 氏による

美術館移転反対の意思を示したメッセージを県に

提出した。佐藤達郎氏は「遺族として著作権継承

者として（移転を）許すことはできない」と記し

ている。

メッセージと共に「著作権継承者の意思に反し

ても移転を推進するのか」「作品を破壊すること

について作者の承諾を得たのか」「美術館と一体

となっている彫刻作品の処遇はどうするのか」な

ど 8項目の質問状も提出し，回答を求めた。

西大立目祥子共同代表は「移転は作家が美術館

に寄せた信頼を損なう行為。県の文化行政に不信

を招き，県民が大きな不利益をこうむる」と話し

た。

提出後の取材に，県震災復興政策課は「現時点

で話すことは何もない」と答えた。（『河北新報』

2020 年 10 月 30 日）

以上である。建物と一心同体の彫刻の存在も，

その後建物を救った一つの理由となった。

5 − 31）変化の兆し〜増築なし現地改修とする新た

な第 3案追加

各方面からの様々な反論を受けて，県は宮城県

美術館の現地改修という選択肢を検討し出す。

仙台市青葉区の県美術館を宮城野区に移転，新

築する構想を巡り，県は（2020 年）10 月 1 日，

これまで比較検討の選択肢としてきた①現地での
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増改築案，②宮城野地区への移転集約新築案（現

宮城県美術館は取り壊し）に加え，③新たに現施

設を増築せずに改修のみ行う手法を第 3 案とする

方針を明らかにした。（2020 年）年内をめどに事

業の方向性を判断する。県議会 9 月定例会の代表

質問で村井県知事が答弁した。担当部局が 5 ～ 7

月に芸術関係団体などと意見交換した際，事業規

模を抑えた改修を提言されたとして「関係者の声

を踏まえ，それぞれの案の利点，課題を分析した

い」と述べた。現地存続を求める声が広がってい

る状況について「現在の美術館を大切にしたいと

いう皆さんの思いに認識を深くしている」と説明。

「さまざまな意見を参考にして検討を進め，総合

的に判断する」と語った。（『河北新報』2020 年

10 月 2 日）

さらに，前述のように 2018 年に「美術館リニュー

アル基本方針」が策定されたが，その会議の構成

員有志が，新たな現地改築案を作成をするように

県に要望した。

（2020 年）10 月 2 日に，「美術館リニューアル

基本方針」を策定した会議の構成員有志が，その

方針を新築移転と比較するのは不適切だとして，

新たな現地改修案を作成するよう求める要望書を

県に提出した。

「美術館リニューアル基本方針」は会議の結果

を受け，2018 年 3 月に県教委が策定した。県美術

館を県民会館（青葉区）とともに移転，集約する

案は，県有施設の再編構想を議論する県の有識者

懇話会が，2019 年 11 月に公表した。

有志は「美術館リニューアル基本方針」策定の

構成員 9 人のうち 5 人で，要望書では，増築改修

するとした方針は別案と競うことを想定しておら

ず，移転新築案とは策定の条件や目的が異なると

指摘し，他施設と連携することで増築しない安価

な現地改修案を作成し，その上で比較するよう求

めている。移転新築案，新現地改修案の比較検討

結果を発表する場合には，県民に事前公開するこ

とも条件として挙げ，23 日までに回答するよう要

求した。要望書を提出した有川幾夫前美術館長は

「新たに策定された移転新築案と，リニューアル

基本方針を比較するのは土俵が違う。比較するの

は控えてほしい」と訴えた。県震災復興・企画部

の佐藤達哉部長は「増築や規模を維持した改修な

ど，いろいろな可能性がある。選択肢を増やして

検討したい」と話した。（『河北新報』2020 年 10

月 3 日）

これらを踏まえて村井県知事は以下のような意

見を述べる。

（2020 年）10 月 5 日の定例記者会見で村井県知

事は，現地存続と移転の両案を分析する民間企業

への業務委託の結果がまとまり次第，早い時期に

方向性を決める考えを示した。村井県知事は「現

実的な財政状況を見据えたリニューアルがどの程

度できるのか諮っている」と説明。「基本構想を

作り，設計するとなると 6，7 年かかる。できる

だけ早く方針を決めたい」と強調した。県美術館

の今後については（1）現地での増改築（2）宮城

野区への移転新築－を軸に議論が進んできたが，

県は 1 日の県議会 9 月定例会で現施設を増築せず

改修する第 3 案も検討する方針を表明した。村井

知事は「県民の関心も高い。いろいろな意見を聞

いて，一番いい選択をしたい」と述べた。（『河北

新報』2020 年 10 月 6 日）

続いて県議会でも村井県知事は以下のように答え

る。

（2020 年）10 月 8 日の県議会定例会は一般質問
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の 終日を迎え，仙台市青葉区の県美術館を宮城

野区へ移転新築する構想で，市民団体から現地存

続の要請が相次ぐ状況について，村井県知事は「現

美術館に深い愛着を持ち，現地存続を強く求めて

いると受け止める」と言及。「多角的に分析すると

ともに，県民の意見を参考にして総合的に判断す

る」と強調した。（『河北新報』2020 年 10 月 9日）

10月 31日の『河北新報』の「紙面センサー」欄では，

東北大大学院経済学研究科准教授高浦康有氏が，朝

刊オピニオン面の「声の交差点」でも宮城県の文化

施策の在り方について連日のように取り上げられ市

民の熟議を促す地元紙の社会的役割を改めて認識さ

せられたとした上で，「仙台市に資産譲渡して現地

保存する道など，他都市の先行事例も紹介しつつ，

市民が多面的にこの問題を考えることができるよう

な記事を引き続き望みたい」と述べる（注 62）。

2020 年 11 月 3 日の社説で『河北新報』は「やま

ぬ声尊重し歩み寄りを」と題してこれまでの経緯と

問題点を以下のようにまとめる。

仙台市青葉区川内にある宮城県美術館の移転を

巡る問題は，11月から年末にかけてヤマ場を迎え

る仙台医療センター跡地（宮城野区）への移転構

想を，県が突如として有識者会議に示したのは昨

年 11月のことで，はや 1年になる。この間，現地

存続を求める市民運動の広がりとさまざまな立場

からの提言によって，論議は深まりを見せた。

県政史上，大きな政策課題は数多くあった。し

かし，美術館移転ほど，県民が行政手続きに疑問

を投げ掛け，拙速さを憂い，科学的な知見と論理，

時には一人一人の思いをもって対峙したことはな

かったのではないか。宮城の地に「土着の民主主義」

を呼び起こし，貴重な経験と大きな糧を培ったと

も言えよう。税金や個人・団体からの寄付金を投

じて造られ，親しまれた「県民共通の財産」であ

ると身に染みて学んだことも無視してはなるまい。

県は近く移転か存続か，方向性を出す。こうし

た経緯を踏まえずに当初の方針にこだわれば，禍

根を残し，行政不信を招くだろう。全国の文化人，

自治体からも注目されている。多くの願いを受け

止め，歩み寄りを探るべきだ。

県は現在，移転と現地改修の両案の調査分析を

コンサルタント会社に委託している。調査結果を

基にメリットとデメリットを比較検討し，判断し

た上で基本構想を作る。来年 1 月に中間案，3 月

までに 終案にこぎつけたいという。ただ，この

プロセスには，首をかしげたくなるところがある。

業者にまとめさせた調査報告をたたき台にして，

発注者自身が判断するというのは，公平性の観点

から見てどんなものだろう。まず，専門的な視点

を欠くことになる。美術家や建築家，まちづくり

のエキスパートなど，外部の意見を聞いてみるの

が定石ではないか。昨年度，移転問題を審議した

有識者会議には美術に詳しい委員はおらず，批判

を浴びた。二の舞いにならないか。情報公開の面

からも問題をはらんでいる。当面のスケジュール

によると，方向性を判断した後に県民向けの説明

会を開き，理解を得たいという。これだと事後報

告の性格となり，方針を伝えるだけの場になりか

ねない。美術館問題では，いつものパブリックコ

メントなどでは済まされず，広く意見を差し挟む

双方向の対話集会をいち早く開いてもらいたい。

オープンな議論のために，コンサル業者の調査結

果を全て明らかにし，事前公表も求めたい。

ほかにもクリアすべき点をもろもろ抱える中

で，移転というのは現実的とは思えない。今の場

所に残して語り継いでいく。これでみんな丸く収

まるのではないだろうか。（『河北新報』2020 年

11 月 3 日）

上記のように，2018 年に「美術館リニューアル基
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本方針」を策定した会議の構成員有志が 2020 年 10

月 2日に，その方針を新築移転と比較するのは不適

切だとして，新たな現地改修案を作成するよう求め

る要望書を県に提出したが，それに対して 2020 年

11月 5日までに県は以下のように文書で回答した。

基本方針を移転新築案との比較対象から外さない

一方，増築しない現地改修案検討の要望は了承した。

県は，基本方針は有識者の意見を踏まえ，老朽

化への対応や今後美術館に必要な機能を含めて策

定されていると主張。基本方針と移転新築案に，

増築しない現地改修案を加えた 3 案で検討してい

くと答えた。移転新築案と現地改修案は現在作成

中で，公開時期は答えられないとした。

要望書では，基本方針は策定の条件や目的が異

なることから，移転新築案との比較は不適切だと

指摘。現地改修案を作り，移転新築案と併せて県

民に事前に公開するよう求めていた。

提出したメンバーの一人，有川幾夫前美術館長

は「現地改修案の公開について回答がなく不満だ。

県民の知らないところで作られており，移転案正

当化のために進めているのではと疑ってしまう。

フェアな議論ができない」と話した。（『河北新報』

2020 年 11 月 6 日）

このような県と県知事の態度に接し続けていた

反対運動に加わっていた一人としては，本当に正

直な当時の筆者の感触を述べれば，宮城県美術館

の移転集約はもはや現実には避けることができな

いであろうと感じていた。ならば前川國男建築の

「除却」としての「機能転換」や「譲渡」に関しても，

筆者が所属する東北大学としても予算があれば対

応ができるかも知れないし，是非対応すべきであ

ると学内で個人的に意見は表出していたが，現実

には無理であった。このような無力感を感じてい

たのは筆者だけではなかった。

しかし事態は急転する。

6）宮城県美術館移転断念〜英断

6 − 1）村井県知事の記者会見発表〜「美術館の文

化的な価値を再評価した。私には文化的価値が見

えていなかった。」

突如，2020 年 11 月 16 日の定例記者会見で，村

井県知事は「美術館は現地改修する。ただ増築は

しない」と表明し，「財政面に文化の視点を取り入

れ， 終判断した」と説明し，移転を断念し現地

存続させる方針を明らかにした。県議会 11 月定例

会を目前にした唐突な決定であった。突如県から

発表されたこのニュースは驚きをもって迎え入れ

られ，11 月 16 日当日には『河北新報』はこのニュー

スを載せた号外も発行した。（移転反対運動をして

いた我々は勿論このニュースに大変に喜んだが，

まさに耳を疑い，筆者もこの日からしばらく様々

なメールが関係者間で飛び交ったことをよく覚え

ている。小さな力でも多くの様々な声を集めれば

大きな山を動かすことができたことは大変に嬉し

いことであった。）

県側の説明の要点は以下である（注 63）。

・宮城県美術館は，①現地での増改築，②宮城野区

への移転新築，③現施設を増築せずに長寿化の

為の改修のみ実施，以上の 3 案を検討していた

が③を選択し，現施設の増築はせず長寿化に向

けた改築を行う。

・前川國男建築の建築的な価値，文化財としての価

値に配慮した。川内地区という文教地区に美術

館を残すことで，調和が取れた文化的価値の高

い街並みを維持できると判断した。

・費用面では，整備後 30 年間の総事業費を比較検

討した。国の有利な起債を活用した上での移転新

築が費用を も抑えられるが，現施設の譲渡や撤

去が条件のため，現実的ではないと判断した。増
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築せず現施設の維持が も適切と結論付けた。

・なお，県民会館，みやぎ NPO プラザは当初の計

画通りに仙台医療センター跡地に移転集約する。

本年度内に基本構想をまとめる。

当該の定例記者会見での村井県知事との一問一

答は以下である。

■　知事一問一答／多様な声聞き　再評価

県美術館（仙台市青葉区）の再編構想を巡り，

村井県知事は 16 日の定例記者会見で，宮城野区

への移転新築を断念し，現地改修に転換する方針

を表明した。一問一答は次の通り。

－移転断念の理由は。

「美術館の文化的な価値を再評価した。県庁内

でもみんなで納得できる案だった。ボトムアップ

を旨とする村井県政として，職員の声にしっかり

と耳を傾けた」

－仙台市とのやりとりはあったのか。

「特に打ち合わせはしていない。郡市長の市議

会での答弁や考え方は，県職員を通じて検討の段

階で伝わっていた」

－文化的価値を金額に換算するのは難しいが，

今後どのように評価するのか。

「（再編構想を示した）当初，私には文化的価値

が見えていなかった。反対派と県議会，県職員の

意見や質問を聞き，改めて見直した。『数字で表

れない価値もしっかりと見直すべきだ』という意

見はもっともだ」

－進め方が強引だったとは思わないか。

「高名な建築家による建物なので批判が出るか

もしれないという意見はあった。ただ批判がある

からやらないのではなく，批判があってもやるべ

きことはやらなければいけない。反対派の声にも

耳を傾け，再評価した結果，筋が通っていると県

庁全体で判断した」（『河北新報』2020年11月17日）

このように村井県知事は，現施設の文化的価値

を訴える声を受けて翻意したと説明し，「常に素直

な心で衆知を集める。（松下）幸之助さんに教わっ

た」（2020 年 11 月 16 日定例記者会見）と松下政経

塾で学んだ師の教えを引き合いに「ボトムアップ」

を演出した（注 64）。

これまで一般に村井県知事は「ドライなリアリス

ト。感情論は通じない」（注65）と思われていた。4ヶ

月ほど後の 2021 年 3 月 3 日の県議会のときである

が，一般質問で村井県知事に対して高橋伸二氏（自

民党・県民会議）が，「こうと決めたら猪突猛進。

脇目も振らずに突進するイメージだったが， 近

は県民が何を求めているかを見極めている」と村

井県知事の政治姿勢の変化を論評した。さらに同

氏は村井県知事による宿泊税の導入撤回，公立高

のエアコン設置，そして県美術館の移転断念など

を列挙して，「柔軟な考えをお持ちと，認識を改め

た。残り任期も県民に向き合った県政を」と述べ，

県知事は苦笑しながらこうべを垂れた（注 66）。

宮城県美術館移転断念を決断した政治家として

の県知事の真の考えや意図は，一県民でしかない

筆者にはわからない。しかし政治家の価値とは，

表に出た公的で 終的な結果に存するとき，筆者

はこれまで「敵」であった村井県知事のこの判断

を天晴れであると極めて高く評価する。地方政治

は民主主義の学校であると言うが，より大きく重

いがゆえにより硬直的である中央の政治家も，こ

の県知事の判断に至った成長を見習うべきである。

この移転断念を受けて，宮城県美術館のリニュー

アルに関わる①②③の 3 案の県による比較を改め

て解説したのが以下の記事である。

■　費用面は移転新築優位／宮城県美術館　県

のリニューアル 3案／現建物撤去がネックに

宮城県美術館（仙台市青葉区）を巡り，県は 16

日，民間コンサルタントに委託した調査結果を基
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に，リニューアル 3 案の利点と課題をまとめた。

移転新築の場合，現地で増築，改修する他の 2 案

より，整備後 30 年間の事業費が 100 億円以上削

減できるとの試算が出たが，現美術館の除却とい

う条件がネックに。費用面では移転新築案が優位

だったが，現美術館の文化的価値も考慮し，県は

現地存続を 終決断した。

比較したのは，①県民会館（青葉区），みやぎ

NPO プラザ（宮城野区）とともに宮城野区の仙

台医療センター跡地に移転・集約（Ａ案），②現

地での増築（Ｂ案），③現施設の改修のみ（Ｃ案）

－の 3 案。県は委託先の日本総研（東京）から今

月上旬に報告を受け，分析した。

主な検討項目は表の通り。一般的な地方単独事

業で実施した場合，工事費や維持管理費を含む整

備後 30 年間の県負担額はＡ案が 780 億円，Ｂ案

が 840 億円，Ｃ案が 770 億円と算出された。

県は地方単独事業ではなく，公共施設の老朽化

対策に充てられる国の「公共施設等適正管理推進

事業債」を財源に活用する方針。

この場合，Ａ案は 3 施設の建設費約 330 億円を

対象に起債でき，130 億円の地方交付税措置も見

込める。県負担額は 650 億円まで圧縮されるが，

現美術館の撤去や譲渡，転用が必要となる。

別の 2 案での起債可能なのは増築（60 億円）と

改修（30 億円）に限られる。交付税措置率もＡ案

より低く，県負担額はそれぞれＢ案 830 億円，Ｃ

案 760 億円と見積もった。

現美術館の建物や立地条件に関する評価も示さ

れた。近代建築の巨匠ル・コルビュジエに学んだ

故前川国男氏が設計した建築的な価値，広瀬川や

青葉山など周辺の自然環境も重視すべきポイント

に挙がった。

一方，移転・集約案は近隣に宮城野原公園総合

運動場があり，多くの人々が集う場所としての利

点，ＪＲ仙石線宮城野原駅がある交通の利便性が

認められた。（『河北新報』2020 年 11 月 17 日）（本

文中下線筆者）

建築のリニューアルのみに関わる費用面では，

問題となっていた②移転新築案が優位にあったが，

現在の宮城県美術館の撤去費用がネックとなった。

前川國男建築の文化財的価値も考慮されたのであ

る。なおこの詳細は後述のように県による 11 月 28

日の県民説明会で説明された。

2020 年 11 月 17 日の『河北新報』には「文化的

意義の尊重　欠落」と題した以下の解説も載った。

各方面に波紋を広げた宮城県美術館の移転論議

は，県の全面撤回で一応の決着を見た。集客効果

や経済合理性から実現に意欲を燃やした村井県知

事にとって，建物の文化的価値を理由に批判が殺

到したことは想定外と言っていい。

方針表明はちょうど 1 年前にさかのぼる。東京

エレクトロンホール宮城とセットで，仙台駅東口

から徒歩圏の好立地に移転集約するプラン。村井

県知事は「東北の文化拠点になる」と胸を張って

宣言した。

移転論を支えたのは，国の起債制度。条件が整

えば数十億円規模の事業費を節約できる上に，

新鋭の芸術施設を建設できる。村井県知事も周囲

に「誰もが納得する。みんなが喜ぶ事業だ」と自

信を見せていた。

だが直後から現美術館の建築的価値を重んじる

市民団体から反対が相次ぎ，県議会でも与野党を

問わず疑問が投げ掛けられた。2018 年 3 月時点

で現地での増築改修案を県教委が策定した経緯も

「場当たり的な施策」の印象を深めた。

県は近年，仙台空港民営化や水道 3 事業の民間

委託などを次々と打ち出している。庁内が効率重

視の雰囲気に覆われる中，歴史的な背景や意義に

対する配慮，多様性の尊重が欠落しているのでは
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ないか。（『河北新報』2020 年 11 月 17 日）

なお，この宮城県美術館移転断念と，県民会館

とみやぎ NPO プラザは当初の予定通り，同区の仙

台医療センター跡地に移転集約することは，2020

年 12 月 23 日の県幹部による持ち回りの財政政策

会合で正式に決定された。県は県民会館と NPO プ

ラザの移転集約に関する基本構想を本年度内に策

定する方針であり，県美術館については担当を震

災復興・企画部から県教委に移し，2018 年策定の

「リニューアル基本方針」の理念を生かす方向で現

地改修の具体的な検討を進める（注 67）。

6 − 2 − 1）移転断念への反応〜県議会「経緯不透明」

県のこのような方針転換に対して，2020 年 11 月

20 日に開催された県議会の文教警察委員会と総務

企画委員会では以下のような議論が起こった。

■　県美術館／経過不透明と批判

県美術館（仙台市青葉区）の移転新築案を撤回

し，増築なしの現地改修に方針転換した県の姿勢

を巡り，県議会の 2 常任委員会で 20 日， 終判

断に至ったいきさつや将来の財政負担について説

明責任を果たすよう求める発言が相次いだ。

文教警察委では，複数の議員が政策決定プロセ

スの不透明さを指摘。県教委が現地での増築改修

案を策定した 1 年 8 カ月後に移転新築案が突如浮

上した経緯から，「県庁の内部で何が起きている

のか」といぶかしむ声が上がった。伊東昭代教育

長は，県教委として美術関係者の意見や必要な

データを県知事部局に伝えており，正当な判断と

強調。方針転換には「文化的価値が重視されたと

受け止めた」とだけ答えた。

総務企画委では，県が試算した整備後 30 年間

の総事業費を巡る議論があった。増築なしの現地

改修は国の起債制度を活用した場合の移転新築よ

り約 110 億円膨らむ。議員は「全て一般財源。人

口減社会において極めて重い」と指摘した。佐藤

達哉震災復興・企画部長は「小さい数字ではない」

としつつ，増築を伴わない今回の採用案は，県教

委の増築改修案より 70 億円節約できたと説明。

「比較できたことは良かった」と理解を求めた。「現

施設の譲渡先が決まっていれば，移転はあり得た

のか」との質問に，佐藤部長は「仮定の話。感想

になるが，有力な選択肢になったと思う」と回答。

「どんな結論が出たかは分からない」と述べた。

（『河北新報』2020 年 11 月 21 日）

2020 年 12 月 4 日の定例総会では以下の議論がな

された。

（12 月）4 日の 11 月定例会一般質問で登壇した

全員が取り上げ，示唆に富むやりとりを展開し

た。質問者は外崎浩子，渡辺拓（自民党・県民会

議）枡和也（みやぎ県民の声）菅間進（無所属の

会）の 4氏。「増築改修」から「移転新築」に転じ，

芸術関係者の猛反発で「増築なしの改修」に落着

した政策形成過程の検証を試みた。複数の議員が

県教委が約 2 年かけて策定した増築改修案を，わ

ずか半年で転換した有識者懇話会に着目。一部非

公開での進行を「不透明」「移転ありきで進めた

と県民は受け止める」と疑問を投げ掛けた。村井

県知事は「さまざまな協議を重ねる途中で全てを

つまびらかにしては，逆に混乱を招く」と反論し

た。任期 4 年の首長の立場に鑑みれば，意思決定

が遅れるという懸念は一定程度理解できる。ただ，

村井県知事は 4 期 15 年の長期政権だ。県議会の

ベテランでさえ「絶対権力」とささやく。県民に

不信感を持たれぬよう丁寧に説明する姿勢が必須

だった。（『河北新報』2020 年 12 月 5 日）

6 − 2 − 2）移転断念への反応〜仙台市「市民，県民
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の思いが伝わった」

郡市長は 2020 年 11 月 16 日に市役所内で，県が

宮城県美術館移転を断念し現地存続としたことに

関して報道陣の取材に答えた。

郡市長は「市民，県民の県美術館に対する思い

が伝わったのではないか」と推察し，判断を歓迎

した。

郡市長は「私自身も美術館の建物の価値，風

景との一体感，建造物としてある美術品を含め，

あの場所から無くなってしまうことには寂しさ，

もったいない気持ちがあった。現地存続を望む意

見が多く寄せられ，共鳴していた」と述べた。

「いったん方針をお決めになった中で市民，県民

の声を聞き，悩んだ上で方針を転換した。県知事

にとっては重い判断だったろう」と心中をおもん

ぱかった。今後は「美術館周辺が文化芸術拠点と

して，より高みを目指せるよう考えなければなら

ない」と強調した。（『河北新報』2020年 11月 17日）

6 − 2 − 3）移転断念への反応〜地域ごとの思い

美術館が残ることととなった青葉区の立町地区

町内会連合会の阿部邦彦会長は「そのままの雰囲

気で残ることはうれしい。ほっとした」と喜んだ。

村井県知事の方針転換には「住民の要望を無視で

きなかったはずだ。財政面ではなく，周辺環境や

建物の文化的価値を再評価したことは賢明な判

断」と好感を示した。阿部会長は「美術館を大事

に育てていくため，どう改修するのか 後まで見

届けたい」と話した。

一方，「県が移転を断念したことは残念だ」と

話すのは，宮城野区の榴岡地区町内会連合会の及

川勇会長。「医療センター跡地に県美術館ができ

れば，地域活性化につながったのだが…」と肩を

落とした。美術館移転は中止されたが，県民会館

とみやぎ NPO プラザは計画通り移転集約される

予定である。この移転集約に関して及川会長は「多

くの人が集まれる温かい場所にしてほしい」と期

待した。（『河北新報』2020 年 11 月 17 日）

6 − 2 − 4）移転断念への反応〜文化遺産を護った市

民や学識経験者の活動

河北新報は「宮城県美術館　移転断念／効率優

先に異議　共感呼ぶ」と題して社説で以下のよう

に述べる。

（略）

県は当初，移転新築すれば国の有利な起債制度を

活用でき，建設費などの面で有利と理解を求めた。

これに対し，「コストの損得勘定とは別問題」と

切り返した市民の声に共感が広がった。重点施策を

見直させ，文化施設を守った市民運動として永く評

価されるだろう。

これからの行政運営を進める上でも，住民や関係

団体の声を聞き，「市民参加型」で練り上げること

が求められよう。大きな教訓を残すことになった。

（略）

市民などから，感情論と一線を画した冷静かつ

多角的な視点で問題点を指摘されると，県は守

勢に立たざるを得なくなった。（略）美術館を成

り立たせている一つ一つが県民の共有財産である

（略）。（2020 年 11 月 17 日）

市民団体は例えば以下のような反応を示した。

「現地存続という民意を受け止めてもらえたのは

うれしい」。市民団体「宮城県美術館の現地存続を

求める県民ネットワーク（県美ネット）」共同代表

の西大立目祥子さんは胸をなで下ろした。（略）西

大立目さんは「県民の力が県政を動かした意義は大

きい。県の風土や建造物に対する見方が変わってい
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く始まりとしたい」とかみしめるように語った。

「政治家としての面目を保つための決断だった

のでは」。「宮城県美術館に期待と関心を寄せる有

志グループ」事務局の佐立るり子さんはいぶかる。

県知事が同意しながら，反対の声が根強い東北電

力女川原発 2 号機（宮城県女川町，石巻市）の再

稼働を引き合いに出し「反発を避け強硬姿勢を和

らげたようにも見える。増築なしの現地改修案が

落としどころだったのでは」と推察する。

前県芸術協会理事長の大場尚文さん（79）は「民

意を尊重したのか，コスト面を精査した業者の検

討結果を受けただけなのか，決定過程が不明だ」

と指摘。「議論は振り出しに戻った。市民を中心

に構想を練り，幅広い世代や業種の人々が異文化

に触れられる開かれた美術館にしてほしい」と期

待を寄せた。（『河北新報』2020 年 11 月 17 日）

宮城県美術館の移転反対を訴えてきた学識経験

者からは，県の方針転換に歓迎と注文の声が以下

のようにあった。

東北大関係者でつくる「宮城県美術館の移転計

画中止を要望する有志の会」発起人代表の野家啓

一同大名誉教授は「市民，県民運動の大きなうね

りが今回の結果につながった」と指摘。「故前川

国男氏が設計した建物は文化遺産として観光資源

になる。東北大図書館など周辺環境と一体化した

施設活用策を考えてほしい」と注文する。

「議論を通じて多くの人が県美術館の素晴らし

さを再認識した。県民が深い思いを寄せてくれた」

と話すのは有川幾夫前美術館長。2018 年に県教委

が策定した「美術館リニューアル基本方針」の検

討会議メンバー。「現在の場所で約 40 年かけて利

用者との関係を築いてきた。西洋の合理的思想と

日本の風土が調和する」と施設を評価しつつ，「県

も美術館職員も，県民の期待に応えられるよう努

力してほしい」と要望した。

県美術館佐藤忠良記念館の設計者で，元日本建

築家協会会長の大宇根弘司氏も決定を歓迎する。

「手の施しようがない老朽化はない。手入れをす

れば，50 年，100 年と寿命は長くなる」と力説する。

前川氏は建築の師。「機能的にも当時の 先端の

考えを反映させた。その価値は失われていない」

と強調し，「時代により変わる部分もある。子ど

もが親しめる工夫や，大型作品の展示を可能にす

るなど，時代の要請に応えてほしい」と述べた。

（『河北新報』2020 年 11 月 17 日）

若干のあきらめ感も漂う中での反対の為のシンポ

ジウムの予定であったが，運動が実ってその成功を

祝い，改めて宮城県美術館の立地の良さを確認した

のが以下のシンポジウムであり，筆者も司会として

参加し大変に嬉しかったことを覚えている。

■　現地存続決定　県美術館／「リスクある立

地　移転不要だった」／仙台で専門家シンポ

現地存続が決まった県美術館の立地環境につい

て専門家らが意見を交わすシンポジウム「崖の上

の美術館　宮城県美術館の立地と地層」が（2020

年11月）21日，青葉区のエル・パーク仙台であった。

ともに東北大名誉教授の蟹沢聡史，大槻憲四郎

両氏は専門の地質学の観点から講演。蟹沢氏は，

美術館のある青葉区川内地区の強固な地盤や広瀬

川の河岸段丘の成り立ちを解説した。

大槻氏は県が検討した宮城野区の移転先の地下

を通る「長町－利府線断層帯」の特徴を説明。「あ

えてリスクのある場所に移転する必要はなかっ

た」と述べた。

宮城学院女子大の井上研一郎名誉教授（日本美

術史）は，岩手山の眺望を生かした岩手県立博物

館（盛岡市）などの事例を挙げ，作品と建物，周

辺環境の調和の重要性を強調した。（『河北新報』
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2020 年 11 月 23 日）

2020 年 11 月 26 日には県と東北大学関係者によ

る有志の会の意見交換会が開かれた。

仙台市宮城野区への移転集約から一転，現地存

続が決まった県美術館（青葉区）について，東北

大関係者でつくる「宮城県美術館の移転計画中止

を要望する有志の会」と県は 26 日，県庁で意見

交換会を開いた。

有志の会発起人代表の野家啓一東北大名誉教授

は「県知事が方針を転換したことを高く評価して

いる」とする一方，「移転案は全体のまちづくり

への方針が示されないまま唐突に発表された。今

後は県民や専門家の声を聞いた上で計画を進めて

ほしい」と要望した。

有志の会からは「（ 終的に決まった）増築し

ない現地改修案はどのような過程で浮上したの

か」といった質問のほか，「文化的価値を施策に

生かす行政のあり方を考えてほしい」「美術館の

ある川内地区と宮城野区を文化芸術の二つの核に

したらどうか」などの意見が出た。

佐藤芳明県震災復興政策課長は「現地増築案と

移転集約案では，文化保護と効率的な施設運営

の両立が難しかった」と説明。「新型コロナウイ

ルス感染症の影響で県民と対話の場が設けられな

かった。今後の県民説明会で意見を聞かせてほし

い」と話した。（『河北新報』2020 年 11 月 27 日）

7）移転断念の理由〜県民向け説明会

2020 年 11 月 28 日午後 1 時半から先着定員 200

名（参加者数 87名，報道機関 10社 21 名）として，

県震災復興政策課により，「県有施設の再編（宮城

県民会館，みやぎ NPO プラザ，宮城県美術館）に

関する県民説明会」，特に宮城県美術館移転方針転

換の経緯を説明する会が県庁講堂で開かれ，担当者

が利点や課題を示し現施設の改修案に決めた経緯を

説明した（注 68）。それによると以下である（図 6）。

県は，A 案「美術館・県民会館・NPO プラザを

移転集約」，B 案「美術館は現地改修（増築）＋県

民会館・NPO プラザは移転集約」に加えて，「文化

的視点」と「行政経営的視点」の両立の観点から

新たな方向性として C 案「美術館は現地改修（増

築なし）＋県民会館・NPO プラザは移転集約」を

追加検討した。2019 年 11 月に提案されたこのＡ案

の場合，現在の宮城県美術館は「除却（機能廃止）」

となる。Ｂ案の場合，美術館は「美術館リニュー

アル基本方針に基づき整備」される。Ｃ案の場合，

美術館は「増築はせずに，美術館リニューアル基

本方針を尊重の上，整備内容を見直し」される。（ス

ライド 1，2参照）

美術館全体の面積は，Ａ案の新築美術館では約

14,500 ㎡で現在よりも約 600 ㎡減となる。Ｂ案の

既存に増築の場合は現在よりも約 3,100 ㎡増えて約

18,200 ㎡となる。増築しないＣ案の場合は現状維

持で約 15,100 ㎡である。展示・収蔵面積は，Ａ案

の新築美術館では増床して現在よりも約 1,200 ㎡増

となる。Ｂ案の既存に増築の場合も増床するので

約 1,200 ㎡増となる。増築しないＣ案の場合は，現

県民ギャラリーを展示・収蔵庫に転用することに

より約 650 ㎡増となる。（県民ギャラリーは，講堂，

キッズ・スタジオと共に現講堂が転用利用される。

なお移転先の新県民会館にも県民ギャラリーを併

設する。）（スライド 3参照）

ライフサイクルコスト（イニシャルコスト，整

備後 30 年間のランニングコスト，大規模修繕費等）

を各案ごとに比較する。地方単独事業としての一

般的事業債を活用した場合の事業費総額（30 年間

負担額）は，Ａ案（移転集約）780 億円，Ｂ案（美

術館増築）840 億円，Ｃ案（美術館増築なし）770

億円であり，Ｃ案が優位である。国の公共施設等

適正管理推進事業債（集約化・複合化事業，長命
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化事業）を活用した場合の事業費総額（30 年間負

担額）は，Ａ案 650 億円，Ｂ案 830 億円，Ｃ案 760

億円で，県の財政負担はＡ案が 小であるが，こ

の事業債の活用条件として現在の宮城県美術館の

除却（機能転用，譲渡，撤去）が必要となる。（ス

ライド 4参照）

美術館の建物及び立地を比較する。Ａ案の場合，

新美術館は仙台駅東側エリアの発展に寄与するが，

現美術館「除却」となるので前川國男建築等に係

わる取扱について課題が残る。Ｂ案Ｃ案の場合，

現美術館の建物や立地の価値を維持・継承できる。

（スライド 5参照）

文化芸術の振興の観点からは，Ａ案は「新たな

展開」，Ｂ案Ｃ案は「更なる成熟」が期待できる。（ス

ライド 6参照）

地理的条件の観点からは，Ａ案は交通至便で賑

わいが期待されるが「長町―利府断層に対する耐

震性検討が必要」である。Ｂ案Ｃ案は地震・水害

のリスクに強い立地環境である。（スライド 7参照）

以上から，Ａ案は課題に抜本的に対応し大幅な

機能刷新・高度化が期待できる。美術館増築のＢ

案は機能が大きく向上する。美術館は増築はしな

いで展示・収蔵面積確保等の課題に対応するＣ案

は現状よりも機能は向上する。上述のようにライ

フサイクルコストは，A 案は 780 億円で，Ｂ案は

840 億円（適正化債活用で 830 億円）と割高で，Ｃ

案が地方単独で770億円（適正化債活用で760億円）

と も安い。Ａ案は，国の公共施設等適正管理推

進事業債（適正化債）を活用すれば 650 億円と

小となるが，現美術館は「除却」する必要がある。（ス

ライド 8参照）

結論として，「現美術館の建物等の維持・継承」

をポイントとして，Ｃ案を採用し，美術館は現地

改修（増築なし），県民会館・NPO プラザは移転集

約とする。（スライド 9参照）

以上である。

『河北新報』は以下のような翌日の記事を載せる。

約 90 人が参加。現地存続を「常識的な判断」

と評価する一方，当初の増築改修から移転新築に

急きょ転換した県の姿勢を批判した。老朽化した

県美術館について，県は①現地での増築改修，②

宮城野区への移転新築，③増築なしの改修－とい

う 3 案を比較分析した結果を説明。国の財政支援

を得るため，現施設を譲渡するか撤去する必要が

ある移転新築案に対し，文化的価値が高い現施設

を維持しつつ，費用も比較的抑えられる増築なし

の改修案が も適当だと結論付けた。質疑では，

複数の参加者が政策決定過程の不透明さを指摘し

た。県教委が約 2 年かけて 2018 年に策定した増

築改修案を 19 年に撤回した判断を巡っては「乱

暴だ」との批判に加え，「開かれた美術館，県政を」

といった注文も出た。（略）参加者の 1 人は「移

転は経済合理性にのみ重きを置いた構想だった」

と強調。現施設の価値を考慮し，地域資源として

の活用を訴えた。県震災復興・企画部の佐藤達哉

部長は「心に刺さる意見もあった。幅広い視点を

しっかりと受け止めたい」と述べた。（『河北新報』

2020 年 11 月 29 日）

繰り返しになるが，Ａ案の宮城県美術館の移転

集約新築の 650 億円（国の適正化債を活用）よりも，

110 億円ほど高額だが C 案 760 億円の，「現美術館

の建物等の維持・継承」という前川國男の宮城県

美術館という文化財の歴史文化的価値を認めた判

断がなされたのである。「行政経営的な視点」を踏

まえつつも「文化的な視点」に優位を認めた実に

画期的なことである。

8）振り返りと今後

8 − 1）新聞社，市民団体，識者
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『河北新報』（2020 年 11 月 18 日（上），19 日（下））

は「急転　宮城県美術館　現地存続へ」と題して

早速これまでの経緯を以下のようにまとめる。

■　上）擦れ違い／経済と文化　論拠対立

宮城県美術館（仙台市青葉区）を仙台医療セン

ター跡地（宮城野区）に移転する構想は，建物の

価値や歴史を知る関係者の猛反発を浴びた県が計

画を断念し，現地存続する形で幕を下ろした。こ

れまでの関係者の動きを検証し，県の文化行政の

課題を展望する。

■　県知事　当初は自信

「職員にも迷惑を掛けた」。（2020年 11月）16日朝，

県の政策会議。村井県知事は言葉を選び，県美術館

の移転断念を幹部に告げた。老朽化した東京エレク

トロンホール宮城（県民会館）も集約し，一帯を東

北の文化拠点に育てるはずだった。県知事の表情に

は，計画撤回の無念さがにじんだ。一連の議論をベ

テラン県議は回顧する。「県は経済性を，反対派は

文化的価値を重んじた。議論は 後までかみ合わな

かった」

当初，県知事は移転新築案に自信を見せていた。

立地はＪＲ仙台駅東口から徒歩圏で，楽天生命

パーク宮城の近隣。「芸術に接する機会が少なかっ

た人を含め，幅広い層が野球観戦の前後に文化に

触れられる」。県知事の触れ込みは，一定の説得

図 6．図 6．2020 年 11 月 28 日県有施設の再編（宮城県民会館，みやぎ NPO プラザ，宮城県美術館）に関する
県民説明会での配付資料・「【仙台医療センター跡地における県有施設再編】メリット・デメリット
の整備及び施設整備に向けた県の方針（案）について」．
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力を持った。県財政からの持ち出しを抑えるため，

国の起債制度に目を付けた。条件を満たせば，現

地改修の費用よりも数十億円以上節減し， 新鋭

の施設を建設できる。

「経済合理性の観点で，極めて良案」（県議）と見

られたが，発表から程なくして暗雲が立ちこめる。

日本近代建築の旗手，故前川国男氏が設計した建物

の価値を知る市民団体から「暴論」と批判が噴出。

県議会でも野党はおろか， 大会派の自民党・県民

会議まで疑問を投げ掛けた。

移転集約構想が世に出る 1 年 8 カ月前，県教委

が現地での増築改修案を策定していた経緯も矛盾

をはらんだ。突如浮上した 180 度の転換に，県庁

内でも「政策形成過程の軽視」との本音が漏れ出

した。「指摘は正しいと思います」。県議会 9 月定

例会で移転案を厳しく追及した自民県議は終了

後，県幹部に声を掛けられ不意を突かれた。「組

織内に微妙な諦めムードが漂い始めた」と受け止

めた。

■　建物活用難しく

「現施設の引き受け手はないか」。県トップの号

令で，職員は大学や企業などを訪ね歩き，建物の

活用策を模索。時には自ら交渉に赴いたが，「15

億円程度」とされる評価額や高額な維持費を念頭

に，誰も首を縦に振らなかった。

移転断念の 1カ月前。村井県知事は県議会の県

政与党会派幹部を知事室に招き， 後の腹案を明

かした。「美術館は移し，現施設を文化資料の収蔵

庫などとして活用するのはどうか」。急ピッチで検

討を進めたが，現施設の構造は特殊で他の用途に

使いにくく，彫刻家の故佐藤忠良氏（宮城県大和

町出身）らが手掛けた建物周辺の有名作品の扱い

もクリアできなかった。

国の起債制度も時限的で，不安材料だけが積み

重なる。「厳しいかもしれない」。11月上旬，つい

に村井県知事は近い関係者に吐露。奥の手もつい

えた。

■　移転新築から現地存続へ急転した県美術館

の将来。

県の試算では，増築なしの現地改修案は国の起

債制度を活用した移転新築案より，整備後 30年間

の総事業費が約 110 億円膨らむ。財政規律派の県

議は「この数字は小さくない」と危惧する。

「皮肉だが，ここまで注目が集まったことはな

かった。問題はお金の面だけではない。文化行政

を見詰める契機になった」。県幹部は経緯を振り返

り，こう言い聞かせる。「議論を継続し，高めてい

かねばならない。大事なのは，むしろこれからだ」

■　（下）生かす／愛着　反対のうねりに

■　講座参加 1000 人超

「県はあくまで経済優先だ。価値ある文化芸術は

県民で話し合って決めなければいけない」。10 月

31 日，市民団体「宮城県美術館の現地存続を求め

る県民ネットワーク（県美ネット）」が登米市内で

開いた出前講座。早坂貞彦共同代表が呼び掛ける

と，受講者約 50人から拍手が起きた。県美術館（仙

台市青葉区）の移転の論点や建築の特長を解説す

る県美ネットの講座は 8～ 11 月の 4カ月間に，県

内 12市町で開かれた。計 17回の参加者は 1000 人

超。「文化教育施設は商業施設とは違う。費用対効

果で論じるべきではない」。議論は白熱し，毎回活

発な意見が飛び交った。「仙台市以外の郡部の人々

が特に熱心だ。美術館が県民に幅広く愛されてい

ると実感した」。西大立目祥子共同代表も驚きの表

情を見せた。

昨年 11 月，村井県知事による移転案発表以降，

県内では美術関係者やまちづくり団体など移転に

反対する市民グループが次々にできた。今年 7月

に各団体が合流して県美ネットが誕生。「コスト

重視」「経済優先」で計画を進める県に対し，県

美術館の文化的価値の重要性を前面に論陣を張っ

た。各団体は県に，計画中止を求める要望書を次々
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に提出。参加団体の一つが昨年末に始めた署名活

動は 2月時点で 1万 7773 筆に達するなど，反対運

動は大きなうねりとなっていく。

県美術館に作品を提供した作者らも運動を後押

しした。前庭の環境彫刻を手掛けたイスラエルの

世界的彫刻家ダニ・カラバン氏は「移転されれば

作品は破壊される」と指摘。宮城県大和町出身の

彫刻家，故佐藤忠良氏の遺族は「著作権継承者と

して許せない」と反対した。

異論を唱えたのは，美術界だけではない。故前川

国男氏とともに設計に携わった建築家大宇根弘司氏

は，建物の断熱性や丈夫さを挙げ「100年どころか，

手入れをすれば半永久的に使える」と反論した。

各界各層から繰り出される意見は，一文化施設

の在り方を超え，教育論や環境論，都市文化論な

ど多方面に広がりを見せた。

■　主張を「丸のみ」

双方の主張が平行線をたどる中，村井県知事は

10 月，それまで検討してきた「現地増築」「移転・

集約」に加え，現地での増築なしの改修案を第 3

案として突如発表する。当初検討案の一つにすぎ

ないとみられていた第 3 案は，わずか 1 カ月後，

県方針に決まった。

「美術館の文化的価値を再評価した」。村井県知

事は移転断念の理由をこう説明した。市民グルー

プの主張をほぼ「丸のみ」する方針転換。自らが

管理する施設の価値を，見誤ったことが 後に来

て響いた。

「県民にとっての美術館の存在の大きさや愛着

が運動を突き動かした」。県美ネットの西大立目

共同代表は振り返る。現美術館建設の際には，県

芸術協会の会員が県の建設準備委員会に参加する

など，県民が主導的な役割を果たした。県民主体

の精神も県美術館の財産だ。東北大関係者でつく

る「宮城県美術館の移転計画中止を要望する有志

の会」の代表，野家啓一東北大名誉教授は言う。「今

回の活動で発揮したエネルギーをどう生かすか。

一人一人が知恵を絞らなければならない」

宮城県美術館の現地存続を求める県民ネット

ワーク（注 69）は「幅広い連帯　活動実る」と以

下のようにまとめる。

宮城県から宮城県美術館の移転プランが発表さ

れてから約 1 年後の今年 11 月 16 日，移転方針は

撤回され，現地改修方針が発表されました。「宮

城県美術館の現地存続を求める県民ネットワーク

（宮城県美ネット）」の発起人で共同代表を務める

美術家の早坂貞彦さんは「この成果は非常に大き

な出来事」と活動の意義を語ります。移転プラン

発表直後から，決定プロセスやまちづくり，建

築，美術などさまざまな観点から移転を疑問視す

る声が上がり，現地存続を求める活動が行われて

きました。宮城県美ネットは 7 月 21 日に設立さ

れました。それまで個々に活動してきた県民や学

術・芸術関係者，市民活動者らさまざまな人たち

が緩やかにつながり，「現地存続」という目標に

向かい活動を始めました。会員数は 2176 人，16

団体（12 月 4 日現在）。「違った分野でいろいろな

経験を持った，幅広い人々が連帯したことは，と

ても重要」と早坂さん。毎週金曜日に事務局会議

を開き，多彩な活動を生み出してきました。県民

に移転問題への関心を持ってもらうため，「まち

の記憶」「県美術館の立地」「仙台の地層」など多

角的なテーマのシンポジウムや美術館散策イベン

トを開催。移転問題を解説する出前講座も県内 17

カ所以上で開きました。参加者からは「昔，美術館

には子どもと行きました」「あのままでいいのにね」

などのコメントがあり，活動の手応えを感じたそう

です。11月中に集まった署名は1万 8000筆に上り

ました。活動が実り，ひとまず目標は達せられまし

たが，宮城県美ネットの活動はまだ終わりません。
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活動の中で，いかに県美術館が県民に愛されている

か，県美術館を愛する県民が多いかを実感してきた

宮城県美ネットのメンバーたち。「これからも県美

術館と県民とをつなぐ活動をしていこう」と対話を

続けています。自分にとって「美術館や芸術とは？

どう触れ合っていきたいのか？」を考えた1年でし

た。関わっていくことがまちをつくっていくのだと

思いました。（NPO 法人せんだい・みやぎ NPO セ

ンター　菅野祥子）（『河北新報』2020年 12月 21日）

東北大名誉教授野家啓一氏，作家森まゆみ氏，

十和田市現代美術館館長鷲田めるろ氏による「文

化と行政の行方」と題する鼎談（司会・『河北新報』

社生活文化部長古関良行）がなされ，『河北新報』

（2020 年 12 月 1，2 日）に載った。

文化と行政との関係をあらためて考えさせる事案

が相次いでいる。宮城県では県美術館の移転を打ち

出していた県知事が，県民の猛反発を受ける形で方

針を転換，現地存続を決めた。国に目を向ければ，

菅義偉首相が日本学術会議の会員任命を拒否するな

ど，学問・表現の自由と行政の関係が問われている。

文化・学術振興を担う行政と，地域文化や学問との

関係はどうあるべきなのか。東北大名誉教授の野家

啓一，作家の森まゆみ，十和田市現代美術館館長の

鷲田めるろの3氏が鼎談した。

■　宮城県美術館移転問題／野家氏　県方針撤

回に意義／森氏　実結んだ市民運動／鷲田氏　コ

スト　再確認必要

－宮城県が県美術館移転を断念した。経緯を踏

まえ，行政と美術館，地域と美術館の在り方を考

えたい。

野家　県美術館を東京エレクトロンホール宮城

（共に仙台市青葉区）と合築し仙台医療センター

跡地（同宮城野区）に移転する案が昨年 11 月，

唐突に発表された。県美術館は 1981 年，山本壮

一郎知事時代に開館し，古くなったのは事実だが

建て替えまで必要と思っていなかった。県民の意

見を聞くプロセスがあればまだしも，美術，建築

関係者が入らない懇話会での決定に違和感があっ

た。

県美術館は故前川国男さん設計の優れた建築

だ。国の補助金が移転の 大の利点と思うが，補

助を受ければ建物は 5 年以内に解体しなければな

らない。世界的彫刻家のダニ・カラバン，新宮晋，

ヘンリー・ムーア各氏の野外彫刻作品がある。佐

藤忠良さんが展示を条件に作品を寄贈した記念館

も併設されていて，建物が壊されれば無に帰すと

ころだった。

若手美術家グループがアンケートを取り，市民

団体が動き始め，移転反対の運動が広がった。美

術館がある川内は東北大のみならず仙台二高など

がある一大文教地区だ。仙台市博物館や仙台国際

センターがあり，東北大も図書館や植物園を開放

している。その核が県美術館で，移転は文教施設

の連携を台無しにする。

反対を表明せざるを得ないと動き，東北大関係

者でも約 160 人の賛同者が得られた。7 月に「宮

城県美術館の現地存続を求める県民ネットワーク

（県美ネット）」が立ち上がり，県内各地でも説明

会を開いた。署名は 1万 8000 人近くに上る。仙台

で市民運動がこれだけ大きなうねりを生んだのは

初めてだ。県の方針を撤回させ，大きな意義のあ

る運動だった。

森　父方の先祖は宮城の出で，私も丸森町で 5

年ぐらい農業をした。仙台は関心を持って見てい

るが，歴史的なものが粗末に扱われる気がする。

地下鉄建設工事でケヤキが伐採され，（東日本大震

災で被害を受けた国登録文化財）荒町配水所旧管

理事務所が解体された。今回，市民運動が起こり，

運動が実ったのは宮城では珍しく，快挙と思う。

近代建築の巨匠ル・コルビュジエに師事した前
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川さんが設計した東京文化会館（1961 年完成）は

私にとって原風景。県美術館より 20年古いが，修

繕して使われている。東京大栄ビル（蛇の目ビル）

が壊されたが，全国の公共建築で壊された前川建

築はほとんどない。

県美術館の建物は外側に張られた唐津焼のタイ

ルが素晴らしい。水平と揺らぎのモチーフも美し

い。随筆家白洲正子さんも「（県美術館が所蔵する）

洲之内コレクションを見るためだけでも仙台に行

く価値がある」と言っている。

鷲田　今まで三つの美術館に勤めた。東京・世

田谷美術館で非常勤学芸員，1999 年に金沢に行き，

2004 年開館の金沢 21 世紀美術館の立ち上げに関

わった。今年 4月に十和田市現代美術館館長に就

いた。

1980 年代に建てられた世田谷美術館は砧公園の

中にある。当時の美術館は，落ち着いた鑑賞環境

が大事にされた。90 年代から都市的環境に造られ

るケースが増えた。金沢は代表だ。高度経済成長

後，各地に美術館が造られたが，90 年代半ばから

財政が厳しくなり，新しい美術館が建てられなく

なった。建てる場合も文化だけでなく，まちづく

りや観光に役立たないとできない。2000 年ごろか

ら盛んな地方の芸術祭は，観客やアーティストが

訪れ，地域経済の活性化につながるとの理由でよ

うやく文化にお金が使われる。

施設複合化も同時に起きた。低コストが も大

きな理由だと思う。ただ，図書館とアートスペー

スがあるせんだいメディアテークは，フロアは分

かれるが，柱を通して互いに気配が感じられる。

金沢も現代美術館と芸術交流館が想定された。（メ

ディアテークを設計した）伊東豊雄さんの事務所

出身の建築家たちが二つの建物を共存させ，互

いの文化活動をガラス越しに感じられるようにし

た。由利本荘市の文化施設も公民館などを複合化

した。予算の要因から出発しても，工夫が見られ

る建築もある。

一方，複合化によって美術館の機能は制限を受

け，鑑賞にふさわしくない環境になる可能性が高

い。それを逆転する価値，従来と違う層に美術を

楽しんでもらうコンセプトや戦略がない限り，鑑

賞の場の縮小にしかならないのではないか。県美

術館の移転断念は作品の設置環境の保全として良

かったと思うが，市民が維持コストを再確認する

ことが必要になる。

■　文化戦略の在り方／野家氏　県民一体で考

えて／森氏　ここが「出発点」だ／鷲田氏　創作・

鑑賞　どう調和

－県に観光やまちづくり戦略があったとは見え

ず，コストの問題だった。文化戦略や県美術館の

今後をどう考えればよいか。

森　そもそも公共建築は，建設時に維持費やラ

イフサイクルコストを考えるべきだ。それをしな

いでお荷物扱いして，あとは縮小合築にせよとい

うのは無理無体だ。新国立競技場も改修でよかっ

たのに，コンペで難しい案を選び建設費が膨張し，

撤回になった。新国立劇場もそうだが，全国で商

業施設を含んだ合築がもくろまれており，危険だ

と思う。

（県美ネットが 9 月に開いた）シンポジウムで

「1個人では県が決めたことを覆せないのではない

か」と質問があったが，市民は主権者の気概を持

ち，言うべきことを言っていい。

上野で町を美術館に見立てる芸工展を三十数年

行っている。世界的アーティストから地域の女性

たちの手作り品まで並ぶ。県美術館の保存運動を

した皆さんが街と美術館を結ぶ活動を続けるのが

一番よい。ここがスタートラインだ。

野家　県美術館には作品を自由に制作できる創

作室という全国でもユニークな施設があり，美術

教育の点で市民に親しまれてきた。40 年の間に蓄

積された人々の思いがあり，大事にしなければな
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らない。観光資源，教育施設としてどう発展させ

るか，県民一体で考えなければならない課題だ。

これだけ注目が集まったことは県，仙台市にとっ

て良かった。県民のエネルギーをどう生かすか，

知恵を絞らなければならない。

鷲田　美術館の教育普及活動は 80 年代，市民

の創作の場を作ることが柱だった。90 年代末以

降は美術鑑賞をサポートする鑑賞教育が重視され

た。ニューヨーク近代美術館（MOMA）からもた

らされた流れだ。今は鑑賞教育が中心だが，反省

もある。創作とのバランスが求められており，県

美術館の活動は重要だ。教育普及の第 1 世代が創

作，第 2 世代が鑑賞教育とすれば，第 3 世代を

どう打ち立てるかが問われる。（以上『河北新報』

2020 年 12 月 1 日）

2020 年の年末に『河北新報』（2020 年 12 月 29 日）

は「’20　みやぎ回顧」と題して，宮城県美術館

移転問題を以下のようにまとめる。

誰だって大切な物を粗末にされたら怒るのは当然

だ。そんな当たり前のことを行政が認めるまで，随

分と時間もお金もかかった。

昨年11月，県が突如示した県美術館（仙台市青

葉区）の移転構想。村井県知事の断念表明まで騒動

は丸1年続いた。数多くの美術館を手掛けてきた建

築家，故前川国男が持てるノウハウを傾注して設計

した県民の財産を，国の起債制度活用の要件を満た

すための「ハコ」とみなした県の姿勢に，当初から

県民の不満が絶えず，批判の声は「断念」後もくす

ぶった。

表明から2週間後，県が開いた県民説明会。文化

的価値の軽視と政策決定過程の不透明さに，会場か

ら疑問や責任を問う声が噴出し，会は3時間に及ん

だ。

ある参加者は「パブリックコメントや市民の動き

を見て，県内部で移転を取りやめる声は上がらな

かったのか」と疑問視した。移転，存続の2案を分

析する業務委託費を取り上げ「この程度の分析で

3600万円もかかったのか」と追及する人もいた。

構想の浮上以降の説明不足も目立った。県はタウ

ンミーティングなど対話の場を設けなかった。よう

やく開いた説明会は参加者90人程度。インターネッ

トでの動画配信や，ホームページでの内容公開もな

かった。

2月にまとめた「県有施設再編基本方針」の 終

案でも，建築的価値に関する記述はなく，県民の文

化的資産を正当に評価する視点が欠落していた。「美

術館の美術的な価値を見落としていた」と県知事が

認めたように，経済合理性のみを重視して計画を強

行したやり方は，お粗末と言わざるを得なかった。

一方で，美術館が前川建築だったことが，反対

運動を盛り上げた 大の要因であったことは事実

だ。建築の存廃に注目が集まり，美術館本来の活

動に関して議論の広がりが見られなかったことは

残念だった。

「美術館は小難しくて，敷居が高い」という印

象は根強い。収蔵品の分かりやすい広報や市民参

加型プログラムの開催は，より開かれた美術館と

して不可欠な要素だ。前川建築を観光資源として

活用し，にぎわいを生み出す工夫も必要だ。現代

にふさわしい美術館像を，県と県民一体で作り上

げていく姿を期待したい。（『河北新報』2020 年

12 月 29 日）

なお，従来より仙台市は新たな音楽ホールの建

設を計画していたが，宮城県美術館が存続する川

内地区を検討していることが以下のようにわかっ

た。

仙台市が市中心部に整備する新たな音楽ホール

の建設地として，青葉区の市地下鉄東西線国際セ
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ンター駅北側「せんだい青葉山交流広場」を 有

力に検討していることが（2020 年 11 月）29 日，

複数の関係者への取材で分かった。郡市長の 終

判断に向け，詰めの調整に入った。現地存続が決

まった宮城県美術館などがある文教地区への立地

で，拠点性を高める狙いがあるとみられる。（『河

北新報』2020 年 11 月 30 日）

これに対して村井県知事は以下のように述べる。

仙台市が整備する新たな音楽ホールの建設地

に，県美術館に近い市地下鉄東西線国際センター

駅北側が浮上した。県知事は「いい場所だ。（実

現すれば）周辺一帯の文化的価値が上がるのでは

ないか」と期待した。（『河北新報』2020 年 12 月

1 日）

本件に関しては結局は県と市の行政の間でも，

めでたしめでたしとなるようである。

8 − 2）今後〜宮城県美術館の現地改修と県民会館

とみやぎ NPO プラザの移転集約

2021 年 1 月 21 日には，現地改修となった宮城県

美術館の今後の指針が県教育委員会によって以下

のように公表された。

県美術館（仙台市青葉区）の改修計画で，県教

委は（2021 年 1 月）21 日，リニューアルオープ

ンの目標時期を 2025 年度内とする新たな指針を

公表した。現在の講堂部分を県民ギャラリーなど

多目的スペースとして再整備する方針も示した。

　県議会文教警察委員会で明らかにした。1 階

の現講堂はギャラリー機能に加え，子どもたちの

芸術活動などに使える「キッズ・スタジオ（仮称）」

としても活用。美術教育を後押しする拠点とする。

　1 階の展示室は配置を換えず装いを新たにし，

現図書室は情報・交流ラウンジへの転用を想定。

地下 1 階の現県民ギャラリーは展示・保管スペー

スに変更し，収蔵品の安全管理，コレクションの

充実に役立てる。

　委員会では，建物の仕様などで利用者の声を

反映するよう求める意見が出た。県教委の担当者

は「県民と協働で進めていきたい」と応じた。（『河

北新報』2021 年 1 月 22 日）

なお，改修では，床タイルなど古い設備を新し

くする一方で，利用施設の変更も含む。1 階の講

堂の固定席を取り払い，目的に応じて使えるス

ペースとする。子どもの活動を支える「キッズ・

スタジオ」のほか，一般向けの県民ギャラリーと

して使う。県民ギャラリーは狭いため，個展を想

定する。県高校美術展など全県レベルについては，

宮城野区に新設予定の県民会館のギャラリーに委

ねたいという。地下の現県民ギャラリーは，収蔵

品の保管に転用する。2018 年 3 月に有識者がまと

めたリニューアル基本方針は，「外から見える収

蔵庫」をうたった。県は，ガラス張りかどうかは

未定とし，「魅力ある展示の手法を検討」という

表現にとどめている。新年度に設計，2 年間の改

修工事を経て 2025 年度内のオープンを予定して

いる。事業費は 30 億円。（『河北新報』2021 年 2

月 9 日）

宮城県美術館は移転されないが，それ以外の県

民会館とみやぎ NPO プラザは移転集約される。そ

の今後の見通しについて，2021 年 3 月 16 日に以下

のことがわかった。

県民会館とみやぎ NPO プラザを仙台医療セン

ター跡地に移転集約する新施設について，県が整

備する場合に 2028 年度の開館を想定しているこ

とが（2021 年 3 月）16 日に分かった。民間資金
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活用による社会資本整備（PFI）では，2029 年度

と見込む。

どちらの手法を採用するかは 2021 年度に検討

する。大規模事業評価といった手続きの進行具合

によっては，計画がずれ込む可能性もある。県は

整備スケジュールを両施設再編に向けた基本構想

の 終案に盛り込む。

基本構想では，新施設を「交流・協働・創造の

拠点」と位置付ける。核となる 2000 席以上の大

ホールは，多様なジャンルに対応可能な劇場型に

する。ギャラリーやアトリエを設け，県民の芸術

活動を後押しする。交流サロンや個別相談室な

ど，NPO 活動の支援機能を強化する。（『河北新報』

2021 年 3 月 17 日）

今後も，宮城県美術館の現地改修，県民会館と

みやぎ NPO プラザの移転集約の推移を注意深く見

守っていかなければならない。

9）まとめ〜今回の経緯を未来のために

先ずは，市民・県民の歴史と文化に関わる見識

の深さに感服した。それを土台とした幅広い反対

運動が，行政の壁を突き破ったことは画期的で歴

史的なことであった。例えば宮城県美術館という

ある文化財への愛着と文化的価値の重要性が改め

て確認された。

しかし一方で行政組織における文化政策の脆弱

さが露わになった。予算に対する行政の責任は深

く了解され，宮城県美術館は「県有施設」である

ことは事実であり，ゆえに当初は少なくとも県に

おいては全ては「県有施設再編等の在り方検討」

の観点から正当化されていた。宮城県美術館は県

が所有するのであるから。

しかし，たとえ自分が所有する絵であっても，

レンブラントの絵でダーツをすることは許されな

い（注 70）。作品あるいは文化財の存在価値は所

有権を超えるからである。ある文化財は個人ある

いは宮城県の所有物だけではありえず，たとえレ

ンブラントの絵画をある個人や宮城県が所有して

いても，その所有者がそれを「除却」することは

許されない。文化財は所有者の恣意に任せられる

のではなく，公共的なものであるからである。文

化財とは誰のものか。文化財はたとえある個人の

所有物であっても，そこには公の権利が認められ，

広く一般に公開され維持されるのである。この考

え方が宮城県にはなかった。

行政における意志決定過程も不透明であった。

移転集約構想が世に出る 1 年 8 カ月前，県教委が

現地での増築改修案を策定していたにも関わらず

に，それを無視した経緯も不可解であった。この

突如浮上した 180 度の転換に，県庁内でさえも「政

策形成過程の軽視」との指摘があった。

また仄聞するところによると，県職員である宮

城県美術館の学芸員などの館員は自分が所属する

宮城県美術館の移転に関して公の場で意見を述べ

ることが決して自由ではなかったようである。県

の職員でもある身分としては仕方がないかもしれ

ない。しかし文化や学術に関わることは聖域とし

た方が，結局は公に利益をもたらすのではないだ

ろうか。

県が移転を断念したことにより，反対運動に参

加していた筆者としては，今はこちら側に宮城県

美術館というボールを投げられたことを強く感じ

た。反対運動は反対が目的であってはならない。

その運動の成功の結果に責任を持たなければなら

ない。現地存続となった美術館を今後さらにどう

育てていくかは我々県民・市民の肩にかかってい

る。時代に求められる文化財としての美術館の活

用，その企画や展開力や観光資源としての価値の

向上も必要である。今回，再認識された美術館の

潜在力と市民活動で培われたエネルギーをこそ飛
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躍の原動力にしなければならない。例えば今まで

なぜ前川建築のある自治体でつくる「近代建築ツー

リズムネットワーク」に加入していなかったので

あろうか。早速にも加盟し観光拠点にしなければ

ならない。例えばこのような文化的な価値を施策

に生かす行政を様々に模索すべきである。

以上を も端的に総括すれば以下の二点である。

1）先ずは，共同体の意志決定の観点からは，公

選制による県知事と，それを経ない市民や学術の

意見の対立であった。たしかに民主主義の原則は公

選制にある。それによって選ばれた政治家とその下

命により働く職員の意志は尊重されなければなら

ない。対して学者らは選挙によって選ばれていな

い。しかし様々な意志表出の方法が「多声的」（注

71）に確保されていることが，結局は民主的共同

体全体の利益につながるのである。同時期にあっ

た首相による日本学術会議会員の任命拒否も同様

の問題を孕む。但し村井県知事は菅首相とは違っ

た。村井県知事は「当初，文化的価値が見えてなかっ

た」と述べ，「行政経営的視点に文化の視点を取り

入れ， 終判断した」のである（注 72）。前述のよ

うに，宮城県美術館移転を断念した村井県知事と

いう「敵」に素直に拍手を送りたい。宮城県は歴

史文化的且つ民主主義政治の成熟の階段を一段上

がった。この経緯と決断という成果は日本全体で

広く共有されるべきである。

2）そして価値判断の観点からは，行政経営とい

う経済と，歴史文化との対立であった。県は国の

起債制度を用いた経済性を考えれば「当該の県有

施設」は破壊移転新築すべきことを，反対派は「宮

城県美術館」という固有の歴史と文化と記憶は保

護・存続されるべきことを訴えた。今回は結局後

者の主張が認められた。その際に文化は経済的に

も「ペイする」ことが認識されることは重要では

ある。しかしやはりそのように軽薄な認識だけで

は十分でない。なぜならば文化財とは，自分が，

そしてその共同体が何者であるか，その存在証明

だからである。

否，それでさえ我々現在世代の「自利」しか考

えない片肺の視座である。文化財の意義は未来世

代を「利他」するという視座からこそ考えないと

いけない。

否，それも現在世代中心の傲慢な考えである。

なぜなら本来文化財を所有するのは未来世代であ

り，現在世代をそれを未来から一時的に預かって

いるに過ぎないからである。しばしば文化財ある

いは博物館に関わるステークホルダーとして国家，

中央・地方行政府，民間企業，寺社，国民・県民，

市民，所蔵者等が挙げられるが，本来はこれらの

現在世代ではなく未来世代こそが 重要のステー

クホルダーなのである（注 73）。

しかし未生の未来世代は現在投票できない，それ

が民主主義の 大の欠点である。現在の多数決によ

る民主的決定は，現在の正義や公正を未来世代に問

答無用で拡張し負担を強いる。民主主義は世代間倫

理と一部利益相反する。本来全ての現在の思考，決

断，政策は未来世代を起点として決定されねばなら

ない。それが世界の持続可能性を生む。

これが「世代間倫理」という考えである。通常，

倫理は「世代内倫理」で，同時代の人間間を律す

る行動規範で，共時的，双務的で，交換としての

契約である。しかし文化財やそれを扱う博物館を

律するのは「世代間倫理」である。通時的で故に

一方向的で，見返りなく片務的である。博物館と

は世代間倫理を全うする為に時間軸上に造られた

四次元機関なのである。過去世代と，文化財の本

来のステークホルダーである未来世代を繋ぐ世代

間のハブであることこそが博物館の 重要任務で

ある。

宮城県美術館という博物館あるいは文化財の現

地存続とは，多声的に民主主義を実践することに

より民主主義の限界を皆で超えた，世代間倫理に
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則った営為であったと高く評価できよう。

図版出典

図 1: 東北大学日本学国際共同大学院編，『東北大学

日本学国際共同大学院シンポジウム「公共性と

美術館の未来」2020 年 2 月 15 日開催 記録集』，

同大学院発行，2020 年（註 49 参照），表紙写真 

図 2: 宮 城 県 HP https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/

attachment/764817.pdf，2021．3．1 参照

図 3: 宮 城 県 HP https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/

attachment/765400.pdf，2021．3．1 参照

図 4: 宮 城 県 HP https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/

attachment/765399.pdf，2021．3．1 参照

図 5: 宮 城 県 HP https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/

attachment/764818.pdf，2021．3．1 参照

図 版 6: 宮 城 県 HP https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/

se i saku /kenyuus i se tu -kennminnse tumeika i -

mousikomi.html，2021．3．1．参照

附記

本稿脱稿後に以下が出版された。宮城県美術館

の現地存続を求める県民ネットワーク編著・発行，

『みんなでまもった美術館　宮城県美術館の現地存

続運動全記録』，2021 年 6 月 30 日発行 . 本書は宮

城県美術館の現地存続を求める県民ネットワーク

の活動の詳細，関連写真等，同県民ネットワーク

の『河北新報』への投書，さらには宮城県議会で

の議論や移転撤回に係わる知事の記者会見全文な

どをも載せた詳細で貴重な記録であり，今回の宮

城県美術館の移転問題に関わる根本史料である。

注釈

注 1　 加藤諭「齋藤報恩会博物館の設立過程と運

営方針」『東北大学史料館研究報告』第 16 号，

2021，pp．1－ 15．

注 2　 畑井新喜司「博物館の経営方針に就て」『財

団法人斎藤報恩会博物館時報』創刊号，

1931，p．1．

注 3　 仙台市編さん委員会『仙台市史』（通史編 9

現代 2），仙台市，2013，p．542．

注 4　 仙台市編さん委員会『仙台市史』（通史編 9

現代 2），仙台市，2013，pp．544 － 546．

注 5　 宮城県美術館公式 HP https://www.pref.miyagi.

jp/site/mmoa/，2021．3．1 参照

注 6　 佐藤達「持論時論」『河北新報』2020 年 10

月 21 日

注 7　 鬼頭梓＋鬼頭梓の本をつくる会，『建築家の

自由　鬼頭梓と図書館建築』，建築ジャーナ

ル，2008（特に pp．22f．鬼頭梓インタビュー

の「東北大学図書館依頼者の心意気」が面

白い。）

注 8　 宮城県教育委員会『宮城教育年報』（平成 28

年度実績），p．92．

注 9　 東北の各館（2018 年度）では，青森県美術

館は 20 万 9500 人，福島県美術館は 12 万

2100 人，秋田県美術館は 6 万 5400 人，岩

手県美術館は 5 万 7700 人，財団運営の山形

美術館は 5万人である。

注10　宮城県HP https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/

attachment/670542.pdf，2021．3．1 参照

注 11　『河北新報』2019 年 12 月 30 日

注 12　宮城県 HP https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/

seisaku/kenyushisetsu.html，2021．3．1 参照

注13　宮城県HP https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/

attachment/754185.pdf，2021．3．1 参照

注 14　『河北新報』2019 年 11 月 19 日

注15　宮城県HP https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/

attachment/769634.pdf，2021．3．1 参照

注 16　『河北新報』2019 年 12 月 30 日
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注 17　『河北新報』2019 年 11 月 19 日

注 18　『河北新報』2019 年 12 月 30 日

注 19　『河北新報』2019 年 11 月 19 日

注 20　『河北新報』2019 年 12 月 30 日

注 21　仙台に本社を置く同社は 1897 年創刊の一

流紙を発行し東北，特に宮城県での世帯普

及率は 70％に迫るだけでなく，本件に関し

ても非常に正確で丁寧，逐次に取材・報道

を行い情報源として信頼できるからである。

また「白河以北一山百文」，つまり現・福島

県の白河の関より北では一山にたった百文

の価値しかないという東北蔑視の言葉から

敢えて「河北」と採り「不羈独立」を社是

とした（「社長からのメッセージ」河北新

報 社 HP https://www.kahoku.co.jp/com/saiyo/

shacho.html，2021．3．1 参照）気骨ある言

論媒体であるからである。

注 22　『河北新報』2019 年 12 月 11 日でも言及

注 23　『河北新報』2019 年 12 月 11 日でも言及

注 24　なお『河北新報』には「いぎなり仙台」と

題された連載企画がある。2019 年 11 月末

から 12 月末にかけては，夕刊 1 面右の上段

から下段に大きく「建物　探訪してみっぺ」

と題して仙台市を中心とする宮城県内の歴

史的建造物紹介の連載が載せられた。そこ

では宮城県美術館は取り上げられずその移

転問題と直接には関係ないが，この時期に

建築を歴史的文化財として価値を認める連

載をすることは大きな意義があったといえ

よう。

注 25　『河北新報』2020 年 1 月 7 日

注 26　『河北新報』2020 年 1 月 9 日

注 27　『河北新報』2020 年 1 月 15 日

注 28　『河北新報』2020 年 1 月 23 日

注 29　『河北新報』2020 年 1 月 25 日

注 30　『河北新報』2020 年 1 月 28 日

注 31　『河北新報』2020 年 1 月 31 日

注 32　『河北新報』2020 年 2 月 4 日

注 33　『河北新報』は「前川國男」を「前川国男」

と表記するので，本稿における同紙からの

引用文中ではそれに従う。なお煩雑を避け

るために，彫刻家 Dani Karavan は本稿全体

で「ダニ・カラヴァン」ではなく「ダニ・

カラバン」で統一した。

注34　宮城県HP https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/

attachment/768356.pdf，2021．3．1 参照

注 35　『河北新報』2020 年 1 月 7 日

注 36　『河北新報』2020 年 1 月 13 日

注 37　『河北新報』2020 年 1 月 24 日

注 38　『河北新報』2020 年 1 月 21 日

注 39　海外では例えばミュンヘンのナチ高官の事

務棟二連は，戦後に接収され，音楽大学と

ミュンヘン大学の美術・考古学研究室，石

膏博物館と変えられた。但しこれにはむし

ろ復讐的な意図をも感じる。

注 40　『河北新報』2020 年 10 月 29 日

注 41　『河北新報』2020 年 1 月 27 日

注 42　『河北新報』2020 年 1 月 28 日

注 43　『河北新報』2020 年 1 月 29 日

注 44　『河北新報』2020 年 2 月 1 日

注 45　『河北新報』2020 年 1 月 30 日

注 46　『河北新報』2020 年 2 月 11 日

注 47　『河北新報』2020 年 2 月 12 日

注 48　『河北新報』2020 年 2 月 13 日

注 49　 東 北 大 学 HP https://www.sal.tohoku.ac.jp/

media/files/_u/event/file2/pzzmlb0yz.pdf，

2021．3．1 参照

注 50　『河北新報』2020 年 2 月 21 日

注 51　『河北新報』2020 年 2 月 24 日

注52　宮城県HP https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/

attachment/776449.pdf，2021．3．1 参照

注 53　『河北新報』2020 年 2 月 22 日
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注 54　『河北新報』2020 年 2 月 26 日

注 55　『河北新報』2020 年 2 月 27 日 

注 56　『河北新報』2020 年 2 月 28 日

注 57　『河北新報』2020 年 6 月 4 日

注 58　『河北新報』2020 年 10 月 2 日

注 59　『河北新報』2020 年 3 月 19 日

注 60　『河北新報』2020 年 6 月 14 日

注 61　『河北新報』2020 年 7 月 22 日

注 62　『河北新報』2020 年 10 月 31 日

注 63　『河北新報』2020 年 11 月 16 日号外・夕刊，

同 17 日朝刊

注 64　『河北新報』2020 年 11 月 17 日

注 65　『河北新報』2020 年 11 月 29 日

注 66　『河北新報』2021 年 3 月 4 日

注 67　『河北新報』2020 年 12 月 24 日

注 68　宮城県 HP https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/

seisaku/kenyuusisetu-kennminnsetumeikai-

mousikomi.html，2021．3．1 参照

注 69　宮城県美術館の現地存続を求める県民ネッ

トワーク HP https://www.save-mmoa.org

注 70　ジョセフ・L. サックス，都留重人訳，『「レ

ンブラント」でダーツ遊びとは―文化的遺

産と公の権利』，岩波書店，2001

注 71　ICOM Kyoto2019 で提案された博物館の定義

案にある用語から採用した。私見では，定

義の用語としては，政治的で，意味対象が

非限定的なので，不適切である。しかしま

さにそれゆえにこの政治と文化の文脈では

逆に剴切と考える。

注 72　『河北新報』2020 年 11 月 17 日

注 73　野家啓一，『はざまの哲学』，青土社，

2018，pp.311-313;M.Haga, ”Safeguarding 

a n d  u t i l i z i n g  c u l t u r a l  a s s e t s” I C O M 

Sympos ium,S ingapore ,  2018 ;  M.Haga , 

“Museums as hubs between generations 

or as an embodiment of Inter-Generational 

Ethics”ICMAH Conference, 2019；佐久間大

輔，「博物館は持続可能性を社会にもたら

すか？」，『別冊博物館研究』55，2020．p．

27；芳賀満，「これからの未来世代のための，

これからの博物館・美術館あるいは文化活

動―世代間倫理の重要性―」『山形県生涯学

習センターだより　生涯学習やまがた』19，

2020，pp．2－ 4. 産と公の権利』，岩波書店，

2001
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日本の博物館のこれからⅢ＆Ⅳ   235

おわりにおわりに

「博物館評価の構造的枠組の創出と博物館界による独自の認証制度の開発」は当初 2018 年から 2020 年度

までの 3 カ年の予定で，「実効性のある博物館評価のカテゴリーの設定と，それらを統合する新たな構造的

枠組みを創出」，「博物館の登録審査基準について，2017 年に提案した改訂基準案の妥当性と有効性の検証」，

「空洞化された登録制度に代わる独自の認証制度構築の検討」を目指してスタートした。

博物館関係者の情報・意見交換の場である「博物館の在り方を考える研究懇談会」を設け，上述の各点

について，さらには博物館法改正に向けて，検討すべき課題の洗い出しを行ってきた。第 2 冊「日本の博

物館のこれから II―博物館の在り方と博物館法を考える―」（2020 年 8 月発行）はその成果を中間的な報告

書として取り纏めたものである。

しかし 2020 年からの 後の年度は，研究懇談会もコロナ禍の中でオンライン形式による会合を重ね更に

1 年の研究期間延長を行ったが，シンポジウムなど多くの関係者と場を共有しての議論形成などは叶わな

かった。

当初は予期していなかったが，この研究会と並行する形で 2019 年 11 月，文化審議会のもとに新たに博

物館部会が置かれた。博物館振興に関する事項についての審議が積み重ねられてきた。研究懇談会は，部

会関係者も含め，学術会議や博物館現場までを含めた幅広い討議の場としてさまざまな博物館の課題掘り

起こしに資することができたのではないかと考えている。

さらに 2020 年 11 月に横浜市で開催された第 68 回全国博物館大会では，行政報告において文化庁から「博

物館の制度と運営について，法改正の必要性を含めた幅広い議論を行い，来年年央までには一定の方向性

について中間的な結論を得る予定」との方向が示された。そして 2021 年 2 月には博物館部会のもとに「法

制度の在り方に関するワーキンググループ」が設置され，同 12 月には博物館部会，文化審議会の議論を経

て文部科学大臣へと答申が提出された。議論の過程には研究懇談会関係者も関与しており，早期に web 公

開した後にこの報告書にあらためて掲載した論考なども議論の素材となったと考えている。

登録制度と博物館の振興を主眼とする答申は，今後，法案として国会に示され議論が深められる中で，

より精緻な博物館登録制度や博物館政策として実を結ぶことを願っている。そして，今後議論となるであ

ろう「望ましい博物館のあり方」の改定や政省令などに向けて博物館関係者の意見表明がより一層重要に

なることは間違いない。

日本の博物館が総体として，より社会に役立つ機関として再認識され，十分な社会的投資のもとにいっ

そう発展していくために，博物館政策の充実を求めたい。そして，そのためには現場のニーズを社会の声

として政策に届けるための「アドボカシー（調査にもとづく政策立案）」が欠かせない。今後も博物館現場

発の政策議論が活発化することを期待している。

2022 年 2 月　山西良平・佐久間大輔
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ERRATA　ERRATA　

2020 年 9 月に発行した「日本の博物館のこれから II - 博物館の在り方と博物館法を考える -」におき

まして、浜田弘明担当の報告書 112 ページの部分について、筆者の説明不足により誤読を招く恐れの

ある表記がありました。以下のように追加し訂正させて頂きます。また、注 23 の一部にも訂正があり

ます。

［掲載原稿］

さらに、学芸員資格の高度化に関しては、当時、朝日新聞の「学芸員格下げ」という記事で話題になっ

た（注 23）。現行の学芸員を学芸員補に格下げし、大学院修士修了又は実務経験 5年以上を経たものを

学芸員とするというもので、①現行の学芸員を学芸員補に格下げする、②学芸員になるには 5 年以上

の学芸員補経験や修士号取得、国家試験合格といった条件を設ける、③ 10 年以上の学芸員経験、実績

や研修、国家試験による上級・専門学芸員を新設するというものであった。また、大学院での学芸員

養成についても検討されたが、論議は途中で終わってしまっている。2009 年の第二次報告書（注 24）

の中では、学部教育を優先して進めるということになったが、それでも、学芸員の入口としてのスキ

ルを身に付けるような養成制度にするという結論に達している。

［修正原稿］

さらに、学芸員資格の高度化に関しては、当時、朝日新聞の「学芸員格下げ」という記事で話題になっ

た。審議中に出されたこの記事によれば、現行の学芸員を学芸員補に格下げし、大学院修士修了又は

実務経験 5 年以上を経たものを学芸員とするというもので、①現行の学芸員を学芸員補に格下げする、

②学芸員になるには 5 年以上の学芸員補経験や修士号取得、国家試験合格といった条件を設ける、③

10 年以上の学芸員経験、実績や研修、国家試験による上級・専門学芸員を新設するというものであっ

た（注 23）。しかし、その後の 終報告においては、「博物館に関する科目」の単位履修者に対し「学

芸員基礎資格」を付与し、さらに、博物館現場で一定期間（1年以上）の実務経験を経たものが、登録

博物館の学芸員になることが出来るようにする必要があるとされた。大学院での学芸員養成論議につ

いては結論を得ず、2009 年の第二次報告書（注 24）の中では、学部教育を基本に進め、学芸員の入口

としてのスキルを身に付けるような養成制度にするという結論に達している。

［注 23 の訂正］誤：朝日新聞 2006 年 6 月 28 日付朝刊→正：朝日新聞 2006 年 11 月 28 日付朝刊


